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第第第第１１１１編 総 則編 総 則編 総 則編 総 則

第第第第1111章 総 則章 総 則章 総 則章 総 則

第第第第１１１１ 計画計画計画計画のののの目的目的目的目的

本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第42条の規定に基づき、

岡山市防災会議が岡山市の地域に係る防災に関し、岡山市及び防災関係機関が処理しなければならない

事務又は業務の大綱について、さらに市民の役割を明らかにするため、総合的な運営計画を作成したも

ので、これを効果的に活用することによって、岡山市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害

を最小限に止め、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

第第第第２２２２ 計画計画計画計画のののの構成及構成及構成及構成及びびびび内容内容内容内容

本計画は、「風水害等対策編」及び「震災対策編」をもって構成するものとし、水防法（昭和24年法

律第193号）に基づき、別途作成する「岡山市水防計画」（別冊）とも十分調整を図るものとし、「岡山

県地域防災計画」並びに指定行政機関又は指定公共機関等の作成する「防災に関する計画」と整合を図

るものとする。

また、本計画は「風水害等対策編」を「災害予防」、「災害応急対策」及び「災害復旧」の３本柱で

構成し、これを補完するため「資料編」を別冊で作成する。

岡 山 市 地 域 防 災 計 画

風水害等対策編 第１編 総 則

第２編 災害予防計画

水防計画 第３編 災害応急対策計画

第４編 災害復旧計画

震 災 対 策 編

資 料 編

本計画の内容は、次のとおりである。

１１１１ 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限に止めるため、本市及び防災関係機関等がとるべき

措置等について定める。

２２２２ 災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画

災害発生直後から応急復旧の終了までの間において、主として本市災害対策本部がとるべき措置等に

ついて定める。

３３３３ 災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画

民生安定のための緊急措置及び公共施設の災害復旧等について、本市が自ら又は防災関係機関等の協

力を得て実施する措置等について定める。
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第第第第３３３３ 防災施策防災施策防災施策防災施策のののの基本方針基本方針基本方針基本方針

本市は、防災に関して国・県及び他の市町村と直結した基礎的地方公共団体として、防災組織の根幹

を形成するものである。したがって、防災行政に関しては、住民の生命、身体及び財産を災害から保護

するため、積極的かつ意欲的な施策を実施する。

災害が発生した際、総合的・統一的かつ有効な災害応急対策を実施するとともに、災害の発生を未然

に防ぎょし又は災害の原因を根絶するため、長期的かつ効果的な計画の樹立と推進に努める。

このため、防災行政に関する施策の決定や計画の策定及び実施に当たっては、国・県・その他防災関

係機関と緊密な連携をとり、防災施設等の整備を重点的に推進する。

第第第第４４４４ 災害災害災害災害のののの想定想定想定想定

本計画は、岡山市の地域における地勢・地質・気象等の自然条件に加え、人口・資産・産業活動の集

中等の社会的条件並びに、過去における各種災害履歴を考慮したうえで、発生し得る災害を想定し、こ

れを基礎とした。なお、地震による災害については震災対策編として別冊を作成した。

１ 暴風等による災害

２ 大雨等による災害

３ 高潮等による災害

４ 上記１～３のほか異常気象による災害

５ 大規模火災

６ 危険物の爆発等による災害

７ 交通機関による災害

８ その他の特殊災害

《参照》

○ 岡山市の災害 （資料編）

○ （資料編）防災上注意すべき自然的・社会的条件
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第第第第５５５５ 用語用語用語用語のののの意義意義意義意義

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

◆ 岡山市関係

（１） 災 害 対 策 本 部 ･･････ 岡山市災害対策本部をいう。

（２） 区 本 部 ･･････ 岡山市各区の区災害対策本部をいう。

（３） 現 地 本 部 ･･････ 岡山市現地災害対策本部をいう。

（４） 地 域 防 災 計 画 ･･････ 岡山市地域防災計画をいう。

（５） 本 部 長 ･･････ 岡山市災害対策本部長をいう。

（６） 区 本 部 長 ･･････ 岡山市各区の区災害対策本部長をいう。

（７） 現 地 本 部 長 ･･････ 岡山市現地災害対策本部長をいう。

（８） 防 災 関 係 機 関 ･･････ 県・市町村・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関

及び公共的団体その他防災上重要な施設を管理する機関をいう。

（９） 水 防 計 画 ･･････ 水防法第32条に基づき、水防管理団体として岡山市が定める水防計

画をいう。

（10） 水 防 本 部 ･･････ 岡山市水防本部をいう。

◆ 岡山県関係

（11） 県 本 部 ･･････ 岡山県災害対策本部をいう。

（12） 県 現 地 本 部 ･･････ 岡山県現地災害対策本部をいう。

（13） 県備前地方本部 ･･････ 岡山県備前地方災害対策本部をいう。

（14） 県 防 災 計 画 ･･････ 岡山県地域防災計画をいう。

（15） 県 本 部 長 ･･････ 岡山県災害対策本部長をいう。

（16） 県 現 地 本 部 長 ･･････ 岡山県現地災害対策本部長をいう。

（17） 県備前地方本部長 ･･････ 岡山県備前地方災害対策本部長をいう。

（18） 県 警 察 ･･････ 岡山県警察をいう。
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第第第第２２２２章 各機関章 各機関章 各機関章 各機関のののの実施責任実施責任実施責任実施責任とととと処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの大綱大綱大綱大綱

第第第第１１１１ 実施責任実施責任実施責任実施責任

１１１１ 岡山市岡山市岡山市岡山市

岡山市は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災の第一次的

責任者として、県・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力

を得て防災活動を実施する。

２２２２ 岡山県岡山県岡山県岡山県

岡山県は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害が市町村の

区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が大きく市町村で処理することが困難と認められるとき、

又は防災活動内容において、統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなどに、

指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を

実施する。

また、市町村及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。

３３３３ 指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関

指定地方行政機関は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、その

所掌事務について、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して、防災活動を実施すると

ともに、市の活動が円滑に行われるよう、勧告・指導・助言等の措置を行う。

４４４４ 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊

災害派遣要請者からの要請に基づき、防災活動を実施する。

５５５５ 指定公共機関及指定公共機関及指定公共機関及指定公共機関及びびびび指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その公共性又は公益性に鑑み、その業務について自ら防災活

動を実施するとともに、市の防災活動が円滑に行われるよう協力する。

６６６６ 公共団体及公共団体及公共団体及公共団体及びびびび防災上重要防災上重要防災上重要防災上重要なななな施設施設施設施設のののの管理者管理者管理者管理者

公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時に

は災害応急措置を実施する。また、市・その他防災関係機関の防災活動に協力する。

《参照》

○ 緊急消防援助隊要綱・消防相互応援協定 （資料編）

○ 中国・四国地区都市防災連絡協議会災害時相互応援協定（資料編）

○ 大都市災害時相互応援協定 （資料編）

○ 岡山市及び尼崎市災害時相互応援に関する協定 （資料編）



- 5 -

第第第第２２２２ 処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの大綱大綱大綱大綱

１１１１ 市市市市

（１） 防災に関する組織の整備を行う。

（２） 防災に関する調査・研究を行う。

（３） 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。

（４） 防災用施設・設備の整備及び点検を行う。

（５） 防災に必要な物資・資機材の備蓄及び点検を行う。

（６） 危険物施設の保安確保に必要な指導及び立入検査を行う。

（７） 高層建築物・地下街等の保安確保に必要な指導・助言及び立入検査を行う。

（８） 自主防災組織の育成・指導及び災害ボランティア活動の支援を行う。

（９） 防災気象情報等の収集・情報提供・伝達を行う。

（10） 災害に関する予報・警報等の発令及び伝達を行う。

（11） 被害の調査及び報告並びに災害に関する広報・公聴を行う。

（12） 水防活動・消防活動及びその他の応急措置を行う。

（13） 市域内の防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整を行う。

（14） 指定地方行政機関及び県に、災害応急対策等のため職員の派遣要請を行う。

（15） 災害時における交通整理・輸送対策・警戒地域の設定、その他社会の秩序の維持を行う。

（16） 避難勧告・避難指示の発令又は要避難者の誘導並びに避難所の開設を行う。

（17） 災害救助法に基づく被災者の救出・救助を行う。

（18） 災害時における被災児童・生徒等に対する文教対策等の応急措置を行う。

（19） 公共土木施設・水道施設・下水道施設・農地及び農林水産業施設等の新設改良・防災・災害復旧

及び応急措置を行う。

（20） 災害時における清掃・防疫、その他保健衛生に関する応急措置を行う。

（21） その他、岡山市防災会議に関する事務を行う。

２２２２ 市消防団市消防団市消防団市消防団

（１） 火災予防のほか、各種災害予防を行う。

（２） 消防活動及び水防活動を行う。

（３） 被災者の救出・救護・避難誘導を行う。

（４） 災害現場の応急作業を行う。

県県県県３３３３

（１） 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。

（２） 災害に関する予報・警報等の発令及び伝達を行う。

（３） 災害情報の収集及び伝達を行う。

（４） 災害広報を行う。

（５） 市の実施する被災者の救助の支援及び調整を行う。

（６） 災害時におけるボランティア活動の支援を行う。

（７） 災害救助法に基づく被災者の救助を行う。
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（８） 災害対策基本法・水防法・地すべり等防止法に基づく、避難のための立退きの指示を行う。

（９） 災害時の防疫、その他保健衛生に関する応急措置を行う。

（10） 水防管理団体の実施する水防活動及び市の実施する消防活動に対する指示・調整を行う。

（11） 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。

（12） 県管理の公共土木施設・農地・農林水産業施設等の新設改良・防災・災害復旧及び応急措置を行う。

（13） 農産物・家畜・林産物及び水産物に対する応急措置を行う。

（14） 緊急輸送車両の確認を行い、標章及び証明書の交付を行う。

（15） 水防・消防その他防災に関する施設・設備の整備を行う。

（16） 救助物資・化学消火剤等、必要資機材の供給又は調整若しくは斡旋を行う。

（17） 危険物施設の保安確保に必要な指導・助言及び立入検査を行う。

（18） 高層建築物・地下街等の保安確保に必要な指導・助言を行う。

（19） 自衛隊の災害派遣要請を行う。

指定行政機関に災害応急対策等のため職員の派遣要請を行う。（20）

県の管理する港湾区域・漁港区域の施設の維持管理及び港湾区域内の清掃等を行う。（21）

県の管理する港湾区域及び漁港区域の施設の維持管理及び清掃等を行う。（22）

有害ガス・危険物等の発生及び漏洩(流出)による人体・環境に及ぼす影響の調査並びにその対策（23）

等安全確保を行う。

県警察県警察県警察県警察４４４４

［県警察本部・岡山中央・岡山西・岡山南・岡山北・岡山東・赤磐警察署］

（１） 災害警備計画に関する業務を行う。

（２） 災害警備用資機材の整備を行う。

（３） 災害情報の収集、伝達及び被害調査を行う。

（４） 救出救助及び避難誘導を行う。

（５） 行方不明者の捜索及び死体の見分、検視を行う。

（６） 交通規制、緊急通行車両の確認等交通対策に関する業務を行う。

（７） 犯罪の予防・取締り、その他治安維持に関する業務を行う。

（８） 関係機関による災害救助及び復旧活動に協力する。

５５５５ 指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関指定地方行政機関

［［［［中国地方整備局中国地方整備局中国地方整備局中国地方整備局（（（（岡山河川事務所岡山河川事務所岡山河川事務所岡山河川事務所、、、、岡山国道事務所岡山国道事務所岡山国道事務所岡山国道事務所）］）］）］）］

（１） 気象・水象について観測する。

（２） 吉井川・旭川・百間川等、直轄河川の改修工事・維持修繕・防災施設の整備、その他管理及び

水防警報の発表を行う。

（３） 旭川及び百間川・吉井川・高梁川の洪水予報河川において、浸水想定区域の指定及び見直しを行う

とともに、岡山地方気象台と共同して、洪水予報を行う。

（４） 一般国道２号・30号・53号・180号・直轄管理区間の改良工事・維持修繕、その他管理及び道路

情報の伝達を行う。

（５） 緊急を要すると認められる場合は、申し合わせに基づく、適切な応急措置を実施する。
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（（（（宇野港湾事務所宇野港湾事務所宇野港湾事務所宇野港湾事務所））））

（１） 港湾施設の整備と防災管理を行う。

（２） 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策の指導を行う。

（３） 海上の流出油等に対する防除措置を行う。

（４） 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導を行う。

［［［［大阪管区気象台大阪管区気象台大阪管区気象台大阪管区気象台((((岡山地方気象台岡山地方気象台岡山地方気象台岡山地方気象台))))］］］］

（１） 気象・地象・水象の観測及びその成果の収集・発表を行う。

（２） 気象・地象（地震にあっては、地震動に限る）・水象の予報及び警報・注意報、並びに台風、大

雨、竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道

機関を通じて住民に周知できるよう努める。

（３） 気象庁が発表した津波警報・津波注意報・噴火警報等を関係機関に通報する。

（４） 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の心得などの周知・広報に努め

る。

（５） 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関して、技術的な支援

・協力を行う。

（６） 国又は県の洪水予報河川において、それぞれ中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県と共同し

て洪水予報を発表し、関係機関に通報する。

（７） 災害の発生が予想されるときや災害発生時において、県や市に対して気象状況やその推移、その

予想の解説等を適宜行う。

（８） 県や市、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に

努める。

［［［［中国財務局中国財務局中国財務局中国財務局（（（（岡山財務事務所岡山財務事務所岡山財務事務所岡山財務事務所）］）］）］）］

（１） 災害復旧事業の適性かつ公平な実施を期するため、職員をその査定に立ち会わせる。

（２） 地方公共団体が緊急を要する災害応急復旧事業等のため、災害つなぎ資金の貸付を希望する場合

には、必要と認められる範囲内で短期貸付の措置を適切に運用する。

また、災害復旧事業等に要する経費の財源として地方債を起こす場合は、資金事情の許す限り財

政融資資金地方資金をもって措置する。

（３） 防災のために必要があると認められるときは、管理する国有財産について、関係法令等の定める

ところにより無償貸付等の措置を適切に行う。

（４） 災害が発生した場合においては、関係機関と協議のうえ、民間金融機関相互の協調を図り、必要

と認められる範囲内で災害関係の融資・預金の払戻し及び中途解約・手形交換、不渡処分・休日営

業、平常時間外の営業・保険金の支払い及び保険料の払込猶予について、金融機関等の指導を行う。

［［［［中国四国農政局中国四国農政局中国四国農政局中国四国農政局］］］］

（１） 農地海岸保全事業・農地防災事業・農地保全に係る地すべり対策事業等の防災に係る国土保全事

業を推進する。

（２） 農作物・農地・農業用施設等の被害状況に関する情報の収集を行う。

（３） 被災地に生鮮食料品・農畜産用資材等の円滑な供給を図るため、必要な指導を行う。
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（４） 被災地における農作物等の病害虫防除に関する応急措置について指導を行う。

（５） 農地・農業施設等の災害時における応急措置について指導を行うとともに、これらの災害復旧事

業の実施及び指導を行う。

（６） 直接管理し又は工事中の農地・農業用施設等について応急措置を行う。

（７） 地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等を行う。

（８） 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等について指導を行う。

（９） 災害発生の場合において、応急用食料等の調達・供給を緊急に行う必要が生じたときは、応急用

食料等の確保に関する情報収集と農林水産省本省への報告を行うなど、迅速な調達・供給に努める。

（10） 災害発生の場合において、種子籾の調達につき知事から依頼があったときは、早急に関係者と協

議の上、調達の斡旋を行う。

［［［［近畿中国森林管理局近畿中国森林管理局近畿中国森林管理局近畿中国森林管理局((((岡山森林管理署岡山森林管理署岡山森林管理署岡山森林管理署))))］］］］

（１） 国有林野の崩壊地及び崩壊のおそれのある箇所について、山腹並びに渓間工事等の治山事業を実

施するとともに、災害に際し、緊急復旧を必要とする施設については、国有林野事業施設等に係る

災害対策取扱要領に基づき復旧を図る。

（２） 国有林野の火災を予防し、火災が発生したときは、速やかに鎮圧を図り延焼を防止する。

（３） 国有林内河川流域及び貯木場における林産物等の流出予防を実施するとともに、災害発生に当た

っては、極力外部へ危害を及ぼさないよう処置する。

（４） 応急復旧用として国有林材の供給を促進するとともに、木材関係団体等に用材等の供給の要請を

行う。

（５） 市長・知事から災害応急対策に必要な機械器具等の貸付又は使用の要請があったときは、これに

協力する。

［［［［中国経済産業局中国経済産業局中国経済産業局中国経済産業局］］］］

（１） 所掌事務に係る災害情報の収集・伝達を行う。

（２） 電気・ガスの供給の確保に必要な指導を行う。

（３） 被災地域において、必要とされる災害対応物資（生活必需品・災害復旧資材等）の適正価格によ

る円滑な供給を確保するため、必要な指導を行う。

（４） 中小企業者の業務を確保するため、その業務の再建に必要な資金の融通の円滑化等の措置を行う。

［［［［中国運輸局中国運輸局中国運輸局中国運輸局（（（（岡山運輸支局岡山運輸支局岡山運輸支局岡山運輸支局）］）］）］）］

（１） 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。

（２） 海上における物資及び旅客の輸送を確保するため、船舶運航事業者又は港湾運送事業者に対し、

船舶の調達の斡旋・特定特定航路への就航勧奨を行う。

（３） 港湾荷役が円滑に行われるよう、必要な行政指導を行う。

（４） 特に必要があると認めるときは、船舶運航事業者又は港湾運送事業者に対する航海命令又は公益

命令を発する措置を講ずる。

（５） 鉄道・バス及びトラックの安全運行の確保に、必要な指導監督を行う。

（６） 陸上における物資及び旅客の運送を確保するため、自動車運送事業者に対し、自動車の調達の斡

旋・運送の分担・迂回輸送・代替運送等の指導を行う。
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（７） 特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する運送命令を発する措置を構じる。

［［［［大阪航空局大阪航空局大阪航空局大阪航空局 （（（（岡山空港出張所岡山空港出張所岡山空港出張所岡山空港出張所）］）］）］）］

（１） 航空機による輸送の確保に関し、必要な措置を講じる。

（２） 関係機関へ必要な航空情報の提供を行う。

（３） 管理する航空保安施設等が被災した場合、直ちに応急復旧を実施する。

（４） 航空管理者の管理する施設の応急復旧体制について必要な助言を行う。

（５） 必要な情報を収集し、大阪航空局へ伝達する。

［［［［第六管区海上保安本部第六管区海上保安本部第六管区海上保安本部第六管区海上保安本部（（（（玉野海上保安部玉野海上保安部玉野海上保安部玉野海上保安部）］）］）］）］

（１） 情報の収集・伝達及び災害原因調査を行う。

（２） 海難の救助及び救済を必要とする場合における救助を行う。

（３） 航行警報放送する等災害の発生について船舶への周知を図るとともに、必要に応じて避難の勧告

及び船舶交通の制限又は禁止を行う。

（４） 海上における消火及び被災者・被災船舶の救助を行う。

（５） 航路障害物に対し必要な措置をとるとともに、その所有者等に除去を命じる。

（６） 海上火災の発生するおそれのある海域にいる者に対し、火気の使用を制限し又は禁止する。

（７） 流出油等について、措置義務者に除去を命じる等、必要な措置をとる。

［［［［中国総合通信局中国総合通信局中国総合通信局中国総合通信局］］］］

（１） 災害時に備えての電気通信施設（有線通信施設及び無線通信施設）整備のための指導及び電気通

信の監理を行う。

（２） 非常通信協議会の育成指導を行う。

（３） 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常通信の運用監理を行う。

（４） 災害対策用移動通信機器等を貸与及び携帯電話事業者等に対し、貸与要請を行う。

［［［［岡山労働局岡山労働局岡山労働局岡山労働局］］］］

（１） 労働基準法適用事業所を対象として、爆発その他の災害を防止するため、監督指導を実施する。

特に大規模な爆発・火災等、労働災害の発生のおそれのある事業場に対しては、災害発生時におけ

る避難救助等について、労働者に対する教育訓練を実施するよう指導する。

（２） 被災者の医療対策のために、必要があると認めるときは、管轄区域内にある労災病院又は労災保

険の指定病院等に対して、医師その他の職員の派遣措置を講ずるよう要請するとともに、救急薬品

の配付等に努める。

（３） 二次的災害を引き起こすおそれのある事業場の事業者に対して、危険な化学設備、危険・有害物

の漏洩防止等保安装置、労働者の退避その他の応急措置について、必要な監督指導調査を行う。

（４） 作業再開時においては 安全衛生について危害防止上留意すべき点が多いので必要な指導を行う。、

（５） 災害応急工事・災害復旧工事等に対する指導監督を実施し、これらに従事する労働者の安全及び

衛生の確保に努める。

（６） 被災労働者に対する労災保険の給付を迅速に行う。

（７） 被災した労働保険料の納付義務者に対し、国税徴収の例により、納付猶予及び換価猶予を認める。
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（８） 災害原因調査を行う。

６６６６ 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊

[[[[陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊（（（（第第第第13131313特科隊特科隊特科隊特科隊、、、、三軒屋駐屯地三軒屋駐屯地三軒屋駐屯地三軒屋駐屯地)])])])]

自衛隊は、災害派遣要請者（知事・管区海上保安本部長・空港事務所長）からの要請に基づき、防災活

動を実施するとともに、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、要請を待ついとまがないとき

は、要請を待つことなく防災活動を実施する。

なお、実施する防災活動は、概ね次のとおりである。

（１） 避難の援護救助を行う。

（２） 遭難者の捜索・救助を行う。

（３） 水防活動を行う。

（４） 消火活動を行う。

（５） 道路又は水路の応急啓開を行う。

（６） 診療防疫への支援を行う。

（７） 通信支援を行う。

（８） 人員及び物資の緊急輸送を行う。

（９） 炊飯及び給水の支援を行う。

（10） 救援物資の無償貸付又は譲与を行う。

（11） 交通整理の支援を行う。

（12） 危険物（火薬類）の除去を行う。

（13） その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う。

７７７７ 指定公共機関指定公共機関指定公共機関指定公共機関

［［［［西日本旅客鉄道株式会社西日本旅客鉄道株式会社西日本旅客鉄道株式会社西日本旅客鉄道株式会社（（（（岡山支社岡山支社岡山支社岡山支社）（）（）（）（以下以下以下以下、「ＪＲ、「ＪＲ、「ＪＲ、「ＪＲ西日本西日本西日本西日本」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 線路・ずい道・橋梁・停車場・盛土・電気施設等その他輸送に直接関係のある施設の保守管理を

行う。

（２） 災害により線路が不通になった場合、自動車等による代行輸送及び連絡社線による振替輸送等を

行う。

（３） 死傷者の救護及び処置を行う。

（４） 運転再開にあたり、抑止列車の車両検査・乗務員の手配等を円滑に行う。

［［［［西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社（（（（岡山支店岡山支店岡山支店岡山支店）（）（）（）（以下以下以下以下、「ＮＴＴ、「ＮＴＴ、「ＮＴＴ、「ＮＴＴ西日本西日本西日本西日本」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 災害時における情報等の正確・迅速な収集・伝達を行う。

（２） 防災応急措置の実施に必要な通信に対して、通信施設を優先的に利用させる。

（３） 防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。

（４） 発災後に備えた災害応急対策用資機材・人員の配備を行う。

（５） 災害時における公衆電話の確保・被災施設及び設備の早期復旧を図る。

（６） 気象等の警報を市へ連絡する。
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［［［［株式会社株式会社株式会社株式会社 エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ・・・・ドコモドコモドコモドコモ（（（（岡山支店岡山支店岡山支店岡山支店）（）（）（）（以下以下以下以下、「ＮＴＴ、「ＮＴＴ、「ＮＴＴ、「ＮＴＴドコモドコモドコモドコモ」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 災害時における情報等の正確・迅速な収集・伝達を行う。

（２） 防災応急措置の実施に必要な通信に対して、通信施設を優先的に利用させる。

（３） 防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。

（４） 発災後に備えた災害応急対策用資機材・人員の配備を行う。

［［［［郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社（（（（岡山支店岡山支店岡山支店岡山支店）］［）］［）］［）］［郵便局株式会社郵便局株式会社郵便局株式会社郵便局株式会社（（（（岡山中央郵便局岡山中央郵便局岡山中央郵便局岡山中央郵便局）］）］）］）］

（１） 被災者に対する郵便葉書等の無償交付を行う。

（２） 被災者が差し出す郵便物の料金免除を行う。

（３） 被災地あて救助用郵便物の料金免除を行う。

（４） 被災者救助団体に対し、お年玉付郵便葉書等の寄付金の配分を行う。

［［［［日本銀行日本銀行日本銀行日本銀行（（（（岡山支店岡山支店岡山支店岡山支店）］）］）］）］

（１） 通貨の円滑な供給の確保

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ、被災地所在の金融機関に臨

時に銀行券を寄託するほか、金融機関の所有現金の確保について、必要な措置を講じる。

なお、被災地における損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについては、職員を派遣する等必要な措

置を講じる。

（２） 輸送・通信手段の確保

被災地に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し又は通信を行う必要があるときは、関係行

政機関等と密接に連絡をとったうえ、輸送・通信手段の活用を図る。

（３） 金融機関の業務運営の確保

関係行政機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業を開始できるよう、必要な措置を講じる。

また、必要応じて金融機関の営業時間の延長及び休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。

（４） 金融機関による非常金融措置の実施

必要に応じ関係行政機関と協議のうえ、金融機関等に対し、次のような措置を講じるよう要請す

る。

① 預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。

② 被災者に対して、定期預金・定期積立金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の特別

取扱いを行うこと。

③ 被災者の手形交換所において、被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、

不渡処分の猶予等の特別措置をとること。

④ 損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置を取ること。

（５） 各種金融措置に関する広報

上記（３）及び（４）で定める要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関及び

放送事業者と協力して、速やかにその周知徹底を図る。

（６）（１）から（５）までに掲げるもののほか、必要に応じ、所要の災害応急対策を実施する。

［［［［日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社（（（（岡山県支部岡山県支部岡山県支部岡山県支部）（）（）（）（以下以下以下以下、「、「、「、「日赤県支部日赤県支部日赤県支部日赤県支部」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 必要に応じ、所定の常備救護班が順調に出動できる体制を整備するため、救護員の登録を定期的
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に実施して、所定の人員を確保するほか、計画的に救護員を養成し、災害時に医療・助産その他の

救護を行う。

（２） 緊急救護に適する救助物資（毛布・日用品等）を備蓄し、災害時に、被災者に対し給付する。

（３） 血液（保存血液及び成分製剤）確保供給を行う。

（４） 義援金の募集及び配分を行う。

［［［［日本放送協会日本放送協会日本放送協会日本放送協会（（（（岡山放送局岡山放送局岡山放送局岡山放送局）］）］）］）］

（１） 気象等の予報及び警報、被害状況等の報道を行う。

（２） 防災知識の普及に関する報道を行う。

（３） 緊急警報放送・避難勧告等、災害情報の伝達を行う。

（４） 義援金品の募集及び配布についての協力を行う。

［［［［中国電力株式会社中国電力株式会社中国電力株式会社中国電力株式会社（（（（岡山営業所岡山営業所岡山営業所岡山営業所）］）］）］）］

（１） 電力供給施設の災害予防措置を講じる。

（２） 発災後は、被災施設の早期復旧を実施するとともに、供給力の確保を図る。

西日本電信電話株式会社との応急復旧の協力に関すること。（３）

（４） 都市ガス事業者との応急復旧の調整を行う。

［［［［日本通運株式会社日本通運株式会社日本通運株式会社日本通運株式会社（（（（岡山支店岡山支店岡山支店岡山支店）］）］）］）］

（１） 災害時における市長の車両借り上げ要請に対する、即応体制の整備を図る。

（２） 災害時における物資の緊急輸送を行う。

［［［［西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社］］］］

（１） 災害防止に関すること。

（２） 交通規制・被災点検・応急復旧工事等に関すること。

（３） 災害時における利用者等への迂回路等の情報（案内）提供に関すること。

（４） 災害復旧工事の施行に関すること。

８８８８ 指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関指定地方公共機関

[[[[各民間放送会社各民間放送会社各民間放送会社各民間放送会社（（（（山陽放送山陽放送山陽放送山陽放送㈱㈱㈱㈱・・・・岡山放送岡山放送岡山放送岡山放送㈱㈱㈱㈱・・・・テレビテレビテレビテレビせとうちせとうちせとうちせとうち㈱㈱㈱㈱・・・・岡山岡山岡山岡山エフエムエフエムエフエムエフエム放送放送放送放送㈱）］㈱）］㈱）］㈱）］

（１） 日本放送協会に準ずる。

［［［［岡山岡山岡山岡山ガスガスガスガス株式会社株式会社株式会社株式会社］］］］

（１） ガス施設の災害予防措置を講じる。

（２） 発災後は、被災施設の復旧を実施し、供給不能等の需要者に対して早期供給再開を図る。

（３） 電気事業者との応急復旧の調整を行う。

［［［［社団法人岡山県社団法人岡山県社団法人岡山県社団法人岡山県トラックトラックトラックトラック協会協会協会協会］］］］

（１） 緊急輸送対策、非常用備品等の整備・備蓄を実施する。

（２） 災害応急活動のため、各機関からの車両借り上げ要請に対し配車を実施する。
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（３） 物資の緊急・救援輸送等に関する助言を行う物流専門家の派遣を実施する。

（４） 災害時の遺体の搬送に協力する。

［［［［岡山県貨物運送株式会社岡山県貨物運送株式会社岡山県貨物運送株式会社岡山県貨物運送株式会社］］］］

（１） 日本通運株式会社に準ずる。

［［［［社団法人岡山県医師会社団法人岡山県医師会社団法人岡山県医師会社団法人岡山県医師会（（（（以下以下以下以下、「、「、「、「県医師会県医師会県医師会県医師会」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 医療及び助産活動に協力する。

（２） 防疫その他保健衛生活動に協力する。

（３） 災害時における医療救護活動を実施する。

９９９９ 公共的団体公共的団体公共的団体公共的団体そのそのそのその他防災上重要他防災上重要他防災上重要他防災上重要なななな施設施設施設施設のののの管理者管理者管理者管理者

［［［［岡山市内医師会連合会岡山市内医師会連合会岡山市内医師会連合会岡山市内医師会連合会（（（（以下以下以下以下、「、「、「、「岡医連岡医連岡医連岡医連」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

［［［［岡山市医師会岡山市医師会岡山市医師会岡山市医師会（（（（以下以下以下以下、「、「、「、「市医師会市医師会市医師会市医師会」」」」というというというという。）］。）］。）］。）］

（１） 医療救護班の編成及び出動体制の整備並びに災害現場への派遣に関すること。

（２） 傷病者に対する応急処置及び重傷者等の後方医療施設への転送の要否・順位の決定並びに死亡の

確認に関すること。

［［［［岡山県病院協会岡山支部岡山県病院協会岡山支部岡山県病院協会岡山支部岡山県病院協会岡山支部］］］］

（１） 後方医療施設となる病院に対する連絡調整に関すること。

［［［［岡山市内歯科医師会連合会岡山市内歯科医師会連合会岡山市内歯科医師会連合会岡山市内歯科医師会連合会］］］］

（１） 災害時の歯科治療に協力する。

（２） 死体の身元確認に係る法歯科医の情報提供と連絡調整を行う。

［［［［岡山市薬剤師会岡山市薬剤師会岡山市薬剤師会岡山市薬剤師会］］］］

（１） 医療品を中心とした医療救護活動に協力する。

（２） 被災地内の衛生環境整備を支援する。

（３） 災害時における医療救護活動に協力する。

［［［［社団法人岡山県看護協会社団法人岡山県看護協会社団法人岡山県看護協会社団法人岡山県看護協会］］］］

（１） 医療及び助産活動に協力する。

（２） 防疫その他保健衛生活動に協力する。

（３） 災害時における医療救護活動に協力する。

［［［［おかやまおかやまおかやまおかやまＤＭＡＴ］ＤＭＡＴ］ＤＭＡＴ］ＤＭＡＴ］

（１） 災害現場において、市・消防機関・県警察等の公共機関と連携した情報収集伝達・トリアージ・

救急医療等を行う。

（２） 災害拠点病院等における患者の治療等を支援する。

（３） 患者搬送及び搬送中の診療を行う。
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（４） 被災地内では、対応困難な重症患者に対する根治的な治療を目的に、被災地外に航空機等を用い

患者を搬送する際の診療に従事する。

［［［［岡山市岡山市岡山市岡山市ペストコントロールペストコントロールペストコントロールペストコントロール協会協会協会協会］］］］

（１） 岡山市からの要請により、防疫活動を実施する。

［［［［報道機関報道機関報道機関報道機関（（（（新聞新聞新聞新聞・・・・ＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶ・・・・コミュニティエフエムコミュニティエフエムコミュニティエフエムコミュニティエフエム等等等等）］）］）］）］

（１） 防災に関する報道について、迅速・正確に周知を図るための協力を行う。

［［［［農業農業農業農業・・・・経済団体経済団体経済団体経済団体（（（（農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合・・・・森林組合森林組合森林組合森林組合・・・・漁業協同組合漁業協同組合漁業協同組合漁業協同組合・・・・生活協同組合生活協同組合生活協同組合生活協同組合・・・・商工会議所等商工会議所等商工会議所等商工会議所等）］）］）］）］

（１） 被災調査を行い、対策指導並びに必要資機材及び融資の斡旋について協力する。

［［［［文化文化文化文化・・・・厚生厚生厚生厚生・・・・社会団体社会団体社会団体社会団体（（（（社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会・・・・赤十字奉仕団赤十字奉仕団赤十字奉仕団赤十字奉仕団・・・・青年団青年団青年団青年団・・・・婦人会等婦人会等婦人会等婦人会等）］）］）］）］

（１） 被災者の応急救助活動及び義援金品の募金等について協力する。

［［［［土木土木土木土木・・・・建設協会建設協会建設協会建設協会］］］］

（１） 市からの要請により、被災者の応急救助のため必要資機材の使用及び操作員の出役に協力する。

［［［［危険物施設危険物施設危険物施設危険物施設のののの管理者管理者管理者管理者］］］］

（１） 自社の施設に関し、防災管理上必要な措置を行うとともに、近隣で災害が発生した場合には防災

活動について協力する。

［［［［アマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線無線無線無線のののの団体団体団体団体］］］］

（１） 災害時における非常無線通信の確保に協力する。

［［［［そのそのそのその他重要他重要他重要他重要なななな施設施設施設施設のののの管理者管理者管理者管理者］］］］

（１） 自らの施設に関し、防災管理上必要な措置を行うとともに、近隣で災害が発生した場合には防災

活動について協力する。
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第第第第３３３３章 地域防災計画章 地域防災計画章 地域防災計画章 地域防災計画のののの作成又作成又作成又作成又はははは修正修正修正修正

１１１１ 計画計画計画計画のののの作成又作成又作成又作成又はははは修正修正修正修正

岡山市防災会議は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、地域防災計画を作成し、毎年同計画に検

討を加え、必要があるときは、これを修正する。

修正に当たっては、国の防災基本計画及び県防災計画を参考とするとともに、住民の意見を聞くなど

の配慮をし、防災に対する住民の意識の高揚と、自発的協力が得られるよう努める。

２２２２ 計画計画計画計画のののの周知周知周知周知

本計画は、市職員及び防災関係機関に周知徹底させるとともに、計画を作成又は修正する場合は、あ

らかじめ知事に協議し、計画を作成又は修正した場合は、その要旨を広報紙等により住民に周知する。
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第第第第４４４４章 岡山市章 岡山市章 岡山市章 岡山市のののの概要概要概要概要

第第第第１１１１ 自然的条件自然的条件自然的条件自然的条件

１１１１ 位置及位置及位置及位置及びびびび面積面積面積面積

岡山市は、岡山県の南部のほぼ中央に位置し、北に吉備高原、南に瀬戸内海を擁し、６市４町と市境

を接し、市域面積は789.91k㎡で、県土の11.1％を占めている。

方 位 地 名 経 度・緯 度 距 離

東 端 東区瀬戸町弓削 東経134度07分22秒 東西 35.1 ｋｍ

西 端 北区西山内 東経133度44分23秒

南 端 南区奥迫川 北緯 34度31分07秒 南北 47.7 ｋｍ

北 端 北区建部町角石谷 北緯 34度56分57秒

２２２２ 地 勢地 勢地 勢地 勢

（１） 地形・地質

地形・地質の特性をみると、市土は北部丘陵地・平野部・児島山地の３つに大別され、北部丘陵地

は東部吉備高原山地の一部で地形輪廻の各過程の地形が見られ、特に足守川以西の丘陵斜面は急傾斜

で、幼年期谷が分布している。平野部は、旭川・吉井川・笹ケ瀬川等の沖積作用によって形成され、

16世紀末からは干拓事業によって急速に平野部面積が拡大され、児島山地は瀬戸内海の島しょであっ

たものが、平野の拡大によって陸係化し半島となったものである。

（２） 水 系

市域は、一級河川の旭川水系・吉井川水系、二級河川の笹ケ瀬川水系・倉敷川水系等からなってい

る。市域では、笹ケ瀬川水系が最も大きな流域で205㎞（市域の40.1％）を占め、次に旭川水系1682

㎞（32.9％）・倉敷川水系38㎞（7.4％）・吉井川水系37㎞（7.2％）となっている。2 2 2

３３３３ 気 象気 象気 象気 象

瀬戸内式気候の典型的な地域で、夏高温で冬暖かく、年間を通じて降雨量は少なく、夏は海陸風が発

達する。

（１） 気 温

全般的に温暖だが、過去の最高気温が39.3℃（1994年8月）、最低気温は－9.1℃（1981年2月）であ

り、８月の最高気温の平年値が32.1℃、１月の最低気温の平年値が1.0℃である。

（２） 降水量

年間降水量の平年値は1,141㎜であり、季節的に見ると、梅雨期と台風期（6月185.5㎜、7月160㎜、

9月160.2㎜）などで一年の約44％の降水量がある。

一方、雪の日数は年間17.4日である。
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（３） 風

中国山地と四国山地に囲まれているため、強い風はほとんど吹かない。平年値の風速は3.2m/sであ

る。

《参照》

○ 自然的条件 （資料編）

第第第第２２２２ 社会的条件社会的条件社会的条件社会的条件

１１１１ 人 口人 口人 口人 口

明治22年6月1日、市制及び町村制の施行とともに、岡山区を改め岡山市となる。

古くから中・四国の交通の要衝として繁栄し、市制施行のときは戸数9,581戸、人口47,564人であった

が、順次、隣接の町村を編入し、また、公有水面の埋立てにより市域を拡大してきた。

昭和44年（1969）から昭和50年（1975）にかけて、周辺１市７町３村（西大寺市・一宮町・津高町・

高松町・吉備町・妹尾町・上道町・足守町・福田村・興除村・藤田村）と合併し、人口は50万人を突破

した。

その後、平成8年には中核市、平成17年3月22日に御津郡御津町・児島郡灘崎町と合併。さらに、平成

19年1月22日に御津郡建部町・赤磐郡瀬戸町と合併し、面積789.91k㎡・東西約35km・南北約48km・人口

696,172人（平成17年国勢調査確定値）を擁し、平成21年4月1日には全国18番目の政令指定都市に移行し

た。

２２２２ 土地利用土地利用土地利用土地利用

市域面積789.91k㎡のうち、森林面積が350.87k㎡と一番多く、全体の44.4％を占め、そのうち地域別

の森林割合を見ると、北区建部町が69.5%、東区瀬戸町が56.0%を占めている。

森林を除く面積は439.04k㎡（55.6%）と比較的広大な平地で、人口集積などさらなる都市空間の広が

りの可能性を秘めている。また、農用地面積は167.88k㎡と区域の21.3%を占めており、農用地にも恵ま

れている。

３３３３ 交通網交通網交通網交通網がががが集中集中集中集中するするするする広域交流拠点広域交流拠点広域交流拠点広域交流拠点

岡山県の県庁所在地として、政治・経済・文化の中心地であり、道路・鉄道・空路などの交通網が集

中する広域交流拠点となっている。

高速道路は、東西方向に山陽自動車道、南北方向に岡山自動車道が整備され、全国的な幹線道路網の

一部を形成し、一般国道では東西方向に国道２号・国道180号・国道250号・国道484号が、南北方向に

国道30号・国道53号・国道429号が整備されており、県道とともに本市の骨格的な道路網を形成している。

鉄道は、東西にＪＲ山陽新幹線が敷設され、在来線では山陽本線をはじめ伯備線・瀬戸大橋線・宇野

線・津山線・赤穂線・吉備線がＪＲ岡山駅から各地域に連絡しており、中・四国の結節点として拠点的

役割を担っている。

また、3,000ｍ滑走路を擁し、輸入促進地域（ＦＡＺ）の指定を受け、国際物流拠点としての発展をめ

ざす岡山空港や重要港湾として岡山港がある。

これら自動車交通量等の増大に伴い、地域を連絡する幹線道路ネットワーク等、道路をはじめとする
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交通基盤整備が求められている。

《参照》

○ 社会的条件 （資料編）



- 19 -

第第第第２２２２編 災害予防計画編 災害予防計画編 災害予防計画編 災害予防計画

第第第第１１１１章 防災業務施設章 防災業務施設章 防災業務施設章 防災業務施設・・・・設備等設備等設備等設備等のののの整備整備整備整備

災害の未然防止及び抑制又は災害応急対策の迅速かつ円滑な実施を図るため、市及び防災関係機関は、

防災業務施設・設備等の整備充実を中心として、防災システムの高度化を計画的に推進する。

第第第第１１１１ 気象等観測施設気象等観測施設気象等観測施設気象等観測施設・・・・設備等設備等設備等設備等

防災体制の的確な確立を図るために、気象・水象等の自然現象を正確かつ迅速に観測し、必要な観測

施設・設備等について整備するとともに、発表された情報の内容を迅速かつ適切に収集・伝達するため、

体制及び施設・設備の充実を図る。

１１１１ 岡山県総合防災情報岡山県総合防災情報岡山県総合防災情報岡山県総合防災情報システムシステムシステムシステムのののの活用活用活用活用

総合的防災対策をより迅速・的確に実施することができるよう、防災情報を共有するとともに、地域

防災力の向上や早目の避難に役立てるため、県が収集した防災情報を提供する岡山県総合防災情報シス

テムを有効に活用する。

２２２２ 雨 量 計雨 量 計雨 量 計雨 量 計

市域内の降水量や局地的豪雨を把握するため、本庁・区役所・地域センター・支所等に自記電接雨量

計を設置し、テレメーター化を含め整備充実を図る。

３３３３ 旭川旭川旭川旭川ダムダムダムダム放流情報放流情報放流情報放流情報のののの収集収集収集収集

旭川ダムの放流情報の迅速な収集を図るため、旭川ダム統合管理事務所からのファクシミリ通知を複

数箇所で受信できる体制・機器を整えるとともに、各種ダム情報を収集する体制及び施設・設備の整備

を図る。

第第第第２２２２ 消防施設消防施設消防施設消防施設・・・・設備等設備等設備等設備等

１ 消防機関等は、消防ポンプ自動車等の消防機械器具、消火栓・防火水槽等の消防水利、消防緊急通信

指令施設その他の消防施設・設備等の整備改善並びに、性能調査を実施するとともに、危険物の種類に

対応した、化学消火薬剤の備蓄に努める。

２ 地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の施設・装備の充実を図るとともに、

青年層・女性層の団員への参加促進など、消防団の活性化に努める。

３ 関係事業者は、風水害等による被害の拡大を最小限に止めるため、防災体制の整備と消防機関との連

携を強化するとともに、関係機関相互の連携強化を図り、有事の際の即応体制の確立に努める。
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第第第第３３３３ 通信施設通信施設通信施設通信施設・・・・設備等設備等設備等設備等

災害時においては、正確な情報の収集・伝達・緊急時の避難勧告・指示等の迅速かつ的確な措置が被

害を最小限に止めることになり、通信施設は災害応急対策を実施する上で不可欠であるため、岡山市総

合防災情報ネットワーク施設・無線通信施設及び放送施設等の整備を推進するとともに、防災構造化等

の改善に努める。また、停電対策・リスクの分散・通信路の多ルート化・補完施設・設備の確保・デジ

タル化の促進など、防災対策をさらに推進し、通信連絡機能の維持・向上を図る。

１１１１ 防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線（（（（移動系移動系移動系移動系、、、、同報系同報系同報系同報系））））・・・・地域防災無線地域防災無線地域防災無線地域防災無線・・・・衛星携帯電話等衛星携帯電話等衛星携帯電話等衛星携帯電話等

（１） 有線電話が途絶した場合、市の組織内及び防災関係機関との相互の通信をより確実に確保するた

め、有効な伝達手段である市防災行政無線及び衛星携帯電話等、通信路の多ルート化を図るととも

に、アマチュア無線等の協力が得られるよう、日頃から協力体制の強化を図る。

また、被災性の高い地域においては、防災行政無線の同報系を整備することにより、緊急時の通

信及び避難勧告等、情報伝達手段の整備充実を図る。

（２） コミュニティー放送・ケーブルテレビ

放送機関のうち、市域の一部をエリアとするコミュニティーＦＭ放送局及びＣＡＴＶ放送局との

協力関係の強化を図り、災害が発生又は発生のおそれのある場合には、気象情報・災害発生状況・

通行規制状況・避難状況等各種情報を提供し、放送により住民等に対し、より詳細な情報の周知を

図る。

２２２２ 医療情報医療情報医療情報医療情報

消防機関・医師会及び医療機関等を相互に結ぶ、災害・救急医療情報システムの的確な運用により、

災害時において医療機関の被災状況・患者の転送要請・医療従事者の要請・医療品備蓄状況等を、迅速

かつ的確に把握するとともに、応急派遣等を行う体制を強化する。

３３３３ 施設施設施設施設のののの点検点検点検点検

災害時に備え、日頃から定期的に通信施設の保守管理について、点検整備を実施するとともに、機器

の操作習熟等のため、試験通信等を実施するものとする。

《参照》

○ 通信施設・設備等 （資料編）

第第第第４４４４ 水防施設水防施設水防施設水防施設・・・・設備等設備等設備等設備等

重要水防箇所及び危険箇所等について、具体的な水防工法を検討し、水防活動に必要な水防資機材

及びこれらを備蓄する水防倉庫等の整備・点検を実施する。

《参照》

○ 気象等観測施設・設備等 （資料編）

○ 水防倉庫及び水防資材の備蓄状況 （資料編）
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第第第第５５５５ 救助施設救助施設救助施設救助施設・・・・設備等設備等設備等設備等

１ 人命救助に必要な救急車・救助工作車・照明車・救命ボート・ヘリコプター等の救助機械、担架・救

命胴衣・天幕等の救助用資機材及びこれらを備蓄する備蓄倉庫等の整備・点検を実施する。

２ 大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備を推進する。

３ 避難所に必要となる応急給水・仮設トイレ・マット・通信機器等の施設設備の整備に努めるとともに、

テレビ・ラジオ等、被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。

４ 指定された避難所又はその近傍で、食料・飲料水・非常用電源・常備薬・炊き出し用具・毛布等、避

難生活に必要な物資等の備蓄や調達方法の整備に努める。

５ 必要な物資の備蓄に当たっては、市民が最低限備蓄すべきものや、市と県などの役割分担を明確にし

た上で、計画的な備蓄を進める。

第第第第６６６６ 医療救護用資機材等医療救護用資機材等医療救護用資機材等医療救護用資機材等

１ 市・県及び医療関係機関等は、負傷者が多数にのぼる場合を想定して、応急救護用医薬品・医療資機

材等の確保に努める。

２ 市・県・医療関係機関・鉄道事業者・空港管理者等は、あらかじめ相互連絡体制の整備を図るととも

に、医療機関相互の連絡連携体制について、計画の作成に協力する。

第第第第７７７７ そのそのそのその他施設他施設他施設他施設・・・・設備等設備等設備等設備等

１ 災害のため被災した道路・河川等の損壊の復旧等に必要な車両等の土木機械等の整備・改善及び点検

を実施する。

２ 特に、防災活動上必要な公共施設等及び避難所に指定されている施設の防災点検を定期的に実施する。

《参照》

○ 輸送用車両等の保有状況等（資料編）
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第第第第２２２２章 防災業務体制章 防災業務体制章 防災業務体制章 防災業務体制のののの整備整備整備整備

第第第第１１１１ 職員職員職員職員のののの体制体制体制体制

１ 各局区室は、それぞれの実情に応じ、招集基準の明確化・連絡手段・招集手段の確保等についての検

討を行い、職員の非常招集体制の整備を図る。その際、携帯電話等による参集途上での、情報収集伝達

手段の確保についても検討する。

２ 災害対策本部設置時の各部班は、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する

とともに訓練を行い、活動手順・使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員・関係機関等と

の連携等について徹底を図る。

３ 夜間・休日等において、職員の非常招集を迅速に行うため、各部それぞれの段階に応じた緊急連絡網

を整備するとともに、各所属長等は、非常招集名簿等を携行し、所在の如何に関わらず連絡が行き渡る

体制の維持に努める。

第第第第２２２２ 情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制

１ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機・車両など、多様な情報収集手段を活用できる体制を整備

するとともに、ヘリコプター画像電送システム・監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を

促進する。

２ 衛星通信・インターネット・防災行政無線等の通信手段を整備する等により、民間企業・報道機関・

住民等からの情報など、多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める。

３ 関係機関は相互に協力して、非常通信体制の整備、有線無線通信システムの一体的運用及び応急対策

等、災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。この場合、非常通信協議会との連携にも配慮

する。

４ 災害時に有効な携帯・自動車電話、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制

を整備する。なお、アマチュア無線については、ボランティアという性格に配慮する。

５ 災害時の情報通信手段の確保のため、その運用・管理・整備等に当たっては、次の点を考慮する。

（１） 無線通信ネットワークの整備・拡充、相互接続等によるネットワーク間の連携の確保。

（２） 無線設備の定期的総点検の実施、他の機関との連携による通信訓練への参加。

（３） 災害時優先電話等の効果的活用、災害用通信施設の運用方法等の習熟、情報通信施設の管理運用

体制の構築。

第第第第３３３３ 防災関係機関相互防災関係機関相互防災関係機関相互防災関係機関相互のののの連携体制連携体制連携体制連携体制

１ 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、関係機関は応急活動及び復旧活動に関し、

平素から連携を強化しておく。また、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防及び自衛隊等の
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部隊の展開、宿営の拠点やヘリポート及び物資搬送設備等、救援活動の拠点確保に努める。

２ 中・四国県庁所在都市・政令指定都市・尼崎市・県内１５都市と締結している相互応援協定に基づく、

広域応援体制の整備に努めるとともに、市は消防の応援について、近隣市町村及び県内市町村と締結し

た協定に基づいて、消防相互応援体制の整備に努める。また、消防力の充実強化を図り、実践的な訓練

等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。

３ 自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県への要請の手順・連絡調整窓口・連絡の方法

を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど必要な準備を整えておく。

４ 県と自衛隊に対し平素から連携体制の強化を図るとともに、いかなる状況において、どのような分野

（救急・救助・応急医療・緊急輸送等）について自衛隊への派遣要請を行うのか、平常時よりその想定

を行うとともに、県及び自衛隊に連絡しておく。
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第第第第３３３３章 自然災害予防対策章 自然災害予防対策章 自然災害予防対策章 自然災害予防対策

第第第第１１１１節 治山対策節 治山対策節 治山対策節 治山対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

山地に起因する災害から、生命、財産を保全するため、治山事業を推進する。

山地・丘陵地のうち山崩れ・がけ崩れ等の危険が予測される急傾斜地等については、現地調査を行い

実状を把握するとともに、土地所有者に対する防災措置の指導及び県との連携により、保安林整備等の

治山事業の推進に努めるものとする。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市(経済局・区役所・水道局)

近畿中国森林管理局（岡山森林管理署）

県（農林水産部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 山地治山事業等

荒廃地及び山地災害危険地において、治山施設を整備し、山地に起因する災害の未然防止と荒廃地

の復旧を図る。

（２） 水源地域整備事業

水源かん養及び水土保全機能の発揮と国土保全のため、治山施設・森林の整備を行う。

（３） 山地災害危険地区等の周知

県と連携を図り、危険箇所の情報の提供及び現地への標示板の設置等について、地域住民等への周

知を行う。

《参照》

○ 山地災害危険地区 （資料編）
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第第第第２２２２節 造林対策節 造林対策節 造林対策節 造林対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

森林の有する国土の保全及び水源かん養機能等の公益的機能を高度に発揮させるため、適切な間伐等

の保育や、育成複層林施業並びに、長伐期施業等を普及啓発する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・区役所）

森林組合

森林所有者

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 下層植生の発達や林木の健全な成長を図るため、適切な間伐等の保育を普及啓発する。

（２） スギ・ヒノキの単層林のみならず広葉樹造林・育成複層林施業及び長伐期施業を普及啓発する。



- 26 -

第第第第３３３３節 砂防対策節 砂防対策節 砂防対策節 砂防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

土砂災害を未然に防止し被害の軽減を図るため、危険箇所の実態を把握し、土砂災害警戒区域等にお

ける警戒避難体制の整備等を行うとともに、県と連携し危険箇所における災害防止策を推進する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（都市整備局・消防局・区役所）

中国地方整備局

岡山地方気象台

県（土木部)

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 土砂災害警戒情報

県と岡山地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が高まった時、市長が避難勧告等を発令する際の判断や市民の自主避難の参考となるよう、市町村

ごとに発表される。

また、県は土砂災害警戒情報を補完する情報として土砂災害危険度情報を提供し、住民の自主避難

を支援する。

（２） 土砂災害危険箇所の点検

市と県は、連携して土砂災害危険箇所を点検調査し、その実態を把握するとともに、災害の未然防

止に努める。市は、上記危険箇所について、住民に周知を図るとともに、日常の防災活動として防災

知識の普及・警戒避難の啓発を図る。

（３） 土砂災害警戒区域等の指定

県は、土砂災害防止法の規定に基づき、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべり（以下、「急傾斜地

の崩壊等」といい、それによる住民の生命、身体に生じる被害を「土砂災害」という。）のおそれが

ある土地について基礎調査を行い、その結果に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の

生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整

備すべき土地の区域を土砂災害警戒区域（以下、「警戒区域」という。）として指定する。

また、県は、警戒区域のうち急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生

命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定し、当該土砂

災害特別警戒区域について、以下の措置を講じるものとする。

① 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可

② 建築基準法に基づく建築物の構造規制

③ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

④ 勧告による移転者への融資、資金の確保
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（４） 警戒避難体制の整備等

岡山市防災会議は、警戒区域の指定があったときは、地域防災計画において、当該区域ごとに下記

の項目について定めるものとする。

① 避難・救助その他当該警戒区域における、土砂災害を防止するために、必要な警戒避難体制に関

する事項。

② 土砂災害警戒情報の活用及び伝達。

③ 土砂災害発生時の情報収集及び伝達。

なお、区域内に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、利用者の円滑な警戒避

難が行なわれるよう定めるものとする。

県が警戒区域の指定を行った場合には、市は土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊

等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるた

めに必要な事項について住民に周知させるため、土砂災害ハザードマップの配布等必要な措置を講

じるものとする。

（５） 防災工事の実施

土砂災害から生命・財産を守るため、危険箇所のうち土砂災害時に自力避難が困難な入所者･入院患

者がいる災害時要援護者施設などのある箇所、過去の土砂災害発生箇所等、緊急度･危険度の高い箇所

から県と連携しながら危険箇所の整備に努める。

① 砂防事業

砂防指定地は、砂防法第２条の規定により、国土交通大臣が指定する。

市は、土石流危険渓流を把握するとともに、県と連携しながら土石流等土砂の流出を防止する砂

防堰堤・渓流の縦断侵食を防止する渓流保全工・護岸等の砂防設備の整備に努める。

② 地すべり対策事業

地すべり防止区域は、地すべり等防止法第３条の規定により、主務大臣が指定する。

市は、地すべり危険箇所を把握するとともに、県と連携しながら、排水施設・抑止杭等の地すべ

り防止施設の整備に努める。

③ 急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条の規定により、

県知事が指定する。

市は、急傾斜地崩壊危険箇所を把握するとともに、県と連携しながら、保全する人家が５戸以上

で土地所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められるものについて、防止施設

の整備に努める。

《参照》

○ 土砂災害警戒区域と警戒避難体制 （資料編）

○ 土石流危険渓流 （資料編）

○ 急傾斜地崩壊危険箇所 （資料編）

○ 地すべり危険地区 （資料編）

○ 砂防指定地 （資料編）

○ 急傾斜地崩壊危険区域 （資料編）

○ 地すべり防止区域 （資料編）
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第第第第４４４４節 河川防災対策節 河川防災対策節 河川防災対策節 河川防災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

市内最大流域面積を持つ笹ケ瀬川水系及び倉敷川等は流下先が児島湖であるほか、中小河川も河口樋

門等によって海水の逆流が防がれている反面、水位は上昇しやすく氾濫の危険性は高い。

このような現況に対処し、水害の未然防止と水害が発生した場合の被害の軽減を図るため、国・県・

防災関係機関が一体となった、総合的かつ計画的な河川改修事業及び排水施設整備事業の推進に努める

とともに、非常時の円滑な避難体制の確保を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・都市整備局・下水道局・消防局・区役所）

中国地方整備局（岡山河川事務所）

岡山地方気象台

県（土木部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 被害軽減を図るための措置

① 洪水予報

河川や増水やはん濫などに対する水防活動のため、あらかじめ指定した河川について、区間を決

めて水位又は流量を示して発表する警報及び注意報である。

中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県（備中県民局）が岡山地方気象台と共同で発表する。

② 水位情報の周知及び通知

県は水位周知河川について、洪水の発生による災害の発生を特に警戒すべき避難判断水位に達し

たときは、その旨を岡山県水防計画書に定める関係機関に通知する。

③ 水防警報

中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県は、それぞれに水防警報区域の指定を行った河川にお

いて、水防警報を発表する。

④ 浸水想定区域の指定、公表等

中国地方整備局(岡山河川事務所)又は県は、それぞれの洪水予報河川について、円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため、計画降雨(河川法施行令に規定する洪水防ぎょに関する計画の基本となる洪

水の設定の前提となる降雨)により、当該河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域を浸水想定

区域として指定し、指定の区域及び想定される水深を明らかにして公表するとともに、市に通知す

る。

⑤ 円滑・迅速な避難の確保

岡山市防災会議は、浸水想定区域ごとに洪水予報等の伝達方法・避難場所・その他の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な事項を定め、浸水想定区域内に地下街等、その他不特

定かつ多数の者が利用する地下施設又は災害時要援護者が主に利用する施設がある場合には、利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、洪水予報等の伝達方法を定める。

また、浸水想定区域内の地下街及び災害時要援護者利用施設の管理者は、単独で又は共同して、

利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成し、市長



- 29 -

に報告するとともに、これを公表する。

（２） 河川改修事業の実施

① 国・県管理河川の改修

吉井川・旭川・百間川・笹ケ瀬川等の一・二級河川は都市の骨格であり、また治水対策上からも

重要な役割を果たしている。

河積の拡大・河道の安定を図るため、国・県と連携を密にして、狭窄部の拡幅・堆積土砂の掘削

・浚渫・築堤・護岸等の改修を重点的に促進する。

② 市管理河川の改修

ア 市が管理する一級河川は倉安川、大堀川、永江川である。倉安川、永江川では現在改修事業を

実施しており、河積の確保等による災害の防止・軽減を推進する。

イ 治水上緊急度の高いものから、河川法の適用を受ける準用河川に指定する計画を進め、その他

の河川についても逐次、検討し整備を進める。

ウ 平常時から、河川を巡回して河川施設の状況を把握し、異常を認めたときは直ちに応急対策を

講じるとともに、その原因を究明し、洪水等に際し被害を最小限に止めるよう、堤防・護岸の修

繕、浚渫等、適切な対策を講じるものとする。

（３） 総合治水対策

近年、都市化の進展と流域の開発に伴い、治水安全度の低下が著しい河川については、治水施設

の整備を積極的に進めるとともに、その流域の持つ保水･遊水機能を適正に確保するなど、総合的な

治水対策を推進することにより、水害の防止又は軽減を図る。

《参照》

○ 市内の河川 （資料編）

○ 洪水予報の伝達を要する施設 （資料編）
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第第第第５５５５節 海岸防災対策節 海岸防災対策節 海岸防災対策節 海岸防災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

海岸線の延長は７１㎞であり、台風・高潮等による被害から海岸を防護するため、県と連携を密にし、

高潮対策事業及び海岸保全施設整備事業等により、堤防補強・護岸・築提等の整備改良を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市(経済局・都市整備局・区役所)

県（土木部・農林水産部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 被害軽減を図るための措置

県は、水防警報区域の指定を行った海岸において水防警報を発表する。

（２） 海岸保全対策の実施

海岸保全対策の実施においては、住民の生命と財産を守ることを第一とし、更に防災対策の面から

主要な交通施設の被災による広域的な経済活動、日常生活への支援や地域の孤立化等を防止するため、

主要な交通網が集中している地域の施設整備を重点的に行う。

（３） 高潮対策

市は、岡山地方気象台からの高潮に関する防災気象情報が発表されたときは、被害が想定される地

域に対して注意喚起を行うとともに、災害時要援護者等を対象とした避難準備情報の発令等を行い、

水防警報が発表されるなど被害の発生が予想された場合、住民の円滑かつ迅速な避難を図る。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

海岸保全事業は背後地、水面等の関連により、建設海岸・港湾海岸（国土交通省所管）及び漁港海岸

・農地海岸（農林水産省所管）に分かれて実施しているので、緊密な連絡調整を図るよう考慮する。

《参照》

○ 海岸保全区域 （資料編）
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第第第第６６６６節節節節 ためためためため池等農地防災対策池等農地防災対策池等農地防災対策池等農地防災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

本市は市域の13％を超える10,647ヘクタール（2005農業センサス）という、全国有数の経営耕地を誇

っており、このため農業用用排水路・ため池・排水機等数多くの農業用施設を抱えている。老朽化した

ため池・排水機等農業用施設の改修は、農用地及び農業用施設の災害を未然に防止し、農業生産の維持

及び農業経営の安定に資することはもとより、混住化した住宅地の治水対策も担っているため、重要で

ある。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・区役所・支所）

中国四国農政局

県（農林水産部)

土地改良区

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） ため池整備

農業用ため池で、老朽化による堤防の決壊を防止するため、早急に整備を要するものについて、堤

体及び附帯施設の改修を行う。

（２） 湛水防除

流域の開発等、立地条件の変化により排水条件が悪化し、湛水被害のおそれのある地域において、

これを防止するため排水施設等の新設又は改修を行う。

（３） 用排水施設整備

農業用の用排水施設が築造後における状況等によって施設の一部に損傷や機能障害を生じ、そのま

ま放置すれば災害を受け、施設のみならず周辺地域にも甚大な被害を与えるおそれのある施設につい

て改修を行う。

（４） 土砂崩壊防止

土砂崩壊の危険が生じた箇所において、農地・農業用施設の災害を防止するために必要と認められ

る工事を行う。

（５） 地すべり対策

地下水位の上昇等に起因した地すべりによる農地・農業用施設等の被害を防止するため、対象地域

において必要となる工事を行う。

《参照》

○ 整備を要するため池 （資料編）
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第第第第７７７７節 都市防災対策節 都市防災対策節 都市防災対策節 都市防災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

都市への人口・資産の集中・市街地の拡大・中枢管理機能の集積等によって、多様化する都市災害に

対して、国土利用計画に定める土地利用を基本として、火災・風水害・震災等の防災面に配慮した、都

市計画・都市施設の整備等を総合的かつ計画的に推進し、災害に強い都市の形成を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（都市整備局・下水道局・消防局・区役所）

県(土木部)

土地区画整理組合等

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 都市計画の推進

① 市街化区域、市街化調整区域

市街化区域については、安全性・快適性・利便性等に十分配慮し、防災効果の高い「市街地再開

発事業」「土地区画整理事業」その他の市街地開発事業及び公共施設の整備等により、計画的・優

先的に、市街化を推進するとともに、良好な水辺等の自然環境を積極的に保護・育成する。

市街化調整区域は、都市的利用を避け、良好な都市環境を保持するための緑地等の保全を積極的

に推進する。なお、区域区分に当たっては市街地の状況及び将来動向を想定し、都市防災化につい

て十分配慮して定める。

② 用途地域

建築物の用途・形態を集団的に規制することにより、地域の性格を明確にした土地利用を秩序づ

け、良好な都市環境を確保するため積極的に運用し用途の純化・専用化を図るとともに、土地利用

の状況・動向等を調査し、専用地域の拡大等、適切な指定に努める。

（２） 都市防災対策の推進

① 防火地域、準防火地域

都市防災上、市街地における火災を防止するため指定するものであり、建築物を耐火構造又は防

火構造とする等、必要な制限を行う。

② 建築協定の推進

建築協定は、住宅地において生活環境の維持・機能の向上を図るため、その区域の関係者の合意

により行い、土地建物について位置・構造・形態等に係る一定の規約を設定した場合、その申し合

わせた事項を公的なものにするため、都市環境・景観の保全及び都市災害上からも積極的に推進す

る。

③ 宅地造成工事規制区域

宅地造成工事により、がけ崩れや土砂の流出を生ずる災害のおそれが著しい区域を指定しており、

宅地造成等規制法に基づく必要な規制を行う。

④ 宅地開発の適正な誘導

宅地開発等については、岡山県県土保全条例（昭和48年県条例第35号）及び岡山市開発事業指導
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要綱（昭和47年市告示第176号）に基づき事前指導するとともに、都市計画法等関係法令により開発

指導の徹底を図る。

⑤ 土採取等の規制

土の採取・残土の処分については、災害を防止し、安全で良好な地域環境を確保するため、施行

面積が1,000㎡以上のものについては、岡山市埋立行為等の規制に関する条例（平成17年3月17日市

条例第90号）により必要な規制を行う。

⑥ 災害危険区域の指定

急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を災害危険区域に指定した場合は、原則として、住居の

用に供する建築物の建築を禁止する。

（３） 都市施設の整備促進

① 土地区画整理事業

市街化区域内の未整理区域において、公共施設の整備・改善及び宅地の利用増進を進め、秩序あ

る新市街地の形成を図るため、土地区画整理事業を実施し、計画的な市街化を図る。

② 道路、橋

道路及び橋は、市民の日常生活及び物資流通等都市生活を支える基盤であり、災害時には延焼遮

断帯として、また、避難・消防・救助等、防災対策上の重要な施設である。

このため、道路整備にあたっては安全性・快適性及び災害時にその機能を十分に活用できるよう

配慮し、幹線道路及び生活道路の新設・改良等を進めるとともに、沿道の環境との調和及び火災の

延焼防止を図るため、道路緑化等の質的向上に努める。

③ 公園、緑地

公園・緑地は、良好な環境保全・スポーツ・レクリェーション・憩いの場として、市民がやすら

ぎと潤いのある日常生活を満喫する機能を有する施設であるが、災害時には住民の生命、身体を守

り、応急救助活動・物資集積基地又は緩衝帯等として活用できる重要な避難地である。

このため、公園・緑地については、災害時には機能を十分に活用できるよう配慮し緑化の推進に

努める。

（４） 都市排水対策

浸水に強い安全で安心な街づくりを推進するため、公共下水道事業等の排水施設整備事業を推進

する。

① 都市下水路事業

市街地周辺部における浸水防除対策として、公共下水道雨水渠への転用を前提とした都市下水路

を整備する。

② 公共下水道事業

公共用水域の水質保全を図るとともに、ポンプ場・下水管渠の新設又は改修を行い、市街地にお

ける雨水排除を図り、予想される被害を未然に防止する。

市域を旭西処理区・岡東処理区・児島湖流域下水道関連処理区・吉井川処理区の４処理区に区分

し、終末処理場の建設・ポンプ場の新増設・幹線管渠の築造など施設整備を促進し、異常降雨時の

浸水被害を防止する。また、近年の集中豪雨に対処するため、雨水貯留・浸透施設の普及・促進に

努める。
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（５） 防災建築物の整備促進

① 公共建築物の不燃化、耐震化の促進

公営住宅・学校・病院等の公共建築物の不燃化・耐震化を促進する。

② 優良建築物等整備事業

民間の都市更新活動を適切に誘導し、土地利用の共同化・高度化又は協調化を進めることにより、

市街地の総合的・計画的かつ効率的な整備を図るため、優良建築物等整備事業を積極的に推進する。

③ 市街地再開発事業

低層木造家屋が密集し、オープンスペースが不足している市街地中心部は都市防災対策上からも

危険であるので、建築物と公共施設の一体的な整備を図り、土地の合理的な高度利用と都市機能の

更新を図るため、市街地再開発事業を積極的に推進する。

（６） ライフラインの整備

電気・ガス・水道・電話等の施設は、都市生活の基幹をなすものであり、これらライフラインへの

依存度の増大に加え、高度情報化の進展により、各種産業・経済分野・オフィス業務及び市民生活に

おいて情報システムへの依存化が進行している。一方、降雪・降雨・火災及び事故等によっても都市

機能がマヒするような、大きな災害に発展する危険性が増大することとなった。

このため、高度情報化・都市化の進展に対処するため、次の諸事業の推進に努める。

① 水道・電気・ガス・電話等の共同溝化・洞道化事業。

② 広域的な人流、物流を確保するための代替交通施設の整備。

③ オープンスペースの確保等による都市防災構造化対策事業。

④ 企業防衛のための安全投資の増大の指導。
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第第第第８８８８節 地盤沈下対策節 地盤沈下対策節 地盤沈下対策節 地盤沈下対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

防災対策等が必要となった場合は、関係機関と連携して措置を講じる。

本市域においては、地下水の汲み上げによる地盤沈下は発生していないが、動向を注視する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

中国地方整備局

市（環境局）
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第第第第９９９９節 文教対策節 文教対策節 文教対策節 文教対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

市教育委員会等の関係機関は、幼児・児童・生徒(以下｢児童生徒等｣という。)及び教職員の生命、身

体の安全を図り、学校その他の教育機関(以下｢学校等｣という。)の土地・建物・その他の工作物(以下

「文教施設」という。）及び設備を災害から防護するため、必要な計画を策定しその推進を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（教育委員会）

県（総務部、教育委員会）

国公私立各学校管理者

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 防災上必要な組織の整備

災害発生時において、迅速かつ適正な対応を図るため、学校等では平素から災害に備えて教職員等

への任務の分担及び相互の連携等において組織の整備を図る。組織の整備に際しては、児童生徒等の

安全の確保を最優先とする。

（２） 防災上必要な教育の実施

学校等で災害を未然に防止するとともに、災害による教育活動への障害を最小限度に止めるため、

平素から教育を行う。

① 児童生徒等に対する安全教育

児童生徒等の安全と家庭への防災意識の普及を図るため、学校・幼稚園において、防災上必要な

安全教育を行う。安全教育は、教育課程に位置付けて実施し、とりわけ学級活動・学校行事等とも

関連を持たせながら効果的に行うよう考慮する。

② 関係教職員の専門的知識のかん養及び技能の向上

関係教職員に対する、防災指導資料の作成・配布・講習会及び研究会等の実施を促進し、災害及

び防災に関する専門的知識のかん養及び技術の向上を図る。

③ 防災意識の普及

ＰＴＡ・青少年団体・婦人団体等の研修会及び各種講座等、社会教育活動の機会を活用して、防

災意識の普及を図る。

（３） 防災上必要な計画及び訓練

児童生徒等及び教職員の防災に対する意識の高揚を図り、災害発生時において、迅速かつ適正な行

動をとり得るよう、必要な計画を作成するとともに訓練を実施する。

① 災害の種別に応じ、学校等の規模・施設設備の配置状況・児童生徒等の発達段階を考慮し、避難

場所・経路・時期及び誘導並びにその指示・伝達方法の計画をあらかじめ定め、その周知徹底を図

る。

② 学校における訓練は、教育計画に位置付けて実施するとともに、児童会・生徒会等の活動とも相

まって、十分な効果をあげるよう努める。
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③ 訓練実施後は、十分な反省を加えるとともに、必要に応じ計画の修正・整備を図る。

（４） 登下校の安全確保

生徒児童等の登下校途中の安全を確保するため、あらかじめ登下校の指導計画を、学校ごとに作成

し、平素から児童生徒等及び保護者への徹底を図る。

① 安全な通学路の設定と安全点検の実施。

② 登下校の安全指導。

（５） 文教施設等の不燃堅ろう構造化の促進

文教施設及び設備を災害から防護し、児童生徒等の安全を図るため、これらの施設の新設及び増改

築計画に当たっては、倉庫等小規模建物を除き、鉄筋コンクリート造・鉄骨造等により実施し、不燃

堅ろう化・耐震構造化を推進する。

（６） 文教施設の点検及び修理

文教施設・設備等を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、危険箇所又は要補修箇所の

早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。

（７） 設備、器具等の点検整備

避難の円滑かつ迅速な実施及び災害の拡大を防止するため、放送設備・非常ベル・消火器等防災活

動に必要な設備・器具等については、必要な規模・数量を確保するとともに定期的に点検整備を行う。

（８） 危険物の災害予防

化学薬品及びその他の危険物を取扱う学校等にあっては、それらの化学薬品等を関係法令に従い、

適切に取扱うとともに、災害発生時においても安全を確保できるよう適切な予防措置を講ずる。
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第第第第10101010節 文化財節 文化財節 文化財節 文化財のののの保護対策保護対策保護対策保護対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

文化財並びに文化財を収蔵又は展示している社寺その他の施設（以下「文化財等」という）の愛護意

識の高揚を図るとともに、文化財等の適切な保護・管理体制の確立、防災施設の整備促進を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（教育委員会）

県（教育委員会）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 文化財等に対する市民の愛護意識の高揚・防災思想の普及啓発

① 文化財建造物周辺での火の使用等を制限し、その周知のための必要な措置を講じる。

② 毎年１月２６日の全国的な文化財防火運動「文化財防火デー」を推進するとともに、防火実地訓

練等を実施し、文化財等の防災意識の高揚に努める。

（２） 文化財等の所有者又は管理団体等の指導・助言

① 文化財建造物・記念物等の現状を調査し、危険個所・破損部分等の状況の把握に努める。

② 文化財建造物等の維持管理・耐震性能向上・防災設備の設置等に関して、文化財構造物の所有者

又は管理団体等に対して防災に関する指導を行う。

③ 文化財等の修理・耐震補強・防災設備について、必要があると認めるときは、その設置等につい

て補助等を行う。

④ 美術工芸品等の収蔵保管・公開展示にあたっての防災方策及び応急措置方法等に関して、所有者

等に対して指導する。

（３） 消防用設備等・貯水槽・防火壁・消防道路等の施設の整備
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第第第第11111111節 危険地域節 危険地域節 危険地域節 危険地域からのからのからのからの移転対策移転対策移転対策移転対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における、危険住宅の移転を促

進するため、移転事業の円滑な推進を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（都市整備局）

県（土木部・危機管理課）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 集団移転促進事業

豪雨・洪水・高潮等により、災害が発生した地域及び災害危険区域のうちで、住民の居住に不適当

な区域にある住居の、集団的移転の促進を図る。

（２） がけ地近接危険住宅移転事業

土砂災害特別警戒区域に存する、既存不適格危険住宅の移転の促進を図る。
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第第第第12121212節 風害対策節 風害対策節 風害対策節 風害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

台風に伴う強風や突風等による被害を最小限に止めるため、風害予防対策の実施を広く市民に呼びか

けるとともに、市民の生命身体を保護する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（総務局・経済局・都市整備局・消防局・区役所）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 建築物・道路等

① 気象予報及び警報に注意・警戒し、建物・広告塔・看板・アンテナ等の固定・補修・除去等の予

防を指導する。

ア 瓦・窓･扉・塀等の点検と、補修等の予防を指導する。

イ 飛散・落下するおそれのあるものの固定・補修・除去。

ウ 樹木の剪定・支柱の補強。

② 火災予防についての注意を喚起する。

③ 通行車両に対し、注意を促す。

（２） 巡回パトロールによる点検

① 植栽後３年未満の樹木及び倒木のおそれのあるもの。

② 屋外広告物及び道路占用物件。

③ 建築中の建造物。

④ 施工中の公共工事。

（３） 農林畜産業

① 農作物については、風害に対する抵抗品種の選定等、計画的栽培の技術的指導を行う。

② ビニールハウス・畜舎・集荷所等、生産流通施設の被害を最小限に止めるよう、補強等の予防措

置を指導する。

③ 非常災害時に際しては、家畜の避難・飼料等の確保について助言指導する。

（４） 水産業

① 漁船は、気象予報及び警報に注意・警戒し、出港中のものは最寄りの港に避難し、状況によって

は陸揚げ等必要な措置を行い、漂流・転覆・座礁等の防止を図るよう指導する。

② 漁具等については、気象予警報に注意し、漁具及び養殖施設の流失・破損を防ぐため、撤収・陸

揚げ等の予防措置を指導する。
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第第第第４４４４章 事故災害予防対策章 事故災害予防対策章 事故災害予防対策章 事故災害予防対策

第第第第１１１１節 道路災害予防対策節 道路災害予防対策節 道路災害予防対策節 道路災害予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害時における交通の確保と安全を図るとともに、道路構造物の被災等による道路災害の発生を防止

するため、道路の防災構造化及び各種施設の整備を促進する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・都市整備局・区役所）

中国地方整備局（岡山国道事務所）

岡山地方気象台

西日本高速道路㈱中国支社

本州四国連絡高速道路㈱

県（土木部・農林水産部）

県公安委員会・県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 道路防災対策

① 実施機関は、災害に対する安全性を考慮しつつ、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、

関係機関に対する周知徹底に努める。

② 国道・県道及び幹線市道の緊急輸送道路ネットワークの充実を含む交通機能の拡充に努めるとと

もに、被災した場合に交通の隘路となるおそれが大きい橋梁等、交通施設の整備と防災構造化を推

進する。

③ 山間道路は、豪雨や台風などによって土砂崩れや落石などの被害が発生する可能性があるので、

法面保護工・落石対策工などの対策を実施する。

④ 道路管理者は、崩土及び落石のおそれのある地区・路肩軟弱及び路面損壊箇所・河川水衝部等、

道路災害発生の予測される地区を常時巡回点検し、危険状態の早期発見に努めるとともに、情報の

収集及び連絡体制の整備に努める。

⑤ 災害の発生するおそれのある危険地区道路に対しては、防災工事の促進を図るとともに、被害箇

所には適切な応急措置を実施する。

⑥ 豪雨等の異常気象時における道路災害を防止するため、あらかじめ危険箇所を指定し、当該区間

について基準雨量に達したとき又は道路情報連絡員等の情報により道路交通に支障を及ぼす事態が

発生又は予想されるときは、直ちに道路の通行規制を実施する。

（２） トンネル事故防止対策

トンネル事故災害に備え、国土交通省岡山国道事務所・県備前県民局等と連携を図り、非常用設備

の設置状況の把握・点検を行うとともに、必要な措置を講じ事故の未然防止を図る。
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（３） 交通管理体制の整備

市・県・県警察は、信号機・情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交通管理体制の

整備に努める。また、県警察は警備業者等との間で締結した応急対策業務に関する協定に基づき、災

害時の交通規制を円滑に行うよう努める。

（４） 情報の収集連絡体制

道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し速やかな応急対策を図るために、平常時より道路

施設等の状況の把握に努めるとともに、情報の収集及び連絡体制の整備を図る。また、異常が発見さ

れ、災害が発生するおそれがある場合、道路利用者にその情報を迅速に提供するための体制の整備を

図る。

（５） 広 報

県警察は、災害時において交通規制が実施された場合、車両運転者の義務等について周知を図る。

（６） 防災気象情報の提供

岡山地方気象台は、交通事故の防止・軽減に資するため、防災気象情報を適時・適切に発表し、関

係機関等に迅速かつ確実に伝達する。また、住民に対し、気象庁ホームページや国土交通省防災情報

提供センターを通じて防災気象情報等をリアルタイムで分かり易く提供する。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

関係者は、陸上における交通施設について、道路施設等の点検を通じ道路現況の把握に努めるととも

に、路線計画・構造等に防災的見地から十分な対策を講じるよう考慮する。

《参照》

○ 道路危険箇所総点検表 （資料編）

○ 異常気象時道路通行規制箇所 （資料編）

○ 災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務に関する協定 （資料編）
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第第第第２２２２節 鉄道災害予防対策節 鉄道災害予防対策節 鉄道災害予防対策節 鉄道災害予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害時における鉄軌道交通の確保と安全を図るとともに、列車の衝突等による多数の死傷者の発生を

防止する。

ＪＲ西日本及び日本貨物鉄道株式会社は、災害による線路・施設等の被害を軽減し、安全な輸送の確

保を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（企画局・都市整備局・消防局）

岡山地方気象台

ＪＲ西日本

日本貨物鉄道株式会社

岡山電気機動株式会社

県（県民生活部・土木部）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 鉄軌道交通の安全のための啓発

関係機関は、踏切事故・置き石事故等の外部要因による事故を防止するために、ポスターの掲示・

チラシ類の配布等により、事故防止に関する知識の普及啓発に努める。

（２） 鉄軌道の安全な運行の確保

鉄軌道事業者は、安全な運行を確保するため、次の事項の実施に努める。

① 大雨による浸水又は盛土箇所の崩壊等による災害を防止するための路面の盛土・法面改良等の実

施。

② 異常時における列車防護及び関係列車の停止手配の確実な実施。

③ 防護無線その他の列車防護用具の整備。

④ 建築限界の確保や、保安設備の点検等の運行管理体制の充実。

⑤ 乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と、教育内容に関する教育成果の向上。

⑥ 乗務員及び保安要員に対する、科学的な適性検査の定期的な実施。

⑦ トンネル・雪履・落石履、その他の線路防護施設の点検。

⑧ 災害により、列車の運転に支障が生じるおそれがあるときの線路の監視。

（３） 鉄軌道車両の安全性の確保

鉄軌道事業者は、車両の安全性を確保するため、次の事項の実施に努める。

① 新技術を取り入れた検査機器の導入及び検査精度の向上。

② 検査修繕担当者の教育訓練内容の充実。

③ 故障データー及び検査データーの科学的分析及び保守管理内容への反映。
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（４） 鉄軌道交通環境の整備

① 鉄軌道事業者は、交通環境の整備のため、次の事項の実施に努める。

ア 軌道や路盤等の施設の適切な保守及び線路防護施設の整備。

イ 列車集中制御装置（CTC)の整備、自動列車停止装置（ATS)の高機能化等の運転保安設備の整備

充実。

② 関係機関は、踏切道の立体交差化・構造の改良・踏切保安設備の整備・交通規制の充実・統廃合

の促進等の踏切道の改良に努める。

（５） 通信手段の確保

鉄軌道事業者は、事故災害時の重要通信の確保のために、指令電話・列車無線等並びに外部機関と

の災害時の情報連絡手段を確保するための無線設備又は災害時優先電話の整備に努める。

（６） 安全施設等の整備

関係機関は、列車事故による災害を防止するため、鉄道の連続立体化又は道路との立体交差化・自

動制御装置の設置等、安全施設整備事業を推進する。

（７） 迅速かつ円滑な災害応急対策及び災害復旧への備え

鉄軌道事業者は、災害応急対策と災害復旧へ備えるため、次の事項の実施に努める。

① 事故災害発生直後における、旅客の避難等のための体制の整備及び防災関係機関との連携の強化。

② 事故災害時の応急活動に必要な、人員・機材等の輸送のための緊急自動車の整備。

③ 施設・車両の構造図等の資料の整備。

（８） 再発防止対策の実施

鉄軌道事業者は、県警察・消防等の協力を得て事故災害の徹底的な原因究明を行うとともに、安全

対策に反映し、同種事故の再発防止に努める。

（９） 防災気象情報の提供

岡山地方気象台は、鉄道気象に影響を及ぼす台風・大雨・竜巻等の激しい突風・地震・津波・火山

噴火等の自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり

得るよう予報・警報等を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意情報を適時・適

切に発表するとともに、突風に関する短時間予測情報を提供する。
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第第第第３３３３節 海上災害予防対策節 海上災害予防対策節 海上災害予防対策節 海上災害予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

海域は海上交通の要衝であり、また、海上での各種災害(油等危険物等の大量流出・海上火災・船舶

の遭難・海難事故等)の発生する危険性がある。これら災害を防止し、海上交通の確保と安全を図るた

め、港湾及び漁港等の各種施設・設備の防災構造化に努めるとともに、各種防災資機材の整備を促進す

る。なお、危険物などが大量流出した場合の海上災害を防止するため、市は、県・玉野海上保安部等に

協力し、予防措置を実施する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・都市整備局・区役所）

岡山地方気象台

中国地方整備局（宇野港湾事務所）

第六管区海上保安本部（玉野海上保安部）

県（土木部・農林水産部・危機管理課・消防保安課）

船舶所有者等

石油事業者

石油事業者団体

漁業協同組合

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 関係施設、設備の整備

① 港湾施設

中国地方整備局、県は、船舶の大型化・高速化に伴い、大型停泊地・航路の拡幅・増深を図ると

ともに、災害時における緊急物資の海上輸送路を確保するため、係留施設の整備を行う。

また、県及び市は、それぞれの所管施設において、台風・高潮による災害時に被害を防止するた

め、防潮堤等防災施設の整備拡充を図る。

② 漁港施設

漁獲物の水揚げ時に集中する漁船の交錯・荒天時の漂流・転覆・座礁等の防止や、危険解消を図

るため、多数の静穏な停泊地・係船施設を整備し、災害を未然に防止する。

③ その他船舶の収容施設

県は、ヨット・モーターボート等、海上レジャースポーツ用舟艇については、貨物船・漁船等と

の交錯を避けるため、拠点地区を設け、収容し、海上事故等を防止する。

④ 無線の整備、点検

関係機関は、無線局の整備に努めるとともに、災害時において無線局が確実に機能するよう整備

点検に努める。

⑤ 航路標識の整備

航路標識事務所は、海上交通の安全の確保のため、航路標識の整備を促進する。

（２） 安全運航の確保
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① 海上保安部は、港内・狭水道等、船舶の輻輳する海域における運航管制・海上交通情報の提供等

を行う。

② 海上保安部・県・船舶所有者等は、船舶の運航の安全のため、その通信手段を確保する。

③ 海上保安部は、危険物荷役における安全防災対策についての指導を行う。

④ 海上保安部は、海図・水路書誌等、水路図誌の整備を行う。

（３） 関係資機材の整備

① 関係機関は、船舶・ヘリコプター・救急車・照明車等の車両及び応急措置の実施に必要な救助救

急用資機材の整備に努める。

② 市及び県は、油等防除資機材の調達体制の整備充実を図るとともに、必要に応じ、資機材の整備

に努める。

③ 関係機関は、オイルフェンス等、防除資機材及び避難誘導に必要な資機材の整備に努める。

④ 船舶所有者等は、油等が大量に流出した場合に備えて、必要な資機材を整備する。

⑤ 石油事業者及び石油事業者団体は、油等が大量に流出した場合に備えて、油等防除資機材の整備

を図る。

⑥ 漁業協同組合は、油流出等の災害による漁業被害を防止するために、必要な資機材を県からの貸

与を受けるなどして整備を促進する。

（４） 防災訓練

海上保安部・消防機関及び警察関係等をはじめ、地方公共団体・民間救助防災組織・関係事業者並

びに港湾管理者等は、相互に連携し、油等危険物の大量流出･火災爆発事故等を想定した訓練を実施し、

必要な技術等の習得に努める。

（５） 防災気象情報の提供

岡山地方気象台は、海上交通に影響を及ぼす、台風・強風・波浪・高潮・霧・津波・火山噴火等の

自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり得るよう

予報・警報等を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

（１） 協力支援体制の整備

市・海上保安部・県及び関係事業者等は、危険物等の大量流出による海上災害の発生及び拡大を防

止するため、関係事業所等が協力できるオイルフェンス・オイルフェンス展張船・油回収船等の流出

油処理機材の保有状況等の実態を把握しておくとともに、防除活動及び避難誘導活動を行なうための

体制の整備に努める。

また、関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握し、災害発生時には、

必要に応じて応援を求めることができる体制を整備する。

（２） 情報収集、伝達体制の強化

油流出等海難事故への対応を総合的かつ効果的に実施するため、市・海上保安部・県・県警察等関

係機関は、早期の情報収集ができるよう連絡手段の充実及び伝達体制の確立に努める。
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（３） 予防知識の普及啓発

危険物等を貯蔵し、取扱い又は船舶等により輸送する関係者に対し、漏洩の防止・不法投棄等によ

る汚染の防止及び安全航行について注意を喚起するとともに、取締りの実施や海難防止運動等、各種

災害防止運動を通じて保安意識の啓発に努める。
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第第第第４４４４節 林野火災節 林野火災節 林野火災節 林野火災のののの防止対策防止対策防止対策防止対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

林野火災に対する予防意識の啓発に努めるとともに、林野の巡視の強化及び防火施設の整備等、防火

対策を推進し、林野火災の未然防止と被害の軽減を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・消防局・区役所）

近畿中国森林管理局（岡山森林管理署）

県（農林水産部・消防保安課）

森林所有者

森林組合等

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 林野火災予防意識の啓発

① 山火事予防対策協議会の開催

市及び県は、山火事予防対策協議会等を開催し、各関係機関･団体等と協議して山火事予防運動の

徹底を図る。

② 広報活動による啓発宣伝

市及び県は、林野火災の多発する時期に山火事予防運動月間等を設定し、広報紙・横断幕・立看

板・ポスター・パンフレット・チラシ等、有効な手段を通じ、林野火災予防意識の啓発に努める。

（２） 警報伝達の徹底

① 火災注意報・警報が発令されたとき又は乾燥注意報等、火災気象通報の通知を受けた場合は、必

要に応じ消防団に連絡するとともに、広報車による広報又は吹き流し等により、住民への周知徹底

を図る。

② 市・県及び消防機関は、気象予報・警報等伝達計画に基づく通報体制を常時保持し、気象台の発

する乾燥注意報及び火災気象通報を接受したときは、これの確実な伝達と地域住民への周知を図る。

（３） 巡視、監視の強化

① 市・県及び森林保護支援員（県設置）等は、多発期及び火災注意報・警報の発令時には、関係機

関が行う巡視及び監視を有機的に関連させ、間隙が生じないよう計画的に実施して、火災予防上危

険な行為の排除及び火災の早期発見を図る。

② 火災警報が発令されているときは、森林内でのたき火・たばこ等、火の使用の制限について徹底

する。

（４） 火入れ指導の徹底

① 火入れに当たっては、森林法第21条等の関係法令を遵守させるとともに、気象の状況が火災の予

防上危険な状態であるときは火災警報を発令し、岡山市火災予防条例（昭和37年市条例第16号）第

30条に定めるところにより、火の使用（火入れ・煙火の使用等）の制限の徹底を図る。
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② 消防署長は、岡山市火災予防条例第55条に定めるところにより、火入れに関する届出を受理した

とき又は森林管理署から通知を受けたときは、関係の消防署・出張所及び消防団等に通知する。

③ 火入れは、火災の発生しやすい時期を避けて行うよう指導する。

④ 火入れを行う者に対しては、火入れ地域以外に火が入らぬよう消火設備・人員の確保・防火線の

設定・消火の確認等、必要な事項について十分な指導をする。

（５） 森林の防火管理の徹底

① 森林所有者・森林組合等は、自主的な森林保全活動を推進するように努める。

② 市及び県は、森林所有（管理）者に対し、防火帯・防火道・防火用水の設置・整備及び既存の望

楼・標板等の保護・管理並びに設置を指導する。

（６） 消防施設等の整備

① 県は、森林火災多発地域に対して、予防・消防機材及び防火管理道等の整備を図る。

② 市は、林野火災用消防水利及び消防施設の整備拡充を図る。

③ 市及び県は、防火線としての役割を持たせるとともに、林野火災の消火活動に資するため、林道

を整備する。

④ 公有林管理者は、防火標識等、火災予防施設の整備を図る。

⑤ 森林の実態に応じ、小型ポンプ・ジェットシューター・チェンソー・鋸・おの・鎌等、消火資機

材の備畜に努める。

（７） ヘリコプターによる空中消火体制の整備

① 県は、大規模な林野火災に対処するため、空中消火用資機材を整備するとともに、空中消火体制

の確立を図る。

② 市及び消防機関が、県から資機材を借り受ける場合は、運用要綱に定める手続きによる。

③ ヘリコプターによる空中消火を積極的に活用するため、県・自衛隊等の協力による空中消火広域

航空応援体制・活動拠点の整備を行い、林野火災の偵察及び空中消火の早期実施に努める。

（８） 出火防止についての啓発

① 報道機関に対して啓発に関する資料を提供し、掲載又は放送について協力を求める。

② 講習会・座談会等を開催し又は各種会議を活用することにより、火の使用の制限等に関する法令

の周知及び林野火災の防止についての具体的方法を指導する。

③ 林業労務者及び地域住民に対しては、森林内でたき火・たばこ等、火を使う場合の取扱上の注意

事項を指導するとともに、火災警報発令時の火の使用の制限について周知徹底する。

④ 行楽地においては、バスの観光ガイドの中に、吸いがらの投げ捨て禁止等をＰＲしてもらうよう

バス協会等に協力を求める。

⑤ 広報車の巡回・宣伝等により啓発に努める。
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第第第第５５５５節 高層建築物節 高層建築物節 高層建築物節 高層建築物・・・・地下街等地下街等地下街等地下街等のののの保安対策保安対策保安対策保安対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

高層建築物及び不特定多数の者が出入する百貨店等、特定防火対象物の地階並びに地下街(以下「高層

建築物・地下街等」という。)における災害(火災・ガス事故・浸水被害等)の発生及び拡大を未然に防止

するための対策を講じる。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・都市整備局・消防局）

高層建築物・地下街等の所有者・管理者・占有者

ガス供給事業者

中国地方整備局（岡山河川事務所）

県（危機管理課・消防保安課・土木部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 高層建築物・地下街等の実態把握

災害が発生した場合における人的・物的被害を最小限にくい止めるため、各機関の立場から実態調

査を実施し、相互に情報交換を行うことにより、諸対策樹立の基礎資料を整備する。

（２） 各機関等の対策

① 市（消防局）

ア 消防法に基づく査察を実施し、災害予防のための措置の徹底を図る。

イ ガス供給事業者との連携強化。

ガス供給事業者との連絡通報体制・出動体制及び現場における連携体制等の申合せを平常時か

ら実施する。

ウ 消防施設等の整備充実

高層建築物・地下街等の災害に対するため、消防用施設・車両・資機材及び救急救助用車両・

資機材等の整備充実に努める。

② 高層建築物・地下街等所有者等

ア 防火避難施設・消防用設備等の整備及び点検等

(ｱ) 法令に適合した消防用設備等の整備及び定期点検

(ｲ) 耐火構造・防火構造・防火区画の整備及び改修促進

(ｳ) 内装等、建築材料の不燃化及び内装制限

(ｴ) 避難施設等（階段・通路・出入口・排煙設備・非常用照明装置及び非常用の進入口）の整備

及び定期点検

イ 防火・防災管理体制の強化充実

(ｱ) 防火・防災管理者の適正な選任

(ｲ) 消防計画の整備充実

(ｳ) 自衛消防組織の整備充実

(ｴ) 防火管理者・防災管理者・火元責任者等の防災に関する知識の向上
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(ｵ) 共同防火・共同防災管理体制の確立

(ｶ) 工事中における従事者への監督強化と、防災のための計画の協議

(ｷ) その他防災上必要な事項

ウ 浸水対策の実施（地下街等の所有者等）

(ｱ) 浸水防止施設設置の促進

(ｲ) 避難誘導計画の整備充実

(ｳ) 浸水想定区域内の避難確保計画の策定

地下街等の所有者又は管理者は、地域防災計画に位置づけられる浸水想定区域内の

地下施設について避難確保計画を作成し、市長に報告するとともに公表を行う。

ａ 防災体制・避難誘導に関すること

ｂ 避難確保対策施設の整備に関すること

ｃ 防災教育・訓練に関すること

ｄ 避難確保計画の公表方法等に関すること

(ｴ) その他防災上必要な事項

エ 非常用通信施設の整備充実

施設内の非常通信設備及び消防機関への通報設備の整備充実。

オ 利用者に対する責任

利用者に対し、平常時から非常出口・非常階段・避難設備の設置場所等の広報に努めるととも

に、非常時に利用者が効果的に避難できる情報及びその伝達方法の確立に努め、従業員に対して

消防計画等の周知徹底を図り、所用の訓練を行って、特に利用者の避難誘導体制に万全を期する。

③ ガス供給事業者

ガス漏れ警報設備等の安全設備の普及促進を図る。特に特定地下街に対しては、次の事項を行う。

ア 燃焼器の設置された場所には、ガス漏れ警報設備（集中監視型）を設ける。

イ 燃焼器は金属可撓管、両端に迅速継手の付いたゴム管又は強化ガスホースでガス栓と接続する。

ウ 管理室から遠隔操作できる緊急ガス遮断装置を設置する。

エ 導管は、１年に１回以上漏えい検査を実施し、ガス遮断装置の巡視点検をするほか、半年に１

回安全使用の特別周知を行う。

④ 防災訓練等の実施

火災及びガス事故等を想定し、管理者・消防・警察等の連携のもとに、１年に１回以上防災訓練

を実施する。

⑤ 災害防止技術の研究開発

防災関係機関及び関係企業等は、災害防止技術及び消防用設備・資機材の研究開発に努めるとと

もに、その成果による最新技術及び設備・資機材の普及を促進する。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

関係機関等は、災害時に消防・救助活動が制約される可能性のある高層建築物について、ヘリコプ

ターの屋上緊急発着場又は緊急救助用のスペースの設置を促進するよう努める。
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第第第第６６６６節 危険物等保安対策節 危険物等保安対策節 危険物等保安対策節 危険物等保安対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

危険物（石油類等）・毒物劇物等・化学薬品類等(以下「危険物等」という。)の火災等による災害の

発生及び拡大を防止するため、保安意識の高揚・取締りの強化･自主保安体制の強化を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（経済局・都市整備局・環境局・消防局・区役所）

危険物等施設の所有者･管理者･占有者

危険物等輸送事業者

中国経済産業局

県（消防保安課・保健福祉部）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

危険物等施設の所有者・管理者・占有者(以下「事業者」という。)は、法令で定めるところにより、

危険物等による事故・災害の発生を防止するため、保安意識の高揚・自主保安体制の整備を図る。

市及び県は、法令に基づく保安指導・立入検査・保安講習会等の実施により、危険物等取扱者の保安

意識の高揚を図るとともに、事業所の自主保安体制の充実を重点に、災害予防対策を推進する。また、

危険物等による事故・災害の発生に備え、防災体制の充実を図る。

（１） 事業者の自主保安体制の確立

① 法令に定める危険物等施設の保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員の、責任体制の確

立を図る。

② 日常点検・定期自主検査等の効果的な実行を図るため、点検事項・点検方法をあらかじめ具体的

に定めておく。

③ 自衛消防隊の組織化を促進し、自主的な災害予防体制の確立を図るとともに、隣接する危険物等、

事業所の相互応援に関する協定を促進し、効率ある自衛消防力の確立を図る。

④ 漏洩・流出災害等に備えて、必要な薬剤・化学消火剤及び必要資機材の備蓄を推進する。

（２） 保安意識の高揚

市及び県は、危険物等施設管理者や保安監督者等に対する保安指導の強化を図るとともに、法令等

の講習会等を実施する。

（３） 保安の強化

① 市及び県は、関係法令の定めるところにより、危険物等施設に対する立入検査の強化を図るとと

もに、施設の実態把握に努める。

② 市は、化学消防車等の整備を図り、化学消防力の強化促進を図る。
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（４） 事故原因の究明

市・県及び事業者は、危険物等の事故･災害が発生した場合、その原因の究明と再発防止対策の実

施に努める。

（５） 危険物の大量流出時の対策

① 市及び県は、危険物が大量に流出した場合に備え、防除活動及び避難誘導活動を行うための体制

の整備に努める。

② 市及び県は、危険物が大量に流出した場合に備え、オイルフェンス等防除資機材及び避難誘導等

に必要な資機材の整備を図る。

③ 市及び県は、関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握し、災害発生

時には、必要に応じて、応援を求めることができる体制を整備する。

（６） 災害防止技術の研究開発

防災関係機関及び事業者は、共同して災害防止技術及び防災用設備・資機材の研究開発に努める。

（７） 流出拡大防止設備の整備

危険物等を貯蔵又は取扱う、屋外貯蔵タンクの装置・機器等の機械的破損・腐食及び周囲に設置さ

れている防油堤・防止堤等の設備について、危険物施設の管理者が自主点検を行うよう指導するとと

もに、消防法等に基づく規制を実施する。

（８） 輸送対策

① 容器・積載方法等、法令上の基準遵守を指導強化する。

② 危険物等を積載する車両の火災の予防・安全運行の励行及び密集市街地・繁華街等の通行の制限

等について指導するとともに、消防署・出張所・その他関係機関による予防査察及び取締りを行う。

（９） 消火剤等の緊急輸送対策

関係事業所等における、消火剤の保有状況等の実態を把握するとともに、化学消防車・その他化学

消防施設を有効利用し、緊急輸送体制の確立を図る。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

防災関係機関及び事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において、情報の収集･連絡体制の整備

を図る。また、可能な限り相互に協力して、休日･夜間においても迅速に対応できる体制の整備を図り、

効果的な実行体制の推進に努める。
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第第第第７７７７節 高圧節 高圧節 高圧節 高圧ガスガスガスガス保安対策保安対策保安対策保安対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

高圧ガスによる災害の発生及び拡大を防止するため、保安意識の高揚・保安の強化・自主保安体制の

強化を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（消防局）

高圧ガス施設等の所有者・管理者・占有者

高圧ガス輸送事業者

中国四国産業保安監督部

県（消防保安課）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

高圧ガス施設等の所有者・管理者・占有者（以下「事業者」という。）は、法令で定めるところによ

り高圧ガスによる事故・災害の発生を防止するため、保安意識の高揚・自主保安体制の整備を図る。

中国四国産業保安監督部・県・市は、法令に基づく保安指導・立入検査・保安講習会等の実施により、

事業者の保安意識の高揚を図るとともに、事業所の自主保安体制の充実を重点に災害予防対策を推進す

る。また、高圧ガスによる事故・災害の発生に備え、防災体制の充実を図る。

（１） 事業者の自主保安体制の確立

① 事業者は、法令に定める技術基準を遵守し、施設の安全性の確保に努める。

② 事業者は、自主保安体制の整備に努める。

ア 従業者に対する保安教育の実施。

イ 定期自主検査の実施と責任体制の確立。

ウ 地域防災協議会の育成。

③ 事業者は、高圧ガス施設の火災に対する予防対策として、散水設備・放水設備・ウォーターカー

テン等、防火設備を整備する。

（２） 保安意識の高揚

市及び県は、事業者及び関係者に対し保安意識の高揚を図る。

① 高圧ガス保安法等関係法令の周知。

② 保安講習会・研修会の開催。

③ 高圧ガスの取扱指導。

④ 高圧ガス保安活動促進週間の実施。

（３） 保安指導の強化

市及び県は、関係法令の定めるところにより、高圧ガス施設に対する効果的な立入検査の実施に努

めるなど、保安指導を強化する。

① 高圧ガスの製造・販売・貯蔵・移動・消費・その他取扱いについて、高圧ガス取締法に基づき、
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県が実施している規制業務の実態を把握し、災害防止の指導に努める。

② ボイラー・圧力容器の製造取扱いについて、労働安全衛生法に基づき、岡山労働基準監督署が実

施している規制業務の実態を把握し、災害防止の指導に努める。

③ 製造施設又は消費場所等の、保安検査及び立入検査の強化。

④ 関係行政機関との緊密な連携。

（４） 事故原因の究明

市・県及び事業者は、高圧ガスの事故・災害が発生した場合、その原因の究明と再発防止対策の実

施に努める。

（５） 災害防止技術の研究開発

防災関係機関及び関係企業は、共同して災害防止技術及び防災用設備・資機材の研究開発に努める。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

防災関係機関及び事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において、情報の収集・連絡体制の整備

を図る。また、可能な限り相互に協力して、休日・夜間においても迅速に対応できる体制の整備を図り、

効果的な実行体制の推進に努める。

《参照》

○ 高圧ガス大量保有事業所 （資料編）
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第第第第８８８８節 火薬類保安対策節 火薬類保安対策節 火薬類保安対策節 火薬類保安対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

火薬類による災害の発生及び拡大を防止するため、保安意識の高揚・取締りの強化・自主保安体制の

強化を図る。また、火薬類の製造・販売・貯蔵・運搬・消費・その他取扱いについて、火薬取締法に基

づき、規制業務の実態を把握し、災害の防止に努める。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（消防局）

火薬類施設及び火薬類の所有者・管理者・占有者

火薬類輸送事業者

中国四国産業保安監督部

県（消防保安課）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

火薬類施設の所有者・管理者・占有者（以下「事業者」という。）は、法令で定めるところにより、

火薬類による事故・災害の発生を防止するため、保安意識の高揚・自主保安体制の整備を図る。

市・中国四国産業保安監督部・県は、法令に基づく保安指導・立入検査・保安講習会等の実施により、

事業者の保安意識の高揚を図るとともに、事業所の自主保安体制の充実を重点に、災害予防対策を推

進する。また、火薬類による事故・災害の発生に備え、防災体制の充実を図る。

（１） 事業者の自主保安体制の確立

① 事業者は、法令に定める技術基準を遵守し、施設の安全性の確保に努める。

② 事業者は、自主保安体制の整備に努める。

ア 従業者に対する保安教育の実施。

イ 防災訓練等の実施。

ウ 定期自主検査の実施と責任体制の確立。

③ 事業者の火薬類施設の火災に対する予防対策

保管している火薬類の安定度が異常を呈するなど危険な状態になったときに備え、火薬庫から

速やかに安全な場所に移転しうる体制を確保し、又、あらかじめ一時保管する場所を定めておく。

（２） 保安意識の高揚

市及び県は、事業者及び関係者に対し保安意識の高揚を図る。

① 火薬類取締法等関係法令の周知

② 保安講習会・研修会の開催

③ 火薬類の取扱指導

④ 危害予防習慣の実施

（３） 保安指導の強化

市及び県は、関係法令の定めるところにより、火薬類施設に対する効果的な立入検査の実施に努める
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など、保安指導を強化する。

① 製造施設・火薬庫又は消費場所等の保安検査・立入検査の強化。

② 製造施設・火薬庫又は消費場所等の実態把握と各種保安指導の推進。

③ 関係行政機関との緊密な連携。

（４） 事故原因の究明

市・県及び事業者は、火薬類の事故・災害が発生した場合、その原因の究明と再発防止対策の実

施に努める。

（５） 災害防止技術の研究開発

防災関係機関及び関係企業は、共同して災害防止技術及び防災用設備・資機材の研究開発に努め

る。

４４４４ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

防災関係機関及び事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において、情報の収集・連絡体制の整備

を図る。また、可能な限り相互に協力して、休日・夜間においても迅速に対応できる体制の整備を図り、

効果的な実行体制の推進に努める。

《参照》

○ 火薬類・煙火製造所 （資料編）
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第第第第９９９９節 有害節 有害節 有害節 有害ガスガスガスガス等災害予防対策等災害予防対策等災害予防対策等災害予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

事業活動の事故等により排出された、ばい煙若しくは特定物質、ダイオキシン類又は有害ガス（以下

「有害ガス等」という。）により、人の健康又は生活環境に著しい被害が発生することがないよう、予

防措置を実施する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（環境局）

ばい煙発生施設又は特定施設（以下「特定施設等」という。）の設置者

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 保安管理体制の強化

特定施設等の設置者は、事故等の発生を未然に防止するため、有害ガス等に係る施設（処理施設を

含む。）の点検及び保安体制の整備強化に努める。

（２） 立入検査

市は、必要に応じ、有害ガス等に係る施設（処理施設を含む。）の機能を検査するとともに、事故

防止について維持・管理等の指導を行う。

（３） 常時監視及び監視体制の強化

市は、有害ガス等による大気汚染状況及び水質汚濁状況を常時監視するとともに、監視体制の強化

に努める。

４４４４ 警報等警報等警報等警報等のののの発表及発表及発表及発表及びびびび伝達伝達伝達伝達

市長は、有害ガス等による大気の汚染状況及び水質の汚濁状況が、人の健康に著しい障害を与えるお

それがある場合は、注意報・警報等を発表する。

この場合、報道機関に依頼又は広報車・吹き流し等により、住民への周知徹底を図る。

５５５５ 事故時事故時事故時事故時のののの措置措置措置措置

市長は、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ又は損なわれるお

それがあると認めるときは、特定施設設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置

をとるべきことを命じる。

６６６６ 関連調整事項関連調整事項関連調整事項関連調整事項

防災関係機関は、それぞれの保安命令の定めるところにより、自主検査・立入り検査を徹底するとと

もに、可能な限り相互に協力してこれを行い、検査結果の交換に努める。
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第第第第10101010節 放射性物質節 放射性物質節 放射性物質節 放射性物質のののの災害予防対策災害予防対策災害予防対策災害予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

市は、防災関係機関と連携して、医療用・工業用及び発電用の放射性物質による災害の発生、及び拡

大を防止し、放射性物質に係る災害が住民に対して影響が及ぶことのないよう、予防措置を実施する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（消防局）

放射性物質取扱事業者

県（危機管理課）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 予防体制の整備

① 放射性物質取扱事業者は、関係法令に基づく適正な取扱・管理・運搬等を行うための保安規程の

整備等、保安体制の整備に努めるものとする。

② 市は、関係法令に基づき、放射性物質の取扱が適正に行われているか確認を行う。

（２） 通信連絡体制の整備

① 放射性物質取扱事業者は、保有又は使用している放射性物質の性状・取扱上の注意事項について

消防署等防災関係機関への情報提供を行うなど、平素から連絡調整を行う。

② 放射性物質取扱事業者は、万一の事故に備え、消防その他関係機関との通信連絡体制を確立する

とともに、事故等を想定した応急対応や連絡通報に関する訓練を実施する。

③ 市及び県は、放射性物質による事故等の連絡通報体制（夜間・休日を含む。）を整備する。

（３） その他

① 救急体制の整備

② 防災用資機材の整備
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第第第第11111111節 火災予防対策節 火災予防対策節 火災予防対策節 火災予防対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

火災防止については、防火思想の普及と消防体制の充実強化が必要なため、消防署・出張所等の適正

配置及び消防車両・装備の強化等、実態に即した体制確保に努めるとともに、防火対象物の査察の強化

・防火思想の高揚・啓発・指導を推進する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（消防局）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 消防力の強化

① 人口の集積・建物の密集度・災害の発生状況・道路交通事情等を総合的に判断し、地域の防災拠

点となる消防署・出張所等を適正に配置する。

② 消防署・出張所等の機能を効果的に発揮させるため、消防車両等資機材の一層の増強を図るとと

もに、適正な維持管理を行う。

③ 消防・救急活動の中枢をなす消防情報通信センターの一層の機能強化を図る。

④ 消火栓・防火水槽等の人工水利施設の拡充を図るとともに、これら施設の定期検査を実施する。

⑤ 消防団組織の整備及び消防体制の強化を図る。

⑥ 連合防火委員会・婦人防火クラブ等、民間の自主防災組織の育成強化を図る。

⑦ 事業所における自衛消防体制の整備強化を図る。

⑧ 消防署所の敷地・建物の浸水対策を推進し、防災拠点としての機能を強化する。

（２） 火災予防査察

火災発生及び被害の拡大を防止するため、岡山市火災予防査察規程（昭和62年市消防訓令甲第 1

号）に基づき、査察対象物の立入検査を実施し、法令違反事項の是正を図る。

① 一般査察

査察計画を立て、査察対象物を査察する。

② 特別査察

消防長若しくは消防署長が特に必要と認めた場合、又は査察依頼があった場合に査察する。

③ 査察事項

査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として、次に掲げるものの位置・構造・

設備・管理等について行う。

ア 建築物その他工作物

イ 火気使用設備及び器具

ウ 消防用設備等

エ 危険物・指定可燃物

オ 消防計画及び予防規程

カ 防火管理者・防災管理者及び危険物取扱者

キ 火災予防又は消火活動に、重大な支障を生じるおそれのある物質
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ク 防炎物品

ケ その他火災予防上必要と認めるもの

④ 是正指導

査察の結果、不備欠陥を認めたときは、査察対象物の関係者に改善を指示する。

（３） 建築の同意

消防法第７７条の規定に基づく、新築・増築・改築等の消防長又は消防署長の同意に際しては、建築

物の防火に関する審査を実施して、建築物の防火に努める。

（４） 消防設備の整備促進

建築物に対する消火設備・警報設備及び避難設備等の整備促進を図り、適正な維持管理を指導する。

（５） 火災予防思想の啓発

① 火災予防思想の啓発を図るため、火災予防運動（春秋２回）を実施し、総合的な啓発広報を行う。

② 報道機関に対して啓発に関する資料を提供し、掲載又は放送について協力を求める。

③ 「市民のひろばおかやま」・ポスター・パンフレット・チラシ・ホームページ及び防火委員会広報

紙等により、啓発に努める。

④ 連合防火委員会・幼年、少年消防クラブ・婦人防火クラブ等の自主防災組織を育成強化し、組織

を通じて火災予防の推進を図る。

⑤ 講演会・講習会を開催し又は各種会議を活用し、防火思想の普及及び消防設備の使用方法等、火

災防止についての具体的な方法を指導する。

⑥ 消防署・出張所等の見学に際しては、便宜を図るとともに消防体制及び活動の実態等の説明を通

して、火災予防の重要性の普及を図る。

⑦ 広報車の巡回広報等により啓発に努める。

（６） 特殊建物火災予防の指導

公衆の集会所、多数の人が勤務する事業所等に対しては、建物内部の進入順路・人命救助の方法・

消火方法等について、万全の対策を講ずるよう指導する。

（７） 特殊防火対象物等の消防計画の指導

百貨店・旅館・ホテル・劇場・映画館・集会場・病院・地下街等、不特定多数の者が出入りし、集

合する特定防火対象物に対しては、避難誘導の方法・建物内部への進入路・消火方法等について、各

防火対象物ごとの防火管理者等が、消防計画を作成するとともに、万全の策を講ずるよう指導する。



- 62 -

第第第第５５５５章 防災活動章 防災活動章 防災活動章 防災活動のののの環境整備環境整備環境整備環境整備

第第第第１１１１節 防災訓練節 防災訓練節 防災訓練節 防災訓練

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害の未然防止及び災害を最小限に止めるため、市をはじめとする防災関係機関による災害対策の推

進はもとより、市民一人ひとりが日頃から災害についての認識を高め、万一の災害から自らを守るとの

意識のもと、地域ぐるみで災害に対処する体制づくりを推進する。このため、市・県及び防災関係機関

・地域住民・水防協力団体・自主防災組織及びボランティア団体等の参加を得て、総合的かつ計画的に

防災訓練又は図上訓練を実施し、防災関係機関相互の協力体制を強化し、予防並びに災害応急対策機能

の向上を図り、合わせて住民の防災意識の高揚を図る。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（総務局・都市整備局・消防局）

県（危機管理課）

県警察

防災関係機関

自主防災組織・民間協力団体・地域住民

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

訓練を行うに当たっては、被害の想定を明らかにするなど様々な条件を設定し、参加者自身の判断も

求められる内容を盛り込むなど、実践的なものとなるよう工夫する。

また、訓練後には参加者が集まり、訓練内容の評価を行うことにより課題等を明らかにし、必要に応

じ、体制等の改善を行う。

（１） 基礎防災訓練の実施

市長及び委員会等の執行機関は、単独又は災害予防責任者（国の地方支分部局の長・その他地方機

関の長・県知事及び県の執行機関・公共的団体・防災上重要な施設の管理者）と共同して、必要な各

種訓練を実施する。

また、市と共同して防災訓練を実施する場合、災害予防責任者の属する機関の職員・従業員・使用

人は、防災訓練に参加するものとする。

① 水防訓練

水防計画に基づき水防活動の円滑な遂行を図るため、水防訓練（工法技術習得）を実施するほか、

地域の特性に応じて土砂災害に対する訓練も併せて検討するものとし、市・関係団体・地域住民が

一体となり、水防訓練を実施する。

また、水防作業は暴風雨の中、しかも夜間に行う場合もあることから、水防技術の習熟を目的に、

次により十分訓練を行うこととする。

ア 実施事項
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(ｱ) 観 測

(ｲ) 通 報

(ｳ) 作業工法

(ｴ) 輸 送

(ｵ) 樋門・陸閘等の開閉操作

(ｶ) 避 難

イ 実施時期

(ｱ) 出水期までに実施する。

② 消防訓練

岡山市消防計画に基づき、消防機関の機能を十分に発揮し、住民の生命、身体及び財産を保護す

るため、強風下または豪雨下における大規模な建物・林野火災及び消防活動を想定した消防訓練を

実施する。

③ 避難・救助訓練

ア 災害時における避難、その他救助の円滑な遂行を図るため、災害発生時の避難誘導に係る計画

をあらかじめ作成し、訓練を行う。この場合、水防・消防等の災害防護活動と併せ、又は単独で

実施する。

イ 学校・病院・社会福祉施設・工場及びデパート等、多数の者を収容する施設に当っては、収容

者等の人命保護のため、特に避難・救助に関する施設・設備を整備するとともに、定期的に避難

・救助訓練を実施する。

ウ 災害時要援護者等を適切に避難誘導するため、自主防災組織・地域住民の参加や協力を得なが

ら、地域の実情に応じた訓練を実施し、平常時から災害時要援護者等に係る避難体制の整備に努

める。特に急傾斜地崩壊危険地区等、災害警戒地区においては徹底して避難訓練を実施する。

④ 情報収集伝達訓練

市・県及び防災関係機関は、災害時における迅速かつ的確な情報収集伝達の確保が図れるよう、

様々な条件を想定した情報収集伝達訓練を実施する。

⑤ 通信訓練

市・県及び防災関係機関は、災害時における通信の円滑化を図るため、各種災害を想定した通信

訓練を実施する。

⑥ 非常招集訓練

市・県及び防災関係機関は、非常体制に万全を期するため、各種災害を想定し、勤務時間外にお

ける関係部班の職員・消防団員等の非常招集訓練を、必要に応じて実施する。

⑦ 交通規制訓練

県警察及び道路管理者は、災害発生時において交通規制が整然と行なわれるよう、関係機関と協

議して交通規制訓練を実施する。

⑧ 危険物等特殊災害訓練

市・県及び防災関係機関は、防災機関・事業所における災害時の防災体制の確立と防災技術の向

上を図るため、消防及び事業所等が連携して、高圧ガス等の特殊災害等を想定した訓練を実施する。

⑨ 鉄道事故災害訓練

鉄軌道事業者は、伝達訓練を実施するよう努めるとともに、消防機関・警察機関をはじめとする、

地方公共団体の機関が実施する防災訓練に、積極的に参加するよう努める。
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⑩ 航空機事故災害訓練

県・航空運送事業者・消防機関・警察機関をはじめとする地方公共団体及び国の機関等は、相互

に連携した訓練を実施する。

（２） 総合防災訓練の実施

上記各種の基礎防災訓練を総合化し、防災関係機関・地域住民及びボランティア団体等が参加して、

総合的な訓練を実施する。

① 実施時期

防災週間など訓練効果のある時期を選んで実施する。

② 実施場所

災害が発生するおそれのある場所など、訓練効果のある場所を選んで実施する。

③ 実施の方法

市・県・指定地方行政機関・自衛隊・指定公共団体・指定地方公共機関等の防災関係機関及び地

域住民が一体となって、同一想定に基づき災害応急対策訓練を実施する。

（３） 図上防災訓練

大規模地震発生後の対応能力の向上を図るため、防災担当部局相互の連携、各機関の役割に応じた

適時適切な応急対策訓練の実施を図る。

① 被害情報収集及び伝達訓練。

② ヘリテレ映像等の情報伝達訓練。

③ 災害ボランティア対応訓練。

（４） 相互応援協定市との防災訓練の実施

災害時の相互応援協定を締結している近傍都市との合同による、防災訓練及び全国の政令都市との

情報伝達訓練の実施をすることにより、災害時の協力体制の強化を図る。



- 65 -

第第第第２２２２節 防災意識節 防災意識節 防災意識節 防災意識のののの普及普及普及普及

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害による人的被害・経済被害を軽減し、安全・安心を確保するためには、行政による公助はもとよ

り、個々の自覚に根ざした自助と身近な地域コミユニテイ等による共助が必要であり、個人や家庭・地

域・企業・団体等、社会の様々な主体が連携して、日常的に減災のための行動と投資を息長く行う市民

運動を展開し、その推進に当たっては実施方針を定め、地域防災力の向上を図る。

また、被害を最小限に止めるためには、住民一人ひとりが日頃から各種災害について正しい認識を持

ち、災害から自らの生命、身体及び財産を守るための最低限の知識を備えておくことが必要である。

このため、各種広報媒体及び学校教育等を活用し、地域住民の防災意識の高揚を図る。

なお、防災意識の普及の際には災害時要援護者等に十分配慮し、地域において災害時要援護者等を支

援する体制が整備されるよう努める。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（安全 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進室・保健福祉局・消防局・教育委員会・区役所）・

県（危機管理課）

防災関係機関

日赤県支部

岡山県社会福祉協議会

岡山市社会福祉協議会

自主防災組織等

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 防災教育

① 住民に対する防災教育

ア ハザードマップ・パンフレット等の作成配布や、防災に関する研修会・映画会・パネル展等の

実施により、過去の災害の紹介や災害危険箇所及び災害時における心得等を周知し、地域住民の

防災意識の高揚を図る。

特に、生活に密着した切実な災害の体験談を収集し、防災教育に役立てることにより、災害の

記憶や教訓を自らのこととして個人に実感させる。

なお、地域の祭りやスポーツのイベント等に防災コーナーを設けるなどの工夫を行うとともに、

地域コミュニティにおける多様な関わりの中で、防災に関する教育の普及推進を図る。

教育機関及び民間団体等は、絵本や写真集・紙芝居・漫画・ゲーム等、様々な媒体を活用して

魅力的な防災教育を行う。

また、インターネット上のホームページ等で、防災教育のメニューの充実に努めるとともに、

障害者・高齢者や外国人等を勘案し、防災教育教材のユニバーサルデザイン化や多言語化を進め

る。

イ 食料・飲料水の備蓄・非常持出品（救急箱・懐中電灯・ラジオ･乾電池等）の準備等、家庭での

予防・安全対策、注意報・警報発表時にとるべき行動や避難場所での行動等、防災知識の普及を

図る。
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ウ 防災意識の普及の際には、災害時要援護者等に十分配慮し、地域において災害時要援護者等を

支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視

点に十分配慮するよう努めるものとする。

なお、災害時要援護者等については、民生委員・児童委員・愛育委員・自主防災組織等、岡山

市安全 安心ネットワークを構成する各種団体の協力を得て、把握に努めることとする。・

エ 被害の防止、軽減の観点から早期自主避難の重要性を住民に周知し、理解と協力を得るように

努めるとともに、災害の種別に応じた適切な避難場所・避難路について周知徹底する。

② 教育機関における防災教育

教育機関においては、防災に関する教育の重要性を認識し、幼児・児童・生徒及び学生の発達段

階に応じた防災教育を実施するとともに、災害発生時等において、自己の安全を確保するため適切

な対応ができるよう、教育の充実に努めるものとする。

③ 職員に対する防災教育

ア 防災研修会等の実施

気象・地象・その他防災上必要な知識の向上を図るため、防災関係機関及び研究者の協力を得

て防災研修会を実施するとともに、地域防災計画及び関係法令等の習得のため、研修会等を実施

する。

イ 防災訓練への参加

防災業務に従事する職員のみならず、他部門及び新規採用職員等を各種防災訓練に参加させ、

防災技術の習得と防災意識の高揚を図る。

ウ 見学・現地調査等の実施

防災関連施設・災害警戒箇所等の見学・現地調査を実施し、適正な判断力と行動力を養成する。

エ 防災関係機関の実施する防災訓練・講演会等への参加

防災関係機関の実施する各種防災訓練・講演会・研修会等に積極的に参加し、防災技術の習得

と防災知識の向上に努める。

（２） 防災広報

① 住民に対してラジオ・テレビ・新聞等を通じ、また広報パンフレット等を作成配布し、防災意識

の高揚を図る。

② ラジオ・テレビ・新聞等の報道機関に普及事項の資料を提供し、掲載又は放送についての協力を

依頼する。

③ 適時、市広報紙に記事を掲載し、広報を行う。

④ ホームページに防災に関する様々な情報を掲示するなど、インターネットを活用した広報により、

市民はもとより広く一般に防災知識の普及を図る。

⑤ 町内会・婦人会・自主防災組織等地域の団体、あるいは障害者団体や企業等各種団体の集会にお

いて防災講演等（防災出前講座）を開催したり、あるいは防災関連ビデオ等の貸出を検討し、防災

知識の普及に努める。

⑥ 広報車の巡回広報又は有線放送により防災知識の普及に努める。

（３） ボランティア活動のための環境整備

① 市は、災害時におけるボランティアの迅速かつ有効な活用を図るため、医療・看護・介護・通訳
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等の専門的な資格や技能を有する、専門ボランティアの把握に努めるものとする。

② 市は、専門ボランティアに対して防災に関する知識及び技能の向上を図るため、関係機関の協力

を得て研修及び訓練等に努める。

③ 日赤県支部及び社会福祉協議会は、災害時に個人で参加するボランティアを指導し、効果的な活

動が実施できるよう、ボランティアコーディネーターの養成に努める。

④ 防災ボランティアに対し、身近な地域において自治体や他の団体との連携及び災害時だけでなく

平常時の減災のプログラムへの積極的な参画等、身近な地域社会と力を合わせて、取組みを進める

ことの重要性を啓発する。

（４） 防災週間等における啓発事業

防災週間及び火災予防運動期間等を中心に、防災関係機関が協力して市民に対する啓発活動を実施

し、防災意識の高揚を図る。

◆ 各種予防運動実施時期

・防災とボランティア週間 （ 1月15日～21日）

・防災とボランティアの日 （ 1月17日）

・春季全国火災予防運動期間 （ 3月 1日～ 7日）

・建 築 物 防 災 週 間 （ 3月 1日～ 7日、 8月30日～ 9月 5目）

・山 火 事 予 防 運 動 月 間 （ 3月 1日～31日）

・水 防 月 間 （ 5月 1日～31日）

・が け 崩 れ 防 災 週 間 （ 6月 1日～ 7日）

・土 砂 災 害 防 止 月 間 （ 6月 1日～30日）

・危 険 物 安 全 週 間 （ 6月第 2週）

・火 薬 類 危 害 予 防 週 間 （ 6月10日～16日）

・河川水難事故防止週間 （ 7月 1日～ 7日）

・道 路 防 災 週 間 （ 8月25日～31日）

・防 災 週 間 （ 8月30日～ 9月 5日）

・防 災 の 日 （ 9月 1日）

・救 急 の 日 （ 9月 9日）

・救 急 医 療 週 間 （ 9月 9日を含む 1週間）

・国 際 防 災 の 日 （10月の第 2水曜日）

・高圧ガス保安活動促進週間 （10月23日～29日）

・秋季全国火災予防運動期間 （11月 9日～15日）

・雪 崩 防 災 週 間 （12月 1日～7日）
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第第第第３３３３節 自主防災組織節 自主防災組織節 自主防災組織節 自主防災組織のののの確立確立確立確立

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

自然災害やますます多様化する事故災害に対処するため、市をはじめとする防災関連機関と地域住民

による自主防災組織とが一体となり、さらには企業等も加わって総合的な防災体制を確立し、災害予防

・災害応急活動を行うことが必要である。

このため、隣保共同の精神に基づく地域住民による自主防災組織の結成及び育成と、企業による自衛

組織の防災活動が効果的に行われるよう、市民・企業・行政の協働による協力体制を確立する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（安全 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進室・消防局）・

県（危機管理課）

自主防災組織等

大規模な災害の危険性を有する施設の管理者

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

市民の一人ひとりが「自分たちの街は自分たちで守る」という強い共助精神のもとに、災害時の地域

における安全安心を確保するため、市民自らが町内会・自治会を基本単位として組織し、自主的な防災

活動を行う自主防災組織を「自主防災会」と称する。

今後、一層の結成を促進して結成を市域に拡大し、小学校区等を単位とする自主防災会の連合体化を

図り、学区規模の実践的活動を促進する。

（１） 自主防災会の組織の活動

自主防災会の組織は、地域の実情に応じた計画を策定し、この計画に基づき、平常時･災害時におい

て効果的に防災活動を行うよう努める。

なお、自主防災会の編成及び活動は、概ね次のとおりとする。

本部・班名 平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動

1 規約の作成及び組織編成並びに 1 役員招集及び役割分担確認

連絡体制の確立 2 組織活動の総括及び運営

本 部 2 組織活動の総括及び運営 3 地域の被害・被災者の把握

3 各種防災活動の企画立案 4 市他防災機関との各種緊急連絡

4 市他防災機関との連携確保 5 事業所、施設等との相互協力

5 事業所、施設等と応援協定締結

1 気象・地震の知識の普及 1 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの気象情報の入手及び地域

2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの気象情報入手 への伝達

3 地域防災ﾏｯﾌﾟの作成 2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの国・県・市からの災害情報

情 報 班 4 巡回及び戸別広報訓練、情報収 ・避難情報の入手及び地域への伝達

集伝達訓練も実施 3 地域の被害状況の把握

5 地域の特性及び災害履歴の周知

並びに被災体験の伝承

1 地域独自の一次避難地、避難所 1 災害時及び避難時の避難広報及び避難

の指定及び周知 誘導

避難誘導班 2 避難経路の安全確認 2 行政からの避難情報の周知

3 危険箇所の事前把握 3 避難地、避難所での秩序の維持

4 避難訓練の実施
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1 応急救急措置の習得 1 災害時要援護者等の安否確認

救出救護班 2 災害時要援護者等の把握 2 負傷者の応急手当

3 救出用資機材の整備 3 災害場所からの救出活動

4 応急医薬品等の整備 4 負傷者の救護所への搬送

5 救出・救護訓練の実施

1 出火防止知識及び初期消火知識 1 出火防止のための巡回

の普及 2 初期消火活動

2 消火栓の場所の確認、消火用水、 3 消防機関への協力

消火器の確保及び点検
初期消火班

3 地域内の危険物の把握

4 初期消火訓練の実施

1 食料、飲料水の備蓄の啓発 1 救助物資の必要量の把握

2 炊き出し用資機材の確保及び点検 2 救助物資の配分及び分配

給食給水班 3 食材入手方法の確認 3 食料、飲料水の調達

4 炊き出し訓練の実施 4 炊き出しの実施

※ １ 避難地・避難所の運営は本部指揮のもと、各班合同で実施する。

※ ２ 市の開設した避難所に避難した場合も、避難所運営に協力する。

（２） 自主防災会組織の設置･育成

① 災害に対する被害防止及び軽減のためには、まず事前の備え、次に発生時の初期段階における行

動が重要であることから、市は、単位町内会を中心とした地域住民による組織の設置･育成を推進す

る。

また、自主防災会の日頃の活動及び災害発生時の役割並びに活動内容を組織内に周知するため、

各種マニュアルやパンフレット等を活用した資料の提供、市はもとより国・県の防災関係機関によ

る出前講座の実施、地域防災マップの作成及びそれに係る検討会、ＤＩＧ(ディグ)住民型図上防災

訓練、さらには地域における防災フェア等、各種行事を通じた普及啓発も合わせて図る。

② 災害の発生時においては、人命を最優先にした共助活動のために、組織的な防災活動が不可欠で

あることから、自主防災会結成時に地域の実情に応じた防災資機材を給付する。

③ 組織の活動が活発であるためには、行動力のあるリーダーの存在が不可欠であり、こうした地域

のリーダー等に対して、自主防災組織の必要性及び防災知識を普及することは、自主防災組織の活

動促進のうえで重要である。

このため、市では「岡山市防災まちづくり学校」他、県主催の講習会等の受講を促進するととも

に、地域性に即した内容による出前防災講演等を実施することにより、防災知識を普及し、もって

組織の育成と強化を促す。

④ 市は、平常時は自主防災会組織の研修・訓練の場となり、災害時においては避難・備蓄等の機能

を有する活動の拠点となる施設の整備を図りながら、救助･救護のための資機材の充実を図る。

（３） 消防団員の協力要請

消防団は地域の消防防災活動において最も重要な組織であり、その組織力はもとより団員の一人・

ひとりにおいても、災害警戒時及び発生時における初期消火・救出救助・避難誘導等において、地域

の防災活動のリーダーとしての役割は大きい。

このため、市は、消防団員の積極的な協力を得て、組織の設置と育成を進める。
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（４） 婦人防火クラブの育成

社会情勢の変化により共働き世帯が増えたとはいえ、地域における昼間の在宅者は女性が多く、そ

うした地域において災害が発生した場合には、女性による初期消火活動や応急救護措置等が重要であ

ることから、女性に対する防火・防災知識の普及及びその組織力の強化を図る。

（５） 幼年、少年消防クラブの育成

地域の防火・防災体制を推進又は堅持するためには、将来を担う低年齢者に対し、正しい知識を教

授し育成することが重要であることから、現在組織されている幼年消防クラブ及び少年消防クラブに

対し、知識と体験の両面による育成指導の一層の推進を図る。

（６） 連合防火委員会の育成

地域での防火・防災体制の推進や自助・共助精神の普及啓発には町内会など、あらゆる組織を通じ

浸透させる必要がある。このため町内会を単位として一層の体制強化と促進を図る。
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第第第第４４４４節 企業防災節 企業防災節 企業防災節 企業防災のののの促進促進促進促進

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

事業所等は、火災や災害から自らの施設及び設備あるいは情報等を保守するため、日常において防火

管理者や防災管理者を定め、初期消火あるいは避難誘導等を行う自衛消防隊を組織する。

また、事業所は一時避難に活用可能な広大な敷地や、強固な建物を所有している場合もあり、地域の

コミュニティを構成する団体としての社会貢献の一環として、避難場所の提供・地域の被災者の救出救

助の応援・初期消火活動の応援・防災資機材及び応急救急用品の貸与あるいは提供等を行うなど、地域

の自主防災組織との連携強化を促進する。

２２２２ 主主主主なななな実施機関実施機関実施機関実施機関

市（消防局）

県（危機管理課・消防保安課）

事業所等の防火管理者・防災管理者

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 大規模な災害の危険性を有する施設の管理者は、自主的に事業所の防災活動を行うための組織を

整備する。

（２） 企業は、災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保・二次災害の防止・事業の継続・地域貢献、

地域との共生)を十分に認識し、各企業において、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画

を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備・防災訓練・事業所の耐震化・予想被害からの復

旧計画の策定・各計画の点検及び見直しを実施するなど、防災活動の推進に努める。

（３） 市及び県は、企業のトップから一般職員になるＢＣＰに至る職員の防災意識の高揚を図るととも

に、優良企業表彰・企業防災に係る取組みの積極評価等により、企業の防災力向上の促進を図る。

（４） 市及び県は、企業を地域コミュニティの一員として捉え、地域の防災訓練等への積極的参加の呼

びかけ、防災に関するアドバイスを行うとともに、防災協力協定の積極的な締結に努める。

（５） 市及び県は、企業防災への取り組みに資する情報提供の推進、企業防災分野の進展に伴って増大

することになる、事業継続計画策定支援の高度なニーズにも、的確に応えられる市場の健全な発展

に向けた条件整備に取組む。
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第第第第６６６６章 災害時要援護者章 災害時要援護者章 災害時要援護者章 災害時要援護者のののの安全確保計画安全確保計画安全確保計画安全確保計画

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

高齢者・障害者（本計画において、「災害時要援護者」という。）・外国人・乳幼児・妊産婦等、い

わゆる災害時要援護者等について、その状況を把握し、それに応じて防災知識の普及を図るとともに、

緊急時に備え、災害時要援護者等及びその保護者等との連絡体制、状況の確認方法等の整備・把握に努

める。

また、医療・福祉対策との連携のもとで、災害時要援護者等の速やかな支援のため、協力体制の確立

を図り、多数の災害時要援護者等向けの避難先を確保する。

社会福祉施設等においては、災害時要援護者等が災害発生時においても、安全な暮らしができるよう、

平素から施設・設備の点検整備・防災組織の整備・防災教育・訓練の実施等、防災対策の充実に努める。

地域おいては、自主的な防災組織の設置・育成により、災害時要援護者等に対する体制を整備すると

ともに、災害時要援護者等を助け合える地域社会づくりを進める。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（総務局・安全 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進室・保健福祉局・消防局）・

県（危機管理課・保健福祉部・県民生活部）

社会福祉施設等関係機関

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 防災知識の普及

① 社会福祉協議会等と連携をとりながら、災害時における、災害時要援護者等の在宅生活の安全を

確保するため、本人をはじめ家族・障害者相談員・関係施設職員及びボランティア等に対し、防災

知識の普及啓発や研修等を行う。また、防災訓練にあたっては、地域住民が災害時要援護者等とと

もに、助け合って避難できることに配慮する。

② 社会福祉施設・災害時要援護者等を雇用する事業所等の管理者は、施設職員や入所者等に対し、

防災教育を実施する。特に、自力による避難が困難な入所者のいる施設にあっては、職員が手薄に

なる夜間の防災訓練の充実を図る。また、事業所等の管理者は、災害の防止や災害発生時における、

成し実施する。迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ次の内容のマニュアルを作

ア 施設職員・入所者等の任務分担・動員計画・緊急連絡体制

イ 地域住民とともに行う防災訓練

③ 災害時要援護者等は、自己の身体状況に応じた、生活方法・介護方法・医療データ等を自ら把握

し、日常生活に必要な用具・補装具・特定の医療品等の入手方法等について、明確にしておくもの

とする。

（２） 災害時要援護者等の把握

① 災害時要援護者等の詳細情報を、日頃から把握しておくよう努める。
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ア 居住地・自宅の電話番号

イ 家族構成

ウ 保健福祉サービスの提供状況

エ 外国語による情報提供の必要性

オ 近隣の連絡先・災害時の当該地域外の連絡先・その他災害時における安否確認の方法。

なお、迅速かつ確実に安否確認を行うため、複数の安否確認の方法を整備するとともに、援護

を要する高齢者の情報把握について、地域包括支援センターの活用等により行う。

② 災害時要援護者等は、災害時に自らの安否を連絡できるよう、近隣の住民・近隣の福祉施設等と、

つながりを保つよう努力し、県外の親族等に連絡がとれるよう勤めるものとする。

また、災害時要援護者等の近隣の住民は、日頃から可能な限り、災害時要援護者等に関する情報

を把握しておくよう努めるものとする。

（３） 避難誘導体制の整備

市は、保健福祉部局・自主防災組織・安全 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ構成員等との連携の下、一人ひとりの災害時・

要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、整備に努めるものとする。

（４） 災害広報及び情報提供

県は、災害に関する情報を必要に応じて外国語に翻訳し、県のホームページ等を通じて広報すると

ともに、市へ電子ファイル等で速やかに情報提供する。市は、県からの情報提供があった場合は、広

報媒体等を利用して、関係機関・関係団体等に対し、迅速かつ適切な伝達を実施する。

（５） 生活の支援等

県は、県社会福祉協議会等、関係団体と連携し、市による災害時要援護者等に関する生活対策の確

立を支援する。

市は、災害時において、災害時要援護者等に対する避難所における情報提供等、支援が迅速かつ的

確に行われるよう、次の事項を含む避難支援プランを作成する。

① 災害時要援護者等に係る情報伝達・安否確認・避難誘導並びに必要な支援の内容の把握に関する

事項。

② ボランティア等、生活支援のための人材確保に関する事項。

③ 障害の状況等に応じた、情報提供に関する事項。

④ 外国人の特性に応じた言語や、生活習慣への対応に関する事項。

⑤ 特別な食料（軟らかい食品・粉ミルク等）を必要とする者に対する、当該食料の確保・提供に関

する事項。

⑥ 避難所・居宅へ必要な資機材（車いす・障害者用トイレ・ベビーベッド・ほ乳びん）等の設置及

び配布に関する事項。

⑦ 避難所・居宅へ相談員の巡回による生活状況の確認、その他健康相談等に関する事項。

⑧ 避難所又は在宅の災害時要援護者等のうち、老人福祉施設・医療機関・児童福祉施設等へ、第二

次避難を要する者について、当該施設への受入要請に関する事項。
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（６） 地域社会の醸成

住民は、自治会・町内会・民生委員・地域の国際交流団体等の活動を通じて、災害時要援護者等を

を支援できる、地域社会の醸成に努めるとともに、日頃から社会福祉施設等で積極的にボランティア

として活動する等、災害時要援護者等の生活について知識の修得に努める。

（７） 連絡体制等の整備

社会福祉施設等においては、避難等を円滑に行うため、施設における防災気象情報の入手及び防災

情報の連絡体制並びに、施設が被災した際の迅速な防災関係機関等への通報体制の整備を進める。
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第第第第７７７７章 防災対策章 防災対策章 防災対策章 防災対策のののの整備整備整備整備・・・・推進推進推進推進

第第第第１１１１節 防災節 防災節 防災節 防災にににに関関関関するするするする調査研究調査研究調査研究調査研究のののの推進推進推進推進

第第第第１１１１ 調査研究体制調査研究体制調査研究体制調査研究体制のののの確立確立確立確立

台風や大雨等の自然災害は、広範な分野にわたる複雑な現象・地域的特性を有しており、火災や爆発

等の事故災害は、施設の実態に大きく関係する。

これらの防災に関する調査研究は、関係機関の密接な連携の下に、地域の特性や施設の実態等を考慮

して実施することにより、地域防災計画の効率的推進を図る。

また、平常時から自然情報・社会情報・防災情報等、防災関連情報の収集と備蓄に努め、総合的な防

災情報を網羅したマップの作成等による災害危険性の周知に活かす。

なお、収集した情報を的確に分析整理するため、必要に応じ専門家の意見を活用できるよう努める。

第第第第２２２２ 重点重点重点重点をををを置置置置くべきくべきくべきくべき調査研究事項調査研究事項調査研究事項調査研究事項

１１１１ 危険地域危険地域危険地域危険地域のののの実態把握実態把握実態把握実態把握

法による災害危険区域の指定を受けた地域の現地調査を実施するとともに、その他の危険区域につい

てもその実態を把握する。

（１） 急傾斜地崩壊危険区域の把握

（２） 水害危険区域（内水氾濫区域等、浸水想定区域)の把握

（３） 地すべり危険区域の把握

（４） 火災危険区域の把握

（５） その他災害危険区域の把握

２２２２ 危険地域危険地域危険地域危険地域のののの被害想定被害想定被害想定被害想定

災害時において迅速・的確な災害対策が実施できるよう、各地域について関係機関等と共同して実態

調査を行い、その結果及び過去に受けた災害状況から被害想定を行うとともに、実態の変化に即した適

切な見直しを行う。

また、土砂災害危険箇所の危険度を応急的に判断する技術者の養成及び事前登録などの活用のため施

策等を推進する。

３３３３ 防災研究成果防災研究成果防災研究成果防災研究成果のののの活用活用活用活用

国等で実施した防災に関する研究成果等を踏まえ、防災対策の向上を図る施策を実施するとともに、

防災関係機関及び関係者に周知し、防災体制の充実強化を図る。
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第第第第３３３３編 災害応急対策計画編 災害応急対策計画編 災害応急対策計画編 災害応急対策計画

第第第第１１１１章 防災組織章 防災組織章 防災組織章 防災組織

第第第第１１１１ 防災会議防災会議防災会議防災会議

岡山市の地域に係る防災に関し、市及びその他の防災関係機関が処理しなければならない事務又は業

務について、防災の総合的かつ計画的な運営を図るため、災害対策基本法及び岡山市防災会議条例(昭和

38年市条例第41号)に基づき、市の附属機関として岡山市防災会議を設置し、災害発生時における緊急措

置及び災害応急対策等に関する各種計画の作成並びに実施の推進を図る。

１１１１ 組 織組 織組 織組 織

（１） 会 長

市 長

（２） 委 員

① 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

② 岡山県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

③ 岡山県警察の警察官のうちから市長が任命する者

④ 市長がその部内の職員のうちから指名する者

⑤ 市教育委員会教育長

⑥ 市消防局長及び消防団長

⑦ 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

⑧ 市長が特に必要と認めて任命する者

（３） 専門委員

防災に関して専門事項を調査する必要がある場合、防災会議に専門委員を置くことができる。専門

委員は、関係地方行政機関の職員・岡山県の職員・市の職員・関係指定公共機関の職員・関係指定地

方公共機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。

２２２２ 所掌事務所掌事務所掌事務所掌事務

（１） 地域防災計画を作成し、その実施を推進する。

（２） 市の地域に係る災害が発生した場合に、当該災害に関する情報を収集する。

（３） その他法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務。

《参照》

○ 岡山市防災会議条例（附・防災会議委員名簿） （資料編）

○ 岡山市防災会議条例施行規則 （資料編）
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第第第第２２２２ 防災体制防災体制防災体制防災体制

市域内に非常災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、総合的な災害予防及び災害応急

対策を実施するため必要があると認めるとき、市長は、法第23条及び岡山市災害対策本部条例に基づき、

岡山市災害対策本部を設置する。

なお、災害のおそれが解消し又は災害応急対策が概ね完了したと認められるときは、これを解散する。

１１１１ 災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部

（１） 設置基準

① 岡山市に暴風・大雨・洪水・高潮のいずれかの気象警報、又は水防警報が発表されたとき。

② 局地的集中豪雨が予想されるとき。

③ 岡山市内で震度４以上の地震を観測した場合。

県沿岸の海域に津波注意報が発表されたとき。④

⑤ 火災、爆発その他大規模な事故が発生したとき。

（２） 国・県との連絡調整

災害対策本部は、国及び県の対策本部と連絡調整を行い、国・県が実施する対策と整合を図りなが

ら、災害応急対策を行うものとする。

（３） 設置等の公表

災害対策本部を設置又は解散したときは、住民等へ公表及び関係機関への通報を行う。

（４） 任務

① 災害に関する情報の収集及び伝達に関すること

② 災害対策の連絡調整及び広報に関すること

③ 水防その他災害の応急対策に関すること

④ 災害救助その他民生の安定に関すること

⑤ 被災地の清掃及び防疫、その他保健衛生に関すること

⑥ 被災農林水産業に関すること

⑦ 応急教育に関すること

⑧ 施設及び設備の応急復旧に関すること

⑨ その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関すること

（５） 災害対策本部の組織と役割

① 災害対策本部（本庁）と区本部（各区）の体制とする。

② 災害対策本部は、災害情報等の収集、国・県・関係機関との連絡調整、各区本部・各部の災害応

急対策等の指揮・支援等、災害対策全般を統括する。

③ 区本部は、その管轄区域の被害の状況等に応じ、災害応急対策を実施するため、当該地区を所管

し、かつ、地域住民に最も身近な各区役所に設置する。

④ 現地災害対策本部は、相当規模の災害が発生し、市長が必要と認めたときに設置する。
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（６）組織表

◎災害対策本部

秘 書 広 報 部

安全・安心部

本 部 長（市 長） 総 務 部
本部長付
(水道事業管理者）

企 画 部（病院事業管理者）

（市場事業管理者）
副本部長（副市長） 財 政 部

市 民 部

本部員（各関係局長） 保 健 福 祉 部

環 境 部

経 済 部

都 市 整 備 部

下 水 道 部

会 計 部

水 道 部

病 院 部

市 場 部

消 防 部

教 育 部

応 援 部

◎区本部

区本部長（区 長） 区副本部長（区長代理） 各 班 （ 課 ）

各 支 所 班 ※

各地域センター班 ※

※ 区により、各支所班・各地域センター班の体制は異なる。

《参照》

○ （資料編）班の編成及び所掌事務
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２２２２ 本部会議本部会議本部会議本部会議

本部長は、災害対策本部の運営及び災害対策の推進に関して協議するため、災害対策本部を設置した

とき及びその後、必要な都度、災害対策本部において本部会議を招集する。

（１） 構成

本部会議は、本部長・副本部長・本部長付及び本部員をもって構成する。

ただし、本部長は災害の規模・種別等により必要と認めるとき、副本部長及び関係本部員のみで構

成する本部会議を招集することができる。

（２） 協議事項

① 本部体制の配備及び解除に関すること。

② 重要な災害情報・被害状況の分析及びこれに伴う応急対策の基本方針に関すること。

③ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

④ 災害対策の重要な連絡又は総合調整に関すること。

３３３３ 本部室本部室本部室本部室のののの設置設置設置設置とととと運営運営運営運営

（１） 設置

災害対策本部が設置されたときは、本部の総括的事務を処理するため本部室を設置する。

① 各部・班長は関係職員を指名して本部室に常駐させる。

② 本部室は、災害の規模・種別等により第３会議室・第４会議室又は７階大会議室に設置する。

（２） 幹部の常駐

本部長は、必要があると認めるときは、副本部長又は本部員を指名して本部室に常駐させる。

（３） 関係機関からの派遣

防災関係機関は、必要に応じて連絡員を本部室に派遣する。

４４４４ 非常時非常時非常時非常時におけるにおけるにおけるにおける職務代理者職務代理者職務代理者職務代理者

市長に事故ある場合の職務代理者は次のとおりとする。

第１位 副市長（総務担当）・第２位 副市長（財務担当）・ 第３位 総務局長・第４位 消防局長

若しくは、平素より特定災害・特定有害物質等を担当している局長

《参照》

○ 本部室事務分担 （資料編）

○ 本部事務取扱要領 （資料編）
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◆ 災害対策本部の情報・伝達・指示・報告の系統図

【災害対策本部】
本 部 会 議

活動の指示 被災状況・防災活動の報告等

本 部 室

活動の指示
国 土 交 通 省 庶 務 係

災害の情報・救助活動の要請・ 災害情報等 各部
海 上 保 安 庁

防災活動の状況など 電 調 整 係 主管班

被災状況・
気 象 台 話

応 避難調整係 防災活動の 各 班
県(備前県民局)

報告等
対

警 察 署 係 連 絡 係

各 消 防 署 所

各 活 動 班 指令・災害情報等 被災状況・防災活動の報告等

各パトロール班

【各区本部】

活動の指示
住 民 災害の情報・救助活動の要請・

など 防災活動の状況など 区 本 部 室 災害情報等 各 班（課）

総務主管班 各支所班

各地域センター班
被災状況・

防災活動の報告等
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第第第第２２２２章 配備体制章 配備体制章 配備体制章 配備体制

第第第第１１１１ 配備体制配備体制配備体制配備体制

災害の発生が予想される場合、又は災害が発生した場合において、防災活動を推進するため、気象又は

事故災害等の状況に応じた配備体制により、防災活動を行うものとする。

配備体制は、監視体制（待機配備）・注意体制（１号配備）・警戒体制（２号配備）・特別警戒体制

（３号配備）・非常体制（４号配備）に区分する。

（１） 配備決定

① 事前協議及び報告

消防部長及び関係部長は、気象官署及び国・県の河川管理者から、防災気象情報及び河川洪水予

報等が発表され又は火災・事故等が発生し、防災活動を実施する必要が認められる場合、次の事項

について協議し、本部長に報告するものとする。

なお、勤務時間外又は特別の事由がある場合は、消防部防災管理班長・予防班長及び関係班長が

代行することができる。

ア 気象予報及び警報、観測値の実況並びにその変化の把握及び分析

イ 河川及び児島湖の水位・海面潮位の実況及び変化の把握・分析

ウ 災害発生状況の把握及び分析

エ 対応策及び配備体制

オ その他必要事項

② 配備指令

ア 本部長は、防災活動を実施するため必要と認めた場合、本計画に定める配備の種別及び基準に

基づき配備指令を発令する。ただし、災害の種類・規模・態様によって必要と認める場合は、こ

の基準と異なる配備体制を発令し、また各部・各区本部ごとに異なる配備体制を発令することが

できる。

イ 各部長・区本部長は、災害の種類・規模・態様によって必要と認める場合は、本部長の承認を

得てこの基準と異なる配備体制をとることができる。

ウ 本部長は、災害発生のおそれがなくなったとき又は災害対策本部を解散したときは、配備指令

を解除する。

（２） 配備対象職員

配備につくべき職員は、本市に勤務する職員全員とする。

ただし、病弱者又は災害時において急病若しくは負傷し、災害応急対策の実施が困難な者は除く。

第第第第２２２２ 配備要領配備要領配備要領配備要領

（１） 配備指令の伝達

配備指令が発令されたときは、電話等の方法により、その内容を迅速かつ正確に伝達する。



- 82 -

【 勤務時間内の伝達系統図 】

（水防警報の場合） 岡山河川事務所

（ 県 経 由 ）

備 前 県 民 局
（気象警報の場合）
岡山地方 県 （危機
気 象 台 管理課 ）

通報

危機管理監

報告

本 部 長 消 防 部 長 防災管理班長 消防署班長 班 員消 防 部
消防総務班長

配備指令

副本部長 消防団長 班 員
報告

関係班長 班 員関係各部
主管班長

各 班 長 班 員各区本部
総務班長

報告
区 本 部 長
区副本部長

【 勤務時間外の伝達系統図 】

（水防警報の場合） 岡山河川事務所

（ 県 経 由 ）

備 前 県 民 局
（気象警報の場合）
岡山地方 県 （危機
気 象 台 管理課 ）

通報

危機管理監 情報指令班 消防署班長 班 員

報告

本 部 長 消 防 部 長 防災管理班長
消防団長 班 員

配備指令
消 防 部
消防総務班長

副本部長
報告

関係班長 班 員関係各部
主管班長

各 班 長 班 員各区本部
総務班長

報告
区 本 部 長
区副本部長
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（２） 配備中の活動基準

① 各部・班長は、配備指令が発令されたときは、あらかじめ定めた職員及び災害応急対策を実施す

るうえでその都度必要とする職員を配備につけ、災害応急対策を実施する。

② 配備指令を受けた職員は、直ちに登庁又は指定された場所に出動し、上司の命に従い災害応急対

策に従事するものとする。

③ 待機配備又は 1号配備時は、主として気象情報・災害情報の迅速かつ的確な収集伝達等を行う。

④ ２号配備３号配備及び４号配備時は、災害対策本部の事務分担に従って行う。

主 な 業 務 担 当 班

気象予報・警報等の受信・伝達 防災管理班 情報指令班 予防班

災害情報の収集・伝達 区本部各班 警防班 農林水産班 土木班 下水道班 他

被害状況の把握 上記の班及び福祉事務所班

無線局の開局 消防部 水道部

警戒巡視・災害応急対策の実施 区本部各班 消防部各署班 農林水産班 土木班 下水道班

（３） 応援配備

配備に必要な要員が不足する場合は、必要な要員の応援配備を行うものとし、原則として勤務時間

外における初動応援を行う「指定職員の配備」と、それ以外の場合の「応援部等の配備」によるもの

とする。

① 指定職員の配備

原則として、勤務時間外における初動応援を行う。

なお、区本部各班又は応援部の配備などに伴い、当該指定職員の応援配備が不要となった場合は、

区本部長の命により、当該指定職員の配備を解くものとする。

ア 指定職員の指名

(ｱ) 本部長は、区役所管内に居住し本庁に勤務する職員の中から、区本部長の指揮下に入って

災害応急対策を行う職員（以下「指定職員」という。）を指名する。

(ｲ) 指定職員の指名は、毎年度当初に（定期人事異動の後）行う。

(ｳ) 指定職員の住所等に変更があったときは、本人の届け出により指定職員の解任又は変更を

行うことができる。

イ 指定職員の任務

指定職員は、区本部長の命を受けて、区本部各班の所掌事務に従事する。

ウ 指定職員の招集

(ｱ) 区本部長は、区役所管内の災害応急対策を実施するうえで必要と認めた場合、指定職員の

全員又は必要な人員を招集することができる。

(ｲ) 区本部長は指定職員に対し配備指令を直接伝達し、事後、その旨を所属長に連絡するもの

とする。

② 応援部等の配備

各区本部長・各部長は、災害応急対策を実施するに当たり、要員が不足し、応援部又は他部の応

援を必要とする場合は「職員動員要請書」（様式第１号）により本部長に要請し、本部長は、応援
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配備について総務部長に指示する。

ア 総務部長は、応援部の部長に必要な要員の派遣を指示し配備する。

イ 本部長が必要と認めた場合は、総務部長は応援部以外のすべての部長又は各区本部長に必要な

要員の派遣を指示し配備する。

（４） 配備状況の報告

各区本部長・各部長は、配備指令に基づき職員を配備したときは、職員の配備状況を速やかに本部

長に報告するものとする。

（５） 災害対策本部との関係

災害対策本部が設置された場合、設置前に発令されていた配備指令は、引き続き災害対策本部にお

ける配備指令となる。また、既に配備についている職員も引き続き本部職員として本部の事務分担に

従って災害応急対策に従事する。

（なお、第２章配備体制における職名は、本部設置前においては、岡山市職員職名規程（昭和59年市

訓令甲第10号）の職名に読み替えるものとする。）

（６） 配備に対する職員の心構え

① 職員は、あらかじめ定められた災害時における配備体制及び自己の任務に、十分習熟しておかな

ければならない。

② 職員は、勤務時間外において災害が発生し又は発生のおそれがあると認められるときは、次の事

項に留意しなければならない。

ア インターネット・テレビ・ラジオを視聴し、災害の発生等事態の推移の把握に努める。

イ 所属班長等と連絡をとり、進んでその指揮下に入るよう努める。

ウ 通信途絶時等の場合は、自らの判断により速やかに登庁するよう努める。

エ 自宅待機に努めるとともに、やむをえず外出する場合は、家族あるいは班長等に行先を告知し、

常時連絡がとれるように努める。
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第第第第３３３３ 配備体制配備体制配備体制配備体制・・・・基準表基準表基準表基準表

（１）活動内容等

配備規模種 別 内 容 配 備

局地的な被害が予想される場合に、速やかに （本部は未設置）

監視体制 １号配備に移行するため、気象情報等の収集及 待機配備 若干名

び配備指令の伝達を行う体制。

災害が発生するおそれがある場合に、局地的 災害対策本部

（風水害の場合）又は小災害に対応できる体制。 水防本部

災害情報等の収集伝達及び警戒巡視並びに災害

応急対策を実施する。 配備体制一覧表に定め
注意体制 １号配備

なお、事態の推移に伴い、直ちに上位の体制 る規模

に移行し得る体制とする。 必要最小限の職員

災害が数地区で発生し、又は拡大の危険性が 災害対策本部

（風水害の場合）ある場合に、災害応急対策の実施及び災害の拡 水防本部

大を防止するための体制。

警戒体制 災害情報、被害状況等の収集伝達及び災害応 ２号配備 配備体制一覧表に定め

急対策並びに災害防除措置を実施する。 る規模

なお、事態の推移に伴い、直ちに上位の体制 対象職員の３分の１以内

(班編成による部班にに移行し得る体制とする。

あっては１～２班程度)

相当規模の災害が発生し、拡大のおそれがあ 災害対策本部

る場合に、災害応急対策及び救助活動実施並び

に災害の拡大を防止するための体制。 配備体制一覧表に定め

特別警戒体制 気象情報・災害情報・被害状況等の収集伝達 ３号配備 る規模

及び災害応急対策並びに災害防除措置を実施す 対象職員の２分の１以内

班編成による部班にる。 （

あっては３班程度）なお、事態の推移に伴い、直ちに非常体制に

移行し得る体制とする。

大規模な災害又は事故に対し、緊急かつ総力 災害対策本部

をあげて災害諸対策を強力に推進する体制。 全職員
非常体制 ４号配備

《参照》

○ 配備体制一覧表 （資料編）
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（２）災害別配備基準

大規模火災・事故等体制 風水害 地震・津波

監視 １ 岡山市に強風・大雨・洪水・高 １ 国が東海地震の警戒宣言を発表し

体制 潮・雷等のいずれかの気象注意報 たとき。

が発表され状況判断が困難な場合

待機 で、万一に備えて情報連絡に当た

配備 る必要があるとき。

注意 ① 岡山市に暴風・大雨・洪水・高 ① 岡山市内で震度４の地震を観測し

体制 潮のいずれかの気象警報が発表され た場合。

たとき。 ２ 災害発生のおそれはあるが、発生

１号 ２ 岡山市に水防警報が発表された の時期、規模等の予想が困難なと

配備 とき。 き。

３ 災害発生のおそれはあるが、発

生の時期、規模等の予想が困難な

とき。

警戒 １ 台風が岡山県又は近県を通過す ① 県沿岸の海域に津波注意報が発表 １ 火災、爆発そ

体制 ることが確実となったとき。 されたとき。 の他大規模な事

２ 長雨が続き、岡山市に大雨・洪 ２ 瀬戸内海の近県海域に津波警報が 故が発生したと

２号 水警報が発表されたとき、又は局 発表されたとき。 き。

配備 地的集中豪雨が予想されるとき。 ３ 地震により相当規模の被害が発生

し１号配備では対処できないとき。

特別 １ 大雨・洪水・高潮等の異常な自 ① 岡山市内で震度５弱の地震を観測 １ 火事、爆発そ

警戒 然現象により、相当規模の災害が した場合 の他重大な事故

体制 発生し、さらに市内全域に災害が ② 県沿岸の海域に津波警報が発表さ により相当規模

拡大するおそれのあるとき。 れたとき。 の被害が発生し

３号 ２号配備では対

配備 処できないとき。

非常 １ 台風、大雨、洪水等の異常な自 ① 岡山市内で震度５強以上の地震を １ 火災、爆発そ

体制 然現象により、市内全域において 観測した場合。 の他重大な事故

災害が続発し、又は被害が拡大す ２ 地震・津波等により、市内全域に により甚大な被

４号 るおそれのあるとき。 おいて災害が続発し、又は被害が拡 害が発生し３号

配備 大するおそれのあるとき。 配備では対処で

きないとき。

※ 上記の他、本部長が必要により各配備体制を指示することがある。

※ 丸数字は、自動発令とする。

※ 高潮警報のみの発表により警戒地域が沿岸部のみとなる場合、沿岸部のない区本部は初動から除く。

※ 水防計画に係る詳細は、「岡山市水防計画」を参照のこと。
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第第第第３３３３章 防災活動章 防災活動章 防災活動章 防災活動

第第第第１１１１ 防災気象情報等防災気象情報等防災気象情報等防災気象情報等

気象官署は、気象・地象及び水象の観測の成果により、災害の起こるおそれがあると予想されるときは、

災害の予防及び交通の安全の確保等のため、気象業務法に基づき防災関係機関及び住民に対し、伝達すべ

き各種注意報・警報・気象情報等防災気象情報を発表する。

（１） 気象予報・警報等の対象地域及び種別

気象官署が、気象状況の変化に伴って、防災関係機関及び住民に対し、防災対策の実施のために伝

達する気象予報・警報等の対象地域並びに種別は次のとおりである。

① 予報・警報等の対象地域

ア 予報区分

気象官署が発表する予報及び警報は、全国予報区・地方予報区・府県予報区・津波予報区・全

般海上予報区・地方海上予報区等を対象に行う。

イ 地域細分

予報は一次細分区域、注意報及び警報は二次細分区域単位で発表される。

地方予報区 府県予報区 一次細分区域 二次細分区域

北 部 各市町村
中 国 地 方 岡 山 県

南 部 各市町村

② 気象予報・警報等の種別

ア 気象警報等

重大な災害が起こるおそれがある場合、岡山地方気象台が一般に警戒を促すために発表する予

報のことで、気象警報（高潮・波浪・洪水）・地面現象警報・津波警報・浸水警報がある。

また、気象警報には暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報もある。

イ 気象注意報等

災害が起こるおそれがある場合、岡山地方気象台が一般の注意を促すために発表する予報であ

る。

ウ 緊急地震速報

気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、強い揺れが予想される地域

に対し、緊急地震速報（警報）を発表するとともに、これを報道機関等の協力を求めて住民等へ

周知する。

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析す

ることにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報

である。ただし、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。

エ 府県気象情報

岡山地方気象台が、気象の予報等について、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。
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オ 土砂災害警戒情報

県と岡山地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土砂災害発生の

危険度が高まった時、市長が避難勧告等を発令する際の判断や市民の自主避難の参考となるよう

市町村ごとに発表される。

カ 記録的短時間大雨情報

県内で、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雨を観測（地上の雨量計のよ

る観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情

報の一種として発表される。

キ 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まっ

た時に発表される。この情報の有効期間は、発表から１時間である。

ク 大気汚染気象予報

大気汚染が発生するおそれがある場合、岡山地方気象台から大気汚染による公害の防止措置を

行う県の機関に対して、大気汚染気象及び大気汚染気象予報に関する事項を通報する。

また、一般にはスモッグ気象情報を発表する。

ケ 火災気象通報

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに岡山地方気象台が県

に対して通報し、県を通じて市や消防本部に伝達される。

（２） 河川に対する警報

① 洪水予報

河川の増水やはん濫などに対する水防活動のため、あらかじめ指定した河川について、区間を決

めて水位又は流量を示して発表する警報及び注意報である。中国地方整備局（岡山河川事務所）若

しくは県（備前県民局）が岡山地方気象台と共同で下表の標題により発表する。

種 類 標 題 概 要

はん濫発生情報 はん濫が発生したときに発表される。

洪水警報 新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要と

なる。

はん濫危険情報 はん濫危険水位に達したときに発表される。

いつ、はん濫が発生してもおかしくない状況であり、避難してい

ない住民への対応が必要である。この後に避難勧告等を発令する

場合、周辺状況を確認する必要がある。

はん濫警戒情報 一定時間後にはん濫危険水位に達すると見込まれるとき、あるい

は、避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに

発表される。

避難勧告等の発令の判断の参考とする。

洪水注意報 はん濫注意情報 はん濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発

表される。

避難準備情報等の発令の判断の参考とする。
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② 避難判断水位到達情報

水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事が、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの

として指定した河川において、現に洪水による災害の発生を特に警戒すべき避難判断水位に達した

とき、避難勧告等の目安として通知される情報。

③ 水防警報

水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事が、洪水又は高潮により重大な損害が生じる可能性が

あると認めて指定した河川・湖沼及び海岸において、現に水位又は流量あるいは海面潮位が注意及

び警戒を必要とする基準に達した、あるいは達すると認められるとき、国土交通大臣又は県知事が

発表するもの。

（３） 消防法による警報

消防法第２２条の規定に基づき、気象官署から火災気象通報の発表を受けたとき、気象状況が火災

の予防上危険であると認められたとき、その状況により市域に対し、火災注意報は消防局長が、また

火災警報については市長が発令し、市域に在る者に対し、火気の使用の制限をするものとする。

《参照》

○ 予報・警報等の種類と基準等 （資料編）
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第第第第２２２２ 気象予報気象予報気象予報気象予報・・・・警報等警報等警報等警報等のののの収集収集収集収集・・・・伝達伝達伝達伝達

県・その他防災関係機関から気象予警報等の通信を受信した場合、迅速かつ的確に全庁に周知し、防災

体制を整えるとともに、住民等に伝達するものとする。

（１） 防災気象情報等の伝達系統

① 基本系統図

県 ※１ 災害対策本部 地

危機管理課 （水防本部） 域

県民局等 又は防災管理課 全庁 住庁内ＬＡＮ職員共通システム掲示板

岡 陸上自衛隊 ※２ 民

県警察 ・

山 （警備課） 警 察 署 関

消 防 局 消防署・消防団 係

地 NTT 西日本 機

地下空間管理者 関
（警報のみ）

方 玉野海上保安部 ・

（警備救難課） 水島海上保安部 公

気 私

岡山河川事務所 岡山国道事務所 の

象 団

ＮＨＫ岡山放送局（放送部） 体

台 ・

民間放送局・新聞社・通信社 船

舶

ＪＲ西日本岡山支社

② 勤務時間外

ア 勤務時間外における岡山県からの防災気象情報の受信は情報指令課・防災管理課が行う。

（上記系統図※１）

イ 勤務時間外において情報指令課・防災管理課が防災気象情報の伝達を受けたとき、防災管理課

長はその内容により関係課長等に対し、電話により伝達するものとする。

（上記系統図※２）

災害対策本部 秘 書 広 報 課 区役所内関係課

（水防本部） 各区役所総務・地域 各 支 所

又は防災管理課 振興課 各地域センター

農 林 水 産 課 局 内 関 係 課

都 市 企 画 総 務 課 局 内 関 係 課

下水道経営計画課 局 内 関 係 課

保健福祉企画総務課 局 内 関 係 課

環 境 企 画 総 務 課 局 内 関 係 課

教 育 企 画 総 務 課 局 内 関 係 課

その他関係局部課 局 内 関 係 課

（２） 津波注意報・警報の伝達系統

※ 「震災対策編」 第３章 第 1節 第２項 ２ 津波注意報・津波警報の伝達による。
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（３） 洪水予報通報伝達系統

① 国直轄区間

国土交通省 岡山河川 岡 山 県 備 前 災害対策本部 関係部署

協議 （水防本部）

気 象 台 事務所長 水防本部 県 民 局 又は防災管理課 へ 通 報

地 下 空 間 管 理 者

災害時要援護者関連施設

② 県管理区間

岡 山 県 備 前 災害対策本部 関係部署

協議 （水防本部）

気 象 台 県 民 局 又は防災管理課 へ通知

地 下 空 間 管 理 者

災害時要援護者関連施設

（４） 土砂災害警戒情報の伝達系統

[県防]

岡山県（危機管理課） 地

岡 岡 備前県民局等 域

住[県防]

山 山 陸上自衛隊13特科隊 市 民

・[オ]

県 地 岡山県警察本部（警備課） 警察署 関

係[防]

防 方 ＮＴＴ西日本 機

共 関[防]

災 同 気 玉野海上保安部（警備救難課） ・

発 公[防]

砂 表 象 岡山河川事務所（防災情報課） 岡山国道事務所 私

の[防]

防 台 ＮＨＫ岡山放送局（放送部） 団

体[防]

課 民間放送・新聞社・通信社 ・

船[防]

ＪＲ西日本 舶

(注) 1 点線の伝達系統については、申合せ等により実施するものとする。

2 [ ]内は、通知方法を示す。

[防]：防災情報提供システム [オ]：オンライン [県防]：岡山県防災行政通信ネットワーク
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（５） 水防警報・避難判断水位到達情報の伝達系統

① 国土交通大臣が水防管理団体等に発する水防警報

岡水 備 前 災害対策本部 関係部署ＦＡＸ

岡 山防 県 民 局 （水防本部）

山 県本 又は防災管理課 全庁庁内ＬＡＮ職員共通システム掲示板

河 部 県警察本部 ※庁内ＬＡＮが利用できないときは

川 主管課への電話連絡

事 河セ 報 道 機 関 消 防 局 消 防 署

務 川ン 消 防 団

所 情タ 地方気象台 水防関係機関

報 浄化センター

ー

※個別契約

② 県知事が水防管理団体等に発する水防警報及び避難判断水位到達情報

災害対策本部 関係部署ＦＡＸ

岡 （水防本部）

山 又は防災管理課 全庁庁内ＬＡＮ職員共通システム掲示板

県 岡水 岡 山 河 川 ※庁内ＬＡＮが利用できないときは

備 山防 事 務 所 主管課への電話連絡

前 県本

県 部 県警察本部 消 防 局 消 防 署

民 消 防 団

局 報 道 機 関 水防関係機関

地方気象台

（６） 旭川ダム放流の通報（毎秒 以上の放流）伝達系統（ ）300m3300m3300m3300m3 ※伝達の詳細は水防計画による。

岡山市地区は毎秒 以上の放流からサイレン吹鳴300m3300m3300m3300m3

旭川ダム統合管理事務所 北区建部支所

(FAX) 北区御津支所 地 区 代 表 者

民間施設管理者

消 防 局 消 防 署

消 防 団

地事

秘書広報室･生活安全課災害対策本部

（水防本部） 農 林 水 産 課 農村整備課 域業

又は防災管理課 都市企画総務課 公園緑地課

下水道局保全課 河川港湾課 住所

建部町B & G北 区 役 所

中 区 役 所 民等海洋センター

区役所内関係課東 区 役 所

南 区 役 所

地下空間事務局
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（７） 気象台が発表する火災気象通報の伝達系統

※火災警報発表時
岡 山 県 総務企画課 （庁内放送） 地

岡 危機管理課 域
防災管理課

山 関係各局主管課 住

地 各 区 役 所 民

方 ・

気 出先機関( ) 事市有施設

象 業

台 消 防 局 消 防 署 所

等

（８） 市長又は消防局長が発表する火災警報・注意報の伝達系統

市 地

長 消 消 防 署 域

ま 関係各局主管課 住

た 防 防災管理課 各 区 役 所 民

は 秘書広報室 ・

消 局 （庁内放送） 事

防 総務企画課 出先機関( ) 業市有施設

局 所

長 報 道 機 関 等

（９） 防災気象情報等の受信

① 勤務時間内

ア 防災管理課長等は、国・県等の各機関又は消防局から各種予警報及び情報等を受信したときは、

その標題及び内容を直ちに庁内ＬＡＮ職員共通システム掲示板に掲示し、全庁に周知する。

警報の内容等によって直ちに災害発生が予想される情報と判断された場合には、ただちに庁内

放送等により全職員に周知するとともに、各局主管課長等に対し電話やファクシミリ等で、個別

に直接情報伝達を通知する。

イ 消防局は、岡山地方気象台・旭川ダム統合管理事務所から、各種予報及び警報、情報を受信し

たときは、消防署・消防団・関係事業所等に通報する。

② 勤務時間外及び休日

消防情報指令課は、あらかじめ定めた通報要領により、防災管理課長、あるいは、対応担当課長

及び職員に通報する。

③ 情報受信後の対応

通報を受けた防災管理課長は、防災気象情報等各種情報を分析・協議して、必要に応じて関係各

課に連絡又は災害対策本部等を設置する手続きをとると同時に、住民に対する伝達を必要と判断し

たときは、広報班他に広報活動の実施を指示する。
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第第第第３３３３ 災害情報災害情報災害情報災害情報のののの収集収集収集収集・・・・伝達伝達伝達伝達

災害情報の収集・伝達は、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するための基礎となるもので、災害が

発生するおそれがあると予想される場合、また、発生をしている場合には、速やかにこれらの情報の収

集とともに伝達に努める。

（１） 気象観測値・河川水位等に関する情報の収集

① 情報の収集先

ア 気象観測値及び河川水位並びに、海面潮位に関する情報は、主に次の機関から収集できる。

(ｱ) 気象庁及び岡山地方気象台

(ｲ) 国土交通省

(ｳ) 岡山市防災情報ネットワークシステム

(ｴ) 岡山県総合防災情報システム

（情報の収集先・市の降水量観測については資料編参照）

イ 情報収集担当職場

岡山市防災情報ネットワークシステム及び岡山県総合防災情報システムは、ともに庁内ＬＡＮ

端末を介して入手する。

② 市の降水量観測

ア 雨量計の設置

雨量計は、市本庁舎・地域センター等に設置する。 （資料編参照）

イ 雨量計の点検

降水は勤務時間の内外にかかわらず観測をされることから、定期的に点検をし、雨量計による

観測に欠測がないようにする。

ウ 降水量の報告

気象状況により、本部長から防災管理班長等を通じて、注意体制以上の体制をとるべき旨の指

示がなされたときは、雨量計を設置した地域センター等にあっては観測員を定め降水量の観測を

開始するものとする。

（２） 災害危険箇所等に関する情報の収集

① 職員による情報の収集

各部班は、災害応急対策を適切な時期に地域の状況に応じて実施するため、その所管に係る次の

災害危険箇所又は地域の地理的条件に基づく災害特性等を勘案して、積極的に職員を動員し巡回・

警戒活動を行い、情報収集に努める。

ア 急傾斜地崩壊危険箇所及び急傾斜地崩壊危険区域

イ 土石流危険渓流及び砂防指定地

ウ 土砂災害警戒区域

エ 山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険地区のうち保安林・保安施設地区

オ 重要水防箇所

なお、警戒の時期は水防警報・河川洪水予報・高潮警報の発表時等、河川水位上昇時とする。

カ 海岸危険箇所

なお、警戒の時期は県沿岸に高潮警報、あるいは三蟠九蟠海岸・岡山港海岸・久々井海岸に水

防警報が発表される等、潮位上昇時とする。
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キ ため池

ク 宅地造成工事規制区域

② 消防団による情報の収集

ア 消防団員は、常時地区内の状況を把握するよう努める。

イ 災害が発生するおそれのある場合は、地区内の上記災害危険箇所を巡回し、状況の把握及び情

報収集を行う。

ウ 災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合は、その状況を調査し、直ちに災害

対策本部又は警防班に連絡する。

③ 異常現象発見者の通報

ア 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警察官、

若しくは海上保安官に通報する。

また、住民等から通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに市長に通報する。

イ 上記通報を受けた市長は、防災管理課長に指示し、県・岡山地方気象台・その他の関係機関に

通報する。

異常現象発見者 県
（住民等） 警 察 官 市 長 岡山地方気象台

その他の関係機関
海上保安官

（３） 被害状況等に関する情報の収集

① 収集の方法

ア 各部班は、その所管に係る事務について、被害状況を収集する。

イ 災害発生直後の収集は、災害発生地点・災害の種別・人的被害の程度等、応急対策を実施する

上での緊急性の高い情報を優先するとともに、市内の被害状況の全般的概要を把握することを目

的とし、迅速性を第一とする。

ウ 収集は現地調査を原則とし、発災後の時間的経過に比例して正確性が増大するよう努める。

エ 情報の集積する警察署・中国電力㈱・岡山ガス㈱・ＮＴＴ西日本等と情報連絡を密にし、被害

状況の把握に努める。

オ 大規模な災害が発生し、通常の情報収集ルートでは、被害状況を把握することが困難な場合は、

応援部又は他部の応援等特別の体制をとって収集する。

② 収集すべき事項

収集事項は、概ね次のとおりとする。

ア 災害発生日時・場所・地域

イ 災害の状況

ウ 人的被害・住家被害・その他各部で所管する事務の被害状況

エ 住民の動向・避難状況・救助活動の要否等

なお、被害状況の調査は、多数の要員で分担して行うため、重複調査や調査項目の脱漏等が予

想されるので、適切な指示により効果的・効率的に実施するよう努める。

③ 情報の取りまとめ
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ア 各班長は、収集したそれぞれの所管事項に係る被害状況を、逐次各部主管班に連絡する。

イ 各部主管班長は、部内各班・消防団・住民等からの情報を整理分類し、応急対策を必要とする

場合は、その実施について指示するとともに、消防部防災管理班長に報告する。

ウ 消防部防災管理班及び各部主管班は、必要に応じて、各情報ごとに関係部班及び関係機関との

調整を図り、危険性等情報の分析を行い、本部長に報告する。

第第第第４４４４ 県等県等県等県等へのへのへのへの災害情報災害情報災害情報災害情報のののの報告報告報告報告

（１） 方 針

① 情報収集

ア 災害発生直後においては、概括的被害情報・ライフライン被害の範囲等・被害の規模を推定す

るための関連情報の収集にあたる。

イ 大規模な災害が発生した場合には、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、消防ヘリコプター

による目視・撮影等による情報収集を行う。また、必要に応じ、両像情報の利用による被害規模

の把握を行う。

② 関係機関への連絡

ア 発災直後において、人的被害の状況・建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に

関する概括的情報を含め、把握できた範囲から県（危機管理課・備前県民局）へ連絡する。ただ

し、通信の途絶等により県に連絡できない場合は、消防庁へ連絡する。（消防庁が定める「火災

・災害等速報要領」に基づく直接速報基準に該当する火災・災害等の場合、市町村は県へ連絡す

るとともに直接消防庁へも連絡する。）

イ 災害対策基本法第53条に基づき、県が内閣総理大臣に被害状況を報告すべき災害として、次の

ものがあるが、市から県に報告できない場合も、これに準じて内閣総理大臣に報告する。

(ｱ) 県において災害対策本部を設置した災害

(ｲ) 災害の状況及び社会的影響等からみて、特に報告の必要があると認められる災害

(ｳ) (ｱ)(ｲ)になるおそれのある災害

ウ 報告は消防庁を窓口とし、連絡先は次による。なお、この報告は消防組織法第４０条に基づく

災害報告取扱要領（昭和45年 4月10日付消防防第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10

月15日消防災第267号）により行う、消防庁への報告と一体的に行う。

区 分 平日(9:30～17:45) 左 記 以 外

回 線 別 ＊応急対策室 ＊宿 直 室

ＮＴＴ回線 電 話 03-5253-7527 03-5253-7777

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線 電 話 77-672-90-49013 77-672-90-49102

ＦＡＸ 77-672-90-49033 77-672-90-49036

地域衛星通信 電 話 77-69-048-500-90-49013 77-69-048-500-90-49033

ネットワーク ＦＡＸ 77-69-048-500-90-49033 77-69-048-500-90-49036

エ 消防本部においては、災害時に119番通報が殺到した場合には、本部長に報告するとともにその

状況を直ちに消防庁及び県に報告する。

オ 応急対策活動状況について、活動の状況・対策本部の設置状況・応援の必要性等を県に連絡す

る。
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（２） 報告の種類及び報告の方法

① 災害発生通報

重大な災害が発生した場合、各班は直ちに「災害発生通報」（様式第３号－１）により報告する。

② 被害状況が判明しだい所轄警察署と相互連絡をとり、報告の正確を期し、逐次、「災害発生状況

等」(様式第３号－２)により報告する。

③ 人的被害・住家被害報告

災害救助法適用基準に該当する程度の災害が発生したとき又は災害状況・社会的影響等から報告

する必要があると認められるとき、「人的被害・住家被害」(様式第３号－４)により備前県民局に

逐次報告する。

④ 避難状況・救護所開設状況報告

避難勧告等により住民の避難が開始されたとき又は救護所を開設したときは、「避難状況・救護

所開設状況」（様式第３号－５）により、逐次、備前県民局に報告する。

⑤ 公共土木施設被害報告

河川・海岸・貯水池・ため池・砂防・治山・港湾漁港施設・道路・公園・水道等の被害で、災害

対策本部が設置されたとき又は災害復旧事業について、国庫補助に該当する災害が発生したとき、

「公共施設被害」（様式第３号－６）により、逐次、備前県民局関係部に報告する。（市管理の公

共施設は、国土交通省河川局防災課にも報告する。）

なお、この場合確定報告は、各関係機関の定める様式により行う。

⑥ 商工関係被害

商工業関係の被害が発生したときは、「商工関係被害」(様式第３号－９)により備前県民局協働

推進室に報告する。

⑦ 観光関係被害

観光関係の被害が発生したときは、「観光関係被害」（様式第３号－10）により備前県民局協働

推進室に報告する。

⑧ 災害概況報告

上記ア・イの速報後において、被害の全体が概ね判明したとき、「災害発生状況等（即報・確定

報告）」(様式第３号－２)により、被害の概要を備前県民局協働推進室に報告する。

⑨ 災害状況決定報告

被害状況を最終的に把握し、災害応急対策活動が終了したとき、「災害発生状況等（即報・確定

報告）」(様式第３号－２)により、被害の確定状況を報告する。

（３） 報告の実施

① 災害が発生した場合、各部・区本部は、前項①～⑨に定める方法・様式により、電話・県防災行

政無線及びファクシミリ・県防災情報システム・Ｅメール等で、災害対策本部（設置前は消防局防

災管理課）に報告し、災害対策本部は県本部に報告する。

② 緊急かつ重大な事項については、直接災害対策本部会議に報告する。

③ 災害の経過により、被害状況等に変更のあった場合は、逐次報告する。

④ 報告は、各部情報連絡員が行い、出先機関からは、電話又はファクシミリで行う。
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（４） 報告の系路

県への報告は、災害及び報告の種類に応じ、次に示す系統により行う。

報告 県 報 告 系 統 機 関
災害の種類 報告者

の種類 出 先 機 関 本 庁 機 関 最終受信者

備前県民局 関係部
災害発生通報 市 長 危機管理課 関係課

地域政策部 防災主管課

災害発生報告
同 上 同 上 同 上 同 上 同 上

（即報・確定）

人的被害報告 備前県民局
同 上 保健福祉部保健福祉課 危機管理課

・住居被害 健康福祉部

避難状況・
同 上 同 上 同 上 同 上

救護所開設状況

公共 備前県民局・地域事務所
同 上

施設 建設部・地域建設課
河川被害 土木部河川課 監理課 同 上

被害 国土交通省岡山河川事務所 （防災砂防課）

（国土交通省管理一級河川）

農林水産部関係課備前県民局・地域事務所
農政企画課

（耕地課・水産課）農林水産事業部
海岸被害 市 長 同 上

土木部関係課
監理課建設部・地域建設課
（防災砂防課）（防災砂防課・河川課・港湾課）

貯水池・ 備前県民局
同 上 同 上農林水産部耕地課 農政企画課

ため池被害 農林水産事業部

備前県民局・地域事務所
砂防被害 同 上 監理課 同 上土木部防災砂防課

建設部・地域建設課 （防災砂防課）

備前県民局・地域事務所
治山被害 同 上 同 上農林水産部治山課 農政企画課

農林水産事業部地域森林課

農林水産部水産課 農政企画課港湾及び 備前県民局・地域事務所
同 上 同 上

監理課(防災砂防課)漁港施設被害 建設部・地域建設課 土木部港湾課

農林水産部関係課備前県民局・地域事務所
同 上農政企画課

（耕地課・農村振興課・治山課）農林水産事業部
同 上

建設部・地域建設課

西日本高速道路（株）中国支社

道路施設被害 （高速道路）
土木部道路整備課 監理課 同 上

本州四国連絡高速道路（株） （防災砂防課）

（瀬戸中央道）

国土交通省岡山国道事務所

（国土交通省管理一般国道）

水道施設被害 同 上 保健所衛生課 保健福祉課 同 上保健福祉部生活衛生課

被害 備前県民局
民生関係 市 長 保健福祉部保健福祉課 同 上

概況 健康福祉部

報告
衛生関係 同 上 同 上 同 上 同 上

商工会議所 備前県民局 産業労働部
商工関係 同 上 同 上

商工会 地域政策部 産業企画課

備前県民局 産業労働部
観光関係 同 上 産業企画課 同 上

地域政策部 観光課

備前県民局
農林水産関係 市 長 農政企画課 同 上農林水産部関係課

農林水産事業部

備前県民局
土木関係 市 長 同 上土木部関係課 監理課

建設部 （防災砂防課）

公立文教関係 市 長 教育庁関係課 総務課 同 上

災害状況決定報告 ※ 被害概況報告の系統に準ずる。

※ 県本部・地方本部・市本部設置の場合は、市本部（防災担当課）・地方本部（地域政策部）・県本部（危機管理班）

が被害報告のとりまとめを行う。
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第第第第５５５５ 災害通信連絡災害通信連絡災害通信連絡災害通信連絡

災害時の通信連絡及び情報の収集・伝達を迅速かつ的確に行うため、通信連絡の確保及び活用の方法

等について定める。

（１） 通信施設

本市の通信施設は、次のとおりであり、収集・伝達すべき情報の内容に応じて、これらを適切に組

み合わせて活用する。

① 有線電話

② 無線電話

（２） 電話・電報の優先利用

① 一般加入電話及び携帯電話

ア 災害時優先電話の承認

(ｱ) 災害時優先電話とは、災害時において災害の予防・救援・復旧等のため、緊急に通信する必

要がある場合に、発信規制の対象とされる一般加入電話に優先して、接続される通話であり、

各部は災害時優先電話の指定を受ける必要があるときは、防災管理班と協議して、ＮＴＴ西日

本又はＮＴＴドコモに申請する。

(ｲ) 災害時優先電話の承認を受けた場合は、災害時にその機能が十分発揮され、災害対策上支障

がないようにするため、着信防止措置をとる。

イ 扱者手動接続時の優先通話

利用申込みは、アの災害時優先電話［一般電話のみ］から、局番なしの［102］をダイヤルする。

(ｱ) 非常通話

天災・事変・その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合の災害

予防若しくは救護・交通・通信若しくは電力の供給の確保又は手動接続通話は、他の通話に優

先して接続される。

(ｲ) 緊急通話

非常通話以外の公共の利益のため、緊急を要する事項を内容とする手動接続通話は、非常通

話の次に、優先して接続される。

② 電報

①アの災害時優先電話から発信することにより、次の電報が優先利用することができる。

(ｱ) 非常電報

天災・事変・その他非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合の、災害の予防若しく

は救護・交通・通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす

る電報は、他の電報に優先して伝送及び配達される。

(ｲ) 緊急電報

非常電報以外の公共の利益のため、緊急を要する事項を内容とする電報は、非常電報の次に

優先して伝送及び配達される。

（３） 有線通信途絶時の応急措置

非常災害時において有線通信が途絶し、災害に係る情報の収集・伝達が困難となった場合又は緊急

を要する場合は、次の通信施設を活用し又はその利用について協力を求める。
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① 市有無線設備

ア 無線電話の効率的利用

各部班は、デジタルMCA無線・消防無線・水道無線を災害対策本部（各部）と区本部又は災害応

急対策現場との間の指示及び情報伝達に使用し、優先的・効率的に利用しなければならない。

イ 無線電話の統制

(ｱ) デジタルMCA無線の統制は、災害対策本部で行う。

(ｲ) 消防無線・水道無線の統制は、各基地局を管理する部において、あらかじめ定めた方法によ

り行う。

② 県防災行政無線の使用

県本庁・備前県民局・出先機関及び市町村等に、県防災行政無線（固定系）の無線電話機が整備

されているので、各部班は県及び他市町村等との通信に活用する。

市の端末局は、防災管理課に設置されている。

③ 防災関係機関設置の無線通信施設の利用

災害の状況により、有線通信が途絶し、市有の無線電話が使用不能となり、他に有効な通信手段

がないときで緊急を要する場合は、防災関係機関の無線設備を利用することができる。

利用できる通信施設は、警察電話・水防電話・航空保安電話・気象電話・鉄道電話・電気事業電

話がある。

④ アマチュア無線局による非常通信

有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難である場合、災害応

急対策活動を実施する必要な限度において、岡山市役所アマチュア無線同好会等のアマチュア無線

局に協力を依頼する。
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章 災害広報及章 災害広報及章 災害広報及章 災害広報及びびびび報道報道報道報道第第第第４４４４

災害時の混乱した状態においては、人心の安定・秩序の回復を図ることが重要であり、災害の状態及び

応急対策実施状況等を、住民が必要とする情報の提供等について定める。

１１１１ 住民住民住民住民へのへのへのへの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達

（１） 公共放送の利用

緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、「災害時における放送要請に関する協定

（県－ＮＨＫ、民間放送各社）」に定める手続きにより、災害に関する通知・要請・伝達・警告及び

予報及び警報の放送を県知事に依頼する。

（２） サイレン・半鐘

旭川ダムの放流情報は、サイレン吹鳴によって行うが、その他の災害情報についてもサイレン・半

鐘による伝達が可能であるので、事前に事業所・町内会等の協力をとりつけ、また信号の意味を周知

徹底する。

（３） 広報車及び職員による口頭伝達

広報車による放送及び消防職団員、自主防災組織等による口頭伝達は、住民が必要とする地域性の

高い情報の伝達が可能であるので、積極的に実施し、情報の空白状態をなくするよう努める。

（４） 防災行政無線（同報系）

災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、市民等への緊急連絡（気象警報・避難勧告等の情

報）を迅速かつ的確に行うため、避難場所及び施設等に設置した防災行政無線（同報系）の屋外拡声

子局や戸別受信機を利用し、住民に伝達する。

２２２２ 通信施設通信施設通信施設通信施設のののの応急措置応急措置応急措置応急措置

災害により通信施設に障害を生じた場合、通信手段の確保及び通信途絶の解消に留意し、速やかに応

急復旧を行う。

（１） 有線電話

発災後速やかに通信施設を点検し、故障の生じた加入電話については、ＮＴＴ西日本に応急復旧

を要請するとともに、専用電話については、管理する部において速やかに応急復旧を行う。

（２） 無線電話

無線通信施設に障害を生じた場合、認められた範囲内において、通信系の変更等必要な臨機の措

置をとる。

なお、無線中継局の障害は、関係の全施設の通信を不能にするから、速やかに各基地局を管理す

る部において応急復旧を行う。

３３３３ 広報担当広報担当広報担当広報担当

（１） 広報は、広報班が担当する。

（２） 広報班は、本部長の指示のもと、本部において集約された情報により広報する。

（３） 広報班は、大規模災害時等状況によって、本部室に班員を常駐させ、災害及び応急対応状況等広

報のため、情報の収集整理を積極的に行う。

（４） 広報班は、本部室において集約された、情報の詳細が必要な場合には、業務を担当する当該各部

に対し資料提供を求め、あるいは取材により広報のための情報の収集整理を行う。

（５） 各部は、広報班及び本部設置中にあっては、本部の了解なく単独で広報を行わない。
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（６） 広報班は、必要に応じて、災害現場に出向き写真・映像・その他の取材活動を実施する。

４４４４ 広報広報広報広報のののの内容内容内容内容

（１） 防災気象情報、地震・津波情報。

（２） 降水量、河川水位、海面潮位。

（３） 旭川ダム放流及びそれに伴う河川水位の上昇。

（４） 防災上の注意全般。

（５） 災害発生場所及び被害状況並びに応急対応状況。

（６） 避難準備情報、避難勧告又は避難指示及び避難所開設情報。

（７） 道路交通情報及び通行規制状況。

（８） ライフラインの被害状況及び応急対応状況並びに復旧予定時期。

（９） 鉄道、バス、航空機等公共交通機関の運行状況。

（10） 飲料水、食糧、生活必需品等の供給情報。

（11） 安否情報。

（12） 二次災害に関する情報。

５５５５ 広報広報広報広報のののの方法方法方法方法

（１） テレビ、ラジオの利用

① 「放送協定」に基づく放送依頼

緊急を要する場合で、テレビ・ラジオの利用が有効と認められる場合は、「災害時における放送

要請に関する協定（県－ＮＨＫ・民間放送各社）」に定める手続きにより、緊急放送を依頼する。

② エフエム局への割り込み放送

緊急を要する場合、「岡山市災害時緊急放送に関する協定（岡山市－岡山シティエフエム）」に

定める手続きにより、放送に割り込み、情報の直接提供を行う。

③ 市政ＰＲ番組による放送

市政ＰＲテレビ番組を利用し、必要な広報を行う。

（２） 広報車

広報班をはじめ広報車を保有する部は、災害の状況に応じて、対象となる地域への広報車による広

報を行う。

（３） 広報紙

「市民のひろばおかやま」に関連した記事を掲載し、必要に応じて、臨時号・特集号を発行する。

（４） 写真・映像による広報。

取材した広報写真は、適当な場所に掲示する。

（５） インターネットを活用した情報提供体制の整備

災害発生状況・交通情報・ボランティア情報・被災者支援情報・対応別担当課名及び電話番号等、

各種問い合わせ先等を市ホームページに特設掲示し、インターネットによる情報提供を行うとともに、

最新の情報への迅速な更新に努める。

６６６６ 報道機関報道機関報道機関報道機関へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供

（１） 報道機関に対する災害情報の発表は、すべて広報班が行う。
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（２） 災害情報の発表に際しては、発表の日時・場所・件名及び目的等を各報道機関に事前に周知し、

発表はできるだけ定期的に行う。

（３） 各部は、広報班から災害報道のための資料提供・取材・放送出演等の依頼を受けた場合は、積極

的に協力する。

７７７７ 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ窓口窓口窓口窓口のののの設置設置設置設置

災害対策本部等（水防本部・救助本部）設置中において、必要に応じ、本部室内に住民等からの電話に

よる問い合わせに対応するため、臨時の担当係を設けるなどの体制をとり、また本部設置中あるいは本部

解散後において必要と判断した場合には、専用電話を備え、かつ、訪問にも対応可能な窓口の設置及び人

員配置を行う。
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章章章章 りりりり災者災者災者災者のののの救助保護救助保護救助保護救助保護第第第第５５５５

第第第第１１１１節 災害救助法節 災害救助法節 災害救助法節 災害救助法のののの適用適用適用適用

１１１１ 災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法のののの適用適用適用適用

（１） 制度の概要

災害救助法による救助は、被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、県知事が行い（法定受託事

務）、市長がこれを補助する。

なお、知事は、救助を迅速に行うため、必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を、市長が行うこととすることができる。

救助の程度・方法及び期間に関しては、知事が厚生労働大臣の定める基準に従って定めており、県

及び市が救助に要した費用については、県が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁す

る必要があることがある。

（２） 災害救助法による救助の種類

① 避難所の設置

② 応急仮設住宅の供与

③ 炊き出しその他による食品及び飲料水の給与

④ 被服・寝具・その他生活必需品の給与又は貸与

⑤ 医療及び助産

⑥ 被災者の救出

⑦ 被災住宅の応急修理

⑧ 学用品の給与

⑨ 埋葬

⑩ 死体の捜索

⑪ 死体の処理

⑫ 住居又はその周辺の土砂等の障害物の除去

（３） 適用基準等

① 適用基準

災害救助法の適用基準は、市における被害が次の各号に該当する災害で、県知事が災害救助法によ

る救助を必要と認めたときである。

ア 市内において、住家の滅失した世帯数が１５０世帯以上であるとき。

イ 被災世帯数が相当広範囲な地域にわたり、県下の全滅失世帯数が１，５００世帯以上の場合で、

市内の滅失世帯数が７５世帯以上に達したとき。

ウ 被災世帯数が相当広範囲な地域にわたり、県下の全滅失世帯数が７，０００世帯以上に達した

場合で、市域の被害状況が、特に救助を必要とする状態にあるとき。

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする特別の事情が

ある場合で、かつ、多数の住家が滅失したものであるとき。

オ 多数の者が生命若しくは身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたとき。
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② 被害計算の方法等について

適用の基準となる、全滅失世帯の換算等の計算は、次の方法によるものとする。

ア 住家の被害程度は、住家の滅失した世帯、すなわち全焼・全壊・流失等の世帯を標準とし、著

しく損傷した世帯（半壊・半焼等）については、滅失世帯の２分の１・一時的に居住することが

できない状態となった世帯（床上浸水、土砂のたい積等）にあっては、滅失世帯の３分の１と見

なして計算する。

イ 被害世帯数は、家屋の棟数あるいは戸数と関係なく、あくまで世帯数で計算する。

例えば、同一家屋内の親子夫婦であっても、生活の実態が別々であれば２世帯とする。

ウ 飯場・下宿等の一時的寄留世帯等については、生活の本拠地の所在地等、総合的条件を考慮し

て実情に即した決定をする。

エ 災害種別については限定しない。したがって洪水・震災等の自然災害であっても、火災・船舶

事故・群集の雑踏等による、人災的災害であっても差し支えない。

③ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間

災害救助法を適用した場合における、救助の程度・方法及び期間等は、災害救助法施行細則（昭和

３５年岡山県規則第２３号。以下「施行細則」という。）の定めるところによる。

（４） 適用手続

① 災害救助法の実施は、県知事が法的責任者であるが、市の実施は、知事からの委任に基づき、又

は補助事務として行うものとする。

② 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないとき、市長は、災害救助法

の規程による救助に着手し、その状況を直ちに知事に情報提供し、その後の処置に関して知事の指

示を受けるものとする。

災害が発生し又は発生しようとしているとき、市長は、地域防災計画に定めるところにより応急

救助を実施するとともに、その状況を速やかに県備前県民局を経由して、県知事に情報提供をする

ものとする。

実施した応急救助について、災害救助法を適用したときは、災害救助法に基づく救助として取り

扱い、災害救助法が適用されない災害にあっては、災害対策基本法第６２条又は災害救助条例等に

より市独自の救助として処理する。

ア 各部班は、応急救助を開始してから完了するまでの間、毎日定期的に、逐次、福祉援護班に救

助の実況状況を報告するものとする。

イ 福祉援護班は、災害救助法に基づく救助を実施しようとするとき又は実施したときは、救助日

報により毎日その状況を、県備前地方本部を経由して、県本部に情報提供をするものとする。

ウ 各部班は、その所管にかかる救助の実施状況について、必要とするとき、県備前地方本部主管

部を経由して、県本部に情報提供をするものとする。

③ 災害救助法の適用基準に該当し、県知事が被災地の被災者に対し、災害救助法に基づく救助を実

施しようとするときは、救助を実施する区域及び開始年月日が県公報に告示される。
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２２２２ りりりり災者台帳災者台帳災者台帳災者台帳のののの整備等整備等整備等整備等

（１） り災者台帳の作成

被災状況の確認調査を完了し、各世帯別の被害状況が判明したときは、各部班は速やかに下記事項

に留意して「り災者台帳」を作成する。

① 作成に当たって、保健福祉総務班及び関係各班は、住民票等の閲覧の協力及び資料の提供等を積

極的に行い、り災者台帳の正確を期する。

② 「り災者台帳」は、救助・その他の基本となるものであり、また世帯別救助等の実施記録となる

ため、救助実施状況等をできるだけ具体的に記載し、整備保管しておくものとする。

（２） り災証明書の発行

市は、り災世帯に対して、「り災証明書」を交付する。ただし、災害時の混乱により、「り災証明

書」の交付ができない場合は、「仮・り災証明書」を交付することができる。この場合は、後日速やか

に「り災証明書」を発行し、「仮・り災証明書」と引き替える。

「り災証明書」の発行にあたっては、次の点に留意すること。

① り災者にとっては、本証明書の交付は本救助のみでなく、以後各種の災害援助関係に影響するも

のであるから慎重を期するものとする。

② 本証明書は、り災者台帳等と照合し、発行にあたっては契印をする等、発行の事実を判然とし、

重複発行を避けるよう留意しなければならない。

なお、この項、のり災者台帳の作成及びり災証明書の発行については、災害救助条例の適用災害、

その他の災害についても準用して行う。

３３３３ 岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例のののの適用適用適用適用

（１） 岡山市災害救助条例の適用基準等

① 適用基準

災害救助条例の適用基準は、市における被害が次の各号に該当する災害で、市長が災害救助条例に

よる救助を必要と認めたときとする。

ア 災害救助法の適用を受けない場合で、１０世帯又は４０人以上の者が同一災害にあった場合。

イ り災世帯は、全焼・全壊・流失又は床上浸水を対象とする。

② 被害計算の方法等について

ア 住家の被害程度は、全焼・全壊・流失世帯を標準とし、半焼・半壊については、２世帯をもっ

て１世帯と見なし、床上浸水にあっては３世帯をもって１世帯と見なして算定する。

イ 死傷者については、風水害・震災等の自然災害であっても、火災・爆発等の人為的災害であっ

ても災害種別に関係なく算定する。

③ 岡山市災害救助条例による救助の種別・期間・及び範囲等

岡山市災害救助条例を適用した場合における救助の種別、支出経費、期間及び範囲等は資料編に記

載する。
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第第第第２２２２節 避難及節 避難及節 避難及節 避難及びびびび避難所避難所避難所避難所のののの設置設置設置設置

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害が発生又は発生するおそれがある場合に、その災害種別及び規模等により、被害を被ると判断され

た地域の住民等の保護が必要と認められるときは、避難準備情報、避難勧告又は避難指示、避難の方法及

び避難所の設置等について定め、安全な場所あるいは地域に避難させ、人的被害の軽減を図るものとする。

２２２２ 実施責任者等実施責任者等実施責任者等実施責任者等

（１） 避難指示等

① 市長（水防管理者）

② 県知事又は県知事の命を受けた職員

③ 警察官

④ 海上保安官

⑤ 自衛官

（２） 避難所の設置

① 災害対策（水防）本部長（市長）

② 県知事（災害救助法が適用された場合）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 避難指示等の実施権者

避難勧告・避難指示は、次に掲げる者が関係法令に基づき行う。

①避難勧告 全災害 市長 (災害対策基本法第60条)

知事に報告及び必要がなくなったときは告示

洪水・高潮 知事又はその命を受けた県の職員(水防法第29条)

水防管理者＝市長(水防法第29条)

水防管理者が指示する場合は、管轄警察署長に通知

②避難指示 地すべり 知事又はその命を受けた県の職員

管轄警察署長に通知 (地すべり等防止法第25条)

全災害 市長 (災害対策基本法第60条)

知事に報告及び必要がなくなったときは告示

警察官(災害対策基本法第61条及び警察官職務執行法第4条)

公安委員会に報告・市長に通知

海上保安官 (災害対策基本法第61条)

市長に通知

災害派遣時の自衛官 (自衛隊法第94条)

防衛庁長官の指定する者に報告

③避難所開設及び収容 市長又は知事 (災害救助法第23条)
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（２） 避難指示等の種類及び実施時期

区 分 発 令 時 期区 分 発 令 時 期区 分 発 令 時 期区 分 発 令 時 期

接近する台風の暴風域に入る確率の高まり等、気象状況の悪化が予想さ

避難準備情報 れ、その警戒時間帯が夜間であると予想される場合、夜間での避難行動を

避けるため、また移動に時間を要す災害時要援護者等が災害に備えるため

に時間的に十分余裕のある段階において、避難準備行動を促すとき

避難勧告 災害発生のおそれがあり、自発的な避難行動を促すとき

避難勧告後に状況が悪化し又は避難準備の間もなく突発的に災害等が発
避難指示

生し、直ちに避難行動を開始しなければならないとき

（３） 避難指示等の実施方針

① 本部長（市長）が実施する避難指示等は、原則として避難準備情報・避難勧告・避難指示の３段

階に分けて実施するものとする。ただし、災害の種類及び発生状況により、時間的猶予のない場合

には避難準備情報及び避難勧告を経ずに直ちに避難指示を実施するものとする。

実施に当たっては、県及び県警察本部への報告並びに、報道機関等への情報提供を行い、住民等

への情報伝達及び避難行動のための連携を図るものとする。

② 本部長不在又は連絡不通の場合における代理者は、副本部長（副市長）及び総務部長あるいは消

防部長とする。また、事態が緊迫あるいは連絡伝達により、本部長の指示を仰げない場合及び猶予

がない場合は、現場における実施執行補助者として、各消防署長・各区長等が任に当たるものとす

る。

③ 市以外の機関の避難指示実施権者は、各法律に基づき避難指示を実施するとともに、その法律に

基づく関係機関への報告又は通知をするほか、当該実施権者及び実施機関は、市長及び消防部長に

通知し、住民等の生命及び身体の保護のため連携を図るものとする。

（４） 警戒区域等の設定者

災害発生等に伴う、警戒区域の種別及び設定者は、次に掲げる者が関係法令に基づき行う。

全災害 市 長：災害対策基本法第63条

避難対象除外者：災害応急対策に従事する者

警察官：市長又は市職員がいないとき、あるいはこれらの者から要求を

受けたとき(災害対策基本法第63条)

市長に通知

避難対象除外者：災害応急対策に従事する者

警察官：天災事変・工作物の損壊・交通事故・危険物の爆発・狂犬・奔馬の

類等の出現・極端な雑踏等(警察官職務執行法第4条)

公安委員会に報告

海上保安官：市長又は市職員がいないとき、あるいはこれらの者から要求

を受けたとき(災害対策基本法第63条)

避難対象除外者：災害応急対策に従事する者

市長に通知
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洪水・高潮 消防職員又は団長及び団員(水防法第21条)

避難対象除外者：水防関係者

警察官：消防職員又は団長及び団員がいないとき、あるいはこれらの者

から要求を受けたとき(水防法第21条)

水災以外の災害 消防吏員又は団員：消防活動確保が主目的(消防法第28条)

避難対象除外者：消防法施行規則第46条に定める者

警察官：消防吏員又は団員がいないとき、あるいはこれらの者から要求を

受けたとき(消防法第28条)

避難対象除外者：消防法施行規則第46条に定める者

（５） 警戒及び避難の基準等

① 高潮

気象台が定める岡山市の高潮の基準は、宇野港（玉野市）を基準港として、注意報が標高１７０セ

ンチ、警報が標高２００センチであるが、本市における警戒及び避難の基準は、平成１６年台風第１

６号（速報値２５５センチ）及び１８号（速報値２０５センチ）並びに、平成１７年台風第１４号

（速報値２０４センチ）による高潮の潮位及び浸水実績から次のとおりとする。

ただし、高潮とは基本的に潮位のみを示すものであり、実際の高潮浸水被害には潮位に風向風速及

び波高による影響が加わることを充分考慮して、警戒及び避難の対応に当たるものとする。

（警戒等基準潮位表）

区 分 警 戒 内 容 及 び 住 民 指 示

台風の接近に伴う高潮注意報が発表され、かつ高潮警報発表の可能性が
第１次警戒体制

著しく高い場合

高潮警報が発表され、かつ実際の潮位が高潮注意報基準（標高１７０セ
第２次警戒体制

ンチ）に達した場合

高潮警報が発表され、かつ実際の潮位が高潮警報基準（標高２００セン
第３次警戒体制

チ）に達した場合

ア 第１次警戒体制

沿岸部全域に対して、災害時要援護者等を対象とした避難準備情報を発表し、万が一の浸水被害

に備えた早期避難準備行動を促す。

イ 第２次警戒体制

市職員及び消防団員は沿岸部の警戒巡視を行うとともに、町内会・自治会・自主防災組織等とも

連絡を密にして高潮浸水被害への警戒を促す。

ウ 第３次警戒体制

予測潮位及び沿岸部各地の状況により、地域住民等に対し避難準備を行うよう広報するほか、法

第５６条に規定する警告、法第５９条に規定する事前措置及び法第６０条に規定する避難勧告・避

難指示等の措置を実施する。

また、その場合の潮位は、暴風・波浪警報を伴う高潮警報の場合において、気象台の予測値が標

高２００センチと見込まれるとき、対象地域は児島半島沿岸及び犬島・久々井・宝伝とし、さらに

標高２３０センチ以上と見込まれるときは、岡南地域・吉井川及び旭川河口沿岸部も対象とする。
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ただし、暴風・波浪警報を伴わない高潮警報の場合は、波高が低いことから標高２００センチと

見込まれるときであっても、第２次警戒体制を基本とする。

なお、これら基本とする潮位は、今後の被害発生状況あるいは海岸堤防等の改修状況により、見

直しをするものとする。

② 土砂災害

土砂災害の発生は、降水量・土質・斜面の傾斜度だけでなく、周辺の土地開発状況等複雑な要素が

あると思われ、その予測は困難を極めるが概ね、次の時間雨量及び累加雨量・土砂災害警戒情報等を

目安として、警戒及び避難の対応に当たるものとする。

（警戒等基準雨量表）

前日までの連続雨量が１０ 前日までの連続雨量が４０ 前日までの降雨がない場合
区 分

０㎜以上あった場合 ～１００㎜あった場合

第１次警戒 当日の日雨量が５０㎜を超 当日の日雨量が８０㎜を超 当日の日雨量が１００㎜を超

体 制 えたとき えたとき えたとき

当日の日雨量が５０㎜を超 当日の日雨量が８０㎜を超 当日の日雨量が１００㎜を超
第２次警戒

え、時間雨量３０㎜程度の え、時間雨量３０㎜程度の え、時間雨量３０㎜程度の強
体 制

強雨が降り始めたとき 強雨が降り始めたとき 雨が降り始めたとき

ア 第１次警戒体制

市職員及び消防団員は危険区域等の警戒巡視を行い、本部等との連絡を密にするとともに、状況

に応じて住民等に対する広報を実施する。

イ 第２次警戒体制。

住民等に対し、避難準備を行うよう広報するほか、災害対策基本法第５６条に規定する警告・法

第５９条に規定する事前措置及び法第６０条に規定する避難勧告・避難指示等の措置を実施する。

③ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制

区域ごとの警戒避難体制

※資料編参照

④ 河川洪水

市内及び隣接市町を流下する河川のうち、洪水予報河川である吉井川・旭川・高梁川・笹ヶ瀬川・

足守川について、国あるいは県が気象台との共同により当該河川の洪水予報を発表したとき、さらに

河川の水位が上昇した場合には、概ね氾濫注意水位を目安として警戒及び避難の対応に当たるものと

する。

（警戒等基準水位表）

区 分 警 戒 内 容 及 び 住 民 指 示

基準地点における水位の上昇に伴うはん濫注意情報が発表され、かつ、はん濫警
第１次警戒体制

戒情報発表の可能性が著しく高い場合

第２次警戒体制 基準地点における水位の上昇に伴うはん濫警戒情報が発表された場合

第３次警戒体制 基準地点における水位の上昇に伴うはん濫危険情報が発表された場合

ア 第１次警戒体制

対象河川沿岸部に対して、災害時要援護者等を対象とした避難準備情報を発表し、万が一の浸水

被害に備えた早期避難準備行動を促す。
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イ 第２次警戒体制

市職員及び消防団員は、対象河川沿岸部の警戒巡視を行うとともに、町内会・自治会・自主防災

組織等とも連絡を密にして、河川洪水被害への警戒を促す。

ウ 第３次警戒体制

住民等に対して、避難準備を行うよう広報するほか、浸水想定区域設定者である国あるいは県河

川管理者と協議して、対象地域を定め避難勧告・避難指示等の措置を実施する。

⑤ 浸水想定区域における警戒避難体制

国あるいは県による各種浸水想定では影響範囲が広大であり、反面、各種避難所の所在も一般住宅

地と標高がほぼ等しいことから、対象者を避難所となる市有施設へ収容することに困難がある。この

ため、想定浸水深さ及び避難開始までの時間的猶予、さらに住居等の構造によっては市の避難所への

一時避難をしないことも選択肢として、今後は地域独自の避難先の決定など、各地域の避難行動を市

民と共に考えるものとし、その目安は次のとおりとする。

河 川 浸 水 想 定 津 波 浸 水 想 定

想定浸水深 避難方針 想定浸水深 避難方針

０.５ｍ未満 災害時要援護者等世帯は避難 ０.５ｍ未満 災害時要援護者等世帯は避難

０.５～１.０ｍ 平屋居住者は避難 ０.５～１.０ｍ 平屋居住者は避難

１.０～２.０ｍ 高台あるいは鉄筋コンクリート造 １.０～２.０ｍ 高台あるいは鉄筋コンクリート造

りの建物の２階若しくは３階以上 りの建物の２階若しくは３階以上
２.０～５.０ｍ ２.０～５.０ｍ

に避難 に避難

高台あるいは鉄筋コンクリート造 高台あるいは鉄筋コンクリート造
５.０ｍ以上 ５.０ｍ以上

りの建物の３階以上に避難 りの建物の３階以上に避難

（６） 避難所・避難路等

避難所及び避難地は、地区ごとにあらかじめ候補地を選定し、可能なものから順次指定をする。指

定をした施設については、災害時における使用方法等について、施設所有者あるいは管理者と事前に

協議する。

また、市が選定・指定するもののほか、地域を熟知した町内会・自治会あるいは自主防災組織等に

おいても、自主的に避難所及び避難地となる施設について選定し、自らの地域が避難しやすい環境を

整備するものとする。

なお、避難所及び候補地の選定及び指定にあたっては、地震災害と風水害あるいは浸水災害等、災

害種別によって異なる場合があることを十分考慮し、あるいは認識しておく。

① 避難所の選定及び指定

ア 避難所（生活避難所）

災害又は大規模な事故などにより住家が倒壊・流失・焼失等の被害を受け又は受けるおそれによ

り生活に支障を来した住民等について、危険が去るまでの間の滞在又は生活の救済を図る応急生活

あるいは応急的医療を実施するための場所として、あるいは仕事や旅行の途中で交通網の寸断によ

り帰宅困難となった人たちが、交通手段が回復するまでの短期間の滞在生活を、過ごす場所として

一定期間収容する施設を避難所として選定する。

選定及び指定にあたっては、既存建物を応急的に使用することを原則として、市立小・中学校及

びそれに準じた教育施設の体育館及び校舎・市有公共施設・市立以外の各種学校の体育館及び校舎、

その他各種公共施設のほか、寺院・ホテル等、民間施設の順序で行うものとする。
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特に指定にあたっては、地域の拠点性・給水・給食設備・救援物資等の搬送が容易性・避難者の

把握のしやすいなどの条件が整った施設から、優先的に行うものとし、市立小・中学校の体育館を

第一として、今後その他の施設についても諸条件を整え、順次指定するものとする。

なお、収容可能人員については就寝を考慮し、３.３平方メートルあたり２人として算定するもの

とする。

イ 避難所（一時避難所）

台風接近時等の浸水あるいは、土砂災害等の発生又はそのおそれによる避難勧告・避難指示等、

およそ避難期間が一両日程度と予想される場合に使用する施設は、すでに天候が悪化している段階

での避難行動となる可能性があり、地域住民にとって避難距離の短いことが大切であることから、

前項により生活避難所として指定した、市立小中学校等の施設に加え、市立公民館・コミュニティ

ハウス・その他教育施設等、市有施設も指定をするものとする。

また、これら市が指定する施設のみでなく、地域においても町内会・自治会・自主防災組織等住

民自らも、日頃から使用可能な施設を選定し、事前の所有者の理解を得て活用するものとする。

ウ 避難所（浸水時避難所）

河川の氾濫・台風接近時における高潮・あるいは地震に伴う津波により、広域的な浸水災害が発

生又はそのおそれがある場合においては、高所への避難が必要となるが、広大な低平地を持つ本市

の特性から標高の高い場所を持たない地域も多くあることから、想定浸水深によって鉄筋コンクリ

ート造りの建物の２階、あるいは３階以上を一時避難先と位置づける必要がある。

このため生活避難所及び一時避難所等に指定をした施設はもとより、その他公共施設も含めた選

定及び指定を進めるとともに、今後は町内会・自治会・自主防災組織等、地域住民との協働により

民間ビル等も含めた選定及び指定も進めるものとする。

また、浸水災害からの避難にあたっては、国及び県などから示された各種浸水想定における浸水

深さを参考として、下記の避難方針を基本としつつも、その各浸水想定は広範囲であり、公共施設

のみでは対象人口の収容が困難となることから、今後は行政・企業・地域等が一体となって地域ご

との浸水時避難所の選定及び指定を進めるものとする。

なお、収容可能人員については就寝を考慮せず、１平方メートルあたり１人として算定するもの

とする。

エ 避難所（臨時避難所）

大規模災害時における生活避難所の開設にあたって、適当な収容施設がないときは、野外に仮設

建物等の設置又は天幕あるいは大型車両等を借り上げて設営するものとする。その場合の設置場所

としては公園・広場のほか、民間敷地等の協力を求めるものとする。

オ 福祉避難所（災害時要援護者に配慮した避難所）

災害時に特段の配慮を要する災害時要援護者が、通常の避難所では災害による住環境の変化への

対応・避難行動・避難所での生活に困難を来す場合、設備面や人員面の条件が整っており、必要な

支援を適切に行うことが可能な福祉避難所について、福祉関係施設等を中心に指定を図っていく。

② 一次避難地の選定及び指定

災害により自宅等が危険となった場合、あるいは危険が迫っている場合に、直面する危険を回避す

るため緊急かつ一時的に避難をする場所で、市街地においては大火を考慮し、面積が概ね１０,０００

平方メートル以上であることが望ましい。

主に、市立小中学校のグラウンド・寺院及び神社の境内・公園・緑地・広場等であるが、これらオ



- 113 -

ープンスペースは、地域住民等が避難所に集団移動する際の、集合場所としても位置づけられる。

このため、市民あるいは市内に就業する者の責務として、日頃から話し合い等により市民あるいは

就業者自らが、その場所を確認しておくものとする。

なかには標高の低い、あるいは急傾斜地が近いなど、災害の種別によっては安全性が低下する場合

もあるが、災害種別ごとに使用する避難地を選別して、選定することは困難を伴うことから、公共性

の高いオープンスペースについては、一律に候補地として選定するものとする。

ただし、実際に地域住民等が避難する際には、強い地震の発生時においては、周辺からの落下物及

び倒壊の可能性のある建造物のないこと、河川洪水や津波による浸水の発生時においては、標高の高

いこと、大規模な火災発生時においては、延焼の可能性がなく、輻射熱等も防ぐ樹木等があることな

どを十分理解した上で、避難先として活用するよう、市民等への周知に努めるものとする。

なお、市有施設であっても、日常的に一般に供していない敷地及び市有以外であって避難地として

選定した土地・施設については、その所有者あるいは管理者等と実際に避難することとなる対象地域

の町内会・自治会・自主防災組織等と市とで使用方法等を三者協議をし、理解の得られたものから指

定と位置づけるものとする。

また、「自分の命は自分で守る」の観点から、地域住民自らも率先して地域の避難所の選定指定に、

努力するものとする。

③ 広域避難場所の選定及び指定

市街地において、火災が延焼拡大するなどの大規模災害発生時において、一次避難地や各種避難所

にまでも危険が達すると予想される場合において、多くの市民等が避難することができる、大規模な

オープンスペースをもつ土地を、広域避難場所として指定をする。

広域避難場所を必要とする地域は、大火時に延焼拡大すると想定される市街地及びこれに準じる地

域とし、その面積は輻射熱を考慮し、概ね１００，０００平方メートル以上の場所が望ましい。

なお、大規模災害発生時には臨機応変な対応が必要であることから、広域避難場所に避難する対象

地域は指定せず、収容可能人員は１.０平方メートルあたり１人として算定するものとする。

また、指定をした施設については、災害時における使用方法等について施設所有者、あるいは管理

者と事前に協議するものとする。

④ 避難路の選定

地域から各種避難所及び避難地への進路については、災害の発生等による影響を考慮し、幹線道路

を基本とするが、実際に避難を行うのは地域住民であることから、町内会・自治会・自主防災組織等

においては、実際に経路を歩いて、浸水や土砂崩れはもちろんブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒

等により、通行不能になるおそれがないかなど事前の調査をし、災害の種別に応じた安全性を、また

複数の経路を確認しておくものとする。

⑤ 生活避難所等へのアクセスの確保

生活避難所等は、災害時における救援・医療・復旧活動等の拠点として、役割を発揮する施設であ

るため、緊急動線や避難路と連結されなければならない。

⑥ 避難行動と各種避難所の関係

避難及び避難所の活用は、災害の種別によって異なるが、特に水害と地震とで大別し、次のように

位置づけ、市民等に避難行動を行うよう周知するものとする。
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○風水害警戒時及び発生時

自 宅 ・ 職 場 等

地域の避難者が集合 緊急度により
集合せず

一 次 避 難 地 直接避難 帰宅 帰宅後
被災で生活が

集団で避難所に移動 困難な場合

一 次 避 難 所 ・ 浸 水 時 避 難 所
特段の支援が必要

すでに被災が明らかな場合 な災害時要援護者

生 活 避 難 所 福 祉 避 難 所

○大地震発生時
自 宅 ・ 職 場 等

地域の人が一時避難 余震が収まり帰宅
帰宅後

一 次 避 難 地 被災で生活が
困難な場合 特段の支援が必要

すでに被災が明らかな場合 な災害時要援護者

生 活 避 難 所 福 祉 避 難 所
（大規模な場合や生活避難所が遠い地域は一次避難所も活用）

大火等により避難所及び避難地に危険が及ぶ場合
広 域 避 難 場 所

○市有施設の避難所活用区分

各施設等の避難活用に当たっては、災害の種別・立地条件等により判断するものとする。

なお、グラウンドや公園等を避難地だけでなく、避難所としても印をしているものは、仮設テントや車

両の使用を考慮する。

福一 一 浸 生
避難所区分 時 時 水 活 ※ 大規模水害や震災時には、被災者数の祉

避 避 時 避 規模に合わせ、市有施設を活用する。避
難 難 避 難 ※ 浸水災害時には、まず一時避難で身の難

市有施設分類 地 所 難 所 安全を確保し、水が引いた後に避難生活所
所 に移るものとする。

市立小中学校 ※ 災害種別に対し、標高や周辺環境・優

グラウンド ○ △ △ △ 先順位等、諸条件の必要なものは△印と

体育館等 ○ △ ○ する。

校舎等 △ △ ※ その他施設は、利用に向け今後条件整

市立公民館 △ ○ ○ △ 理を行う。

コミュニティハウス △ ○ △ △

ふれあいセンター △ ○ ○ △ ○

その他市有等公共施設 △ △ △ △

公園、広場等 ○ △ △ △

（７） 避難指示等の伝達

避難準備情報、避難勧告又は避難指示は、対象地域の住民・就業者・滞在者等に、迅速かつ的確に

伝達するものとし、避難の促進を図るため、事態の重大性と危険の切迫性を盛り込んで行う。

なお、指示及び伝達事項は、住民等にあらかじめ周知徹底しておき、発表時には簡単な指示で足り

るようにしておくものとする。
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① 伝達事項

ア 発令者

イ 避難勧告・避難指示の別

ウ 発生あるいは予想される災害及び避難勧告・避難指示の理由

エ 避難勧告・避難指示の対象地域

オ 避難の時期

カ 避難所及び避難経路

キ 避難に当たっての注意事項（出火防止措置・戸締り・非常持ち出し品等携行品・服装及び靴・

集団行動等）

ク 高潮にあたっての避難準備情報

② 伝達方法

ア 避難勧告・避難指示の伝達は、下記の伝達系統図により行う。

イ 避難勧告・避難指示等の伝達は、サイレン又は警鐘による信号音・テレビ及びラジオによる放

送、更には広報車・指揮車・消防車等車両による巡回広報・インターネット等、によって対象地

域住民等対象者に周知・徹底する。

ウ その他状況により、関係部班職員・区役所班職員及び消防職団員は、自主防災組織他、町内会

・自治会の協力も得ながら、加入電話・携帯マイク・訪問・面会等によって戸別に伝達し、周知

・徹底を期する。

○避難指示等の伝達系統図

本部又は企画班 インターネット

テ レ ビ
災 広 報 班 放 送 機 関 ケーブルテレビ 放送

ラ ジ オ 住
コミュニティFM

広 報 班 又 は 市 民 総 務 班 広 報 車 巡回広報
害 民

市 民 部 電 話 連合町内会長
単位町内会長

広 報 車 巡回広報 ・
対 電 話 連合町内会長区本部総務班

単位町内会長
携帯マイク 戸別巡回 企

自主防災組織 戸別巡回
策 消 防 部 予 防 班

広報車・指揮車 巡回広報 業
広報車・指揮車 巡回広報

消 防 署 班
本 携 帯 マ イ ク 戸別巡回 体

航 空 班 ヘリコプター 上空広報
※可能な場合のみ

等
部 教 育 部 電 話 等 各 学 校 校内放送

警 察 署 パ ト カ ー 巡回広報
交 番 巡 回 広 報 又 は 戸 別 巡 回
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（８） 自主避難への対応

気象予報・警報等により気象の悪化が予想され、住民自らが自宅等では危険、あるいは不安を感じ

て避難（以下「自主避難」という。）しようとする場合の避難先については、原則として各自あるい

は自主防災組織等地域において、知人宅や集会所等あらかじめ決めておく必要がある。

自主避難をする場所が確保できない者について、本市に連絡があった場合には避難可能な最小限の

施設を提供する。

ただし、今後は自主防災組織等の結成及び地域独自の避難計画策定を促進し、市民と行政、さらに

地域企業の協働による、自主避難体制及び避難所運営に向けて努力する。

（９） 避難の方法

避難とは、生命及び身体あるいは財産に危険が及ぶ可能性がある場合にとる行動であることから、

日頃の準備や心がけとして、市域に在住・在勤・在学する住民等に対し、被害を最小限に止めるため

次の諸点の周知に徹底する。

① 避難の準備

ア 被害を最小限に止めるための心がけ

(ｱ) 梅雨や台風による大雨の時季となる前に、家屋（屋根や外壁・雨戸やガラス戸）の補修、

雨樋や集水桝などの排水経路の点検や清掃、テレビアンテナの固定などを行っておく。

降雨や強風時に屋根に上ることなど、危険な行為は、決して行わない。

(ｲ) 気象・水象現象による災害の発生は、次第に悪天候になるなど事前の情報や状況が必ずあ

ることから、注意報・警報等、防災気象情報の最新情報の入手に心がける。

(ｳ) 台風の接近や通過により、暴風あるいは強風が予想される場合には、倒木等の防止のため

立木を剪定したり、植木や自転車など転倒や落下により、損傷や破損の可能性のある物は、

あらかじめ片づけておく。

(ｴ) 台風が県内及び隣県を通過すると予想される場合や、勢力が強い場合には、停電に備えた

準備を行う。

また、接近や通過の時間帯が夜間の場合には、食事を早くとるなど生活のリズムを変え、

緊急事態にも容易に対処できるようにしておく。

(ｵ) 大雨による内水・河川の氾濫・高潮などによる洪水が予想される場合、あるいは浸水被害

を被りやすい地形の地域にあっては、浸水害に備えて電化製品を整理したり、貴重品等大事

な物を高いところに上げたり、畳を上げたりするなど減災に努める。

また、自動車等車両も浸水を避け、あらかじめ高台等に退避させておく。

(ｶ) 地震への備えとして、自宅や社屋の耐震性を把握し、その程度に合わせた地震発生時の行

動をあらかじめ想定しておく。また、耐震性を把握していない場合には耐震診断を受け、耐

震性が低いなど、不安な判定を受けた場合には家屋の全部又は一部を補強しておく。倒れた

り崩れたりしやすいブロック塀や石積みは補強又は改築する。

(ｷ) 家具や大型家電製品の壁などへの固定により、転倒や移動の防止をし、また、タンスや棚

の上に重い物・割れ物を置かないようにして落下物の防止をし、さらに家具などのガラス部

分に対しても飛散防止フィルムを張っておく。

(ｸ) 大規模な災害発生に備え、避難所に避難する際に携行する場合、あるいは自宅等において

ライフラインが寸断されたなかで、生活しなければならない場合に備え、あらかじめ飲料水

や食糧など、家族が数日間生活できる量を目安として備蓄を行うとともに、風呂桶の湯は入
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浴後すぐに排水しないなど、万が一の生活用水の確保に心がける。

イ 避難の際の心がけ

(ｱ) 懐中電灯・携帯ラジオ・予備の乾電池・タオル・ティッシュ・救急医薬品・身分証明書や

健康保険証他重要証書の写し等、非常持ち出し用品をリュックサック等に入れて、すぐ持ち

出せる場所に置いておく。

(ｲ) 避難の際の服装は、四季を通じて動きやすい軽装を基本とする。地震のような突発的な場

合でも、決して素足や無帽は避けるようにする。また、水害の場合には夏季といえどもシャ

ツ１枚あるいは短パンとなることは避け、薄くとも保温性のある上着を着用する。非常持ち

出し袋を所持する場合も背負うタイプとし、両手が使える状態で行動する。なお、浸水の中

を避難する場合は長靴ではなく、濡れることを覚悟した上で歩きやすい靴を選ぶ。

(ｳ) 水害・地震・大規模火災など発生した状況別に、避難経路や避難先を事前に考えておき、

平常時の日中あるいは夜間において避難訓練を体験し、目印になる物や所要時間等を確認し

ておく。

(ｴ) 避難の際には単独ではなく、近所や地域の人と行動をともにし、体力のない人を支え合っ

て避難する。

(ｵ) 地震災害において、家屋等への被害の有無にかかわらず身体に負傷のない場合、地域の被

災状況によっては避難よりも救出救助に尽力する。

(ｶ) 地震災害により自宅等から避難する際には、電気及びガス製品が消火・消灯の状態にあっ

ても通電火災の発生を未然に防止するため、電気のブレーカーやガスの元栓を切っておく。

(ｷ) 台風の接近などに際し、行政機関等が避難勧告・避難指示をしていない段階において、あ

らかじめ避難しようとするときは、個人の判断により早期に自主避難をする。

② 避難の誘導

避難の誘導にあたっては、次の諸点に留意して行うものとする。

ア 災害現象の拡大方向を見極め、適切な時期に適切な方向へ避難誘導する。

イ 介助が必要となる負傷者・病人・災害時要援護者等は優先的に避難させるものとする。

ウ 避難は、原則として地域住民が自主的に行うものとし、状況によっては消防職・団員、警察官

と連携をとり、町内会・自治会・自主防災組織ごとに集団誘導を行うものとする。

エ 観光客等の滞在者や、交通機関の乗客等地域の実情に詳しくない者については、消防職・団員

が警察官と連携をとって行う。

オ 避難者の携行品は、簡単な日用品等にとどめるよう指導し、必要により携行品の所持制限を行

う。

カ 避難路を２箇所以上選定し、避難に当たっては、直前に安全性を確認し、危険箇所には標示・

なわ張り等を行うほか、誘導員を配置して誘導の安全を期する。

③ 移送の方法

ア 避難のための移送は、避難者が自力による立ち退きが不可能な場合又は避難者から要請があり、

必要と認めた場合は、車両・舟艇・ヘリコプター等を確保して行うものとする。

イ 自家用車による避難は、道路上での混乱が予想されるため、避難者が多数になるときは、バス

等大量輸送手段により移送を行う。

ウ 災害が広域・大規模になり、市で措置できないときは、県備前地方本部に対して応援要請する

ものとする。
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（10） 学校、社会福祉施設等における避難対策

学校・社会福祉施設等は、次の諸点に準じて避難対策を定め、定期的に避難訓練を行うものとす

る。

① 学校における避難対策

児童・生徒の避難措置について、安全な避難方法を定めておくものとする。

ア 避難実施責任者

イ 避難の順位

ウ 避難誘導責任者及び補助者

エ 避難誘導の要領・措置

オ 避難者の確認方法

カ 児童・生徒の保護者等への引渡方法

② 社会福祉施設等における避難対策

社会福祉施設等における避難方法については、対象者の活動能力等に配慮して、安全な避難方法を

定めておくものとする。

ア 避難実施責任者

イ 避難の時期（事前避難の実施時期等）

ウ 避難誘導責任者及び補助者

エ 避難誘導の要領及び措置（車の活用による搬出等）

オ 避難所の設定及び収容方法

カ 避難者の確認方法

キ 家族等への引渡方法

（11） 避難所の開設及び運営

① 施設管理者への事前連絡

災害発生及びそれに伴う避難は、時間を予想できないことから、気象予報・警報等により。災害発

生のおそれがあると判断した場合には、本部又は防災管理班は、各種避難所となる市有施設を所管す

る各部班に対し、市立小中学校その他教育施設・公民館・コミュニティハウス等の門扉の鍵を保管す

る管理者等への、避難所開設準備の事前連絡を指示するものとする。

ただし、地震災害の場合には各管理者は連絡を受けなくとも、避難所開設への準備を行うものとす

る。

コミュニティハウス
災 ま

各区本部
害 た

対 は

策 防 教 育 部 市立小中学校

災 教育総務班 その他教育施設

（

水 管 生涯学習班 犬島自然の家

防 理 中央公民館 各 公 民 館

班

）

各ふれあいセンター
本 保健福祉部 岡山ふれあ

部 福祉援護班 いセンター

② 避難所の開設

ア あらかじめ指定している施設のうち、災害発生場所あるいは避難対象地域から、最も近い場所

を利用することを原則とするが、災害の発生状況あるいは地域の実情に合わせ、使用の了解の得
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られる民間所有の施設も含め、指定施設以外の施設も利用する。さらに、災害時要援護者等に配

慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等を避難場所として借り上げる等、

多様な避難所の確保に努めるものとする。

イ 本部において避難勧告・避難指示等に伴う避難所の開設を決定した場合には、避難所開設担当

班は直ちに班員を派遣し、避難所において避難者の収容を開始する。

ウ 避難所を開設したときは、本部は広報班等を通じて、その施設名及び所在地等を住民等に周知

するとともに、県及び県警察に速やかに報告する。

エ 避難の状況によっては、鍵の借用及び管理、敷地及び建物内の照明、敷地への車両の進入及び

誘導、また施設の電気・ガス・水道・トイレ等の使用については、活用施設の管理者あるいは所

管班と、備蓄物資及び救助物資の配布に関しては福祉援護班等と、連係を図り避難所の運営にあ

たる。

(例)

市民総務班

教育総務班

市民サービス班

各区本部
福祉援護班

③ 収容対象者

ア 住家が全半壊・全半焼・流失・床上浸水等の被害を受け、日常起居する場所を失った者

イ 災害に遭遇し、避難しなければならない者

交通手段を失った者・遠距離通勤通学者・旅行者・出張滞在者等の帰宅困難者等

ウ 災害によって被害を受けるおそれある者

避難勧告・避難指示の対象者及び緊急避難を必要とする者

④ 収容期間

避難勧告・避難指示による場合は、その解除までとし住居等が被災した被災者については、災害発

生の日から最大限７日以内とする。

ただし、厚生労働大臣の承認を得た場合又は災害救助法の適用のない災害において、市長が必要と

認めた場合は延長することができる。

⑤ 避難所の運営

避難所の開設担当部班から派遣された班員は、管理責任者として、避難者の収容保護・本部等との

連絡にあたるとともに、避難所の生活環境に注意を払い、極力良好なものとするよう努める。

管理責任者の任務は、概ね次のとおりである。

ア 運営については、避難所の開設数が多いと市のみでは困難なことから、町内会・自主防災組織

・地域と協働で行う。

イ 避難者の収容については、町内会・自主防災組織・民間団体・消防吏員・警察官等と緊密な連

携をとり、安全かつ適切に避難者の収容にあたる。

ウ 本部及び担当班長等と相互に緊密な情報連絡を行い、収容者に正しい情報を提供し、流言飛語

の流布防止と不安の解消に努める。

エ 避難者に傷病者がいることを認めたときは、その程度により現地の消防吏員あるいは本部等に
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連絡して、救急連絡を行うなど、速やかに適切な措置をとる。

オ 一時避難等、短時間の避難の場合を除き、避難の時間帯及び経過時間によって給食・炊き出し

・給水・毛布・その他物資の必要を認めた場合には、備蓄及び救援物資の配給等について、担当

班長あるいは本部等と連絡をとって適切迅速な措置をする。

カ 避難所ごとに収容された人員の把握に努め、収容能力からみて支障があると判断したときは、

速やかに適切な措置をとる。

キ 開設した避難所にまで、危険が迫ったと認知された場合には、本部等と連絡を取り合い、再避

難等について移動手段等も含め適切迅速な対応をし、混乱のないよう措置をとる。

（ア） 避難所収容台帳（様式第８号）

（イ） 避難所収容者名簿（様式第９号）

（ウ） 避難所用物品受払簿（様式第１０号）

（エ） 避難所設置及び収容状況（様式第１１号）

ク 学校への避難が行われる場合において、市避難所開設担当班（自主防災組織等）の対応が得ら

れるまでの初期段階等においては、避難場所となる学校の教職員の対応も必要である。

⑥ 避難所への物資の調達

ア 避難所において必要な物資は、その内容及び数量を市民部がとりまとめ、災害対策本部又は救

助本部として調達する。

イ 避難所及び避難生活に必要な物資は、各部が締結する各種協定先からも調達するものとする。

ウ 市において必要物資及び機械等の調達ができないときは、県備前地方本部あるいは日赤県支部

等に応援の要請をする。

エ 避難所における生活環境の確保に努めるものとし、そのため必要に応じ、リース業者等の協力

を得て、各種仮設設備及び賃貸物品を早期に設置する。

（12） 災害救助法が適用されたときの取扱い

県知事の職権に属する事務のうち、収容施設の供与等、市において避難を実施した場合、その内

容については県備前地方本部に報告する。

（13） 避難所設置に係る費用、期間等の措置方法

避難所設置に係る対象範囲・期間及び費用の基準等については、次のとおりとする。

① 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）により

実施する。

② 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

《参照》

○避難施設等（資料編）

○輸送用車両等の保有状況等（資料編）
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第第第第３３３３節 救助節 救助節 救助節 救助

市域内に災害又は事故等が発生し、り災者の避難・救助を実施する必要があると認めるときは、市長は岡

山市救助本部を設置する。

（１） 救助本部の設置基準

救助本部の設置基準は、次のとおりである。

① 岡山市災害救助条例が適用されたとき。

② 火災・爆発・その他の事故が発生し、応急救助を必要とするとき。

（２） 救助本部の廃止基準

① 応急救助が完了したとき。

② 救助本部の組織では、必要な応急救助の実施が困難であると認められ、災害対策本部に組織替え

して、応急救助を実施することとなったとき。

（３） 救助本部の組織（資料編参照）

組織表

◎災害対策本部

秘 書 広 報 部

本 部 長（市 長） 総 務 部

市 民 部

副本部長（副市長） 保 健 福 祉 部

病 院 部

本部員（各関係局区長） 環 境 部

都 市 整 備 部

消 防 部

教 育 部

◎各区本部

区本部長（区 長） 副区本部長（区長代理） 各 班 （課）

各 支 所 班 ※

※区により、各支所班の体制は異なる。

（４） 本部会議等

本部会議・現場指揮本部の設置及び標識等については、災害対策本部の場合に準じて行うものとす

る。
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第第第第４４４４節 食料節 食料節 食料節 食料のののの供給供給供給供給

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により食品を確保することが困難となり、日常の食事に支障を生じ又は支障を生じるおそれのある

場合は、一時的にり災者の食生活を保護するため又は災害応急対策に従事する者に対し、炊き出し、その

他の方法による食品の給与（以下この節において「食品の給与」という。）を行う必要があるため、その

方法等について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 食品の給与は、市民サービス班・財務班・経済総務班及び市場班等、関係各部班が緊密な連携を

とり実施する。

（２） 災害応急対策に従事する者に対する食品の給与は、災害対策本部又は救助本部の指示に基づいて

各部班が実施する。

（３） 災害救助法が適用された場合における食品の給与は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規

則第２３号）第１２条の規定により行い、知事の権限に属する事務の一部を市が行った場合、県備

前地方本部に報告又は連絡するものとする。

（４） 市の機関のみでは食品の給与の実施が困難な場合は、県備前地方本部及び隣接市町村へ食品の給

与の実施又はこれに要する要員及び食品につき応援を要請する。

３３３３ 食品食品食品食品のののの給与給与給与給与のののの対象者対象者対象者対象者

（１） り災者

① 避難所に収容された者

② 住家が被害を受けて炊事ができない者

③ 住家が被害を受けて一時縁故先等に避難する必要がある者

④ 配給機関が被災し、通常の配給を受けられない者

⑤ 旅行者・滞在者等で、旅行・滞在等に関係する機関（旅館・事業所・ＪＲ等）からの救済措置が

得られず、現に食品の給与を必要とする状態にある者

（２） 災害応急対策従事者

災害現地において災害応急対策に従事する者で、食品の給与を行う必要のある者

（この場合は災害救助法による措置としては認められない。）

４４４４ 食品食品食品食品のののの調達調達調達調達

（１） 米 穀

① 米穀は、市内の小売販売業者から買い受けるものとするが、事前に米穀小売商業組合等と協議し、

災害救助用米穀等の優先供給が得られるよう協力関係の確立に努める。

② 米穀小売業者に不足を生じた場合又は緊急を要する場合は、県本部に申請し、政府米又は米穀販

売業者から緊急引渡しを受ける。

③ 交通通信の断絶のため、県の指示を受けることが不能となったときは、農林水産省本省に要請を

行い、政府米の緊急引渡しを受ける。
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県・市 調達［米穀等］ 〔凡例〕米穀等
手 続

卸
売却の指示

売 却 売 却
協議・売却決定通知 売却決定通知

農林水産省本省 県 市
売却の要請 売却の要請

指示 炊き出し給食

政 府 米 り 災 者

売 却

（２） その他の食品

米穀以外の食品（副食品・パン類・麺類・ミルク・調味料等）は、財務班が市場班及び指名業者等

と連携をとり必要な数量を確保する。

（３） 食品以外の物品

食品の給与を実施するうえで、必要な消耗品類（釜・鍋・やかん・食器・箸等）及び熱源設備が被

災した場合の熱料等は、財務班が確保する。

５５５５ 食品食品食品食品のののの給与給与給与給与のののの方法方法方法方法

（１） 食品の給与の方針

① 食品の給与は、現に食し得る状態にある、次に掲げる食品のうちから適当と認めるものを給与す

る。

○米穀による炊き出し ○パン類 ○麺類 ○ミルク ○副食品 ○給食弁当

○インスタント食品

② 災害発生の直後は、炊き出し施設の被害や熱源確保の困難等の事情が予想されるので、調理の不

要なパン類・給食弁当又は簡単な調理で食することのできるインスタント食品により、食品の給与

を行うが、日時の経過とともに栄養に配慮の上、通常の家庭料理に近づけるものとする。

（２） 炊き出し

① 実施場所

ア 小・中学校（避難所）及び給食センター等の給食施設を利用して実施する。

イ 災害の規模によって炊き出し能力が不足するときは、区役所等の市有施設で実施するとともに、

町内会・自主防災組織等の協力を得て行う、自主的炊き出し活動を促進する。

ウ 既存施設が利用できないときは、給水・配水・防火・風通し・日当り等の条件を考慮して、炊

き出し場所を設置する。

② 各種協力団体

炊き出しを実施するに当たっては、町内会・婦人会・赤十字奉仕団・自主防災組織等、各種団体及

びボランティアの協力応援を促進するものとする。

③ 実施責任者

ア 市民サービス班長は、班の職員の中から実施責任者（炊き出しが避難所の給食施設を利用して

実施されるときは、その避難所の管理責任者）等を選任し、炊き出し場所に派遣・駐在させる。

イ 実施責任者の任務は、概ね次のとおりである。
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（ア） 各種協力団体の協力の確保

（イ） り災者に対する適正な食品の給与

（ウ） 一時縁故先に避難する者に対する食品の給与

（エ） 炊き出し関係諸帳簿の整備

（オ） 災害対策本部又は救助本部への報告等

④ 食品衛生及び保健指導

保健所班、必要に応じ栄養に関する助言を行うとともに、炊き出し場所での乳幼児等の栄養指導及

び食品の衛生指導を行う。

６６６６ 食品食品食品食品のののの給与給与給与給与にににに係係係係るるるる費用費用費用費用・・・・期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

岡山市災害救助条例に定める単価等の範囲内で実施する。

（災害救助法が適用された場合における災害救助法施行細則との単価の差額等は市負担とする。）

７７７７ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

市民サービス班長は、次の書類・帳簿等を作成し、保管するとともに必要により福祉援護班長にその写

しを送付する。

① り災者用応急米使用状況表（様式第１４号）

② 救助作業者及び緊急復旧作業従事者用応急米使用状況表（様式第１５号）

③ り災者に対する米穀配給状況表（様式第１６号）

④ 炊出し受給者名簿（様式第１７号）

⑤ 食糧品現品給与簿（様式第１８号）

⑥ 食品給与物品受払簿（様式第１９号）

⑦ 炊出し（食品給与）物品借用書（様式第２０号）

⑧ 炊出し（食品給与）協力者・奉仕団名簿（様式第２１号）

《参照》

○必要物資の備蓄及び調達等（資料編）

○炊き出し施設（資料編）
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第第第第５５５５節 飲料水節 飲料水節 飲料水節 飲料水のののの供給供給供給供給

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により飲料水を得ることができない者に対して、最小限度必要な量の飲料水を供給し、被災者を保

護する必要があるので、その方法について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 飲料水の供給は、水道部が市民部・保健福祉部・消防部等、関係各部班と緊密な連携をとり実施

する。

（２） 災害救助法が適用された場合における飲料水の供給は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県

規則第２３号）第１２条の規定により行い、知事の権限に属する事務の一部を市が行った場合、県

備前地方本部に報告又は連絡するものとする。

（３） 市の機関のみでは飲料水の供給の実施が困難な場合は、県備前地方本部・隣接市町村及び自衛隊

へ飲料水の供給の実施又はこれに要する要員及び給水資機材につき応援を要請する。

３３３３ 給水対象者給水対象者給水対象者給水対象者

災害のため水道施設等に被害を受け、現に飲料に適する水を得ることができない者。

４４４４ 飲料水飲料水飲料水飲料水のののの確保確保確保確保

（１） 水源の確保

① 浄水対策班は、次の水源の水量及び利用方法等について調査し、水源の確保に努める。

ア 上水道

１日最大供給量 所 在 １日最大供給量施 設 名 所 在 地 施 設 名 地

北区三野一丁目2－1 191,000 ‰ 北区御津紙工2605-2 500 ‰三野浄水場 紙工浄水場

北区今在家462-4 47,500 北区御津金川382-3 500旭東浄水場 金川浄水場

北区祇園824－1 20,000 北区建部町川口209 4,100山浦浄水場 川口浄水場

北区牟佐1513 5,000 東区瀬戸町大内1820 17,575牟佐浄水場 大内浄水場

北区御津矢原580 5,800矢原浄水場

イ 吉井川及び旭川

② 給水対策班は、非常災害時の給水を円滑に実施するため、あらかじめ管内の井戸水・受水槽・貯

水槽の水等の水源の所在・水量及び利用方法等について調査し、水源の確保に努める。

（２） 水源の衛生対策

井戸水等の安全性を確保するため、塩素消毒を強化するとともに、塩素濃度の測定を行い、適切に

消毒されていることを監視し給水を行う。

５５５５ 給水用資機材給水用資機材給水用資機材給水用資機材のののの確保確保確保確保

（１） 非常災害時の給水を想定し、給水タンク・ポリタンク・非常用飲料水袋・可搬式ろ過器及び給水

車等の備蓄に努める。

（２） 給水用資機材が不足した場合、水道総務班は速やかに必要量を購入又は他機関から借り受けるも

のとする。
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６６６６ 対策本部対策本部対策本部対策本部のののの設置設置設置設置

（１） 水道事業管理者は、災害により水道施設の破損等のため、飲料水の供給が困難となった場合は、

水道部内に対策本部を設置する。

（２） 対策本部は、災害対策本部と連携を密にし、被災地の状況を迅速かつ的確に把握し、被災者に対

する応急給水及び被災水道施設の応急復旧を実施する。

７７７７ 給水給水給水給水

（１） 給水目標

 １人１日当たりの最小限給水量は、概ね３とする。

（２） 給水順位

給水を行うにあたり、順位を設けて実施する必要がある場合は、緊急性の高い次の施設を優先する。

給食施設（避難所・炊き出し場所）・医療機関・社会福祉施設・学校

（３） 給水方法

① 給水回数及び時間

ア 給水は１日１回以上実施するものとし、必要により早朝・夜間の給水についても配慮するもの

とする。

イ 給水にあたっては、水道部広報車によるほか広報班等、他部班並びに報道機関の協力を得て、

給水時間・給水場所等について的確に住民に周知する。

② 給水方式

ア 拠点給水

避難所に指定されている小・中学校を中心に拠点給水を行う。

イ 搬送給水

(ｱ) 被害を受けてない浄水場又は配水池から取水し、給水車又は市有車両に給水タンク・ポリ

タンク等を積載して、被災地の避難所等給水を必要とする場所に配布する。

(ｲ) 災害の規模によって必要と認めるときは、消防部へ水槽付ポンプ車の派遣を要請する。

(ｳ) 犬島又は陸路による給水が困難な場所への給水は、舟艇を借り上げて実施する。

８８８８ 水道施設水道施設水道施設水道施設のののの応急復旧応急復旧応急復旧応急復旧

被災した水道施設は、水道部職員を動員し、また指定給水装置工事事業者の出動を要請し、速やかに応

急復旧するものとする。

応急復旧の順位は、概ね次のとおりとする。

（１）取水・導水・浄水施設 （２）送水・配水施設 （３）配水管路 （４）給水装置

９９９９ 給水給水給水給水にににに係係係係るるるる費用費用費用費用・・・・期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

（１） 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）により

実施する。

（２） 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

１０１０１０１０ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

水道部長は、次の書類・帳簿等を作成し保管するとともに、飲料水の供給状況を,県備前地方本部に報
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告する。

なお、必要によりその写しを保健福祉総務班に送付する。

（１） 飲料水供給記録簿（様式第２２号）

（２） 給水用機械器具燃料及び浄水用資材受払簿（様式第２３号）

（３） 給水用機械器具修繕簿（様式第２４号）
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第第第第６６６６節 被服節 被服節 被服節 被服・・・・寝具等生活必需品給与又寝具等生活必需品給与又寝具等生活必需品給与又寝具等生活必需品給与又はははは貸与貸与貸与貸与

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害による住家被害等により、日常生活に欠くことができない被服・寝具・その他生活必需品（以下

「生活必需品等」という。）を喪失又は損傷し、直ちに入手することができない状態にある者に対して給

与又は貸与し、一時的に被災者の生活の安定を図る必要があるため、その方法について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 生活必需品等の給与又は貸与は、保健福祉部・財務班及び経済総務班等、関係各区本部・部班が

緊密な連携をとり実施する。

（２） 災害救助法が適用された場合における、生活必需品等の給与又は貸与は、災害救助法施行細則

（昭和３５年岡山県規則第２３号）第１２条の規定により行い、知事の権限に属する事務の一部を

市が行った場合、県備前地方本部に報告又は連絡するものとする。

（３） 市の機関のみで生活必需品等の給与又は貸与の実施が困難な場合は、隣接市町村又は県備前地方

本部へ、生活必需品等の給与若しくは貸与の実施又はこれに要する要員及び生活必需品等の確保に

ついて応援を要請する。

３３３３ 給与又給与又給与又給与又はははは貸与貸与貸与貸与のののの対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび対象品目対象品目対象品目対象品目

対象者は、住家の全壊（焼）・流失・埋没・半壊（焼）又は床上浸水等で生活上必要な家財等が喪失又

は損傷し、日常生活を営むことが困難な者とし、給与又は貸与の対象品目は、災害救助法の基準に準じて

原則として次の８品目とする。

ただし、この８品目の全部を給与又は貸与する必要はなく、被災状況・物質調達状況等を考慮して柔軟

に対応するものとする。

○寝 具 ○外 衣 ○肌 着 ○身の回り品

○炊 事 道 具 ○食 器 ○日 用 品 ○光 熱 材 料

４４４４ 生活必需品等生活必需品等生活必需品等生活必需品等のののの調達調達調達調達

（１） 福祉事務所班は、被害状況・り災人員・世帯別構成員等を十分調査し、「世帯構成員別被害状況

（様式第２６号）」等により配分計画をまとめ、必要な品目及び数量を決定する。

（２） 災害発生時の混乱した際に正確な被害状況・り災人員・世帯別構成員等を把握することが困難で、

緊急に生活必需品等を手配しなければならないときは、岡山市の平均世帯構成人員により算出する。

（３） 生活必需品等の購入計画は、備蓄物資の品目別在庫数量を考慮して速やかに決定し、購入を必要

とする生活必需品等は、財務班が経済総務班と連携をとり、指名業者等から速やかに調達する。

（４） 緊急を要する場合、福祉援護班は日赤県支部に対し、備蓄する生活必需品等の交付について申請

するものとする。

５５５５ 生活必需品等生活必需品等生活必需品等生活必需品等のののの輸送輸送輸送輸送

（１） 通常の方法による輸送が可能な場合は、指名業者等調達先に配分計画による品目・数量及び避難

所・区役所・支所・地域センター等、納入場所を指示して輸送する。

（２） 上記により難い場合又は備蓄物資の輸送は、市有車両によって行うが、市有車両及び要員が不足
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する場合は、岡山県トラック協会岡山支部に要請し、輸送力の確保を図る。

（３） 孤立した集落への輸送は、漁業組合等から舟艇を借り上げ又は岡山市消防ヘリコプターでの輸送

若しくは県・県警察・自衛隊等へ、ヘリコプターの派遣を要請して実施する。

６６６６ 生活必需品等生活必需品等生活必需品等生活必需品等のののの配分配分配分配分

（１） 福祉事務所班及び福祉救護班は、あらかじめ指定した配分場所（避難所・区役所・支所・地域セ

ンター等）において、「救助用物資割当台帳（様式第２９号）」により、り災者に配分する。

（２） 配分にあたっては、住家の被害別・世帯人員・世帯構成員等を確認し、生活必需品等の配分に過

不足がないよう注意する。

（３） 配分場所において給与できなかった世帯等については、職員が個別巡回し又は町内会・自主防災

組織等の協力を得て配分する。

（４） 配分した生活必需品等については、り災者又は受領者から、「物資給与及び受領書（様式第３０

号）」を徴するものとする。

７７７７ 生活必需品等生活必需品等生活必需品等生活必需品等のののの給与給与給与給与にににに係係係係るるるる費用費用費用費用、、、、期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

（１） 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）により

実施する。

（２） 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

８８８８ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

保健福祉部長は、生活必需品等の給与又は貸与に関して、次の書類・帳簿等を作成し、福祉援護班にお

いて保管する。

（１） 世帯構成員別被害状況（様式第２６号）

（２） 物資購入（配分）計画表（様式第２７号）

（３） 救助用物資引継書（様式第２８号）

（４） 救助用物資割当台帳（様式第２９号）

（５） 物資給与及び受領書（様式第３０号）

（６） 救助用物資受払簿（様式第３１号）
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第第第第７７７７節 医療節 医療節 医療節 医療・・・・助産助産助産助産

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害のため住民の医療が困難となった場合は、被災者に対し迅速・的確な応急的医療及び助産（以下、

この節において「医療救護」という。）を実施し、被災者の保護を図る必要があるので、その方法につい

て定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 被災者に対する医療救護は、保健福祉部（保健管理班・保健所班）が、病院部等の関係各部と緊

密な連携をとり実施する。

（２） 医療救護は、岡医連・市医師会・日赤県支部及び県警察等防災関係機関の協力を得て行う。

（３） 市長は、災害救助法が適用されるまでの間、医療救護を実施する。

なお、同法が適用された場合は、県知事の補助機関として実施する。

３３３３ 医療救護班医療救護班医療救護班医療救護班のののの編成編成編成編成

災害現地において、医療救護を実施するため、次の基準により医療救護班を編成し、必要に応じて出動

するものとする。また、必要時にはＤＭＡＴ等他からの援助を受け入れる。

（１） 医療救護班の編成基準

① 市民病院及び岡医連・市医師会の医療救護班は、医師１名、看護師２名（帯同）及び補助者若干

名をもって編成し、班長は医師とする。

班長は、看護師を帯同できない等により必要とするときは、消防救急隊員・保健師等市職員の応

援を求めて、医療救護班を編成する。

② 日赤救護班は、「防災業務計画」に定めるところによる。

１箇班の編成基準：班長（医師）１名・看護師長１名・看護師２名・主事１名・補助員１名

（２） 医療救護班の編成

① 市民病院医療救護班

市民病院の常備すべき医療救護班は２班とする。

② 岡医連・市医師会医療救護班

岡医連・市医師会の医療救護班は２７班とし、各医師会ごとの内訳は次のとおりである。

岡山市医師会 １３班 西大寺医師会 ４班 吉備医師会 ２班

御津医師会 ２班 北児島医師会 ２班 都窪医師会 ２班

赤磐医師会 ２班

③ 日赤救護班

日本赤十字社救護規則（昭和３０年本達甲４号）により、日赤県支部において９班を常備している。

４４４４ 救護所救護所救護所救護所のののの設置設置設置設置

（１） 保健所長は、救護所を災害の規模等を勘案し、「第２節 避難及び避難所の設置」に定める避難

所・避難地又は災害現場に設置する。

（２） 発災地周辺の医療施設の協力が得られるときは、その医療施設に救護所を開設する。
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５５５５ 医療救護医療救護医療救護医療救護のののの実施実施実施実施

（１） 医療救護班の派遣要請

① 市は、災害の状況により医療救護を必要と認めた場合、市民病院医療救護班を派遣するとともに、

岡医連・市医師会に医療救護班の派遣を要請する。

② 災害の規模により、前記① の方法によっては十分な医療救護ができない場合、日赤に救護班の

派遣を要請する。（なお、日赤救護班はその使命により独自に出動する場合がある。）

③ 要請は、保健福祉部長から岡医連理事長及び市医師会長に対して行うのを原則とする。

④ 緊急の場合の要請は、保健福祉部又は消防情報指令課から岡医連の副理事長、市医師会副会長、

災害救急医療委員のいずれかに対して要請するが、この場合要請を行った後、速やかに前記③ の

方法により追認する。

⑤ 医療救護班を要請する場合は、次の系統により通報連絡する。

ア 医療救護班の要請に係る通報連絡系統図

〈勤務時間内の場合〉

災 県警察本部 秘 書 広 報 室（

発

害 災 関 係 課

企 情報指令課
病院局経営総務課 市 民 病 院

現 業 防災管理課
(要請)

体 保健福祉局保健管理課 岡医連（理事長等）

場 等 (要請) 市医師会（会長等）

日 赤

消防署出張所
）

〈勤務時間外の場合〉

災 県警察本部 秘 書 広 報 室（

発

害 災 関 係 課

企 情報指令課
病院局幹部職員 市 民 病 院

現 業
防災管理課 (要請)

体 保健福祉局幹部職員 岡医連（理事長等）

場 等 (要請) 市医師会（会長等）

日 赤

消防署出張所
）



- 132 -

イ 岡医連・市医師会医療救護班要請系統図 （正規ルート 緊急ルート ）

要請(至急ルート順位 1 位：全員ではなく、いずれか1名)

市 災害救急医療委員長

（岡医連・市医師会）

要 要

請 請 市医師会災害救急医療委員長 災害救急医療委員 医療救護班

至急ルート

順位 2位 西大寺医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

岡医連理事長 吉備医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

市医師会長

御津医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

北児島医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

都窪医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

赤磐医師会長(副理事長) 災害救急医療委員 医療救護班

（２） 医療救護班の輸送

① 市民病院の医療救護班は、市民病院の車両で、日赤救護班は日赤の救急車により、救護所に直行

する。

② 岡医連・市医師会医療救護班は、タクシー等の交通機関又は医師会員の所有する車両により、救

護所に直行する。ただし、災害の状況により必要ある場合は、あらかじめ指定した集結場所に集合

し、市が調達した車両等で救護所に行くものとする。

③ 市は、緊急車両による先導及び救護所までの間のトラブルを回避するため、県警察等防災関係機

関と緊密な連携をとる。

（３） 医療救護活動

① 医療救護班の業務は次のとおりとする。

ア 傷病者の選別（後方医療施設への転送順位の決定を含む）

イ 傷病者に対する応急処置

ウ 死亡の確認

エ その他状況に応じた処置

② 市と岡医連・市医師会は緊密な連携により、医療救護活動を実施するが、医療救護班に係る指揮

命令は、保健所長が岡医連理事長及び市医師会会長が連携・協力して行う。また、他地域等からの

DMATを受け入れた際にはDMATコーディネーターとも連携・協力して行う。

③ 医療救護班は、原則として救護所でその業務を実施する。ただし、傷病者の状況により医師・看

護師が災害現場に出向く必要がある場合は、直接現場でその業務の一部を行う。

④ トリアージタッグへの住所・氏名等の記入は市職員が行い、トリアージに関する項目及び裏面の

負傷箇所等は、医療救護班が記入する。現場に市職員がいない場合は、医療救護班により住所・氏

名等を記入する。

※１トリアージ：多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や程度に応じ、適切な搬送・治療
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を行うために傷病者を分類すること。

※２トリアージタッグ：トリアージを効果的に行うために、傷病者につける識別表。

⑤ 傷病者の救出及び誘導は、消防救助隊員等が防災関係機関と連携して行う。

医師の指示により、消防救急隊員・保健師・看護師等は、傷病者の選別及び応急処置を補助する。

⑥ 重症患者等で、医療救護班では必要な医療を実施できないと医師が判断した場合は、救急隊はそ

の旨を消防現場指揮本部に報告し、消防現場指揮本部は消防情報指令課と交信し、後方医療施設に

搬送する。

⑦ 救護所でのトリアージで死亡が判明した者及び救護所内で死亡した傷病者については、遺体収容

所での収容安置のために、速やかに福祉事務所班に引き継ぐ。引き継ぐまでに時間を要する場合は、

保健所班が救護所とは別に、死体安置場所を設け一時的に安置する。

⑧ 医療救護活動における指揮体制及び救護所における傷病者取り扱いの流れは、次のとおりである。

ア 医療救護活動における指揮体制組織図

岡山県地域災害医療本部

<大規模災害の場合で必要とする場合設置する>
合 同 指 揮 本 部

（各機関の代表者で構成）

現 場 指 揮 本 部
（各機関の責任者で構成）

企業団体 市 医療救護担当指揮者 消防現場指揮者 警察現場指揮者

分本災市 ・消集
掌部害地 任防団
に 対域 務指救
）

よの策防 日赤県支 岡医連・ 市民病院 分揮急
る組本災 部班班長 市医師会 班班長 担本計
織部計 班班長 に部画
・ 画 よのに（
事救の る組よ
務助 班員 班員 班員 織る

イ 救護所における傷病者取扱いの流れ

（ 救 護 所 ）

受付選別地区 医療地区 待機地区 救 後
担 重 症 応 搬 急 方
架 選 第１順位の傷病者 隊 搬 医
搬 急 送 送 療

救 送 別 中等症 バ 施
助 者 第２順位の傷病者 処 指 ス 設
・ ・ 等
誘 歩 軽 症 置 示 へ
導 行 表 第３順位の傷病者 の

誘 収
導 示 死 亡 容
者 第４順位の傷病者 現

観 場
察 解

死体安置所 散
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６６６６ 後方医療施設後方医療施設後方医療施設後方医療施設

（１） 市は、病院開設者の承諾を得て、後方医療施設を指定する。

（２） 後方医療施設は、医療救護班から転送されてきた重症患者等を受け入れ、診察・治療する。

（３） 後方医療施設及びその他の医療機関の診察状況の情報収集にあたっては、岡山県災害・救急医療

情報システム等も活用する。

７７７７ 医薬品医薬品医薬品医薬品・・・・医療機材等医療機材等医療機材等医療機材等のののの調達調達調達調達

（１） 医療救護班は、その保有する物の中から、必要とする医薬品・医療機材等を携行使用する。

（２） 携行した医薬品・医療材料が不足した場合、現場指揮本部はあらかじめ指定した業者から、速や

かに調達する。

（３） 市は、救護所において必要な物資を備蓄する。

（４） 輸血用血液が必要な場合は、岡山県赤十字血液センタ－にその供給を依頼するほか、市民に対し

て協力を要請する。

８８８８ 県県県県のののの応援等応援等応援等応援等

市の地域内の機関によっては、十分な医療救護ができないと認めたときは、県地域災害医療本部に医療

救護の実施に必要な要員及び資機材について応援を要請する。

９９９９ 災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法がががが適用適用適用適用されたされたされたされた場合場合場合場合のののの取扱取扱取扱取扱いいいい

災害救助法が適用された場合は、県知事の補助機関として医療救護を実施することになるので、その実

施方法については、県地域災害医療本部に協議して行うとともに、実施結果について報告する。

１０１０１０１０ 医療救護医療救護医療救護医療救護にににに係係係係るるるる費用費用費用費用・・・・期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

医療救護の対象者・範囲・期間及び費用の基準等については、次のとおりとする。

（１） 災害救助法が適用された場合は、岡山県災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）

により実施する。

（２） 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

（３） 集団的に概ね１０人以上の傷病者が生じた災害等が発生した場合は、岡医連及び市医師会と締結

した「災害時の医療救護活動についての協定書」及び「災害時の医療救護活動に係る実施細目」に

より実施する。

１１１１１１１１ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

医療救護の実施に関しては、次の諸帳簿を作成し保管する。

（１） 救護（市民病院）班出動編成表（様式第４４号）

（２） 救護（市民病院）班診療記録（様式第４５号）

（３） 救護（市民病院）班医薬品・衛生材料使用簿（様式第４６号）

（４） 救護（市民病院）班の編成・活動記録（様式第４７号）

（５） 病院・診療所医療実施状況記録（様式第４８号）

（６） 医薬品・衛生材料受払簿（様式第４９号）

（７） 助産台帳（様式第５０号）
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（８） 医療・助産関係支出証拠書類

１２１２１２１２ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 災害医療救護体制の整備

災害発生時における医療救護を、的確かつ円滑に実施するため、市の区域を管轄する、防災関係機

関の実務の責任者同士が緊密な連携を維持し、災害医療救護体制の整備を図るものとする。

《参照》

○災害時の医療救護活動についての協定書（岡医連）（資料編）

○災害時の医療救護活動についての協定書（市医師会）（資料編）

○災害時の医療救護活動に係る実施細目（岡医連）（資料編）

○災害時の医療救護活動に係る実施細目（市医師会）（資料編）

○災害時の医療救護活動についての協定書（日赤県支部）（資料編）

○医療救護班・後方医療施設（資料編）

○医薬品その他衛生機材（資料編）

○救急自動車（資料編）
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第第第第８８８８節 死体節 死体節 死体節 死体のののの捜索捜索捜索捜索・・・・収容収容収容収容・・・・埋葬等埋葬等埋葬等埋葬等

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により行方不明の状態にあり、周囲の状況から判断して死亡していると推定される者について、人

道上及び人心の安定を図るため、捜索・収容及び埋葬等を実施する必要があるので、その方法について定

めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 死体の捜索・収容及び埋葬等は、消防部・保健福祉部等、関係各部班が緊密な連携をとり実施す

る。

（２） 死体の検視・処理

① 県警察又は海上保安部は、県医師会・歯科医師会の協力を得て、収容した死体について検視（見

分）を実施する。

② 市は、警察協力医会・法歯会の協力を得て、身元確認に必要な所見の記録・試料の採取・災害の

原因究明に結びつく所見の記録と証拠保全・死因の特定などを実施する。

（３） 災害救助法が適用された場合における、死体の捜索・収容及び埋葬は、災害救助法施行細則（昭

和３５年岡山県規則第２３号）第１２条の規定により行い、知事の権限に属する事務の一部を市が

行った場合、県備前地方本部に報告又は連絡する。

（４） 市の機関のみでは、死体の捜索・収容及び埋葬の実施が困難な場合は、県備前地方本部・隣接市

町村・日赤県支部・玉野海上保安部及び自衛隊へ、死体の捜索・収容及び埋葬の実施又はこれに要

する要員及び資機材につき応援を要請する。

３３３３ 死体死体死体死体のののの捜索捜索捜索捜索

（１） 捜索の対象

災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状況からすでに死亡していると推定される者（以下

「行方不明者」という。）

（２） 捜索班の編成

① 災害により行方不明者又は死者が多数発生し、死体の捜索・収容が必要であると認められる場合、

捜索班を編成し捜索活動を実施する。

② 捜索班は、消防署班・消防団を主体に、福祉事務所班・地域住民の協力又は人夫の雇用等により

編成する。

③ 捜索班は、行方不明者を捜索し、死体を遺体収容所に搬送すること等を任務とする。

（３） 実施方法

① 捜索班は、必要な要員を動員し、車両・航空機・舟艇・機械器具等を最大限に活用して、行方不

明者を捜索し、人道上又は人心の安定上から、短時間に実効があがるよう努める。

② 捜索を行うための資材が不足する場合、財務班は速やかに確保することとし、市で調達できない

場合は、県備前地方本部に要請する。

③ 捜索班が死体を発見し、死体のある場所へ到着したときは、次のとおり措置する。

ア 死体の取扱いにあたっては、死者に対する礼を失することのないよう注意する。

イ 県警察に連絡して検視（見分）を受ける。
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ウ 検視（見分）・検案は、原則として死体発見現場で実施される。ただし、死体発見現場での実

施が困難な場合には、あらかじめ県警察の承諾を取って遺体収容所へ搬送して行う。

エ 死体発見現場において身元が判明した場合でも、検視（見分）・検案が終了しなければ、引き

渡しは行われない。

オ 犯罪に起因する疑いのある変死体を発見した場合は、直ちに県警察に届け出る。

４４４４ 遺体収容所遺体収容所遺体収容所遺体収容所のののの開設開設開設開設

（１） 多数の死者が生じ、死体の収容及び安置の必要がある場合、福祉事務所班は災害現場付近の寺院

・公共施設等に協力を要請し、当該寺院・公共施設等又は適当な場所に遺体収容所を開設し、関係

職員を派遣し、遺族・親族への引き渡しが終了するまでの間又は埋葬が行われるまでの間一時収容

し安置する。

（２） 収容の対象

災害により死亡した者のうち、次のいずれかに該当する死体

① 身元不明の死体

② 死体引受人（遺族等）のない死体

③ 遺族等が遠隔地に居住している等のため、一時的に収容する必要のある死体（外国人を含む。）。

④ 遺族等も同一災害で被災し又は老齢者・幼年者等であるため、当面自力で引き取ることのできな

い等の理由により、当該遺族等から死体収容の要請のあった死体

⑤ 検視（見分）・検案が終わってない死体

（３） 実施方法

① 捜索班が搬入した死体及び所持品を引継ぎ、名札又は符合により明示する。

② 検視（見分）・検案が終わってない死体は県警察に連絡し、速やかに検視（見分）・検案を受け

る。

③ 契約管理班に連絡して、必要な葬祭用品を調達する。

④ 検視（見分）・検案の終了した死体は、次のとおり措置する。

ア 死体識別のための処分として、保健所班及び医療救護班は、洗浄・消毒等の処理を行う。ただ

し、埋葬実施の前段階となることを原則とする。

イ 遺族が死体の処理を行う場合は、死体の処理に必要な薬品・消毒材等の資材を現物給付する。

ウ 福祉事務所班は、納棺して安置する。

エ 身元の判明した死体は、遺族・親族に引き渡す。

オ 身元不明者については、戸籍簿・行旅病人及び行旅死亡人取扱法・災害救助法により措置する

が、死体及び所持品を写真撮影し、死体の性別・身長・着衣・所持品・その他の特徴等を記録し

て、遺留品を保存する。

カ 身元不明者については、県警察に依頼して、指紋等による身元照会を行うとともに、地域の町

内会・学校・事業所等に協力を要請して身元確認に努める。

５５５５ 埋 葬埋 葬埋 葬埋 葬

（１） 埋葬の対象

① 死因及び場所のいかんを問わず、災害時の混乱に際し死亡した者

② 災害発生の日以前に死亡した者であって、災害時の混乱のため葬祭の終っていない者
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③ 災害のため、遺族が避難を要するため又は老齢者・幼年者等であるため若しくは、葬祭用品が入

手できないため等の理由により、埋葬を行うことが困難な者

（２） 実施方法

① 埋葬は、災害による一時的混乱期に行う、応急的な仮葬であることに留意するとともに、その実

施にあたっては、可能な限り遺族の意志を尊重して行う。

② 埋葬は、棺・骨つぼ等の必要な葬祭用品の支給及び火葬・輸送費等の役務の提供等の現物給付を

もって行う。

③ 被災地域以外に漂着した死体等のうち、身元不明者の埋葬は行旅死亡人として取り扱う。

④ 遺族が、埋葬を行う場合は原則として対象としない。

６６６６ 死体死体死体死体のののの捜索捜索捜索捜索・・・・処理処理処理処理・・・・埋葬等埋葬等埋葬等埋葬等にににに係係係係るるるる費用費用費用費用・・・・期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

（１） 災害救助法が適用された場合は、岡山県災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）

により実施する。

（２） 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

７７７７ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

関係各班は、次の書類・帳簿等を作成し保管する。

（１） 死体捜索状況記録簿（様式第５１号）

（２） 死体捜索用機械器具燃料受払簿（様式第５２号）

（３） 死体捜索用機械器具修繕簿（様式第５３号）

（４） 死体処理台帳（様式第５４号）

（５） 埋 葬 台 帳（様式第５５号）

《参照》

○墓地等（資料編）
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第第第第９９９９節 防疫節 防疫節 防疫節 防疫・・・・保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

被災地においては、健康被害による臨時的健康対策が必要となる。また、生活環境の悪化や避難所での

集団生活により、感染症等が発生しやすくなるので、これを防止するための予防措置について定めるもの

とする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 保健活動及び予防措置は、保健福祉部が実施する。

（２） 保健活動及び予防措置の効果的な実施を図るため、保健福祉部は、県備前地方本部・岡医連・市

医師会・日赤県支部等へ、その実施について協力を要請する。

（３） 予防措置を実施するため、必要に応じて岡山県ペストコントロール協会に協力を要請する。

３３３３ 予防措置活動組織予防措置活動組織予防措置活動組織予防措置活動組織

（１） 保健活動班の編成

必要と認めるときは、岡医連・市医師会又は日赤県支部に要請して、医療救護班又は救護班を保健

（「第７節医療・助産」を参照。）活動班とする。

保健活動を実施するため、次により保健活動班を編成する。

保健技術者２～３名・連絡記録者１名

（２） 予防措置班の編成

予防措置を実施するため、次により防疫班を編成する。

衛生技術者１名、作業員２～３名、連絡記録者１名

４４４４ 保健活動保健活動保健活動保健活動のののの実施実施実施実施

（１） 保健指導等の実施

健康上での被災状況を踏まえて、被災地及び避難所に保健師・栄養士・歯科衛生士等を派遣し、保

健指導及び衛生指導を実施する。合わせて必要な指導を行う。

（２） 健康診断及び感染症予防指導の実施

保健所班・生活衛生班は、避難所・冠水地域・その他被災地域における感染症の発生状況を調査

（疫学調査）し、必要により健康診断を実施する。

（３） こころのケア

被災や避難所生活の長期化に伴い、精神的に不安定な状態に陥りがちな被災者に対して、訪問や保

健所での精神保健相談等により、こころのケアを実施する。

（４） 臨時予防接種の実施

保健所班は、感染症の発生を予防するため、予防接種が必要となった場合は、ワクチン等を確保し、

対象地域及び期間を定めて臨時の予防接種を実施する。

（５） 感染症患者発生時の措置

感染症が探知された場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、速

やかに保健指導・消毒・収容など必要な措置を行う。
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５５５５ 消毒活動消毒活動消毒活動消毒活動のののの実施実施実施実施

（１） 浸水家屋等の消毒

① 被災地における感染症の発生を予防し、生活環境の悪化の防止を図るため、地区別実施計画によ

り浸水家屋及び避難所等内外の消毒を実施する。

② 炊事場・給食施設・便所等は、クレゾール石鹸液・逆性石鹸等を使用し、床下等は石灰を散布し

て消毒する。

（２） 被災地が広い等、市民の協力を得る必要と認める場合は、被災世帯に対して、消毒薬剤を配布し

消毒方法を指導して消毒方法を指導する。

（３） ごみ・汚物集積所・溝渠の消毒

ごみ・汚物集積所・溝渠及びその周辺の外部環境は、クロール石灰水等の消毒薬を散布する。

なお、ごみ・汚物等については、「第１０節清掃」により、早期収集・処理に努めるものとする。

（４） そ族・昆虫等の駆除

そ族・昆虫等の発生状況又は発生するおそれのある場所を調査し、期間を定めて駆除する。

なお、災害の状況により必要と認める場合は、駆除専門業者へ委託して実施する。

６６６６ 食品衛生食品衛生食品衛生食品衛生のののの監視監視監視監視

保健所班は、食料品に起因する、感染症等疾病の発生の予防を図るため、次の食品衛生監視活動を実施

する。

（１） 救護食品の監視及び試験検査

り災者に給与する米穀・副食品・給食弁当等について、鮮度等を監視するとともに、必要により試

験検査を実施する。

（２） 飲料水の衛生対策

飲料水の安全性を確認するため、適切に消毒されていることを確認し、給水を行う関係機関の協力

を得て必要な措置を実施する。（「第５節飲料水の供給」を参照。）

（３） 冠水した食品関係業者の監視指導

冠水した食品関係業者に対して、消毒・洗浄の実施・冠水食品の廃棄・営業の再開等について、必

要により監視指導を実施する。

７７７７ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

保健福祉部長は、防疫及び保健衛生の実施に関して、次の書類を作成し保管する。

（１） 被害状況報告書（様式第３８号）

（２） 感染症予防活動状況報告書（様式第３９号）

（３） 災害防疫経費所要額調（様式第４０号）

《参照》

○清掃防疫施設・設備等（資料編）
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第第第第１０１０１０１０節 清掃節 清掃節 清掃節 清掃

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により被災地から排出された、ごみ及びし尿等を、速やかに収集・処理して、環境衛生の保全を図

るため、その方法について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 被災地の清掃業務は、環境局が実施する。

（２） 市の機関のみでは清掃の実施が困難な場合、県備前地方本部及び隣接市町村へ清掃の実施、又は

これに要する要員及び資機材につき応援を要請する。

３３３３ ごみごみごみごみ処理処理処理処理

（１） 収集順位

災害発生時のごみには、浸水等による流出流動ごみや建物の損壊・焼損等によって発生するごみと、

日常生活を営むことによって発生するごみとがある。これらのごみの収集にあたっては、被災地の状

況あるいは、被災世帯における屋内清掃状況等を勘案して実施するが、保健衛生上の点から次の順位

により優先して実施するものとする。

① 感染症発生のおそれのある地域のごみ

② 腐敗性の高いごみ

③ 災害応急対策活動又は生活に重大な支障を及ぼすごみ

④ 浸水地域のごみや避難所等重要性の高い施設のごみ

（２） 収集方法

① 環境事業班及び清掃業者を動員して、被災地域の状況に応じた作業を実施し、早期収集に努める。

② 必要により、被害を受けなかった地域又は世帯の収集を中止し被災地に人員及び車両等を重点的

に配備する。

③ 災害の状況により、大量にごみが排出された場合は、休日・早朝・深夜に臨時収集体制を設置し

実施するとともに、焼却場・埋立地等への住民による自主搬入を促進する。

（３） 処理方法

収集したごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の基準により、焼却又は埋立てに

よって処理する。

① 燃 焼 物…焼却場又は埋立地において処理する。

② 不燃焼物…埋立地において処理する。

（４） 車両・資機材等の確保

災害の状況により大量にごみが排出され、車両・資機材が不足し又は収集車による収集・運搬が効

果的でない場合は、民間車両及び資機材の借上げ又は委託によって処理するものとする。

４４４４ しししし尿処理尿処理尿処理尿処理

（１） 収集順位

し尿の収集は、次の順位により優先して実施する。

① 感染症発生のおそれのある地域
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② 浸水地域のし尿

③ 避難所等重要性の高い施設

（２） 収集方法

環境事業班は、ごみ収集に準じて実施する。

（３） 仮設便所の設置

し尿収集の遅延等により、被災地域の住民が便所を使用できない場合は、仮設便所等の設置につい

て配慮するものとする。

（４） 処理方法

収集したし尿は、し尿処理施設で処理する。

（５） 車両・資機材等の確保

ごみ収集に準じて確保する。

５５５５ 死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜のののの処理方法処理方法処理方法処理方法

保健所班は、原則として化製場又は死亡獣畜取扱場において処理するよう指導する。

なお、化製場又は死亡獣畜取扱場において処理することが困難な場合は、保健所班の指示を受けて処理

する。

《参照》

○清掃防疫施設・設備等（資料編）
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第第第第１１１１１１１１節 住宅節 住宅節 住宅節 住宅のののの仮設仮設仮設仮設・・・・応急修理応急修理応急修理応急修理

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により住家が滅失又は破損し、居住することができなくなった世帯に対し、住宅を貸与しあるいは

応急修理等を実施して、り災者の居住の安定を図る必要があるため、その方法について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 応急仮設住宅の設置及び被災住宅の応急修理は、住宅班・営繕班が関係各部班と連携をとり、実

施する。

（２） 災害救助法が適用された場合に、応急仮設住宅の設置及び被災住宅の応急修理は、災害救助法施

行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）第１２条の規程により行い、知事の権限に属する事務の

一部を市が行った場合、県備前地方本部に報告又は連絡するものとする。

また、住宅班・営繕班は、補助機関として県本部の実施する救助業務に協力する。

（３） 市の機関のみでは、応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理が困難な場合は、隣接市町村又は県

本部へ、応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理の実施又はこれに要する要員及び資機材について

応援を要請する。

３３３３ 応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅のののの設置設置設置設置

（１） 応急仮設住宅の貸与対象者

住家が全焼・全壊又は流失し、居住する住家が滅失した被災者のうち、自らの資力で住宅を確保す

ることができない者。

① 生活保護法の被保護者並びに要保護者

② 特定の資産のない失業者・寡婦・母子家庭・老人・病弱者・身体障害者・勤労者・小企業者等

（住民登録の有無は問わない。）

（２） 入居者の選考方法

入居者の選考に当たっては、り災者の資産・資力及び災害発生前の生活状況等を十分調査して決定

する。

（３） 設置戸数

被災の程度その他の要件から必要な戸数とし、県に調整を要請する。

（４） 設置場所の選定

① 原則として市有地とする。なお、これにより難いときは、国有地・県有地を借り受け又は私有地

を買収若しくは借り受けるものとする。

② り災者が、相当期間（最大２年）居住することを考慮して、飲料水・ライフライン・保健衛生・

通学区等の住環境を考慮するとともに、後日、問題が起こらないよう付近住民と十分協議を行い選

定する。

（５） 施工方法

① 速やかに建築基準法に基づいて設計図書を作成する。

② 設計図書により、直ちに着工・早期完工の可能な指名業者に請け負わせて建築する。

（６）管理及び処分

① 県に協力して、り災者に対して一時的に居住する場所を与えるものであるので、使用目的に反し
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ないよう適切に管理する。

② 入居者に対しては、一般住宅・市営住宅等への転居及び社会福祉施設への収容を勧める。

③ 使用目的が達成されたときは、換価処分又は解体撤去する。

（２年以内に処分するときは、厚生労働大臣の承認が必要）

（７） 公営住宅等の斡旋

市及び県は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空家等の把握に努め、災

害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備する。

４４４４ 被災住宅被災住宅被災住宅被災住宅のののの応急修理応急修理応急修理応急修理

（１） 応急修理の対象者

住家が半焼・半壊し・自らの資力で居室・炊事場・便所等、日常生活に欠くことのできない部分の

応急修理ができない者。

① 生活保護法の被保護者並びに要保護者

② 特定の資産のない失業者・寡婦・母子家庭・老人・病弱者・身体障害者・勤労者・小企業者等

（住民登録の有無は問わない。）

（２） 応急修理を受ける者の選定方法

応急仮設住宅の設置の場合に準ずる

（３） 対象戸数

必要な戸数とする

（４） 修理方法

災害発生日から１０日以内に着工、１ヶ月以内に完工、の可能な指名業者に修理箇所・修理概要を

指示して施工する。

５５５５ 応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅のののの設置及設置及設置及設置及びびびび被災住宅被災住宅被災住宅被災住宅のののの応急修理応急修理応急修理応急修理にににに係係係係るるるる費用費用費用費用、、、、期間等期間等期間等期間等のののの措置方法措置方法措置方法措置方法

（１） 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）により

実施する。

（２） 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

６６６６ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

住宅班・営繕班は、次の書類・帳簿等を作成し保管する。必要により、その原本又は写しを県本部又は

福祉援護班に送付する。

（１） 応急仮設住宅設置に関する記録

① 応急仮設住宅入居該当世帯調（様式第３２号）

② 応急仮設住宅入居者台帳（様式第３３号）

③ 住宅設置に関する各契約書その他関係書類

（２） 住宅応急修理に関する記録

① 住宅応急修理該当世帯調（様式第３４号）

② 住宅応急修理記録簿（様式第３５号）

③ 住宅修理請負契約書その他関係書類
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第第第第１２１２１２１２節 障害物節 障害物節 障害物節 障害物のののの除去除去除去除去

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害により各種の障害物が排出され、住民の生活に著しい支障及び危険を及ぼす場合に、障害物を除去

し、住民の生活の安定と物資・要員等の輸送の確保を図る必要があるため、その方法について定めるもの

とする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 障害物の除去は、消防署班・経済部各班・土木班・区本部各班等、関係各部班が緊密な連携をと

り実施する。

（２） 災害救助法が適用された場合、住居に係る障害物の除去は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡

山県規則第２３号）第１２条の規定により行い、知事の権限に属する事務の一部を市が行った場合、

県備前地方本部に報告又は連絡するものとする。

（３） 国及び県が管理する道路又は河川に障害物がある場合は、岡山国道事務所・岡山河川事務所及び

県備前地方本部に対して、その障害物の除去について要請する。

（４） 電柱・架線・看板等が倒壊又は落下して障害物となった場合は、原則として、その施設の管理者

等において除去するが、災害応急対策上必要と認めるときは、市又は国・県及び応援機関で実施す

る。

（５） 市及び要請機関のみでは、障害物の除去の実施が困難な場合、県備前地方本部・隣接市町村及び

自衛隊へ、障害物の除去の実施又はこれに要する要員及び資機材につき応援を要請する。

３３３３ 住宅関係障害物住宅関係障害物住宅関係障害物住宅関係障害物のののの除去除去除去除去

住家に運び込まれた岩石・土砂・竹木等の障害物の除去については、災害救助法又は岡山市災害救助条

例に基づき実施する。

（１） 障害物除去の対象

居室・炊事場・便所等、日常生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運び込まれてい

るため、一時的に居住できない状態にある住家であって、自らの資力で障害物が除去できないもの。

（２） 対象住家の選定

被災住家の中から、上記（１）の条件を満たす住家を速やかに調査し、対象住家を選定する。

（３） 実 施

① 市有の車両・機械器具を活用するが、特殊機械器具等を必要とする場合は、関係機関の応援を求

めて実施する。

② 必要と認めるときは、関係機関との協定等に基づき実施する。

③ 実施に当たっては、急を要するものを優先し、必要最小限度の日常生活を営み得る状態とする。

（４） 住宅関係障害物除去に係る費用・期間等の措置方法

① 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）により

実施する。

② 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。
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４４４４ 道路関係障害物道路関係障害物道路関係障害物道路関係障害物のののの除去除去除去除去

道路上の障害物は、住民の避難行動や防災関係機関の輸送活動等をはじめ、災害応急対策活動全般に大

きな影響を与えることになるので迅速に除去する。

（１） 調 査

風水害等により大量の障害物の排出が予想される場合、関係各部班は、市内を巡回調査し、道路上

の障害物の発見に努める。

（２） 実 施

① 市有の車両・機械器具を活用するが、特殊機械器具等を必要とする場合は、関係機関の応援を求

めて実施する。

② 必要と認めるときは、関係機関との協定等に基づき、請負により実施する。

（３） 障害物除去の優先道路順位

災害の規模等によって、障害物を除去する能力が不足する場合は、次の順位を基準として実施する。

① 避難路

② 災害の拡大防止上の重要道路・防火遮断道路等

③ 緊急輸送を行う上での重要道路・一般国道・主要地方道等

④ その他応急対策活動を実施する上で重要な道路

５５５５ 河川関係障害物河川関係障害物河川関係障害物河川関係障害物のののの除去除去除去除去

風水害により、排出した流木等の障害物が、流水に障害をもたらし、橋脚などの構築物を破壊すること

が予想されるので、区本部土木班及び各支所班は市管理河川について、速やかに障害物の除去を実施する。

なお、国・県管理に係る河川については、各河川管理者に障害物の除去を要請する。

６６６６ 障害物障害物障害物障害物のののの集積場所集積場所集積場所集積場所

除去した障害物は、原則として公園・運動場等、市有地に一時的に集積し、災害応急対策終了後、埋立

地等へ運び処理するものとする。

７７７７ 帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

関係各班は、次の書類・帳簿等を作成し保管する。

（１） 救助日報（様式第３５号）

（２） 障害物除去該当世帯調（様式第３６号）

（３） 障害物除去の状況記録簿（様式第３７号）

（４） 障害物除去に関するその他関係書類
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第第第第１３１３１３１３節 文教災害対策節 文教災害対策節 文教災害対策節 文教災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

教育施設の被災又は児童・生徒及び幼児（以下「児童生徒等」という。）の、り災により、通常の教育

を行うことができない場合等、迅速かつ適切な措置をとるため、必要な計画を定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 小中学校・高等学校及び幼稚園（以下「学校等」という。）の応急教育及び教育施設の応急復旧

等は教育部が実施する。

（２） 市の機関のみで、応急教育及び教育施設の応急復旧等の実施が困難な場合は、隣接市町村又は県

本部へ応急教育及び教育施設の応急復旧等の実施又はこれに要する要員及び資機材について応援を

要請する。

３３３３ 学校等学校等学校等学校等のののの管理管理管理管理・・・・運営運営運営運営

（１） 学校長及び幼稚園長（以下「校長等」という。）は、学校等の措置について、迅速かつ適切な対

応を図るため、教職員等の任務分担及び相互の連携等について組織の整備を図る。

（２） 校長等は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、気象予報・警報等、災害情報に注意

し、必要に応じ、応急教育態勢の措置をとるものとする。

（３） 災害が発生した場合、校長等は災害の規模・児童生徒等、教職員及び施設設備の状況を速やかに

調査把握し、遅滞なく教育部長に報告する。

（４） 教育部長は、県本部等関係機関と連携をとり、応急教育の実施等について校長等を指導し、学校

教育活動が中断されることのないよう努める。

（５） 校長等は、学校等が避難所の開設等、災害応急対策施設として使用される場合は協力し、教職員

の配置等必要な措置をとる。

４４４４ 児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの安全措置安全措置安全措置安全措置

（１） 休校措置

① 在校時の発災の場合

ア 災害が発生し又は発生するおそれがあるときは学校班と協議し、必要に応じ、休校措置をとる。

イ 児童生徒等を帰宅させる場合は、注意事項について周知徹底させるとともに、低学年児童に対

しては、教職員が地区別に付き添うなどの安全措置をとる。

ウ 保護者に対して休校措置を連絡する。

② 在校時外の発災の場合

在校時外に休校措置を決定した場合は、報道機関に要請し、テレビ・ラジオによる広報を行うとと

もに、電話等確実な方法で児童生徒等に連絡する。

（２） 避難措置

校長等は、登下校時に災害が発生した場合を想定して、避難予定場所及び避難路をあらかじめ選定

し、児童生徒等に周知徹底しておく。
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５５５５ 応急教育応急教育応急教育応急教育のののの実施実施実施実施

（１） 学校等施設の確保

① 学校等施設が使用可能な場合

ア 火災による被災建物は、施設班が構造上の安全を確認したものについては、所要の修理を行い、

一時的に使用することとする。

イ 火災以外の被災建物で、大破以下の被災建物は、応急修理のうえ使用することとするが、この

場合、施設班は被災建築物の応急危険度判定等により、構造上の安全を確認するものとする。

② 学校（園）施設が使用不可能な場合

ア 被災校（園）舎が応急修理のため、一時的に使用不能の場合又は一週間以上にわたり授業がで

きない見込みの場合は、無災害又は被災僅少の地域の学校（園）施設・公民館等の公共施設・そ

の他民有施設を借り上げて、臨時校（園）舎を開設する。

イ この場合、校長等は児童生徒等の安全と教育的配慮を行ったうえで、臨時校（園）舎の予定場

所を事前に調査し、応急使用・応急整備の可否等について施設の設置者と交渉し、教育部長に報

告する。

ウ 被災地域が広範囲にわたり、児童生徒等の通学可能地域内に臨時校（園）舎が借用できないと

きは、県本部に対して、通学区域外に臨時校（園）舎及び教員・児童生徒の寄宿舎等を確保する

よう要請する。

エ 教育設備の破損・滅失については、早急に修理・補充する必要があるが、修理・補充の不可能

な場合には無災害又は被害僅少の学校設備を一時的に借用し使用することとする。

（２） 教職員の確保

学校班は、教職員の多数が被災し、応急教育の実施に支障がある場合には、県本部に教員の配置に

ついて要請するものとする。

（３） 応急教育の実施

校長等は、施設等の確保状況に応じ、次の方法等を考慮して応急教育を実施する。

① 自宅学習

学校等施設の被災直後の混乱期で、必要と認める場合は、期間を限って自宅学習とする。

② 学級合併授業又は二部授業

校舎の一部が使用不能な場合は、使用可能な教室・屋内体操場等を利用して、学級合併授業又は

二部授業等の方法により実施する。

③ 疎開

通学可能な地域内に臨時校舎を借用できない場合は、通学区域外に臨時校舎及び教員・児童生徒

の寄宿舎等を確保する。

６６６６ 奨学奨学奨学奨学にににに関関関関するするするする措置措置措置措置

（１） 学用品の給与

① 給与品目

教科書及び教材・文房具・通学用品

② 給与対象者

住家の全焼・全壊・流失・半焼・半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の児童又は生徒で、教科

書・学用品を滅失又はき損した者
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③ 学用品の給与に係る費用、期間等の措置方法

ア 災害救助法が適用された場合は、災害救助法施行細則（昭和３５年岡山県規則第２３号）によ

り実施する。

イ 岡山市災害救助条例が適用された場合は、同条例により実施する。

④ 帳簿の整備及び報告

教育部長は、次の書類・帳簿等を作成し、保管するとともに必要により、その写しを福祉援護班に

送付する。

ア 被災児童・生徒名簿（様式第５６号）

イ 被災教科書報告書 （様式第５７号）

ウ 学用品引継書 （様式第５８号）

エ 学用品割当台帳 （様式第５９号）

オ 学用品給与券 （様式第６０号）

カ 学用品受払簿 （様式第６１号）

（２） 授業料の減免等

① 災害のため幼稚園授業料及び高等学校授業料の納付が困難となった者に対しては、岡山市立幼稚

園授業料条例（昭和３５年市条例第１４号）及び岡山市立高等学校授業料及び入学考査料徴収条例

（昭和３２年市条例第１１号）により減免措置をとる。

② 校長等は、高等学校在学者で被災のため経済的に就学が困難となり、育英資金の貸与を希望する

生徒に対して所要の措置をとる。

７７７７ 学校給食学校給食学校給食学校給食にににに関関関関するするするする措置措置措置措置

学校給食は、可能な限り継続実施する。ただし、次の事情が発生した場合は一時中止するが、この場合、

再開にあたっては衛生管理に十分注意するものとする。

（１） 学校給食施設が災害救助のため使用された場合

（２） 給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するまでの期間

（３） 感染症が発生し又は発生の危険がある場合

（４） 給食物資の調達が困難となった場合

（５） その他給食の実施が外的事情により不可能な場合又は給食の実施が適当でないと認められる場合

８８８８ 学校等学校等学校等学校等のののの衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理

（１） 校舎内外の清掃等

災害の状況によって必要と認める場合は、教職員を動員し又は保健福祉部に要請して校舎内外の清

掃及び消毒を実施する。

（２） り災教職員及び児童生徒等の健康管理

被災学校等の教職員・児童生徒等に対し、学校医の意見を聞いて健康診断を実施し、必要と認める

場合は、感染症予防接種を実施する。（「第９節防疫・保健衛生」を参照。）

９９９９ 社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設のののの保護保護保護保護

滅失の場合を除き、補強修理を行い被災を最小限度に止めるものとする。また、被災社会教育施設を緊

急避難所として一時的に使用する場合又は利用者に開放する場合には、学校等施設の応急修理に準じて修



- 150 -

理を行い、施設班による構造上の安全確認の上、使用するものとする。

１０１０１０１０ 文化財文化財文化財文化財

（１） 発災予測

風水害等、事前に発災予測が可能な場合については、応急措置の実施・文化財等の所有者又は管理

団体等に対し、必要な指導・助言するものとする。

① 防災気象情報及び災害情報の収集に努める。

② 災害が発生するおそれがある場合、文化財等の緊急点検及び巡視を実施するとともに、必要に応

じ、被災防止措置を講じるよう助言・指導する。

③ 災害が発生するおそれがある場合、必要に応じ、文化財等の損失・損傷を防護し、安全な箇所へ

の移動等、適切な管理を行うよう助言・指導する。

（２） 被害状況の把握

① 文化財等の所有者又は管理団体等に対し、被害の状況等必要な事項の報告を求める。

② 必要に応じて、職員を現地に派遣して、状況の迅速かつ的確な把握に努める。

③ 市内の文化財等の被災状況を取りまとめ、県教育委員会に報告する

（３） 避難

文化財建造物・記念物等で強い地震等にあった場合、余震などによる文化財建造物の倒壊・記念物

斜面地の崩落等が発生する場合があるため、速やかにその外に避難する。

（４） 応急措置

① 文化財等が被害を受け、これにより被災者が生じた場合には、その救助を優先して行うこと。

② 文化財等の所有者又は管理団体等は、文化財等とその部材の保護に努める。

③ 被災した文化財等については、必要な応急措置を迅速に講ずるとともに、その所有者又は管理団

体等に対し指導及び助言する。

④ 文化財を収蔵又は展示している社寺、その他の施設及び個人が所蔵する文化財等の廃棄・散逸等

を防止するため、所有者等の要請に応じた応急措置又は一時保管。

⑤ 文化財等に延焼、二次災害の発生等のおそれがある場合は、消火活動・危険部分の撤去・立ち入

り制限等の危険防止措置に努め、延焼により焼失が確実と思われる場合、二次災害等により周囲に

甚大な影響を与えることが予想される場合には、解体あるいは撤去も含めた適切な対応をとる。
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第第第第６６６６章 社会秩序章 社会秩序章 社会秩序章 社会秩序のののの維持維持維持維持

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害発生時には、陸上又は海上の災害現場の混乱、人心の動揺等により不測の事案の発生が予想される

ので、災害現場及び避難地域を中心とした犯罪の予防、警戒及び社会秩序の維持が重要である。

市は、県警察及び海上保安部の実施する防犯活動及び県が実施する物価の安定活動に対し、積極的に協

力する。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

（１） 陸上における防犯

県警察

（２） 海上における防犯

玉野海上保安部

（３） 物価の安定

県（県民生活部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 陸上における防犯

県警察は、市をはじめ関係機関と連携を密にして、次の措置を講じる。

ア 避難地・警戒区域及び重要施設等の警戒

イ 民間防犯活動に対する指導

ウ 不法事犯等の予防及び取締り

エ その他治安維持に必要な措置

（２） 海上における防犯

玉野海上保安部は、災害海域を巡視警戒し、各種事犯の実態把握に努め、関係法令違反の取締りを

実施する。

（３） 物価の安定

県は、生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、買い占め・売り惜しみが生じないよう、監視

するとともに、必要に応じ指導等を行う。
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第第第第７７７７章 道路交通規制章 道路交通規制章 道路交通規制章 道路交通規制

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害時において、災害応急対策要員・救助物資及び防災資機材等の輸送を迅速に行うことが必要であり、

道路交通の円滑を期するための応急措置及び交通規制について定めるものとする。

２２２２ 道路被害情報道路被害情報道路被害情報道路被害情報のののの収集伝達収集伝達収集伝達収集伝達

（１） 区本部土木班は、道路被害発生のおそれのある場合、道路パトロールを実施し、道路被害の発見

に努める。

（２） 災害応急対策に従事する職員及び住民は、道路被害を発見した場合、直ちに当該道路管理者に通

報するものとする。

（３） 電気・ガス・上下水道・電話等の道路占用者は、自己所管の施設の被害を発見した場合、直ちに

当該道路管理者に通報するとともに、相互に連絡する。

（４） 道路管理者及び所轄警察署は、収集した情報を相互に通報するものとする。

３３３３ 応急復旧工事応急復旧工事応急復旧工事応急復旧工事

（１） 応急復旧工事の施行に当たっては、避難路・防災上重要な道路・防火遮断道路を優先し、対面通

行の確保を図るものとする。

（２） がけ崩れ・路面沈下・亀裂・地割れは、それぞれ崩土処理・盛土・土砂砕石の充填・仮舗装等に

より応急復旧を行う。

（３） 法面の崩壊は、土のう羽口工・杭打積土のう工等の水防工法により応急復旧を行う。

（４） 倒壊した電柱・街路樹等は、速やかに除去し、公園・運動場等、市有地に一時集積する。

（５） 落橋した場合で、他に迂回道路のない主要道路の場合は、自衛隊に対し、代替橋（ベリー橋）の

設置を要請する。

４４４４ 交通規制交通規制交通規制交通規制

（１） 県公安委員会、県警察による交通規制

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急の必要があると認めるときは、道路

の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の、道路における通行を禁止し又は制限する。

（２） 道路管理者による交通規制

災害時において、道路施設の破損等により、被災道路の補修及び応急復旧等の措置を行う場合、県

警察と協議して、区間を定めて、道路の通行を禁止し又は制限する。

（３） 交通規制の標示

道路の通行を禁止又は制限するときは、法の定めに基づき、禁止又は制限の対象・区域等及び期間

を記載した標示を設置する。

（４） 自衛官・消防吏員による、通行に支障のある物件等の排除・命令等

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、通行禁止区域等において警察官がその場に

いない場合で、自衛隊・消防機関の緊急車輌の通行を確保する場合に限り、緊急車輌の通行の妨害と

なる車両等の移動を命じ又は円滑な通行を確保するため必要な措置をとることができる。

前述の命令等を行った場合は、事後、同所を管轄する警察署長に通知するものとする。
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第第第第８８８８章 輸送章 輸送章 輸送章 輸送

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害時における被災者の輸送及び災害応急対策要員・救助物資・応急対策用資機材を被災地域に投入す

ることは、災害応急対策の基幹であるので、その輸送の方法について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 輸送活動は、各部班が所管する業務の遂行に際して、その部班が保有し又は直ちに調達できる車

両・船艇等により実施する。

（２） 重症患者等の後方医療施設への輸送は、消防部の救急車により実施する。

（３） 市の機関のみでは、輸送活動の円滑な実施が困難な場合又は輸送対策上、出発地で車両等を確保

することが効率的な場合は、岡山県トラック協会岡山支部・岡山県バス協会・他市町村及び県本部

へ輸送活動の実施又はこれに要する要員及び車両等につき応援を要請する。

３３３３ 輸送順位輸送順位輸送順位輸送順位

輸送を行うにあたり、順位を設けて実施する必要がある場合は、地域住民の生命の安全を確保するため

の輸送及び災害の拡大防止のために必要な輸送を優先して行い、概ね次の順位によるものとする。

（１） 人員

①被災者 ②避難者 ③災害応急対策要員（職員・消防団員）

（２） 物資

①医薬品・医療器材等 ②食料及び飲料水 ③衣料品等生活必需物資

④災害応急復旧用資機材 ⑤車両用燃料

４４４４ 輸送方法輸送方法輸送方法輸送方法

災害の程度・輸送物資等の種類・数量及び緊急度並びに地域の交通施設の状況等を勘案し、次の方法に

より、柔軟かつ適切に輸送を実施する。

（１） 自動車輸送

① 輸送路の選定

道路の被害状況・復旧見込み状況を調査し、道路交通が確保されている場合は、効率的な輸送ルー

トを選定する。

② 車両の確保

ア 災害対策本部が設置されたときは、各部班長は保有する車両を防災業務に優先使用するものと

し、車両数・車種等が不足する場合は、相互に融通して運用する。

イ 緊急かつ多数の住民避難及び災害時要援護者等の避難を実施する場合は、岡山県バス協会に要

請して車両の確保を図る。

ウ 市有車両によって、救助物資・資機材の輸送力が不足する場合は、岡山県トラック協会岡山支

部に要請して車両の確保を図る。

（２） 鉄道輸送

自動車輸送が不可能な場合又は遠隔地において救助物資・資機材を確保した場合は、日本貨物鉄道
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株式会社に要請して輸送を行う。

（３） 船艇輸送

陸上輸送が不可能な場合又は船艇による輸送の方が効率的な場合は、岡山県漁業協同組合連合会岡

山市児島湾漁業組合連合会等へ要請して輸送を行う。

（４） 航空機輸送

地上輸送がすべて不可能となり、山間集落等が孤立した場合又は重症患者等を緊急に航空機によっ

て輸送する必要が生じた場合、岡山市消防ヘリコプターでの対応ができない状況においては、県本部

に、ヘリコプター等の災害派遣を要請して輸送を行う。

（５） 人力輸送

上記のいずれの方法によっても輸送が不可能な場合、緊急を要する場合は職員を動員し又は地区住

民の協力を得て若しくは、人夫を雇用して人力による輸送を行う。

（６）集積場所及び要員の確保

① 物資の集積配分業務を円滑にするため、小中学校・公民館・支所等、公共施設を物資集積配分場

所として、災害の状況を勘案しその都度選定する。

② 物資集積配分場所には職員を派遣し又は地区住民の協力を得て配分要員を確保する。

５５５５ 緊急通行車両緊急通行車両緊急通行車両緊急通行車両のののの確認手続確認手続確認手続確認手続

災害応急対策を実施するため、市等の防災関係機関は、緊急通行車両以外の車両の規制が行われている

場合で、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため緊急の必要があるときは、県（危機管理課・備前県民

局）又は県公安委員会（警察署・交通部高速道路交通警察隊（以下「高速隊」という。）・交通部交通規

制課（以下「交通規制課」という。）に申請し、緊急通行車輌確認証明書（様式第１）及び同標章（様式

第２）の交付を受けるものとする。

（１） 緊急通行車両の確認手続

① 緊急通行車両確認手続の対象

災害対策基本法施行令第３３条第１項の規定により、確認が行われる緊急通行車両は、次のいずれ

の要件にも該当する車両とされている。

ア 地域防災計画等に基づき、災害応急対策に使用される計画がある車両

災害時において、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法第５０条第１項に規定されている次

の事項について、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎょし、または

応急的救助を行う等、災害の拡大を防止するために行う災害応急対策を実施するために使用され

る計画がある車両。

(ｱ) 警報の発令及び伝達並びに、避難勧告又は避難指示に関する事項

(ｲ) 消防・水防・その他の応急措置に関する事項

(ｳ) 被災者の救難・救助・その他保護に関する事項

(ｴ) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

(ｵ) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

(ｶ) 清掃・防疫・その他の保健衛生に関する事項

(ｷ) 犯罪の予防・交通の規制・その他災害地における、社会秩序の維持に関する事項

(ｸ) 緊急輸送の確保に関する事項

(ｹ) その他災害の発生の防ぎょ又は拡大のための措置に関する事項
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イ 指定行政機関等が保有し又は調達する車両

指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・地方公共団体の長・指定公共機関及び指定地方公共機

関（以下「指定行政機関等」という。）が保有し若しくは、指定行政機関等との契約等により常時、

指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・団体等から調達す

る車両。

② 緊急通行車両の確認に関する手続

ア 確認申請の手続き

確認の申請は、(ｱ)の申請書に(ｲ)に掲げる添付書類各１通を添えて行う。

(ｱ) 緊急通行車両確認申請書（様式第３）

(ｲ) 添付書類

ａ 自動車検査証（これに準ずるものを含む。以下同じ。）の写し

ｂ 輸送協定書又は指定行政機関等の上申書等当該車両を使用して行う業務の内容を証明す

る書類の写し（指定行政機関等が保有する車両で災害応急対策に使用する場合を除く。）

イ 確認申請場所

県（危機管理課・県民局）・警察署・高速隊・交通規制課・交通検問所（臨時設置のものを含

む。）

（２） 緊急通行車両の事前届出

緊急通行車両の需要数を把握し、確認手続の省力化・効率化を図るため、あらかじめ緊急通行車両

に該当するかどうかを届け出て、審査を受ける手続きがある。

① 事前届出の対象車両

「緊急通行車両確認手続の対象」と同一。

② 事前届出に関する手続

ア 事前届出の申請手続

事前届出の申請は、(ｱ)の届出書に(ｲ)に掲げる添付書類各１通を添えて行う。

(ｱ) 緊急通行車両等事前届出書（様式第４）

(ｲ) 添付書類

ａ 自動車検査証の写し

ｂ 輸送協定書又は指定行政機関等の上申書等当該車両を使用して行う業務の内容を証明す

る書類の写し(指定行政機関等が保有する車両で災害応急対策に使用する場合を除く。)

(ｳ) 一括して２台以上の車両について、事前届出を行う場合は、緊急通行車両等、事前届出受

理簿（届出済証交付簿）（様式第５）に自動車検査証の登録番号又は車両番号及び使用者氏

名を記入し提出するものとする。

イ 事前届出場所

当該車両の使用の本拠の位置を管轄する、警察署又は交通規制課

③ 事前届出車両に係る確認手続

確認申請は、「（１） 緊急通行車両の確認手続」と同様に、緊急通行車両確認申請書に所定の事

項を記入して行うが、添付書類に代えて届出済証を提出する。

（３） 通行の禁止又は制限の対象から除外する車両の取扱い

災害対策基本法第７６条第１項の規定に基づく、通行の禁止又は制限が行われている場合、業務の

性質上、国民の日常生活に欠くことのできない車両等、公益上又は社会生活上、通行することがやむ
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を得ないと認められる車両については、規制対象除外車両（以下「除外車両」という。）として、規

制対象除外車両通行証明書（様式第６）及び規制対象除外車両標章（様式第７）が交付され、緊急通

行車両の通行に、支障を及ぼさない限り通行が認められる。

① 除外車両の対象車両

ア 傷病者の救護又は医師の救急患者の診断若しくは、治療のため現に使用中の車両

イ 報道機関の緊急取材のため使用中の車両

ウ その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車両

② 除外車両の申請に関する手続

ア 申請の手続き

除外車両の申請は、(ｱ)の申請書に(ｲ)に掲げる、添付書類各１通を添えて行う。

(ｱ) 規制対象除外車両通行申請書（様式第８）

(ｲ) 添付書類

ａ 自動車検査証の写し

ｂ 除外車両に該当することを疎明する書類の写し

イ 申請先

緊急通行車両以外の車両の道路における通行が禁止され又は制限されている場所を管轄する警察

署又は高速隊。

《参照》

○様式第１緊急通行車両確認証明書（資料編）

○様式第２同上標章（資料編）

○様式第３緊急通行車両確認申請書（資料編）

○様式第４緊急通行車両等事前届出書（資料編）

○様式第５緊急通行車両等事前届出受理簿（届出済証交付簿）（資料編）

○様式第６規制対象除外車両通行証明書（資料編）

○様式第７規制対象除外車両標章（資料編）

○様式第８規制対象除外車両通行申請書（資料編）

６６６６ 災害救助法及災害救助法及災害救助法及災害救助法及びびびび岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例岡山市災害救助条例によるによるによるによる輸送輸送輸送輸送

（１） 輸送の種別

① り災者の避難のための輸送

② 医療及び助産のための輸送

③ り災者の救助のための輸送

④ 飲料水の供給のための輸送

⑤ 救助用物資の供給のための輸送

⑥ 死体捜索及び死体処理のための輸送

（２） 輸送の期間

各救助の実施期間とする。

（３） 費用の限度

当該地域における通常の実費とする。
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７７７７ 報告及報告及報告及報告及びびびび帳簿帳簿帳簿帳簿のののの整備整備整備整備

（１） 報告

災害救助法及び岡山市災害救助条例に基づく輸送を実施したときは、各部班長は、日時・輸送内容

等を福祉援護班長に報告する。

（２） 整備すべき帳簿

① 車両等使用書（様式第６２号）

② 輸送記録簿（様式第６３号）

③ 燃料等受払簿（様式第６４号）

④ 修繕費支払簿（様式第６５号）
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第第第第９９９９章 電気章 電気章 電気章 電気・・・・ガスガスガスガス・・・・電信電信電信電信・・・・電話電話電話電話・・・・水道水道水道水道のののの供給供給供給供給

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

電力・ガス・電信・電話及び水道は、日常生活及び産業活動上欠くことのできないものであるから、

災害によりこれらの施設・設備が被災した場合において、その供給を円滑に実施するための応急復旧工

事をはじめ、緊急措置等について定めるものとする。

２２２２ 電 気電 気電 気電 気

（１） 実施機関

中国電力株式会社（岡山営業所・岡山東営業所・倉敷営業所・ ）岡山電力所・倉敷電力所・津山電力所

（２） 実施内容

① 施設の応急復旧

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を勘案して、二

次災害の防止に配慮しつつ、迅速、適切に実施する。

なお、公共施設に対する復旧の遅速は、社会的に大きな影響を及ぼすことから優先復旧を図る。

② 電気の保安

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関等から

要請があった場合等には、送電停止等適切な危険予防措置を講ずる。

③ 災害広報

停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況についての広報を行う。また、

公衆感電事故、電気火災を防止するための広報活動を行う。

（３） 応援及び協力

① 災害の規模等により、応急復旧工事の実施が困難な場合は、本社へ応援を要請する。

必要があると認めるときは、他の電気事業者等に復旧要員の応援を要請するほか、復旧用資材の②

融通を要請する。

電力需要に著しい不均衡が生じ、それを緩和することが必要であると認めた場合、他の電気事業③

者等に電力の融通を要請する。

３３３３ ガ スガ スガ スガ ス

（１） 実施機関

岡山ガス株式会社

株式会社クラレ岡山工場

（２） 実施内容

① 施設の応急復旧

災害が発生した場合、被災施設・設備に対する状況を速やかに調査把握し、主要供給路線・橋梁

架管・整圧器及び製造設備等に被害があった場合は、速やかに応急復旧工事を実施し、供給不良な

いしは不能となった地域への供給再開を行う。

② ガスの保安

ガス施設等が、火災等により危険な状態になった場合又はガス導管の損傷等によってガス漏洩の
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危険がある場合若しくは、爆発する等の災害が発生した場合は、次によりそれぞれの応急措置を講

ずる。

ア ガス製造施設が危険な状態になったときは、直ちに作業を中止し安全措置を講ずる。

イ ガス導管の折損等によって、ガス漏洩の危険がある場合は、ガスを遮断する等危険防止に必要

な措置を講ずる。

ウ 中国経済産業局・県警察本部及び市へ災害発生について、直ちに通報するとともに、必要があ

ると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。

③ 他工事関係におけるガスの保安

ガス導管に関連する各種工事の実施に当たっては、関係者と緊密な連絡のもとに十分な安全措置

を講ずる。

（３） 応援及び協力

① ガス事業者は、応急工事の実施が困難な場合又は原料・資機材若しくは要員の確保が必要な場合

は、「地震・洪水等、非常事態における救援措置要領」（（社）日本ガス協会）及び「地震・洪水

等非常事態における緊急措置要綱」（同協会中国部会）に基づき、（社）日本ガス協会に対し応援

を要請する。

② 応援の要請を受けた機関は、これに積極的に協力する。

４４４４ 電信電信電信電信・・・・電話電話電話電話

（１） 実施機関

ＮＴＴ西日本

ＮＴＴドコモ

ＫＤＤＩ株式会社岡山支店

ソフトバンクテレコム株式会社中四国支社

（２） 実施内容

① 通信の非常疎通措置

災害が発生した場合、次により臨機応変の措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。

ア 臨時回線の作成・中継順路の変更等疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ、臨時公衆電話

の設置等を図る。

イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、臨機に利用制限

等の措置を実施する。

ウ 非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。

② 設備の応急復旧

ア 電気通信設備等の復旧は、原則として、次に定める標準的復旧方法に従って実施する。

第１順位 気象機関・水防機関・消防機関・災害救助機関・警察・防衛機関輸送の確保に直接関

係のある機関・通信の確保に直接関係のある機関電力の供給の確保に直接関係のある

機関

第２順位 ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関・選挙管理機関・預貯金業務を行う金

融機関・新聞社・通信社・放送事業者及び第１順位以外の国又は地方公共団体

第３順位 第１順位・第２順位に該当しないもの

イ 応急復旧工事に要する要員・資材及び輸送は、災害復旧に直接関係のない工事に優先して応援

し、使用し、及び実施するものとする。
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③ 災害広報

被災した電気通信設備等の応急復旧の状況・通信疎通及び利用制限の措置状況等、利用者の利便

に関する事項について、ラジオ・テレビ放送・新聞掲載等、を通じて広報を実施する。

５５５５ 水 道水 道水 道水 道

（１） 実施機関

水道部

（２） 実施内容

① 施設の応急復旧

ア 災害の発生に際しては、水道事業管理者は事故等対策本部を設置し、取水・導水・浄水施設の

防護に全力をあげ、給水不能の範囲をできるだけ少なくする。

イ 取水・導水・浄水施設が破壊し、給水不能又は給水不良となった地域に対しては、飲料水の供

給を行い又は他の系統から全力をあげて給水するとともに、要員及び資機材の確保及び適切な配

置により施設の速やかな復旧を図る。

② 水道水汚染の回避措置

災害時における水道水の衛生保持施設が破壊したときは、破壊箇所から有害物等が混入しないよ

う処置するとともに、特に浸水地区等で悪水が流入するおそれがある場合は、水道の使用を一時中

止する措置をとる。

③ 災害広報

給水不能又は給水を中止した場合は、被害状況・飲料水の供給又は復旧見込み等について、ラジ

オ・テレビ放送・新聞掲載・広報車及びホームページ等を通じて住民等に周知する。

（３） 応援要請

水道部は、応急復旧作業等が自己の力で処理し得ないと判断された場合、県及び日本水道協会岡山

県支部に属する各水道事業者に対して応援を要請する。県内の支援で不十分な場合には、日本水道協

会等を通じて他府県へ、また、大都市水道局災害相互応援に関する覚書を締結している都市に応援幹

事都市を通じて応援要請する。
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第第第第１０１０１０１０章 防災営農章 防災営農章 防災営農章 防災営農

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害による農林関係被害の防除活動を的確に実施するため、農地・農業用施設・農作物・家畜・林産物

に対して、なすべき措置を中心に定める。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

（１） 農地及び農業用施設に対する応急措置

市（経済局・区役所・支所）

県（農林水産部）

土地改良区

（２） 農作物に対する応急措置

市（経済局）

県（農林水産部）

農業協同組合等農業団体

家畜に対する応急措置（３）

市（経済局）

県（農林水産部）

農業協同組合、畜産関係団体

（４） 林産物に対する技術指導

市（経済局）

県（農林水産部）

森林組合

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 農地及び農業用施設に対する応急措置

① 農地

市は、河川等の氾濫により農地が湛水した場合は、ポンプ排水等により、湛水排除を図る。

なお、実施する湛水排除作業が他方に影響を及ばす場合には、県に調整を依頼する。

② 排水機

市及び土地改良区は、排水機場に浸水のおそれがあるときは、土俵積等により浸水を防止して排

水機場の保全に努める。被災により機能を失ったときは、応急排水ポンプ（移動用ポンプ）により

湛水の排除に努める。

③ ダム・ため池

市・県及び土地改良区は、ダム・ため池が増水し、漏水・溢水のおそれがある場合は、堤防決壊

防止のため下流への影響を考慮しつつ取水・放流管を開放して水位の低下に努める。取水・放流管

の開放では水位の低下が間に合わないなどの状況においては堤防決壊防止のための応急工事を行う。

④ 用排水路

市及び土地改良区は、取水樋門等を閉鎖して河川等からの取水量が過剰にならないよう制限し下
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流においては水位調整樋門等の操作及び排水ポンプ運転等により水位調整に努める。また、水路開

削・補強等の応急工事が必要となる場合にはそれを実施し、水路の決壊防止に努める。

⑤ 頭首工

市及び土地改良区は、頭首工の保全のため、必要な措置を講じるとともに、決壊するおそれがあ

る場合は外水による浸水が発生しないよう応急工事を行う。

（２） 農作物に対する応急措置

① 災害対策技術の指導

市は、農業協同組合、農業団体等と一体となって技術指導を行う。

県は、被害の実態に即し、必要な技術対策を樹立する。

② 種子（稲）の確保

県は、岡山県穀物改良協会等において、種子籾の供給が困難な場合は、中国四国農政局等に対し、

岡山県穀物改良協会等へ、種子籾を斡旋するよう依頼しその確保に努める。

市は、その業務に協力する。

③ 病害虫の防除

ア 防除指導等

市は農業協同組合等農業団体と一体となって、具体的な防除の実施を指導する。

県は、病害虫の異常発生及びその蔓延を防止し、農作物の被害の軽減を図るため、その対策を検

討したうえ、市等へ指導する。

イ 農業の確保

県は、農業協同組合等農業団体において、農家への農薬の供給が困難な場合は、県経済農業協同

組合連合会又は他の農業協同組合等、農業団体へ売却するよう依頼し、農薬を確保する。

市は、その業務に協力する。

④ 凍霜害防除

市及び農業協同組合は、有線放送等を活用して農家の注意を喚起し、事前に対策を講じるよう措

置する。

（３） 家畜に対する応急措置

① 県は、畜産関係団体の協力を得て、災害発生に伴う家畜の管理について地域の実情に応じた指導

を行い、市は、その業務に協力する。

② 家畜の防疫

県は、各種家畜伝染病の発生のおそれがある場合は、家畜防疫員等の協力を得て、必要に応じ、

家畜等の消毒、家畜への予防注射等を実施し、また、家畜伝染病が発生した場合は、家畜伝染予防

法に基づき、死亡家畜等の適切な処理及び家畜等の移動制限等のまん延防止措置を講じる。

市は、その業務に協力する。

（４） 林産物に対する技術指導

① 災害対策技術指導

県は、森林組合等の協力を得て、種苗生産者、森林所有者に対し、被害苗木、森林に対する措置

等林産物について技術指導を行う。

市は、その業務に協力する。

② 風倒木の処理指導

県は、風倒木の円滑な搬出等について、森林組合の協力を得て、森林所有者に対し、必要な技術
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指導を行う。

市は、その業務に協力する。

③ 森林病害虫等の防除

県は、森林病害虫等を防除するため、森林組合の協力を得て、森林所有者に対しその防除活動に

ついて技術指導を行う。

市は、その業務に協力する。

④ 凍霜害防除

（２） －④に準ずる。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 農業用施設に対する応急措置

① 市及び土地改良区は、湛水排除の実施が困難な場合は、県を通じて中国四国農政局へ移動用ポン

プの貸与を依頼する。

② 市及び土地改良区は、ダム・ため池・用排水路等について、応急工事の実施に必要な人員・資機

材の確保について、県及び関係市町村に応援を要請する。
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第第第第１１１１１１１１章 水防及章 水防及章 水防及章 水防及びびびび消防消防消防消防

第第第第１１１１ 水 防水 防水 防水 防

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

水防法に基づき、洪水又は高潮等による水害を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減するため

水防活動を中心に定める。

２２２２ 実施内容実施内容実施内容実施内容

(1) 水防活動

① 県知事から指定された指定水防管理団体たる水防管理者市長は、気象警報及び水防警報等が

発表され水防上危険が予想される場合は、県及び市が定めた水防計画の基準により防災担当職員、

防災関係機関等の出動準備又は出動指示を行い水防体制の万全を図る。

② 監視及び警戒

水防管理者は、気象警報等が発表された段階から水防区域の監視及びパトロールを行い異常を

発見した場合は、直ちに当該河川、海岸堤防、ため池等の管理者並びに県へ通報する。

また、ため池管理者等も同様とする。

③ ダム、ため池、水門、樋門、こう門等の操作

ダム、ため池、水門、樋門、こう門等の管理者及び操作担当者は、気象情報等に関する通知を

受けたときは水位の変動を監視し、必要に応じて門扉等の適正な開閉を行い放流の際、下流地区

に対する迅速な連絡を実施するなどその操作の万全を期する。

④ 水防工法の実施

河川、海岸堤防、ため池等の漏水、がけ崩れ、越水等の状態にある場合、水防管理者はその

応急措置として各種水防工法を実施する。

(2) 湛水排除

市及び土地改良区等は、河川、海岸堤防の決壊等により湛水した場合は、直ちに排水ポンプ等

による湛水排除を実施するほか都市下水道施設が損壊した場合は、迅速な応急措置を施す。

３３３３ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

市は県に対し、水防資機材の支援及び水防工法の指導のための職員の派遣を要請することができる。

また、県は市からの派遣要請等に基づき、災害による被害が激甚な場合、自衛隊の派遣を要請する。

※ 地域防災計画は災害対策基本法で定め、一方、岡山市水防計画は水防法で定めているが、本市にお

ける防災組織等は一元化した対応を実施することから、地域防災計画の部門計画として水防計画を

位置づけている。

《参照》

○岡山市水防計画（別冊）
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第第第第２２２２ 消防消防消防消防

１１１１ 方針方針方針方針

市民の生命、身体及び財産を火災等から保護するとともに、被害を軽減するため、消防組織及び施設の

整備充実と、消防活動の効果的実施を図る。

２２２２ 組織計画組織計画組織計画組織計画

本市の消防は、消防局がその任にあたるものとし、その組織は、岡山市消防本部及び消防署の設置等に

関する条例（昭和３９年市条例第２３号）及び岡山市消防団の設置等に関する条例（昭和３９年市条例第

２４号）に定めるところによる。

（１） 事務機構

① 平常時の消防本部・署・団及び訓練機関の事務機構

（２） 災害時の消防隊の編成

①消防局・署・消防団の部隊編成計画岡山市警防規程（平成１４年市消防訓令甲第４号）による。

② 消防団方面隊組織の編成

岡山市消防団方面隊の編成については、岡山市消防団方面隊の組織及び運営に関する規程による。

３３３３ 消防力等消防力等消防力等消防力等のののの整備計画整備計画整備計画整備計画

消防事象等の変化に対処できる、総合的な消防防災体制の確立を図るため、消防力の基準（昭和３６年

消防庁告示第２号）及び消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に基づき、計画的に消防施設等

の整備充実に努め、災害に強い安全な町づくりを推進する。

（１） 署所の整備

地域の防災拠点である署所は、消防需要や地域の実情・特性に即応した施設・機能の強化を図るた

め、老朽化し、手狭になった署所の移転改築整備と合わせて、大型出張所・分署の昇格・出張所の新

設等、適正かつ効果的配置を図る。

（２） 車両装備の整備

複雑多様化・大規模化する火災等の災害や職員の高齢化に対応するため、消防車両等資器材の高度

化・近代化と、個人装備の軽量化に努めながら、計画的な整備を図る。

（３） 消防水利の整備

火災の初期消火体制を確立するとともに、水利の多元化を図るため、計画的に防火水槽を増設し、

出火時の消防水利を確保して火災損害の減少に努める。

（４） 消防力等の状況

① 人員及び装備（車両）

② 消防団ポンプ自動車及び消防ポンプ現勢一覧表

③ 方面隊編成表

④ 特殊装備資機材現況表

⑤ ＢＣ対応特殊装備資機材現況表（国貸与品）

⑥ 消防水利現況

⑦ 消防庁が示す消防力の指針と岡山市の現況
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４４４４ 調査計画調査計画調査計画調査計画

火災が発生した場合において、適切な防ぎょ活動ができるよう、担当調査・警防調査等を実施し、地利

水利及び対象物等の状況を十分把握しておくものとする。

（１） 消防地水利調査

地利水利調査については、地利水利調査規定（昭和３０年市消防訓令甲第１１号）に定めるところ

による。

５５５５ 教育訓練計画教育訓練計画教育訓練計画教育訓練計画

消防職団員の資質の向上を図るとともに、消防活動において、消防力を高度に発揮するため教養訓練に

努める。

（１） 教育

岡山市警防規程及び教養基本計画並びに岡山市消防団年間教養訓練行事計画に定めるところによる。

（２） 訓練

岡山市警防規程第５章に定めるところによる。

６６６６ 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画

（１） 火災予防指導

（２） 火災予防査察

（３） 広報活動

７７７７ 警報警報警報警報、、、、注意報発令伝達計画注意報発令伝達計画注意報発令伝達計画注意報発令伝達計画

（１） 火災警報

① 火災警報の発令及び解除に当たり、一般へ周知させるために用いる信号等について

ア 発令及び解除

消防法第２２条第３項に規定する、火災に関する警報は、岡山地方気象台からの火災気象通報を

もとに、岡山市火災予防規則（昭和５９年市規則第６９号）第１５条の規定に基づき、市長が発令

又は解除する。

イ 発令基準

ウ 伝達方法

エ 発令中の火の使用制限

オ 発令中の実施事項

（２） 火災注意報

① 発令及び解除

「火災注意報の発令及び解除について」（昭和５６年市消防告示第１号）に基づき、消防局長が

発令又は解除する。

② 発令基準

③ 伝達方法

④ 発令中の火気使用の制限

⑤ 発令中の実施事項
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８８８８ 災害防災害防災害防災害防ぎょぎょぎょぎょ計画計画計画計画

（１） 消防職員及び消防団員の招集

岡山市警防規程第２章による

① 招集

② 非常招集の種別

（２） 出動

岡山市警防規程第２章による。

① 出動の原則

② 出動計画及び部隊編成

③ 出動次数

（３） 通信

火災専用電話（１１９）等による、火災等災害の急報受信・指令管制・関係機関等への通報連絡な

ど消防通信の迅速・的確な運用を図る。

① 体制

② 通信統制

③ 通信施設

（４） 警防計画

管轄区域内において、消防活動の困難な地区及び人命危険の高い防火対象物等での災害の発生に備

えるため、事前に危険区域警防計画・特殊建物警防計画及び特殊災害警防計画に区分し、次の各号に

掲げる事項を重点に策定する。

① 調査実施事項

② 計画重点事項

９９９９ 救助救助救助救助・・・・救急計画救急計画救急計画救急計画

（１） 救急

通常の救急業務は、岡山市救急業務規程（平成１７年市消防訓令甲第１１号）に定めるところによ

るほか、傷病者が集団的に発生した場合は、岡山市消防集団救急業務計画（昭和６３年市訓令乙第１

号）に定めるところにより、救急隊の迅速的確な出動と、救命効果の向上を図る。

（２） 救助

救助隊の設置及び編成については、岡山市消防特別救助隊規程（昭和５２年市消防訓令甲第１号）

に定めるところによる。

１０１０１０１０ 協力計画協力計画協力計画協力計画

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条の規定に基づく、消防の相互応援協定等。

（１） 消防相互応援協定締結状況

（２） 救急業務に関する協定

（３） 船舶消防業務協定

（４） 岡南飛行場及びその周辺における消火救難活動に関する協定

（５） 岡山空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定

（６） ガス爆発事故等防止対策に関する申し合わせ書
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（７） 高速自動車国道山陽自動車道消防相互応援協定

（８） 高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線岡山ジャンクションから北房ジャンクションまでの

間における消防相互応援協定

（９） 神戸市岡山市航空機消防相互応援協定

（10） 岡山県・岡山市航空消防相互応援協定

《参照》

○条例・協定書（資料編）

○計画等（資料編）
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第第第第１２１２１２１２章 流木章 流木章 流木章 流木のののの防止防止防止防止

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

貯木場に所在する木材等は、洪水・高潮等により、いったん流出するとその危害は極めて大きくなるこ

とが予想されるので、その安全を講ずるため貯木場及び流木に対する措置について定めるものとする。

２２２２ 貯木場貯木場貯木場貯木場におけるにおけるにおけるにおける措置措置措置措置

（１） 民間貯木場の管理者は、当該木材の所有者及び占有者に対し、木材・筏を整理・緊縛させ、混乱

・流出の防止を図るほか、貯木場によっては入口にアバを張りめぐらせ又は水門を閉鎖させ、木材

・筏の場外への流出を防止する措置を講じさせる。

（２） 高潮により、流出するおそれのある陸上の民間貯木場、河川の増水・溢水により流出するおそれ

のある土場、河川敷等の民間貯木場については、当該木材の所有者・占有者が木材を安全な位置に

移動し又は周囲に流出防止柵を設置する等、流出防止に努める。

（３） 土木班は、必要があると認めるときは、所有者・占有者等に対し、木材の流出防止につき必要な

措置をとることを警告・指導する。

３３３３ 流木流木流木流木にににに対対対対するするするする措置措置措置措置

（１） 木材の所有者・占有者は、自己の木材が流木となった場合、直ちにこれを安全な場所に除去する

等の措置を講じ、被害の軽減を図る。

（２） 港湾区域内に漂流する流木等に対し、玉野海上保安部及び県備前地方本部は、相互に連絡を密に

して、その所有者が判明している場合には、当該所有者に直ちに除去させ、また所有者が不明の場

合は、直ちにこれを安全な場所に除去し、直ちに除去できない場合は標識を設置して、船舶運行の

安全を図る。

（３） 河川流域内に漂流する流木等に対し、河川管理者及び区本部土木班は、その所有者が判明してい

る場合は、当該所有者等に直ちに安全な場所に除去させ、また所有者等が不明の場合は、直ちにこ

れを安全な場所に除去して被害の発生を防止し、若しくはその軽減を図る。

《参照》

○貯木場（資料編）
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第第第第１３１３１３１３章 事故災害応急対策章 事故災害応急対策章 事故災害応急対策章 事故災害応急対策

第第第第１１１１節 道路災害対策節 道路災害対策節 道路災害対策節 道路災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

道路構造物の被災等により、多数の死傷者等が発生した場合の、応急措置について定める。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（都市整備局・区役所）

中国地方整備局（岡山国道事務所）

西日本高速道路株式会社（中国支社）

本州四国連絡高速道路株式会社

県（土木部・農林水産部）

県公安委員会・県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保

① 道路構造物の被災等により、大規模な事故が発生した場合、道路管理者は速やかに国土交通省及

び関係機関に、事故の発生を連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況・対策本部設置状況

等を連絡する。

② 市は、人的被害の状況を収集し、県へ連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況対策本部

設置状況・応援の必要性等を連絡する。

③ 県は、市から情報を収集するとともに、自らも被害情報を把握し、消防庁及び関係省庁に連絡す

る。

④ 県警察は、災害による被害状況を迅速かつ的確に把握し、警察庁及び管区警察局に速やかに、報

告するものとする。

（２） 応急活動及び活動体制の確立

① 道路管理者は、発災後、速やかに災害拡大防止のため、必要な措置を講じるものとする。

② 関係機関は、｢第１章防災組織」の定めるところにより、発災後速やかに、必要な体制を取る。

（３） 救助・救急・医療及び消火活動

① 道路管理者は、市等の要請を受け、迅速かつ的確な救助・救急の初期活動に資するよう協力する。

② 市及び県は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、関係機関

に応援を要請する。

③ 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行するものとするが、

市及び県は、必要に応じ民間からの協力等により、必要な資機材を確保して効率的な活動を行う。

④ 一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合には、この節のほか「第３編第

１４章集団事故災害対策」により活動を実施する。
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（４） 道路・橋梁等の応急措置

① 道路管理者は、道路・橋梁・トンネル等に被害が生じた場合は、緊急輸送の確保に必要な道路等

から、優先的にその被害の状況に応じて、排土作業・盛土作業・仮舗装作業・障害物の除去・仮橋

の設置等の応急工事により、一応の交通の確保を図る。

② 道路管理者及び上下水道・電気・ガス・電話等道路占有施設設置者は、所管以外の施設に被害が

発生していることを発見した場合は、当該施設を所管する者に直ちに、応急措置を講じるよう通報

する。

③ 道路管理者は、類似の災害の再発生防止のため、被災箇所以外の道路施設についても点検を行う。

④ 県警察は、被災現場及び周辺地域その他の地域において、交通安全施設の点検を行う等、必要な

措置を講じる。

（５） その他

① 災害復旧への備え

道路管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備

しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。

② 再発防止対策

道路管理者は、原因究明のための調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実施する。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 市は、応急工事の実施が困難な場合は、県へ要員の確保について応援を要請する。

（２） 県は、応急工事に実施が困難な場合は、自衛隊に応急工事の実施について応援を要請する。

（３） 県警察は、交通及び地域安全の確保等で、十分な応急措置を講じることができない場合は、岡山

県警備業協会に協力を要請する.

（４） 市・県及び県警察は、被災車両の撤去について、十分な応急措置を講じることができない場合は、

（社）日本自動車連盟に協力を要請する。

（５） 応援要請を受けた機関は、これに積極的に協力する。
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第第第第２２２２節 鉄道災害対策節 鉄道災害対策節 鉄道災害対策節 鉄道災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

鉄軌道における列車の衝突等、多数の死傷者の発生する事故災害に対する、応急措置及び交通の確保等

について定める。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（都市整備局・保健福祉局・消防局）

ＪＲ西日本

鉄軌道事業者（水島臨海鉄道㈱、岡山電気軌道㈱）

本州四国連絡高速道路株式会社

県（県民生活部、土木部）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 災害直後の情報の収集・連絡及び通信の確保

① 大規模な鉄軌道事故が発生した場合、鉄軌道事業者は｢第２章、第３情報の収集・伝達」によるほ

か、速やかに国土交通省に事故の発生を連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況・対策本

部設置状況等を連絡する。

② 市は、人的被害の状況を収集し、県へ連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況・対策本

部設置状況・応援の必要性等を連絡する。

③ 県は、市から情報を収集するとともに、自らも被害情報を把握し、消防庁及び関係省庁に連絡す

る。また、国土交通省からの情報、及び自ら実施する応急対策の活動状況等を、市及び関係機関に

連絡する。

④県及び公共機関は、関係省庁に応急対策の活動状況・対策本部設置状況等を連絡する。

⑤県警察は、被害情報を収集し、警察庁に報告する。

（２） 応急活動及び活動体制の確立

① 鉄軌道事業者は、被害の防止及び拡大防止のため、速やかに次の措置を講じる。

ア 水害等により、列車運転に直接支障を生じる事態が発生した場合の、列車の避難及び停止の措

置を講じる。

イ 工事現場における使用資機材の倒壊・盛土又は掘さく現場の崩壊等の防止措置を適切に行う。

ウ 事故発生後における、災害の拡大防止のための、関係列車の非常停止の手配・乗客の避難等の

必要な措置を講じる。

② 関係機関は、「第１章防災組織」の定めるところにより、発災後速やかに、職員の非常招集、情

報収集体制の確立及び対策本部の設置等、必要な体制をとる。

（３） 救助・救急・医療及び消火活動

① 鉄軌道事業者は、負傷者の救助・救急活動及び初期消火活動に努めるとともに、消防機関をはじ

め各機関に、可能な限り積極的に協力する。

② 地方公共機関は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ国の各

機関、他の地方公共機関に応援を要請する。
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③ 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行するものとするが、

市及び県は、必要に応じ、市民からの協力により必要な資材を確保して効率的な活動を行う。

④ 一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか「第３編第１

４章集団事故災害対策」により活動を実施する。

（４） 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

鉄軌道事業者は、事故災害が発生した場合は、緊急度に応じて仮線路の設置・仮橋の架設等の応

急工事により交通を確保し又は他の路線への振り替え輸送・バス代行輸送等により代替交通手段の

確保に努める。

（５） 災害復旧活動

鉄軌道事業者は、事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ、あらかじめ定めた復旧資材

の調達計画及び人材の応援に関する計画を活用しつつ、被害施設及び車両の迅速かつ円滑な復旧に

努める。この場合、可能な限り復旧予定時刻を明確化するよう努める。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 鉄軌道事業者は、応急工事の実施が困難な場合は、他の鉄軌道事業者へ要員・資機材の確保につ

いて応援を要請する。また、県へ要員確保について応援を要請し又は県を通じて自衛隊へ応急工事

の実施について応援を要請する。

（２） 応援要請を受けた機関は、これに積極的に協力する。

（３） 関係機関は、相互に密接な連携をとる。
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第第第第３３３３節 海上災害対策節 海上災害対策節 海上災害対策節 海上災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

陸上施設及びタンカー等船舶の座礁・衝突等により、大量の石油類等危険物が海上に流出し又は船舶の

事故等が発生し、沿岸住民等の生命、身体及び財産並びに、船舶・水産資源等に多大な被害を及ぼすおそ

れのある災害が発生した場合、流出油防除活動及び災害拡大防止等の災害応急対策を実施し、被害の軽減

を図る必要があるので、関係機関のとるべき措置について定めるものとする。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

（１） 海上流出油及び海上災害が発生した場合、関係各部は玉野海上保安部と緊密な連携をとり、災害

応急対策を実施する。

（２） 玉野海上保安部又は県は、沿岸市町及び県警察と連携協力して、災害応急対策を実施するととも

に、必要に応じ、自衛隊の派遣及び関係機関の協力について要請する。

３３３３ 通信連絡通信連絡通信連絡通信連絡

大量流出事故及び船舶事故が発生した場合における、情報の収集・伝達系統は次のとおりである。

付 近 船 舶 陸上自衛隊
第 1 3 特 科 隊

災 岡 山 県 東 部 中国地方整備局 中国経済産業局
害 大 量 排 出 油
発 災 害 対 策 協 議 会 中国運輸局
生 岡山県 水島海運支局
船 危機管理課 玉野海運支局
舶 水 島 海 上 保 安 部 消防保安課
・ 水 産 課 岡山地方気象台
発 玉 野 海 上 保 安 部 港 湾 課
見 その他
者 岡山県漁業協同 防災関係機関

組合連合会
関 係 市 町 村

市 関係漁業協同組合

警 察 署 県警察本部 関 係 警 察 署

４４４４ 発災原因者発災原因者発災原因者発災原因者（（（（企業体企業体企業体企業体・・・・船舶等船舶等船舶等船舶等））））のののの措置措置措置措置

（１） 石油類等危険物資の海上への流出を覚知したとき又は船舶事故等が発生したときは、速やかに玉

野海上保安部に通報するとともに、流出量を最小限に止める措置及び引火防止の措置をとる。

（２） 流出油拡散防止と回収除去作業を実施する。

（３） 火災が発生した場合は、消防機関が到着するまでの間、自力による消火活動を実施し、延焼の拡

大防止を図る。

（４） 近隣事業所又は付近船舶に対して、災害応急対策の実施について応援を要請する。

（５） その他災害の拡大防止を図るため、必要な措置を実施する。
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５５５５ 市市市市のののの措置措置措置措置

（１） 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対し、災害発生の状況等について周知するとともに、必要と

認めるときは、避難準備情報・避難の勧告又は避難指示の発令を行う。

（２） 警戒区域を設定し、一般住民に対し、火気使用禁止の措置等を講じ又は立入制限・退去等を命令

する。

（３） 情報の収集・伝達及び広報活動を行う。

（４） 沿岸漂着油の防除措置・処理を講ずるとともに、地元海面の浮流油を巡視・警戒する。

（５） 事故貯油施設の所有者等に対し、海上の石油等危険物質の流出防止措置について指導する。

（６） 消防隊を出動させ、玉野海上保安部と連携し、港湾関係団体等の協力を得て、消火及び流出危険

物質の拡散防止活動を実施する。

なお、消火活動を実施するに当たっては、陸上への波及防止について、十分留意して行うものと

する。

（７） 火災の規模が大きくなり、自己の消防力では対処できない場合、陸上における火災の場合に準じ

て、他の市町村又は県・その他防災関係機関に対して応援を要請する。

（８） 負傷者を救出し、医療救護を実施する。

６６６６ 玉野海上保安部玉野海上保安部玉野海上保安部玉野海上保安部のののの措置措置措置措置

（１） 流出油応急対策上、必要な資機材の確保及び輸送を行う。

（２） 付近船舶の安全を確保するため、巡視船艇及び航空機による現場付近海域の警戒を行う。

（３） 付近船舶の安全を確保するため、航行の制限又は禁止及び移動命令等、必要な措置を行うととも

に、付近海域における火気使用の制限又は禁止等の措置を講ずる。

（４） 災害発生船舶又は施設に対し、災害局限措置の指示を行う。

（５） 船舶並びに流出油の非常処分を行う。

（６） 巡視船艇を出動させ、関係市町村（消防機関）と連携し、港湾関係団体等の協力を得て消火及び

流出危険物の防除活動を行う。

なお、消火活動等を実施するに当たっては、海上への波及防止について、十分留意して行うもの

とする。

（７） 多数の者の遭難を伴う船舶の爆発・火災・沈没又は大量の危険物質の流出等港の機能を停止させ

るような大規模な事故が発生し、自己の消防力等では対処できない場合又は必要があると認めると

きは、自衛隊に対して災害派遣を要請するとともに、防災関係機関等に対して応援を要請する。

また、化学消火薬剤等、必要資機材の確保が困難である場合、県へその確保につき応援を要請す

る。

７７７７ 中国地方整備局中国地方整備局中国地方整備局中国地方整備局のののの措置措置措置措置

（１） 油回収船を出動させ、流出油の防除活動を実施する。

８８８８ 県県県県のののの措置措置措置措置

（１） 必要に応じ、沿岸に漂着した油等の除去及び回収した油等の処理を行う。

（２） 消防防災ヘリコプターにより空からの情報の収集、広報活動及び被害実態の把握を行う。

（３） 玉野海上保安部又は市から、化学消火剤等必要資機材の確保等について、応援の要請等を受けた
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ときは、積極的に応援するとともに、その他陸上における火災の場合に準じて必要な措置を講じる。

９９９９ 県警察県警察県警察県警察のののの措置措置措置措置

（１） 情報の収集・広報活動及び被害実態の把握を行う。

（２） 被災地・避難場所・危険箇所等の警戒及び避難路等の確保並びに、被災者等の救出救助を行う。

（３） 必要に応じ、流出した危険物等の防除活動を行う。

（４） 交通秩序及び通信の確保等を行うほか、関係機関による災害救助及び復旧活動等に協力する。

10101010 港湾港湾港湾港湾、、、、漁港管理者漁港管理者漁港管理者漁港管理者のののの措置措置措置措置

港湾・漁港管理者は、港湾及び漁港施設の被害の防止措置を講ずる。
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第第第第４４４４節 航空機事故災害対策節 航空機事故災害対策節 航空機事故災害対策節 航空機事故災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

航空機の墜落炎上等による災害から乗客・地域住民等を守るため、防災関係機関は早期に初動体制を確

立し、緊密な協力の下に各種応急対策を実施することにより、被害拡大を防ぎょし被害の軽減を図る。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局・保健福祉局）

大阪航空局（大阪空港事務所・岡山空港出張所）

空港管理者

県（危機管理課・県民生活部）

県警察

玉野海上保安部

航空運送事業者

県医師会・岡医連・市医師会

３３３３ 通報連絡通報連絡通報連絡通報連絡

空港・空港外周辺地域・その他の地域において、万一災害が発生した場合の通報連絡は、次のとおりと

する。

市 医療機関
（消防機関）

周辺市町村

備前県民局 県危機管理課 消 防 庁

陸上自衛隊
第13特科隊

＊３ 海上自衛隊
呉 地 方 隊

災 ＊１
害 県医師会・岡医
発 岡山空港管理事務所 連・市医師会
生
航 岡南飛行場管理事務所 県 主 務 課
空
機 笠岡地区農道離着陸場管理事務所 備中県民局
・
発
見
者

警 察 署 岡山県警察本部

＊２ ＊４
大阪航空局岡山空港出張所 大阪空港事務所 当該航空会社等

関西航空地方気象台岡山空港出張所 関西航空地方気象台
岡山地方気象台

＊３
玉野・水島海上保安部 第六管区海上保安部

＊１各空港又はその周辺で発生した場合
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＊２岡山空港又はその周辺（半径９㎞以内）で発生した場合

＊３海上で発生した場合

＊４岡山空港以外で発生した場合

４４４４ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 市の措置

① 航空機事故の発生を知ったとき又は発見者等からの通報を受けたときは、事故の状況・被害の規

模等を収集し、把握したものから直ちに県及び関係機関へ通報する。

② 必要に応じ、防災関係機関・関係公共団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。

③ 死傷者が発生した場合は、地元医療機関・保健所等で医療班を組織し、現地に派遣して応急措置

を施した後、あらかじめ指定した医療機関に搬送する。

④ 災害の規模が大きく、市で対処できない場合は、相互応援協定に基づき、他の市町村に応援を要

請する。

また、必要に応じ県に消防防災ヘリコプターの出動を要請する。

県及び他の市町村は、要請又は応援協定に基づき、応援活動の迅速な実施に努める。

⑤ さらに、消防力を必要とする場合は、県に対して緊急消防援助隊の派遣要請、及び自衛隊の災害

派遣要請を依頼するとともに、化学消火剤等、必要資機材の確保について応援を要請する。

また、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に対し、当該職員の派遣を要請するととも

に、県に対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求める。

（２） 大阪航空局の措置

① 岡山空港出張所は、岡山空港又はその周辺で航空機事故が発生したことを知ったとき又は発見者

等からの通報を受けたときは、直ちに岡山県空港管理事務所に通報し、所要の措置を講じることを

求める。ただし、緊急を要する場合は、直接関係機関に通報する。

② 岡山空港出張所は、航空機事故が発生した場合は、情報の収集を行い、大阪航空局へ伝達するこ

ととする。

なお、岡山空港及びその周辺以外の地域において、航空機事故が発生したことを知ったとき、又

は発見者からの通報を受けたときは、前記① の措置を講じるほか、大阪空港事務所へ通報する。

③ 大阪空港事務所は、災害の状況に応じて必要と認めるときは、陸上自衛隊に災害派遣を要請する。

④ 岡山空港出張所は、航空機事故が発生した場合は、必要な情報を関係機関へ提供するものとする。

（３） 空港管理者の措置

① 事故発生時には関係機関と連携し、消火・救助・救急活動を実施する。

② 災害の状況に応じて必要と認めるときは、陸上自衛隊に災害派遣を要請する。

（４） 県の措置

① 航空機事故が発生したときは、関係防災機関に通報するとともに、市と協力して災害を最小限に

止めるよう努める。

② 市の実施する消防・救急活動等について、必要に応じて指示等を行うとともに、市からの要請に

より、消防防災ヘリコプターを出動させてその活動を支援するほか、必要があれば他の市町村に応

援を指示する。

③ 岡山空港及びその週辺において、航空機事故が発生した場合又はそのおそれがある場合であって、

医療救護活動を実施する必要が生じたときは、医療救護要員の派遣又は待機の要請を行う。
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④ 市から化学消火薬剤等、必要資機材の確保について、応援の要請を受けたときは積極的に応援す

る。

⑤ 市から、指定地方行政機関の職員の派遣について、斡旋を求められたときは、関係指定地方行政

機関に対してその斡旋を行う。

また、特に必要があると認めるときは、指定行政機関又は指定地方行政機関に対して、当該職員

の派遣を要請又は内閣総理大臣に対して、その斡旋を求めるとともに、他の都道府県に対して応援

を要請する。

（５） 県警察の措置

① 墜落現場が不明の場合、又は航空機の行方が不明になるなど、航空災害発生のおそれがある場合

は、情報収集に当たるとともに、警察ヘリコプター・警察用船舶等を活用して、捜索活動を実施す

る。

② 航空災害が発生した場合は、直ちに事故発生地を管轄する警察署員等を墜落現場に急行させ、情

報収集活動を行う。

また、墜落現場が山間へき地等の場合は、現場の地形・周辺の道路状況・現場に至る行程・気象

状況等の情報を迅速に収集する。

③ 航空災害が発生した場合は、事故発生地を管轄する警察署員・広域緊急援助隊員等を直ちに出動

させ、関係機関と緊密に連携し、乗客・乗務員等の救出救助活動を迅速に行う。

また、航空機の墜落現場の検索に当たっては、広範囲に実施し生存者等の迅速な発見に努める。

④ 航空機が人家密集地域へ墜落した場合、その他被害が拡大するおそれがある場合は、迅速に立入

禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を迅速的確に実施する。

（６） 航空運送事業者の措置

① 航空交通の安全に関する各種情報を態様・要因毎等に分類・整理し、事故予防のために活用し、

必要な措置を講じる。

② 分類整理した各種情報を事業者相互間において交換し、情報の活用を促進する。

③ 自己の運行する航空機について、緊急事態又は事故が発生した場合は、直ちにその情報を国土交

通省へ連絡する。

④ 自己の運航する航空機について、緊急事態又は事故が発生した場合は、それによる被害状況を把

握できたものから、直ちに国土交通省へ連絡する。

⑤ 発災後速やかに社員の非常招集・情報収集連絡体制の確立等、必要な体制をとる。

（７） その他

一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか「第３編第１４

章集団事故災害対策」により活動を実施する。

５５５５ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

その他防災関係機関は、市・県及び空港出張所等からの応援要請等を受けたときは、積極的に協力して

消火活動等を実施する。



- 180 -

第第第第５５５５節 大規模節 大規模節 大規模節 大規模なななな火災対策火災対策火災対策火災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

大規模な火災が発生し、又は火災発生時の形態や状況等（高層建築物・地下街・特殊建築物・住宅密集

地等）から、大規模化が予測される場合（以下「大規模な火災の発生した場合」という。）、これに緊急

に対処するための消防活動について定める。

なお、この節の「消防活動」は、主に情報の収集・連絡・消火及び救助・救急・緊急輸送活動をいう。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

県（消防保安課）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 情報収集連絡

大規模な火災が発生した場合、市は火災の状況・被害の規模等の情報を収集し、把握できたものか

ら直ちに県に連絡する。ただし、消防庁が定める「火災・災害等即報要領」に基づく、直接即報基準

に該当する火災の場合、市は直接消防庁へも連絡する。また、合わせて中国消防長会（広島市消防

局）にも連絡する。

県は、自ら収集した情報も含め消防庁に連絡するとともに、必要に応じ他の関係機関に連絡する。

（２） 消火・避難活動

① 火災が発生した場合、市は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火及び自主防災

組織等の協力を得て、住民の避難誘導等の活動を行う。

② 大規模な火災が発生した場合、県警察は、迅速に立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等

に対する避難誘導を的確に行う。

③ 大規模な火災が発生した場合、必要に応じてヘリコプター等航空機による状況把握、その他の活

動を行う。

（３） 交通の確保・緊急輸送

大規模な火災が発生した場合、被害の状況・緊急度・重要度を考慮して、交通規制・応急復旧・緊

急輸送の手段を講じる。

（４） 救助・救急活動

① 火災による人的被害が発生した場合、市は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の把握に努

める。

② 一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか「第３編第

１４章集団事故災害対策」により活動を実施する。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 市は、火災及び被害の規模に応じて、県及び他市町村に応援を要請する。また、県及び他市町村

は、要請又は応援協定に基づき、応援活動の迅速な実施に努める。

また、化学消火薬剤等を発災市で確保することが困難な場合は、県又はその他の関係機関に確保
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を要請する。

（２） 県は、大規模な火災の発生した場合は、市の求めにより、消防防災ヘリコプターを出動させ消防

・救助・救急活動を支援するとともに、国・都道府県・その他関係機関等との法令・協定等に基づ

く応援協力についての連絡調整を行う。

また、特に緊急の必要があるときは、法令の範囲内で、市に対する必要な措置を指示する。

① 島しょ部又は海岸等で火災が発生した場合、必要に応じて玉野海上保安部へ消防及び救助・救急

活動等の応援を要請する。

② 市の消防ヘリコプターが、点検整備等で運航不可能な時期は、県消防防災ヘリコプターや他の都

道府県・政令市・自衛隊にヘリコプター等、航空機の応援を要請する。

③ 火災の規模又は被害の状況等から、県内の消防力では対応が困難な場合は、「緊急消防援助隊」

の派遣「大規模特殊災害時における、広域航空消防応援」等を要請する。

④ 化学消火薬剤等の輸送については、必要に応じて、海上の場合は玉野海上保安部又は中国運輸局

岡山運輸支局へ・輸送のための船舶の確保と陸上の場合は県トラック協会へ、輸送のための車両の

確保・県警察へ交通の規制及び輸送車両の先導等の協力を要請する。

⑤ 火災の規模・被害の状況から、県警察の協力・自衛隊の派遣を必要と判断した場合は、速やかに

協力・派遣を要請する。

（３） 応援の要請を受けた機関は、これに積極的に協力する。
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第第第第６６６６節 林野火災対策節 林野火災対策節 林野火災対策節 林野火災対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

林野火災が発生した場合、防災関係機関は早期に初動体制を確立し、緊密な協力のもとに各種応急対策

を実施することにより、被害拡大を防ぎょし被害の軽減を図る。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

県（消防保安課、農林水産部）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 情報の収集・連絡

① 大規模な林野火災が発生した場合、市は、火災の状況・被害の規模等の情報を収集し、把握でき

たものから直ちに県に連絡し、県は、自ら収集した情報も含め消防庁に連絡するとともに、必要に

応じ他の関係機関に連絡する。

② 情報連絡に当っては、関係機関が統一のとれた判断の下に、各種応急対策を実施するため、市が

作成した林野火災防ぎょ図を共通のメッシュ地図として使用する。

（２） 応急活動及び活動体制の確立

① 市は、林野火災対応の中枢として、すべての指揮と情報を把握するため、現場指揮本部を、また、

後方支援に必要な事項を処理するため、後方支援本部を設置する。

② 市災害対策本部が設置された場合は、後方支援本部の業務は市災害対策本部が行う。

（３） 消火・避難活動

① 林野火災が発生した場合、市は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行う。

② 市は、必要に応じて自主防災組織等の協力を得て、住民の避難誘導等の活動を行う。

③ 県警察は、必要に応じて迅速に立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導

を的確に行う。

④ 林野火災が発生した場合には、必要に応じてヘリコプター等航空機による状況把握及び空中消火

等の活動を行う。

（４） 交通の確保・緊急輸送

大規模な林野火災が発生した場合、被害の状況・緊急度及び重要度等を考慮して、交通規制・応急

復旧・緊急輸送の手段を講じる。

（５） 救助・救急活動

① 林野火災による人的被害が発生した場合、市は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の把握に

努める。

② 一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか、「第３編第

１４章集団事故災害対策により活動を実施する。

（６）消防ヘリの運用

① 市は、林野火災の拡大が予想されるとき又は延焼状況・気象状況・地形の状況等から必要と認め

るときは、消防ヘリを出動させる。
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② 消防ヘリによる偵察及び空中消火等は、時期を逸することなく、早期に実施できるよう努める。

③ 消防ヘリの主要業務は、上空偵察・空中消火・搬送業務及び救助活動とする。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 市は、林野火災及び被害の規模に応じて、他市町村に応援を要請する。他市町村は、要請又は応

援協定に基づき、応援活動の迅速な実施に努める。

また、市で林野火災対策用資機材を確保することが困難な場合は、県又はその他の関係機関に確

保を要請する。

（２） 市の消防力のみでは対処できない林野火災の場合は、市町村又は都道府県の区域を越えた、消防

力の広域的な運用により対応することとし、その手段は「岡山県下林野火災広域応援対応マニュア

ル」及び「岡山県林野火災対策用空中消火資機材運用要綱」等による。

（３） 県は、大規模な林野火災が発生した場合、市の求めにより、消防防災ヘリコプターを出動させ消

防・救助・救急活動を支援するとともに、国・都道府県・その他関係機関等との法令・協定等に基

づく、応援協力についての連絡調整を行う。

また、特に緊急の必要があるときは、法令の範囲内で、市に対する必要な措置を指示する。

① 島しょ部又は海岸等で火災が発生した場合、必要に応じて玉野海上保安部へ消防及び・救急救助

活動等へ応援を要請する。

② 岡山市の消防ヘリコプターが点検整備等で、運航不可能な時期は、県消防防災ヘリコプターや他

の都道府県・政令市・自衛隊にヘリコプター等、航空機の応援を要請する。

③ 火災の規模又は被害の状況等から、県内の消防力では対応が困難な場合は「緊急消防援助隊」の

派遣、「大規模特殊災害時における、広域航空消防応援」等を要請する。

④ 林野火災用資機材の輸送については、必要に応じて、海上の場合は玉野海上保安部又は中国運輸

局岡山運輸支局へ輸送のための船舶の確保、陸上の場合は県トラック協会へ輸送のための車両の確

保、県警察へ交通の規制及び輸送車両の先導等の協力を要請する。

⑤ 火災の規模・被害の状況等から、県警察の協力・自衛隊の派遣が必要と判断した場合は、速やか

に協力・派遣を要請する。

（４） 応援の要請を受けた機関は、これに積極的に協力する。
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第第第第７７７７節 危険物等災害対策節 危険物等災害対策節 危険物等災害対策節 危険物等災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

危険物等施設が、火災等により危険な状態になり又は爆発する等の災害が発生した場合、地域住民に多

大な危害を加えるおそれがあるため、これらの危害を防除するための応急的保安措置を講じる。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

危険物等施設の所有者・管理者・占有者

危険物等輸送事業者

県（消防保安課・保健福祉部）

県警察

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 危険物等施設

① 市の措置

ア 県へ災害発生について、直ちに通報する。ただし、消防庁が定める「火災・災害等即報要領」

に基づく、直接即報基準に該当する火災・爆発事故の場合は、直接消防庁へも連絡する。

また、合わせて消防長会中国支部（広島市消防局）にも連絡する。

イ 危険物等施設の所有者・管理者・占有者に対し、危害防止のため措置を講じるよう指示し又は

自らその措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区域を設定し一般市民の立入制限・退去

等を命令する。

ウ 市は、災害の規模に応じて、速やかに職員の非常招集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策

本部の設置等必要な体制をとる。

エ 消防計画により消防隊を出動させ、災害発生企業の責任者からの報告・助言等を受け、必要に

応じ、関係企業及び関係公共的団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。

なお、消火活動等を実施するに当っては、海上への波及防止及び河川・農地等への流出被害防止

について十分留意して行う。

オ 火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、他の市町村に対して応援

を要請する。

カ さらに消防力等を必要とする場合は、県に対して緊急消防援助隊の派遣要請及び自衛隊の災害

派遣要請を要求するとともに、化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等、必要資機材の確保につい

て応援を要請する。

また、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に対して、当該職員の派遣の要請をする

とともに、県に対して指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求める。

キ 市は、危険物等災害時に、危険物等の流出・拡散の防止・流出した危険物等の除去・環境モニ

タリングをはじめ、住民等の避難・事業者に対する応急措置命令・危険物等関係施設の緊急使用

停止命令など、適切な応急対応を講ずる。

② 危険物等施設の所有者・管理者・占有者の措置

ア 施設が危険な状態になったときは、直ちに危険物等を安全な場所に移動するなど、必要な応急

措置を講じる。

イ 県警察及び市へ、災害発生について直ちに通報するとともに、必要があると認めるときは、付

近の住民に避難するよう勧告する。



- 185 -

ウ 自衛消防隊その他の要員により、初期応急活動を実施するとともに、必要に応じ、他の関係企

業の応援を得て、延焼防止活動を実施する。

なお、消火活動等を実施するに当っては、海上への波及防止及び河川・農地等への流出被害防

止について、十分留意して行う。

エ 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して、消防機関を誘導するとともに、爆

発性・引火性・有毒性物品の所在及び品名・数量・施設の配置並びに災害の対応を報告し、消防

機関の指揮に従い、積極的に消火活動を実施する。

オ 事業者は、災害発生後、速やかに職員の非常招集・情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置

等必要な体制をとる。

カ 事業者は、災害発生後、速やかに災害の拡大の防止のため、必要な措置を講じる。

キ 事業者は、消防機関・県警察等と緊密な連携確保に努める。

ク 事業者は、災害時に的確な応急点検及び応急措置等を講じる。

ケ 危険物等の大量流出に対する応急対策

大量の危険物等が、事業所外に漏洩した場合は、現場の事業者等は、防除措置を講じる。防除措

置を実施するに当っては、必要な資機材を迅速に調達し、危険物の拡散を最小限に抑える措置を

講じる。

③ 県警察の措置

ア 情報の収集・広報活動・被害実態の把握を行う。

イ 被災地・避難場所・危険箇所等の警戒及び避難路等の確保並びに被災者等の救出救助を行う。

ウ 必要に応じ、流出した危険物等の防除活動を行う。

エ 交通秩序及び通信の確保等を行うほか、関係機関による災害救助及び復旧活動等に協力する。

④ 県の措置

ア 国が定める即報基準等に基づき、国（消防庁・厚生労働省）へ災害発生について、速やかに通

報する。

イ 市の実施する消火活動について、特に必要があると認めるときは、必要な指示を行うとともに、

当該市からの要請により、他の市町村に応援するよう指示する。

ウ 県は、災害の規模に応じて、速やかに職員の非常招集・情報収集連絡体制の確立及び災害対策

本部の設置等必要な体制をとる。

エ 市から自衛隊の災害派遣要請の要求があったとき又は必要があると認めるときは、自衛隊に対

して、災害派遣を要請する。また、市から化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等、必要資機材の

確保等について、応援の要請を受けたときは積極的に協力する。

オ 市から指定地方行政機関の職員の派遣について、斡旋を求められたときは、関係指定行政機関

に対してその斡旋を行う。

また、特に必要があると認めるときは、指定行政機関又は指定地方行政機関に対して、当該職

員の派遣を要請し又は内閣総理大臣に対し、その斡旋を求めるとともに、他の都道府県に対して

応援を要請する。

（２） 危険物等積載車両

危険物等輸送事業者・県警察・市及び県は、それぞれに準じた適切な措置を講じる。

（３） その他

一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか「第３編第１４

章集団事故災害対策」により活動を実施する。
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４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） その他の防災関係機関及び関係企業等は、市・県又は災害発生企業から、応援の要請等を受けた

ときは、積極的に協力して消火活動等を実施する。

（２） 広域的な応援体制

地方公共団体等は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体等に応援を求める。また、大規模な危

険物等災害の発生を覚知したときは、発災地以外の地方公共団体及び事業者はあらかじめ関係地方公

共団体並びに、事業者により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。

（３） 緊密な情報交換

関係機関は応急対策活動等に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行う。
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第第第第８８８８節 高圧節 高圧節 高圧節 高圧ガスガスガスガス災害対策災害対策災害対策災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

高圧ガス施設等及び移動中の高圧ガス等が、火災等により危険な状態になった場合又は爆発等の災害が

発生した場合は、地域住民に多大な危害を加えるおそれがあるため、これらの危害を防除するための、応

急的保安措置を講じる。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

高圧ガス施設等の所有者・管理者・占有者

高圧ガス輸送業者

県（消防保安課）

県警察

玉野海上保安部

中国四国産業保安監督部

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 高圧ガス施設

① 市の措置

ア 県に災害発生について、直ちに通報する。ただし、消防庁が定める「火災・災害等即報要領」

に基づく、直接即報基準に該当する火災・災害等の場合は、直接消防庁へも連絡する。

また、合わせて消防長会中国支部（広島市消防局）にも連絡する。

イ 製造業者（コンビナート製造業者を除く。）貯蔵所の所有者・占有者・販売業者（液化石油ガ

ス販売事業者を除く）・消費者等に対し、高圧ガス製造施設・貯蔵所・販売所等の全部又は一部

の使用の一時停止を命じ又は製造・引渡し・貯蔵・移動・消費・廃棄等の一部禁止又は制限をす

る。

ウ 高圧ガス又はこれを充填した容器の所有者・占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命

じる。

エ 高圧ガス施設等の所有者・管理者・占有者に対し、危害防止のための措置を講じるよう指示し

又は自らその措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区域を設定し一般住民の立入制限・

退去等を命令する。

オ 災害の規模に応じて、速やかに職員の非常招集・情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の

設置等必要な体制をとる。

カ 消防計画により消防隊を出動させ、災害発生企業の責任者からの報告・助言等を受け、必要に

応じ、関係企業及び関係公共的団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。

キ 火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合、他の市町村に対して応援を

要請する。

ク さらに消防力等を必要とする場合、県に対して緊急消防援助隊の派遣要請及び自衛隊の災害派

遣要請を要求するとともに、必要資機材の確保等について、応援を要請する。

また、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に対して、当該職員の派遣の要請をする

とともに、県に対して指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求める。

② 高圧ガス施設等の所有者・管理者・占有者の措置

ア 施設が危険な状態になったときは、直ちに作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移し又
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は放出し、充てん容器が危険な状態となったときは、直ちにこれを安全な場所に移し又は水

（地）中に埋める等の応急措置を講じる。

イ 市・県及び県警察の指示する場所へ、災害発生について直ちに通報するとともに、必要がある

と認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。

ウ 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して、消防機関を誘導するとともに、施

設等の状況について報告し、消防機関の指示に従い防災活動を実施する。

エ 事業者は、災害発生後速やかに、職員の非常招集・情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置

等必要な体制をとる。

オ 事業者は、災害発生後、速やかに災害の拡大の防止のための、必要な措置を講じる。

カ 事業者は、消防機関・県警察等との間において、緊密な連携の確保に努める。

③ 県警察の措置

ア 情報の収集・広報活動・被害実態の把握を行う。

イ 被災地・避難場所・危険箇所等の警戒及び避難通路等の確保並びに被災者等の救出救助を行う。

ウ 交通秩序及び通信の確保等を行うほか、関係機関による災害救助及び復旧活動等に協力する。

④ 県の措置

ア 国が定める即報基準に基づき、国（中国四国産業保安監督部・消防庁）へ災害発生について速

やかに通報する。

イ コンビナート製造業者・液化石油ガス販売業者等に対し、高圧ガス製造施設・販売所の全部又

は一部の使用の一時停止を命じ、又は製造・引渡し等の一時禁止又は制限をする。

ウ 県は、災害の規模に応じて、速やかに職員の非常招集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策

本部の設置等必要な体制をとる。

エ 市から、自衛隊の災害派遣要請の要求があったとき又は必要があると認めるときは、自衛隊に

対して災害派遣を要請する。また、市からの必要資機材の確保等について、応援の要請を受けた

ときは、積極的に協力する。

オ 市から指定地方行政機関の職員派遣について、斡旋を求められたときは、関係指定地方行政機

関に対してその斡旋を行う。また、特に必要があると認めるときは、指定行政機関又は指定地方

行政機関に対して、当該職員の派遣を要請し又は内閣総理大臣に対して、その斡旋を求めるとと

もに、他の都道府県に対して応援を要請する。

⑤ 中国四国産業保安監督部の措置

経済産業大臣が必要と認める場合は、所要の命令等を発するよう措置を講じる。

（２） 高圧ガス積載車両

高圧ガス輸送事業者・県警察・市・県・中国四国産業保安監督部は、それぞれ危険物等施設の場合

に準じた措置を講じる。

（３） 高圧ガス積載船

① 高圧ガス輸送事業者の措置

「第３節海上災害対策」の場合に準じた措置を講じるとともに、玉野海上保安部へ災害発生につ

いて直ちに通報する。

② 玉野海上保安部の措置

「第３節海上災害対策」の場合に準じた措置を講じる。

（４） その他

一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか「第３節第１４

章集団事故災害対策」により活動を実施する。
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４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） その他の防災関係機関及び関係企業等は、市・県又は災害発生企業から、応援の要請等を受けた

ときは、積極的に協力して消火活動を実施する。

（２） 広域的な応援体制

市は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体等に応援を求める。また、大規模な高圧ガス等災害

の発生を覚知したときは、発災地以外の市町村等は、あらかじめ締結された広域応援協定等に基づき、

速やかに応援体制を整える。

（３） 緊密な情報交換

関係機関は、応急対策活動等に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行う。
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第第第第９９９９節 火薬類災害対策節 火薬類災害対策節 火薬類災害対策節 火薬類災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

火薬類施設及び移動中の火薬類等が、火災等により危険な状態になり又は爆発する等の災害が発生した

場合は、地域住民に多大な危害を加えるおそれがあるため、これらの危害を防除するための応急的保安措

置を講じる。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

火薬類施設及び火薬類の所有者・管理者・占有者

火薬類輸送業者

県（消防保安課）

県警察

玉野海上保安部

中国四国産業保安監督部

中国運輸局（岡山運輸支局）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 火薬類関係施設

① 市の措置

ア 県へ災害発生について、直ちに通報する、ただし、消防庁が定める「火災・災害等即報要領」

基づく、直接即報基準に該当する火災・爆発事故の場合は、直接消防庁へも通報する。

また、消防長会中国支部（広島市消防局）へも連絡する。

イ 火薬類の所有者・占有者に対し、危害防止のための措置を講じるよう指示し又は自らその措置

を講じ、必要があると認めるときは警戒区域を設定し、一般住民の立入制限・退去等を命令する。

ウ 消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生企業の責任者からの報告を受け、必要に応じ、

関係企業及び関係公共的団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。

エ 火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、他の市町村に対して応援

要請する。

オ さらに消防力等を必要とする場合は、県に対して緊急消防援助隊の派遣要請及び自衛隊の災害

派遣要請を要求するとともに、化学消火薬剤等必要資機材の確保等について、応援を要請する。

また、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に対して、当該職員の派遣の要請をする

とともに、県に対して指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求める。

② 火薬類施設及び火薬類の所有者・管理者・占有者の措置

ア 施設が危険な状態となったときは、直ちに作業を中止し、必要な応急措置を講じる。

イ 火薬類を安全な場所に移す余裕のある場合は、これを移し、かつ、見張人をつけ、移す余裕の

無い場合は水中に沈め又は火薬庫の入口等を密閉し、防火の措置を講じる等安全な措置を講じる。

ウ 市・県及び県警察へ、災害について直ちに通報するとともに、必要があると認めるときは、付

近の住民に避難するよう警告する。

エ 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して、消防機関を誘導するとともに、施

設等の状況について報告し、消防機関の指示に従い防災活動を実施する。

オ 事業者は、災害発生後速やかに、職員の非常招集・情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置

等必要な体制をとる。

カ 事業者は、消防機関・県警察等との間において、緊密な連携の確保に努める。
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③ 県警察の措置

ア 情報の収集・広報活動・被害実態の把握を行う。

イ 被災地・避難場所・危険箇所等の警戒及び避難路等の確保並びに被災者等の救出救助を行う。

ウ 交通秩序及び通信の確保等を行うほか、関係機関による災害救助及び復旧活動に協力する。

④ 県の措置

ア 国が定める即報基準等に基づき、国（中国四国産業保安監督部・消防庁）へ災害発生について

速やかに通知する。

イ 製造業者（知事権限に係るもの）、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の使用

の一時停止を命じ、又は製造・販売・貯蔵・運搬・消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限する。

ウ 火薬類の所有者・占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又は廃棄を命じる。

エ 上記イ・ウの措置を講じたときは、直ちにその旨を県警察（県公安委員会）へ通報する。

⑤ 中国四国産業保安監督部の措置

県の措置に準じた措置を講じる。

（２） 火薬類積載車両

① 市の措置

（１）－① に準じた措置を講じる

② 火薬類輸送事業者の措置

（１）－② に準じた措置を講じるほか、鉄軌道車両について災害が発生した場合は、中国運輸局

岡山運輸支局へも通報する。

③ 県警察の措置

（１）－③ に準じた措置を講じる。

④ 中国運輸局岡山運輸支局の措置

鉄軌道車両について災害が発生した場合は、国土交通大臣が（１）－④に準じた措置を講じる。

（３） 火薬類積載船

① 火薬類輸送事業者の措置

（１）－①－ ア及びイに準じた措置を講じるとともに、玉野海上保安部及び中国運輸局岡山運輸支

局、へ災害発生について直ちに通報する。

② 玉野海上保安部の措置

ア 県へ災害発生について、直ちに通報する。

イ 輸送機関に対し、危害防止のための措置を講じるよう指示し又は自らその措置を講じ、火災発

生時には消防活動を行う。

③ 中国運輸局岡山運輸支局の措置

国土交通大臣が（１）－④に準じた措置を講じる。

④ 県警察・市・県・中国四国産業保安監督部の措置

必要に応じ（１）－②、③、④、⑤に準じた措置を講じる。

（４） その他

一時に多数の死傷者が生じ総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか、「第３編第１４

章集団事故災害対策」により活動を実施する。

４４４４ 応援協力体制応援協力体制応援協力体制応援協力体制

（１） その他の防災関係機関及び関係企業等は、市又は県若しくは災害発生企業から、応援の要請等を

受けたときは、積極的に協力して防災活動を実施する。
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（２） 広域的な応援体制

市は、被害の規模に応じて、他の市町村等に応援を求める。また、大規模な火薬類等の災害の発生

を覚知したときは、発災地以外の市町村等は、あらかじめ締結された広域応援協定等に基づき、速や

かに応援体制を整える。

（３） 緊密な情報交換

関係機関は、応急対策活動等に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行う。
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第第第第１０１０１０１０節 有害節 有害節 有害節 有害ガスガスガスガス等災害対策等災害対策等災害対策等災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

特定施設等について故障・破損その他の事故が発生し、ばい煙若しくは特定物質・ダイオキシン類又は

有害ガス（以下「有害ガス等」という）が、大気中又は公共用水域に多量に排出された場合は、地域住民

の人体に重大な被害を及ぼすおそれがあるので、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかに復旧措置

を講じる。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（保健福祉局・消防局）

特定施設等の設置者

県（保健福祉部）

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 特定施設等の設置者の措置

① 事故発生時には、応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧する。

② 市長に事故状況を通報するとともに、必要に応じ、付近住民等が避難するため必要な措置を講じ

る。

③ 市長の措置があった場合、これに従う。

（２） 市の措置

① 市は、有害ガス等が大気中又は公共用水域に多量に排出され、地域住民の人体に重大な被害を及

ぼすおそれがあると認められる場合は、警戒区域の設定による立入禁止・適当な場所への退避の勧

告等を行う。

② 市長は、有害ガス等に係る事故が発生した場合は、法令の定めるところにより、立入検査を実施

するとともに、当該特定施設等設置者に対し、事故の拡大又は再発の防止のため、必要な措置を講

じるよう勧告又は命令する。

（３） その他

一時に多数の死傷者が生じ総合的な救急活動の必要がある場合には、この節のほか「第３編第１４

章集団事故災害対策」により活動を実施する。

４４４４ 応援協力応援協力応援協力応援協力

その他の防災機関及び特定事業所等は、市・県又は災害発生事業所からの応援の要請を受けたときは、

事故の拡大又は再発の防止のため、積極的に応援活動等を実施する。
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第第第第１１１１１１１１節 地下街等節 地下街等節 地下街等節 地下街等におけるにおけるにおけるにおけるガスガスガスガス災害対策災害対策災害対策災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

地下街等においてガス等による災害から不特定多数の者及び地域住民を守るため、防災関係機関は、早

期に初動体制を確立し、緊密な協力のもとに各種応急対策を実施することにより、被害拡大を防止し被害

の軽減を図る。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（消防局）

地下街等の所有者・管理者・占有者

ガス供給事業者

県（消防保安課）

県警察

中国経済産業局

中国四国産業保安監督部

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

地下街等においてガス漏れが発生した場合又はガス漏れによる爆発・火災等の事故（以下「ガス事故」

という。）が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、次によりそれぞれ応急措置を講じる。

（１） 市の措置

① 地下街等の所有者等から直接ガス漏れ又はガス事故発生の通報を受けた場合は、直ちにガス供給

事業者に対し、通報連絡する。

② 地下街等の所有者に対し、危害防止のための措置を講じるよう指示し又は自らその措置を講じ、

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民等の立入制限・退去等を命令する。

③ 現場の警察官と協力して、警戒区域内への人及び車両の通行等を規制するとともに、火気使用禁

止等の広報活動を徹底し、合わせて警戒区域内の住民の適切な避難誘導を行う。

④ 市消防計画等により消防隊を出動させ、当該地下街等の救助及び消火活動を実施する。この場合、

必要に応じて、当該地下街等に所有者等からの報告・助言を受け又は他の消防機関及び自衛消防隊

の協力を得て実施する。

⑤ ガス事故災害防止のため、ガス遮断装置を操作してガス供給の停止を行う場合は、（２） ガス

供給事業者の措置に準じた措置を講じる。

⑥ 県へ災害発生について、直ちに通報する。

⑦ 火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、他の市町村に対して応援を

要請する。

⑧ さらに消防力等を必要とする場合は、県に対して自衛隊の災害派遣を要請するとともに、化学消

火薬剤・中和剤・ガス検知器等を、必要資機材の確保について応援を要請する。

また、必要があると認めるときは、指定地方行政機関に対して、当該職員の派遣を要請するとと

もに、県に対して指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求める。

（２） 地下街等の所有者・管理者・占有者の措置

① ガス漏れを知ったときは、直ちにガス供給事業者へ通報するとともに、当該地下街等にある店舗

等の元コックを閉止し、火気の使用の禁止・電気設備の使用規制等の安全措置を講じる。

なお、必要と認めるときは、市（消防機関）へ通報するものとする。

② ガス事故が発生するおそれがある場合は、地下街等の居住者・店舗等の客及び付近の住民に対し、

適切な避難誘導を行い安全確保を講じる。
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③ 他の地下街等及びビル等との連絡口がある場合は、必要に応じてガス拡散を考慮しつつ、避難口

に設けられているシャッターを閉鎖する。

④ 消防機関等の現場到着までの間、必要に応じて、地下街に通ずる階段付近一帯をロープ等により

初期消火活動を実施し、二次爆発の防止に努める。

⑤ 地下街の所有者等は、ガス事故災害を防止するため緊急やむを得ないと認める場合は、ガス供給

事業者との事前申し合わせに基づきガス遮断装置を操作して、ガス遮断を行うことができる。

⑥ 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して、消防機関を誘導するとともに、爆発

性・引火性・有毒性物品の所在及び品名・数量・施設の配置並びに、災害の態様を報告し、消防機

関の措置に従い、積極的に消火活動を実施する。

（３） ガス供給事業者の措置

① 地下街等の所有者又は市（消防機関）から、ガス漏れの発生又はガス事故が発生し、若しくは発

生するおそれがある旨の通報を受けたときは、直ちに必要な保安要員を現場に出動させる。

② 地下街等の所有者からの通報又は現場に出動した保安要員からの連絡に基づき、ガス事故が発生

し又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに消防機関及び県警察に対し、通報連絡す

る。

③ 現場に出動した保安要員は、早急にガス漏れの場所及びガスの漏洩している範囲を検知し、必要

に応じ、ガス事故災害発生のための、ガス供給停止等の措置を講じる。

④ 現場に消防機関が出動したとき、保安要員は、消防機関に前記③ の措置状況を報告する等、緊

密な連携を保つとともに、現場の状況に応じた適切な措置を講じる。

⑤ ガス事故発生防止のため、ガス遮断装置を操作して、ガス供給の停止を行う場合は、保安要員が

行う。ただし、ガス事故災害の発生を防止するため、緊急やむを得ないと認める場合は、地下街等

の所有者等又は消防機関が、ガス遮断装置を操作してガス遮断を行うことができる。

なお、この場合の取り扱いについて、あらかじめ協議し、確認書を交しておく。

⑥ 遮断後のガスの供給再開は、二次災害発生の防止を図るため、ガス供給事業者（保安要員）が行

う。

（４） 県警察の措置

① 情報の収集・広報活動・被害実態の把握を行う。

② 被災地・避難場所・危険箇所等の警戒及び避難路等の確保並びに被災者等の救出救助を行う。

③ 交通秩序及び通信の確保を行うほか、関係機関による災害救助及び復旧活動に協力する。

（５） 県の措置

① 市の実施する消火活動について、特に必要があると認めるときは、必要な指示を行うとともに、

当該市からの要請により、他の市町村に応援するよう指示する。

② 市から自衛隊の災害派遣要請を受けたとき又は必要があると認めるときは、自衛隊に対して災害

派遣を要請する。また、市から化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等、必要資機材の確保等につい

て応援の要請を受けたときは、積極的に応援する。

③ 市から、指定地方行政機関の職員の派遣について、斡旋を求められたときは、関係地方指定行政

機関に対して、その斡旋を行う。また、特に必要があると認めるときは、指定行政機関及び指定地

方行政機関に対して、当該職員の派遣を要請し又は内閣総理大臣に対してその斡旋を求めるととも

に、他の府県に対して応援を要請する。

（６） 中国経済産業局

災害発生後における、ガスの供給の確保に必要な指導を行う。

（７） 中国四国産業保安監督部

① ガス事故発生の情報の収集及び伝達を行う。

② ガス事業者に対し、ガス施設等の保安の確保に必要な指導を行う。



- 196 -

（８） その他

一時に多数の死傷者が生じ総合的な救急活動の必要がある場合には、この節のほか「３編第１４章

集団事故災害対策」により活動を実施する。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

その他の防災関係機関及び関係企業は、市・県又は災害発生企業から、応援の要請等を受けたときは、

積極的に協力して応援活動等を実施する。
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第第第第１４１４１４１４章 集団事故災害対策章 集団事故災害対策章 集団事故災害対策章 集団事故災害対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

交通事故・爆発・有害物資の放出等の事故災害により、一時に多数の傷病者が生じ、日常の単発的小災

害に対する体制では救助救急対策が困難な場合において、総合的な救助救急体制を確立し、救助救急活動

の迅速かつ適切な実施を図る。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

市（消防局・保健福祉局）

県（危機管理課・消防保安課・保健福祉部）

県警察

日赤県支部

岡山県医師会・岡医連・市医師会

災害拠点病院

施設管理者等

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 総合救急対策本部の設置

交通事故･爆発･有害物質の放出等により、一時的に多数の傷病者が生じ、関係機関が協力して総合

的な救急医療活動を実施する必要があると認められる場合、市長は、総合救急対策本部を設置する。

① 市長は、自ら又は適当な職員若しくは、他の関係機関の代表を指名して、総合救急対策本部の総

合的な調整に当たらせる。

② 総合救急対策本部は、事故現場に近く、かつ、通信連絡に便利な場所に設置する。

（２） 総合救急対策本部の責務

関係機関が実施する、救急医療等の業務の調整を行い、円滑な実施を図る。

① 災害現場での救助

② 現場付近での応急手当

③ 負傷者の分類

④ 収容医療施設の指示

⑤ 医療施設への搬送

⑥ 死体の処理
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（３） 総合的応急体制の組織

◆活動組織の構成及び主な機能

総 合 救 急 対 策 本 部

総合調整班、庶務班、広報班、資材班

各機関現地責任者

組 織 構 成 機 関 等 主 な 機 能

市長・副市長・消防局長・消防団長 １ 情報の収集

総合救急 ・保健福祉局長 ２ 判断の統一

対策本部 警察署長 ３ 各機関の指揮の総合調整

海上保安部長（海上災害時） ４ 地区外機関への応援要請の決定

空港出張所長（航空機事故時）

地元医療機関の代表

事故発生責任者の代表（企業体等）

施設管理者・学識経験者

・総 合 調 整 班 １ 全般計画・各期間の連絡調整

２ 傷病者の収容施設の確保

・庶 務 班 １ 人員の把握

２ 報道その他渉外事務

・資 材 班 １ 各種資機材の補給

◆ 実施機関

関 係 機 関 活 動 区 分 主 な 業 務

消 防 消 防 １ 警戒区域の設定と出入規制

警 察 警 戒 ２ 現場の危険排除

事 故 関 係 者 等 ３ 災害の鎮圧

警 察 警備・交通規制 １ 現場の治安・秩序の維持

海上保安部（海上災害時） ２ 交通規制

事 故 関 係 者 等

消防・警察・事故関係者等 救 助 １ 傷病者の救助

消 防 救 急 搬 送 １ 搬送車両の確保

事 故 関 係 者 等 ２ 救急車等による病院への搬送

３ 搬送中の傷病者の管理

日 赤・医療機関 救 急 医 療 １ 現場での救命医療

（救護班・医療班） ２ 傷病者の応急措置

３ 傷病者の分類

４ 収容病院の指示

警 察 死 体 収 容 １ 死体の検視（身分）及び身元確認等

市 ２ 仮安置所の設置・遺族への引渡し

（４） 関係機関の措置

① 市の措置

ア 市長は、通報その他により事故の発生を覚知したときは、直ちに総合緊急対策本部を設置し、

関係機関に協力･応援を要請するとともに、所管の市民病院の救護班に出動を命じ、あるいは救急

医療機関に協力を要請する。

イ 市長は、総合救急対策本部を設置したときは、知事（危機管理課）に通報する。
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ウ 市長は、事故対象物が特殊な物質で応急対応を講じる上で、特別の知識を必要とする場合は、

当該知識を有するものに対し、協力を要請する。

② 事故の発生責任者（企業体等）の措置

ア 事故の発生を覚知したときは、直ちに消防（１１９番）・警察（１１０番）及び事故の状況に

よっては、玉野海上保安部（１１８番）又は空港（飛行場）管理事務所等に通報するとともに自

力による応急対応を行う。なお、必要に応じてその他の関係機関に協力を要請する。

イ 総合救急対策本部が設置された場合は、当該事故発生責任者の代表は、これに参加し救急及び

防災活動を行う。

③ 警察署・海上保安部及び空港出張所の措置

ア 通報その他により事故の発生を覚知したときは、直ちに市長に通報するとともに、所定の応急

活動を実施する。

イ 総合緊急対策本部が設置された場合は、これに参加し、関係機関と協力して救急及び防災活動

を実施する。

④ 日赤県支部及び地元医療関係機関の措置

市長（対策本部）の要請により、救護班・医療班及び応援部隊を派遣する。

⑤ 県の措置

ア 市の単独救急体制では適切な措置が困難と認めるとき又は市長から要請があったときは、日赤

県支部･県医師会･災害拠点病院に医療従事者の派遣要請をし、自衛隊その他関係機関に応援を要

請する。

イ 総合救急対策本部が設置された場合は、これに参加し、関係機関と協力して必要に応じ、救急

及び応急活動を実施するとともに、連絡調整を行う。

４４４４ 応援協力関係応援協力関係応援協力関係応援協力関係

（１） 救急対策協議会の設置

① 市長は、市域において救急関係機関の代表をもって構成する、救急対策協議会を設置する。

② 協議会は、市域の実情に即した総合救急体制の組織及び運営用量を定めるとともに、関係機関相

互の連絡調整を行い、総合救急訓練等を実施し、常に緊密な体制を維持する。

（２） 関係機関は、市の実施する総合救急体制の整備及び総合救急活動の実施に積極的に協力する。

５５５５ 本部設置本部設置本部設置本部設置のののの要領要領要領要領

市長は、自ら又は消防部長若しくは他の関係機関の代表を指名し、総合緊急対策本部・現場指揮本部の

権限・責務・指示等について、総合的に調整し救助救急活動を実施する。

（１） 総合緊急対策本部は、市庁舎又は企業体等の本支店等に設置する。

（２） 総合緊急対策本部の設置にあたっては、同本部を構成しようとする関係機関の意見を聴取する。

（３） 交通事故・爆発・有害物質等の流出等により、一時に多数の傷害者が生じた場合の救助救急活動

は、現場指揮本部を設置して実施する。

（４） 現場指揮本部は、災害現場に近く、通信・交通の利便及び電気・水道等の供給の可否を勘案して、

できるだけ便利な場所に設置する。

なお、関係機関が協力して救助救急活動を実施する必要がある場合は、関係機関の実務の責任者

で構成する合同指揮本部を設置して実施する。
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６６６６ 救急対策救急対策救急対策救急対策のののの初動活動初動活動初動活動初動活動

（１） 道路管理者・鉄軌道事業者・空港管理者・航空運送事業者・事故発生責任者等（以下、「企業体

等」という。）は、事故の発生を覚知したときは、直ちに消防部・警察署等、関係機関に通報する

とともに、関係機関が到着するまでの間、自力で応急対策を実施する。

（２） 消防・警察等関係機関が事故現場に到着するまでの間、自力による応急対策は、人命の安全を最

優先とし、被害状況を把握し事故の拡大・拡散を最小限に止める措置をとる。

特に、有害物質の流出等の場合は、周辺住民の避難について、地形・地物・気象状況等を比較勘

案し、最も安全な場所を指示する。

（３） 消防部長は、自ら又は管轄消防署班長を指名して、現場指揮本部の権限・責務・指示等について

調整し、救助救急活動を実施する。

なお、合同指揮本部が設置された場合は、合同指揮本部の決定を受けて救助救急活動を実施する。

（４） 消防部長は、事故等の規模状況により、必要と認めた場合は、関係各部に対し必要な措置を要請

する。

（５） 市の機関単独では十分な救助救急活動ができない場合は、県備前地方本部・隣接市町村・日赤県

支部・県警察・玉野海上保安部・自衛隊及び空港（飛行場）管理事務所等の関係機関に応援を要請

するとともに、緊密な連携と調整を図り実施する。

（６）り災者に対する救助救急活動は、消防部が関係各部と密接な連携をとり実施する。

７７７７ 医療救護医療救護医療救護医療救護

（１） 多数の傷病者が生じた場合（おおむね１０人以上）は、市民病院医療救護班が出動し、必要によ

り岡医連・市医師会・日赤県支部に対して、医療救護班の派遣を要請して医療救護を実施する。

（２） 岡医連及び市医師会は、総合救急対策本部又は保健福祉部長並びに、消防情報指令課から要請が

あった場合、また災害の発生が明らかな場合については、「第３編第４章第７節医療・助産」に定

めるところにより、医療救護を実施する。

８８８８ 自衛隊等自衛隊等自衛隊等自衛隊等のののの応援応援応援応援

救助救急及び防災活動の実施が、それぞれの実施機関だけでは困難であると認められたときは、県知事

に対し、自衛隊の派遣を要請する。

９９９９ 費用負担費用負担費用負担費用負担

法令等に費用負担が定められている場合のほかは、「第３編第４章第７節医療・助産」に定めるところ

による。ただし、企業体等の責に帰すべき原因による事故又は通常の企業活動を行ううえで発生した事故

の場合は、市が負担した費用については、当該企業体等が負担する。
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《参照》

○災害時の医療救護活動についての協定書（岡医連）（資料編）

○災害時の医療救護活動についての協定書（市医師会）（資料編）

○災害時の医療救護活動に係る実施細目（岡医連）（資料編）

○災害時の医療救護活動に係る実施細目（市医師会）（資料編）

○災害時の医療救護活動についての協定書（日赤県支部）（資料編）

○医療救護班・後方医療施設（資料編）

○救急自動車（資料編）

○ヘリコプター場外離着陸場（資料編）
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第第第第１５１５１５１５章 自衛隊章 自衛隊章 自衛隊章 自衛隊のののの災害派遣災害派遣災害派遣災害派遣

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

天災・地変その他の災害が発生し又は発生しようとしているとき、人命又は財産保護のため必要な応急

対策の実施が、市の組織だけでは不可能若しくは困難であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認

められるときは、県知事に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。

２２２２ 災害派遣要請権者及災害派遣要請権者及災害派遣要請権者及災害派遣要請権者及びびびび災害派遣命令者災害派遣命令者災害派遣命令者災害派遣命令者

（１） 災害派遣要請権者

知事（危機管理課）

第六管区海上保安本部長

大阪空港事務所長

（２） 災害派遣命令者

陸上自衛隊第１３特科隊長

海上自衛隊呉地方総監

航空自衛隊西部航空方面隊司令

３３３３ 災害派遣部隊等災害派遣部隊等災害派遣部隊等災害派遣部隊等のののの活動範囲活動範囲活動範囲活動範囲

災害派遣部隊の活動範囲は、主として人命及び財産の保護のため、市及び関係機関と緊密に連携、協力

して、次に掲げる活動を行う。

（１） 被害状況の把握及び伝達

車両・航空機等、状況に適した手段により偵察を行い、被害の状況を把握し関係機関に伝達する。

（２） 避難者の誘導・輸送支援

避難命令等が発令され、避難・立ち退き等が行われる場合で、必要があると認められるときは、避

難者の誘導・輸送等を行い避難を援助する。

（３） 避難者等の捜索救助

行方不明者・負傷者等が発生した場合は、通常他の救助作業等に優先して捜索救助を行う。

（４） 水防活動

堤防・護岸等の決壊に対しては、土のうの作成・運搬積込み等の水防活動を行う。

（５） 消火活動

大規模火災に対しては、利用可能な防火資機材等をもって、消防機関に協力して消火に当たる。

（６） 道路又は水路の啓開

道路又は水路が損壊し又は障害物がある場合は、それらの啓開・除去に当たる。

（７） 診察・防疫・病虫害防除等の支援

被災者の応急診療・防疫等の支援を行うが、薬剤等は、通常市・県が提供するものを使用する。

（８） 通信支援

災害派遣任務の達成に支障を来さない限度において通信を支援する。

（９） 人員及び物資の緊急輸送
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救急患者・医師・その他救援活動に特に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。

この場合、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについてのみ行う。

（10） 炊飯及び給水の支援

炊飯及び給水の支援を行う。

（11） 救援物資の無償貸付又は譲与

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令（昭和３３年総理府令第１

号）」に基づいて、救援物資を無償貸付し又は譲与する。

（12） 交通規制の支援

主として自衛隊車両の交通が混雑する地点において、自衛隊車両を対象に交通規制の支援を行う。

（13） 危険物除去等

自衛隊の能力の範囲内において、火薬物爆発物等危険物の保安措置及び除去を行う。

（14） その他

その他臨機の必要に応じ、自衛隊の能力で対処可能なものについては、要請によって所要の措置

を講じる。

４４４４ 災害派遣要請等災害派遣要請等災害派遣要請等災害派遣要請等のののの依頼手続依頼手続依頼手続依頼手続

（１） 知事等（災害派遣要請権者）の派遣要請

① 知事等は、人命又は財産の保護のため、必要があると認める場合は、自衛隊の派遣を要請する。

② 自衛隊の派遣を要請しようとする場合は、次の事項を明らかにする。

ア 災害の状況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

（２） 市長の派遣要請の要求

① 市長が自衛隊の派遣要請の必要があると認める場合は、知事に対し、災害派遣要請要求書を提出

する。ただし、緊急を要する場合その他、やむをえない理由により文書によることができない場合

は、とりあえず電話その他の方法により連絡し、事後速やかに文書を提出する。

② 市長は、上記① によって、知事に対して派遣要請の要求ができない場合は、その旨及び市域に

係る災害の状況を、防衛大臣又は自衛隊に通知することができる。この場合において、市長は、速

やかにその旨を知事に通知しなければならない。。

③ 知事は、市長から上記① ② の自衛隊災害派遣の要請の要求等を受けたときは、その内容を検

討し、必要があると認めるときは、直ちに関係自衛隊の長に対して派遣要請の手続をとる。

なお、災害派遣を要請した場合及び要請が予測される場合で、特に自衛隊との連絡を密にする必

要があると認めるときは、あらかじめ自衛隊連絡幹部の派遣を依頼し、情報の交換・部隊の派遣等

に関し、連絡調整を図る。

（３） 撤収要請依頼

① 市長は、自衛隊の災害派遣の目的を達成した場合とき又は必要がなくなった場合ときは、上記の

要請手続と同様の手続により、速やかに、撤収要請依頼書（様式２の２）を県知事に提出する。
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（４） 災害派遣要請等の手続系統図

岡山市防災会議

構 成 機 関

（通知；知事への派遣要求ができない場合：災害対策基本法第68条の２第２項）

市 長 （派遣要請；災害対策基本法第68条の２第１項） 知 事 自 衛 隊

自 衛 隊

防 消 備前県民局長 主務課長 危 危 法第83条 災害派遣

災 防 協働推進室 機 機 第１項 命令者

管 局 管 管

理 長 理 理

課 岡山県防災会議 課 監

長 構 成 機 関 長

( は情報の連絡系統）

（５） 自主派遣

自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないと

きは、次の判断基準により自主出動する。

① 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必

要があると認められること。

② 災害に際し、知事等が、自衛隊の災害派遣に係る要請を、行うことができないと認められる場合

に、直ちに救援の措置を講じる必要があると認められること。

③ 海難事故・航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合

に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。

④ その他災害に際し、上記① から③ に順じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとま

がないと認められること。

５５５５ 災害派遣部隊災害派遣部隊災害派遣部隊災害派遣部隊のののの受入受入受入受入れれれれ

（１） 災害派遣要請権者は、自衛隊の災害派遣が決定したときは、市長又は関係機関の長に受け入れ態

勢を整備させるとともに、必要に応じて職員を派遣し、派遣させた部隊及び派遣を受けた市、又は

関係機関相互の間の連絡に当たる。

県は、広域災害時には次の点に留意する。

① 派遣部隊の移動が、迅速に行なわれるために、的確な道路情報を連絡する。

② 大型輸送機の使用に備えて、岡山空港・岡南飛行場の離着陸の対応措置を取る。
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（２） 受け入れ側の市長又は関係機関の長は、次の点に留意して、派遣部隊の活動が十分に達成される

よう努めなければならない。

① 派遣部隊との連絡職員を指名する。連絡職員者は、部隊の受入れ及び作業等について、災害現場

における市の責任者として、県の連絡責任者等と連携を密にして、部隊との連絡に当たる。

② 応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着後は速やかに作

業が開始できるよう、あらかじめ準備しておく。

③ 部隊が到着した場合は、部隊を目的地に誘導するとともに、部隊指揮官と協議して、作業が他の

機関の活動と競合重複しないよう、最も効果的に作業が分担できるよう配慮する。

④ 部隊自衛隊の宿泊施設（又は宿営場所）及び車両等の保管場所を準備する。

災害が対規模かつ特殊な場合は、他県からの自衛隊部隊を受け入れるための宿営場所及び車両等

の保管場所を、災害派遣要請権者と協議して準備する。

◆自衛隊部隊が宿営等のために使用する地積の基準

連帯規模；約１５,０００㎡

師団等規模；約１４０,０００㎡

⑤ ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、次の点について留意し、ヘリポートを準備す

る。

ア 基準を満たす地積及び離着陸地点の地盤は、堅固な平坦地を確保する。

なお、この際、土地の所有者又は管理者との十分な調整を行う。

イ 着陸地点には、下記基準のＨ記号を平行方向に向けて標示するとともに、ヘリポートの近くに

上空から風向・風速の判定ができる吹き流し等を掲揚する。

ウ ヘリポート内の風圧に巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。

エ 砂塵の舞い上がるときは散水し、積雪時は除雪又は転圧を実施する。

オ ヘリポート付近の住民に対して、ヘリコプターの離着陸時について広報を実施する。

カ 物資を搭載する場合は、その形状と重量を把握し、事前に自衛隊と調整を行う。

キ 離着陸時のヘリポートには、関係者以外立ち入らせないようにする。

６６６６ 災害派遣災害派遣災害派遣災害派遣にににに伴伴伴伴うううう経費経費経費経費のののの負担区分負担区分負担区分負担区分

（１） 自衛隊の救援活動に要した次の経費は、原則として派遣を受けた市が負担するものとし、下記の

基準とする。

① 派遣部隊の宿営及び救援活動に使用した土地・建物等の使用料及び借上料

② 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼動させるための、通常必要とす

る燃料費を除く。）水道料・汚物処理料・電話等通信費及び入浴料。

③ 派遣部隊の救援活動に必要な、自衛隊装備以外の資機材等の調達・借上料・運搬費及び修理費

④ 県等が管理する有料道路の通行料

（２） 経費の負担区分について、疑義が生じた場合又はその他の必要経費が生じた場合は、その都度協

議して決定するものとする。

《参照》

○ヘリコプター場外離着陸場（資料編）
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第第第第１６１６１６１６章 応援章 応援章 応援章 応援・・・・雇用雇用雇用雇用

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

大規模な災害が発生した場合、市の機関のみでは対応が不十分となることが考えられ、このような場合

における防災関係機関等に対する応援及び雇用について定める。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

県（危機管理課・総務部）

市（消防局）

市又は県等の委員会又は委員

防災関係機関

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 他の都道府県又は市等に対する応援要請

① 市長は、災害応急措置を実施する場合において、他の市町村の応援を受けようとするときは、締

結している災害時相互応援に関する各協定に基づき応援を要請するほか、知事を通じ又は他の市町

村に対して直接に応援を依頼する。

② 知事は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し応援を要

請する。

③ 知事は、応援措置を実施するに当たっては、必要に応じ、中国地方又は中国・四国地方の相互応

援協定及び全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定に基づき、依頼を要請する。

④ 知事又は市長の応援要請手続きは、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。ただし、緊急

を要する場合は、口頭又は電話で行い、事後速やかに文書を提出する。

ア 被害状況

イ 応援を要する救助の種類

ウ 応援を要する職種別人員

エ 応援を要する期間

オ 応援の場所

カ その他応援に関し必要な事項

（２） 指定行政機関・指定地方行政機関・他県・他市町村等に対する職員の派遣要請

① 市長又は委員会若しくは委員は、災害応急対策又は災害復旧のため専門の職員を確保する必要が

あるときは、指定地方行政機関の長又は他の普通地方公共団体の長等に対し、当該機関の職員の派

遣を要請する。

なお、市の委員会又は委員は、あらかじめ市長に協議する。

② 知事又は県の委員会若しくは委員は、災害応急対策又は災害復旧のため、専門の職員を確保する

必要があるときは、指定行政機関の長・指定地方行政機関の長又は他の普通地方公共団体の長に対

し、当該機関の職員の派遣を要請する。

③ 市長又は知事が行う職員派遣要請手続きは、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。

ア 派遣を要請する理由
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イ 派遣を要請する職員の職種及び人員数

ウ 派遣を必要とする期間

エ その他職員の派遣についての必要な事項

（３） 労務者等の雇用

① 災害応急対策を実施するために、必要な労働者等の雇用は実施機関において行う。

② 賃金の支給

労務者等の雇用による賃金の支給は、その時における雇用地域の慣行料金（公共職業安定所の業種

別標準賃金）以内によることを原則とする。ただし、法令その他により別の基準があるものについて

は、この限りでない。

③ 労務者等の雇用の範囲

災害救助法による救助実施のために行う、労務者雇用の範囲は次のとおりとする。

ア り災者の避難

イ 医療及び助産のための移送

ウ り災者の救出

エ 飲料水の供給

オ 救助用物資の支給

カ 死体の捜索及び処理

（４） 他の市町村に対する応援又は職員派遣

他の市町村から応援又は職員の派遣要請、若しくは県知事による派遣の斡旋があった場合には、所

掌事務の遂行に著しい支障がある等、特別の理由がない限り、応援又は所要の職員を派遣するものと

する。

（５） 奉仕団等の協力

奉仕団等は、災害応急対策の実施のため必要があるときは、防災関係機関に自発的に協力して、関

係業務に従事する。

その団体は、概ね次のとおりとする。

① 赤十字社奉仕団

② 青年団

③ 婦人会

④ 自主防災組織・町内会・自治会

⑤ 大学・高等学校の学生・生徒

⑥ 職業訓練校

（６） 奉仕団の主な協力業務

① 炊き出しその他被災者に対する救援

② 清掃、防疫

③ 災害対策用物資の配分及び輸送

④ その他

（７） 奉仕団の記録

奉仕団の奉仕を受ける場合、関係各部は次の事項について記録する。

① 奉仕団の名称

② 人員及び氏名

③ 作業内容及び作業期間
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４４４４ 災害支援対策用機械等災害支援対策用機械等災害支援対策用機械等災害支援対策用機械等のののの出動要請出動要請出動要請出動要請

市長は、必要と認めるときは中国地方整備局管内にある、災害支援対策用機械等の出動を、県知事を通

して中国地方整備局災害対策本部長に対して、出動要請を行うものとする。

（出 動） （出動指示）
協力会社 保有事務所

（出動命令）（連絡・調整）

（出動準備）
災 害 岡山河川事務所

（出動要請）
（確 認） （出動要請）

中国地方整備局（出動要請） （出動要請）
市 長 県知事

災害対策本部（回 答）

（出動要請）

・出動要請の第一報は口頭（電話）とし、事後文書で整理する。

・実線の手続きを基本とするが、破線の手続きも受け付ける。

・機械の引渡し後の費用は、要請者（市又は県）が負担。

・派遣の制限

県又は市から出動要請があった場合でも、機械を派遣できない場合がある。

（直轄管理施設に関わる災害対策などのために、既に使用している場合又は使用が見込まれる場合）

・出動要請にあたっては、出動先・現地の状況等について、出来るだけ詳細な情報を連絡する。
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第第第第１７１７１７１７章章章章 ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの受入受入受入受入、、、、活動支援活動支援活動支援活動支援

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、通常の行政システムの処理能力をはる

かに超えることが予想され、ボランティア活動への期待が高まる。この場合に、ボランティア活動が円滑

に行われるよう、ボランティアに対するニーズを把握するとともに、日赤県支部及び社会福祉協議会等と

の連携を保ちながら、ボランティア申出者の調整ができる体制を整備する。

２２２２ 実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者

市（安全 安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進室・保健福祉局）・

県（県民生活部）

日赤県支部

県・市社会福祉協議会

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 市の措置

市災害対策本部は、避難所等のボランティアニーズを把握し、市社会福祉協議会の設置するボラン

ティア現地本部に情報の提供を行うとともに、県及び県社会福祉協議会とも連絡調整を行い、その活

動の受け入れ体制を整備する。

（２） 県の措置

県災害対策本部に、総合ボランティア班を設け、市、日赤県支部、県・市社会福祉協議会及び県内

各大学と連携を保ち被害状況等の情報を交換しながら、生活支援・医療等の各分野毎のボランティア

を所管する組織を統括し、連絡調整を行うとともに、当該班に申し込みがあったボランティアを所管

する組織に振り分ける。

また、総合ボランティア班は、必要に応じて報道機関の協力を得て、必要とするボランティアの種

類・人数等について、全国に情報提供し参加を呼びかける。

（３） 日赤県支部の措置

日赤県支部は、先遣隊等による情報を県に連絡するとともに、独自に養成し又は募集したボランテ

ィアにより、救助活動を行う。

なお、ボランティアの募集・受付及び派遣に当たっては、県災害対策本部の総合ボランティア班と

連携を取りながら行うものとする。

（４） 社会福祉協議会の措置

① 県・市社会福祉協議会は、災害時要援護者等を中心とした、被災者の生活支援における、一般ボ

ランティア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断した場合は、それぞれ次の業務を行う。

ア ボランティアに関するニーズ（種類・人数等）についての情報収集と提供。

イ 広域的なボランティアの受付・指導・コーディネート等。

ウ 県内の社会福祉協議会及び他県の福祉協議会への協力要請等の連絡調整。

エ 市災害対策本部や、県災害対策本部との連絡調整。

オ その他ボランティア現地本部及びボランティア救援本部の活動の支援に関すること。
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② 市の社会福祉協議会は、ボランティア現地本部を設置し、次の業務を行う。

ア 被災地のボランティアニーズの把握。

イ ボランティアの受付及び登録。

ウ ボランティアのコーディネート。

エ ボランティアに対する具体的活動の指示。

オ ボランティアリーダー及びボランティアの派遣。

カ ボランティア活動に必要な資機材・物資等の調達及び供給。

キ ボランティア活動の拠点等の提供。

ク ボランティアが不足する場合における、必要な種類及び人数を示してのボランティア県本部、

又はボランティア救援本部への派遣要請。

ケ その他ボランティア活動の第一線としての活動。

（５） 専門分野のボランティア関係機関等の措置

救助・消火・医療・看護・介護・通訳・翻訳等の専門知識・技術を要するボランティアについては、

当該ボランティア活動に関係する団体等が、それぞれ受入及び派遣に係る調整等を行う。

（６）ボランティアの健康に関する配慮

① 市・関係機関等は、それぞれのボランティアが自らの健康状態等を的確に判断し、無理のない

範囲で活動できる環境づくりを行う。

② 市・関係機関等は必要に応じ、医師・看護師等の派遣・救護所の設置・健康相談の実施等の措置

を講ずる。
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第第第第１８１８１８１８章 義援金章 義援金章 義援金章 義援金のののの募集募集募集募集・・・・受付受付受付受付・・・・配分配分配分配分

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害が発生した場合、各方面から市等に対して、寄託される義援金品等の募集・受付・配分等について

定める。

２２２２ 実施機関等実施機関等実施機関等実施機関等

市（保健福祉局）

県（保健福祉部）

日本郵政公社中国支社（岡山中央郵便局）

岡山県共同募金会

報道機関

その他各種団体

３３３３ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 義援金品等の募集・受付・配分

市は、災害義援金の募集・受付・配分について、市社会福祉協議会・日赤県支部・民生委員児童委

員協議会・連合町内会・連合婦人会等、関係団体に協力を要請して実施する。

① 募集・受付

ア 日赤県支部・報道機関・各種団体等は、災害の状況により募集期間を定めて、市の赤十字奉仕

団・新聞・ラジオ・テレビ又は街頭募金等により募集することがある。

イ 市及び県は、義援金品の受付窓口を開設して、寄託される義援金品を受け付ける。

② 配分

ア 日赤県支部で募集した義援金品及び県・日赤県支部に寄託された義援金品は、市に寄託して、

被災者に配分する。

イ 報道機関・各種団体等は、募集した義援金品を被災者に配分し又は必要に応じ、県・市又は日

赤県支部に寄託する。

（２） 郵便はがき等の交付

日本郵政公社中国支社は、災害の状況により必要と認めるときは、被災者に対して郵便はがき・郵

便書簡を交付する。

（３） お年玉付郵便葉書等の寄付金の配分

日本郵政公社中国支社は、救援物質の調達の費用に当てるため、被災者救助団体に対し、お年玉付

郵便葉書等の寄付金を配分する。

４４４４ 連絡調整事項連絡調整事項連絡調整事項連絡調整事項

義援金品の配分等については、あらかじめ関係機関で協議し、配分方法を定めておく。

５５５５ 義援金義援金義援金義援金のののの管理管理管理管理・・・・運用等運用等運用等運用等

募集及び受付けを行う場合は、次の方法の中から実施する。
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（１） 家庭からの募集

民生委員児童委員協議会・町内会・婦人会等の組織で、各家庭を訪問し又は募集場所を指定して各

家庭から持参してもらう等の方法により募集する。

（２） 職域募集等

小・中学校あるいは事業所等で募集した義援金は、それぞれの機関において、市又は日本赤十字社

岡山県支部等（以下「配分機関」という。）に寄託する。

（３） 個人等の申し込みによる募集

個人等から義援金の寄託の申し込みがあったときは、その都度受付けをする。

（４） 義援金を受付けたときは、寄託者へ受領書を交付するものとする。

（５） 配分

一般から拠出された義援金で、市に寄託されたもの又は県等から送付されたものは次の方法により

配分する。

① 配分基準

り災者の救護は、現物により実施することが災害救助法の主旨であるが、義援金については、現金

で配分する。

② 配分の時期

配分は、できる限り寄託を受けた都度行うことを原則とする。ただし、義援金等が少量の場合は、

一定金額に達したとき行う。

（６） 義援金の管理

義援金は、歳入歳出外現金として、会計管理者が保管管理する。

（７） 帳簿の整備

保健福祉部は、義援金の募集及び配分に関して、次の書類・帳簿を作成し、保管する。

拠 出 者 名 簿（様式第６９号）

引 継 書（様式第７０号）

受 領 書（様式第７１号）

現 金 出 納 簿（様式第７２号）

義 援 金 受 払 簿（様式第７３号）

６６６６ 他機関他機関他機関他機関へのへのへのへの寄託寄託寄託寄託

県内又は他の都道府県において大災害が発生し、救助のため一般から拠出された義援金は、速やかに当

該災害発生地の市町村又は日本赤十社岡山県支部へ寄託する。
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第第第第１９１９１９１９章 災害弔慰金及章 災害弔慰金及章 災害弔慰金及章 災害弔慰金及びびびび災害障害見舞金並災害障害見舞金並災害障害見舞金並災害障害見舞金並びにびにびにびに援護資金等援護資金等援護資金等援護資金等のののの支給支給支給支給・・・・貸付貸付貸付貸付

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）に基づく、災害弔慰金及び災害障害見舞

金の支給並びに援護資金の貸付けは、岡山市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年市条例第４１

号）によるほか、り災者の生活確保について定めるものとする。

２２２２ 災害弔慰金災害弔慰金災害弔慰金災害弔慰金のののの支給支給支給支給

（１） 対象者

次の災害により死亡したものの遺族

① 市において住居の損失した世帯が５以上である災害。

② 県内において住居が５世帯以上、滅失した市町村が３以上ある場合の災害。

③ 県内において、災害救助法が適用された市町村が１以上である災害。

④ ①又は②に掲げる災害と、同等と認められる特別の事情がある場合で、県知事が別に定める災害。

（２） 負担区分

国２／４・県１／４・市１／４

３３３３ 災害障害見舞金災害障害見舞金災害障害見舞金災害障害見舞金のののの支給支給支給支給

（１） 対象者

災害弔慰金の支給の対象となる、災害の範囲と同一の災害により負傷し又は疾病にかかり治癒した

とき、精神又は身体に重度の障害を有する者。

（２） 負担区分

国２／４・県１／４・市１／４

４４４４ 災害援護資金災害援護資金災害援護資金災害援護資金のののの貸付貸付貸付貸付けけけけ

（１） 対象者

県内において、災害救助法が適用された市町村が１以上ある災害により、世帯主がおおむね１月以

上の療養を要する負傷をし又は住居若しくは家財がその価格の概ね３分の１以上の損害を受けた世帯

であって、かつ年間所得が所得制限額未満の世帯主。

（２） 負担区分

国２／３・県１／３

５５５５ 災害見舞金災害見舞金災害見舞金災害見舞金

（１） 県災害見舞金

自然災害の、り災者に対し、災害見舞金等給付内規（昭和４７年７月６日制定）により、死亡弔慰

金及び災害見舞金を給付する。

（２） 市災害見舞金

災害救助法の適用を受けない自然災害並びに、火災・爆発によるり災者に対し、岡山市災害見舞金

等支給要綱（昭和４５年４月１日制定）により、災害見舞金・弔慰金及び傷害見舞金を支給する。
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第第第第２０２０２０２０章 区章 区章 区章 区のののの応急対策応急対策応急対策応急対策

１１１１ 方 針方 針方 針方 針

区は、災害発生時には応急対策実施の要として区本部を設置し、災害対策本部等と十分な連携をとりな

がら、区民の生命・身体及び財産を保護し、被害を最小限に止めるとともに、区民の不安や動揺を鎮め、

人心の安定を図ることを主な目的として活動する。

２２２２ 実施内容実施内容実施内容実施内容

（１） 防災組織・防災活動

風水害等対策編第３編災害応急対策計画及び水防計画に定めるところによる。

（２） 区の組織

① 区長は、各種災害本部が設置されたとき又は区域の災害の規模・被害の程度等により総合的な応

急対策が必要と認める場合に、区本部を設置する。

② 区本部は、区役所に設置する。

③ 区本部に、区本部長・区副本部長・その他の職員を置く。

④ 区本部長は区長、区副本部長は区長代理をもって充てる。

⑤ 区本部長は区本部を統括し、区副本部長その他の職員を指揮監督するとともに、本部長の命を受

け必要な措置をとるものとする。

⑥ 区副本部長は、区本部長を補佐し、区本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

この場合において、その職務を代理する区副本部長の順序は、次のとおりとする。

ア 総務・地域振興担当をもって充てる区副本部長

イ 維持管理担当をもって充てる区副本部長

⑦ 区本部は、災害応急対策に当たっては、防災関係機関・公共的団体等と常に密接な連絡を保ち、

相互の協力を図る。

⑧ 区本部の庶務は、総務・地域振興課が担当する。

⑨ 区本部を設置したときは、その庁舎の玄関に区本部標識板を提示する。

（３） 災害広報

区本部は、災害に関する情報を常に区民に提供できるよう体制の整備を図るとともに、災害発生後

は直ちに各種広報活動を開始し、以後、応急対策の状況に伴い適時適切に実施する。

なお、その際、災害時要援護者等への十分な配慮を行うものとする。

① 災害広報

全市に関する災害広報は、原則として災害対策本部が総括して行うが、地域的かつ個別的事象等に

ついては区が報道機関から取材を受ける場合もあるため、区に広報窓口を設置し対応するものとする。

なお、本庁広報班の統制のもと連絡を密にして、広報対応の万全を図るものとする。

② 広報事項

ア 区内の災害の発生状況

イ 区内の応急対策実施状況

ウ 区内の安否情報・道路交通情報・生活関連情報
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エ 避難所・救護所情報

オ その他必要な事項

③ 広報の方法

ア 気象及び災害状況に応じて、必要と認める地区へ広報車を出動させ広報を実施する。

イ 広報車の活動不能な地域、その他特に必要と認められる地域については、職員を派遣し広報を

行う。

（４） 広聴活動

区本部は、被災者の要望を把握し不安を解消するため、災害の状況が静穏化し始めた段階において、

関係室局及び防災関係機関の協力を得て、広聴活動を実施する。

① 市民・災害相談窓口の設置

区本部は、災害状況の推移により必要と認めた場合、市民災害窓口を区に設置する。

② 要望等の処理

相談窓口において聴取した要望等は、関係室局及び防災関係機関に連絡し、必要に応じて調整を

するなど適切な処理に努める。

３３３３ りりりり災者災者災者災者のののの救助保護救助保護救助保護救助保護

風水害等対策編第３編第５章り災者の救助保護に定めるところによる。

４４４４ 避難及避難及避難及避難及びびびび避難所避難所避難所避難所のののの設置設置設置設置

区本部は、災害対策本部と協議し、区民を安全な場所へ避難させることが必要と認めるときは、避難の

方法及び避難所の設置を行う。

また、被災状況が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当する場合は、災害対策本部が県等への一連

の手続きを行い、区本部は避難指示等の広報及び避難所開設の準備等を実施するものとする。

なお、災害救助法の適用基準、救助の種類及び内容については、資料編に記載のとおり。

（１） 救援物資に関する事務

区本部は、各地区の一時的避難所の救援物資として備蓄している、真空パック毛布・アルファ米・

クラッカー・飲料水等、必要物資数を災害対策本部に報告し、避難した者に提供するものとする。

なお、大規模による被災で避難生活が長期にわたるときは、災害対策本部と協議のうえ次のとおり

適切な処理に努めるものとする。

◎ 衣食等生活必需品の調達

原則として災害対策本部が行うが、被害地域が限定され、かつ、必要数量が少量の場合等にあって

は、区本部長が本部長と協議のうえ調達するものとする。

① 食品の配給対象者

ア 避難場所に避難した者。

イ 住屋の被害が全焼・全壊・流失・半焼・半壊又は床上浸水等で炊飯ができない者。

ウ 被害を受け、一時的に縁故先等に避難する者。

エ その他、本部長が必用と認める者。

(ｱ) 食品の配給基準

１日一人当たりの基準は、原則として災害救助法の基準以内とする。方法は炊き出しを原則

とするが、被害規模等の状況を勘案し、弁当・パン・牛乳等に代えることができる。
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② 生活必需品の配給対象者

ア 災害により住屋が全焼・全壊・流失・半焼・半壊又は床上浸水した者。

イ 被服・寝具・その他生活上必要最少限の家財を喪失した者。

ウ 被服・寝具・その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者。

(ｱ) 被服・寝具・その他生活必需品目と内容

（救助法適用の例）

・寝具就寝に必要なタオルジャケット・毛布・布団等

・外衣洋服・作業衣・子ども服・ジャージ等

・肌着シャツ・パンツ等下着・靴下の類等

・身の回り品タオル・手ぬぐい・サンダル・かさ等

・炊事用具鍋・包丁・缶きり・カセットコンロ（燃料含む）等

・食器コップ・皿・箸等

・日用品ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・石鹸・歯ブラシ（磨粉含む）・ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ・軍手・ポリタンク

紙オムツ・生理用品・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ等

・光熱材料マッチ・ローソク・LPガス・懐中電灯（電池含む）

(ｲ) 物資の供給基準額

１人当たりの基準額は、特別な理由がない限り、災害救助法の基準額以内とし、現物支給を

原則とする。

エ その他、本部長が必用と認める者。

医療医療医療医療・・・・救護対策救護対策救護対策救護対策５５５５

区本部は、災害対策本部（保健福祉部保健所班）が救護所を設置した場合、必要な協力を行う。

なお、医療救護班の編成基準及び活動範囲等については、風水害等対策編３編第５章第７節及び資料編

に定めるところによる。

６６６６ 応急復旧活動応急復旧活動応急復旧活動応急復旧活動

区本部は、応急復旧活動を実施するため、災害現地において技術指導を行うとともに、防災関係機関等

と協力して必要な措置を講じる。

７７７７ 緊急輸送緊急輸送緊急輸送緊急輸送

（１） 民間車両の活用

区本部は、現有車両では人員の輸送・物資の運搬が困難と認められる場合は、災害対策本部へ斡旋

を要請するとともに、現地において民間車両の調達を行うことができる。
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第第第第４４４４編 災害復旧計画編 災害復旧計画編 災害復旧計画編 災害復旧計画

第第第第１１１１節 被災者等節 被災者等節 被災者等節 被災者等のののの生活再建等生活再建等生活再建等生活再建等のののの支援支援支援支援

市・県は、被災者等の生活再建等を支援するために、次の措置を行う。

１ 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災害援護資金の

貸付並びに生活福祉資金の貸付により、被災者の自立的生活再建の支援を行う。

また、各種の支援措置を早期に実施するため、市は発災後早期に被災者へ「り災証明書」を交付する。

２ 被災者の自立に対する援助・助成措置について、広く被災者に広報するとともに、できる限り総合的

な相談窓口等を設置する。

３ 被災地域外へ疎開等を行なっている個々の被災者に対しても不利にならず、不安を与えないような広

報・連絡体制を構築する。

４ 被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細かに進めるため、特に

必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的・弾力的な推進の手法について検討する。
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第第第第２２２２節 公共施設災害復旧事業節 公共施設災害復旧事業節 公共施設災害復旧事業節 公共施設災害復旧事業

公共施設の復旧は、常に原形復旧にとどまらず、必要な改良復旧を原則として、更に関連事業を積極的

に取り入れて施行する。

各種施設の災害復旧計画の策定に当たっては、災害の実状に鑑み、その原因となった自然的・社会的・

経済的諸要因について詳細に検討し、総合的な見地において策定し、緊急度の高いものから直ちに復旧に

当たり、可及的速やかに完了するよう施行の促進を図る。

◆災害復旧事業等の種類

１１１１ 公共土木施設災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業

公共土木施設の災害復旧事業は、災害の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保することを目的

として、その事業費について国の負担が定められている事業で次の種類がある。

（１） 河川災害復旧事業

（２） 海岸災害復旧事業

（３） 砂防設備災害復旧事業

（４） 林地荒廃防止施設災害復旧事業

（５） 地すべり防止施設災害復旧事業

（６） 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業

（７） 道路災害復旧事業

（８） 港湾災害復旧事業

（９） 漁港災害復旧事業

（10） 下水道災害復旧事業

（11） 公園災害復旧事業

２２２２ 農林水産業施設災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業農林水産業施設災害復旧事業（（（（資料編参照資料編参照資料編参照資料編参照））））

３３３３ 都市災害復旧事業都市災害復旧事業都市災害復旧事業都市災害復旧事業

４４４４ 水道災害復旧事業水道災害復旧事業水道災害復旧事業水道災害復旧事業

５５５５ 住宅災害復旧事業住宅災害復旧事業住宅災害復旧事業住宅災害復旧事業

６６６６ 社会福祉施設災害復旧事業社会福祉施設災害復旧事業社会福祉施設災害復旧事業社会福祉施設災害復旧事業（（（（資料編参照資料編参照資料編参照資料編参照））））

７７７７ 公立医療施設公立医療施設公立医療施設公立医療施設、、、、病院等災害復旧事業病院等災害復旧事業病院等災害復旧事業病院等災害復旧事業（（（（資料編参照資料編参照資料編参照資料編参照））））

８８８８ 学校教育施設災害復旧事業学校教育施設災害復旧事業学校教育施設災害復旧事業学校教育施設災害復旧事業（（（（資料編参照資料編参照資料編参照資料編参照））））

９９９９ 社会教育施設災害復旧事業社会教育施設災害復旧事業社会教育施設災害復旧事業社会教育施設災害復旧事業

10101010 そのそのそのその他他他他のののの災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業
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第第第第３３３３節 災害復旧事業節 災害復旧事業節 災害復旧事業節 災害復旧事業にににに伴伴伴伴うううう財政援助及財政援助及財政援助及財政援助及びびびび助成助成助成助成

災害復旧事業費の決定は、県知事の報告その他市長が提出する資料及び実地調査の結果等に基づいて決

定されるものであるが、法律及び予算の範囲内において、国が全部若しくは一部を負担し又は補助して行

われる災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１

５０号）に基づき、援助される事業は次のとおりである。

１１１１ 法律等法律等法律等法律等によりによりによりにより一部負担又一部負担又一部負担又一部負担又はははは補助補助補助補助するものするものするものするもの

◆法律

（１） 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（２） 公立学校施設災害復旧費国庫負担法

（３） 公営住宅法

（４） 土地区画整理法

（５） 海岸法

（６） 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律

（７） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（８） 予防接種法

（９） 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（10） 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

（11） 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

◆要綱等

（１） 公立諸学校建物その他災害復旧費補助

（２） 都市災害復旧事業国庫補助

（３） 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助

２２２２ 激甚災害激甚災害激甚災害激甚災害にににに係係係係るるるる財政援助措置財政援助措置財政援助措置財政援助措置

国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し又は被災者に対する特

別の助成を行うことが、特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として、政

令で指定し特別の財政援助がなされる。

（１） 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

① 公共土木施設災害復旧事業

② 公共土木施設災害関連事業

③ 公立学校施設災害復旧事業

④ 公営住宅等災害復旧事業

⑤ 生活保護施設災害復旧事業

⑥ 児童福祉施設災害復旧事業

⑦ 老人福祉施設災害復旧事業

⑧ 身体障害者更生援護施設災害復旧事業

⑨ 障害者支援施設等災害復旧事業

⑩ 婦人保護施設災害復旧事業

⑪ 感染症指定医療機関災害復旧事業

⑫ 感染症予防事業
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⑬ 堆積土砂排除事業（公共的施設区域内・公共的施設区域外）

⑭ 湛水排除事業

（２） 農林水産業に関する特別の助成

① 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

② 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

③ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助

④ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例

⑤ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助

⑥ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

⑦ 共同利用小型漁船の建造費の補助

⑧ 森林災害復旧事業に対する補助

（３） 中小企業に対する特別の助成

① 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

② 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例

③ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

（４） その他の財政援助措置

① 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

③ 市が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

④ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例

⑤ 水防資機材費の補助の特例

⑥ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

⑦ 公共土木施設・公立学校施設・農地・農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別の財政

援助

⑧ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
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第第第第４４４４節 災害復旧事業節 災害復旧事業節 災害復旧事業節 災害復旧事業にににに必要必要必要必要なななな資金及資金及資金及資金及びそのびそのびそのびその他他他他のののの措置措置措置措置

１１１１ 農林漁業災害資金農林漁業災害資金農林漁業災害資金農林漁業災害資金

災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し復旧を促進し、農林漁業の生

産力の維持増進と経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定

措置法・政策金融公庫法により融資する。

（１） 天災資金

暴風雨・豪雨等の災害によって損失を受けた農林漁業者等に、農林漁業の経営等に必要な再生産資

金を融資する。なお、その災害が激甚災害として指定された場合は、貸付限度額・償還年限につき有

利な条件で融資する。

（２） 政策金融公庫資金

農林漁業者及びその組織する団体に対し、被害を受けた施設の復旧資金並びに、経営再建資金及び

収入減補填資金等を融資する。

２２２２ 中小企業復興資金中小企業復興資金中小企業復興資金中小企業復興資金

被災した中小企業に対する資金対策としては、県中小企業支援資金融資制度のほか、政府系中小企業金

融機関の災害復旧貸付を要請するとともに、激甚災害として指定された場合は、信用保証協会の災害特例

保証、小規模企業等設備導入資金の償還期間の延長が適用される。

３３３３ 住宅復興資金住宅復興資金住宅復興資金住宅復興資金

住宅に被害を受けた者に対して、住宅金融支援機構法の規定により、災害復興資金の融資を適用し、建

設資金又は補修資金の貸付けを行う。

４４４４ 更生資金更生資金更生資金更生資金

（１） 災害援護資金

災害救助法が適用された災害により、住家若しくは家財の被害を受け又は身体に重傷を負った者の

世帯に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律の規定により、災害援護資金の貸付けを行う。

（２） 生活福祉資金

災害により被害を受けた低所得世帯に対して、速やかに自力更生させるため、県社会福祉協議会は、

生活福祉資金貸付規程による災害援護資金等の貸付けを行う。

５５５５ 市税市税市税市税についてのについてのについてのについての負担軽減措置負担軽減措置負担軽減措置負担軽減措置

被災状況等に応じるが、市税条例の規定に基づき、市税に係る申告等の期限の延長・徴収猶予及び減免

等被災者の負担軽減措置を講じる。

６６６６ 被災者生活再建支援金被災者生活再建支援金被災者生活再建支援金被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府

県が、相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。



岡山市地域防災計画岡山市地域防災計画岡山市地域防災計画岡山市地域防災計画（（（（風水害等対策編風水害等対策編風水害等対策編風水害等対策編））））

昭和昭和昭和昭和40404040年年年年６６６６月月月月18181818日 制 定日 制 定日 制 定日 制 定

昭和昭和昭和昭和47474747年年年年４４４４月 全面修正月 全面修正月 全面修正月 全面修正

平成平成平成平成２２２２年年年年３３３３月 全面修正月 全面修正月 全面修正月 全面修正

平成平成平成平成９９９９年年年年１１１１月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

（（（（震災対策編震災対策編震災対策編震災対策編をををを策定策定策定策定））））

平成平成平成平成11111111年年年年２２２２月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成12121212年年年年２２２２月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成13131313年年年年５５５５月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成14141414年年年年６６６６月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成15151515年年年年６６６６月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成17171717年年年年２２２２月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成18181818年年年年２２２２月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成19191919年年年年６６６６月 一部修正月 一部修正月 一部修正月 一部修正

平成平成平成平成23232323年年年年３３３３月 全面修正月 全面修正月 全面修正月 全面修正

編集発行 岡 山 市 防 災 会 議編集発行 岡 山 市 防 災 会 議編集発行 岡 山 市 防 災 会 議編集発行 岡 山 市 防 災 会 議

（（（（事務局担当事務局担当事務局担当事務局担当））））

岡山市消防局防災管理課岡山市消防局防災管理課岡山市消防局防災管理課岡山市消防局防災管理課

岡山市北区大供一丁目岡山市北区大供一丁目岡山市北区大供一丁目岡山市北区大供一丁目１１１１番番番番１１１１号号号号

直通電話直通電話直通電話直通電話 ((((086086086086))))803803803803----1082108210821082

Ｆ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ ＸＦ Ａ Ｘ ((((086086086086)))) 234234234234----7066706670667066

E-mail bousai@city.okayama.jpE-mail bousai@city.okayama.jpE-mail bousai@city.okayama.jpE-mail bousai@city.okayama.jp



-1-

第１章 総 則

第１節 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第42条の規定に基づ

き、岡山市防災会議が岡山市の地域に係る防災に関し、岡山市及び防災関係機関が処理しなければならな

い事務又は業務の大綱について、さらに市民の役割を明らかにするため、総合的な運営計画を作成したも

ので、指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関等の防災関係機関が相互に協力して、災害予

防・応急対応に当たるため、岡山県地域防災計画震災対策編と整合を図りながら、総合的な防災対策を進

め、岡山市民の生命、身体及び財産を地震による被害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉

の確保に資することを目的とする。

この計画の目的・基本方針及び構成を明らかにし、市域内の防災関係機関等がそれぞれ果たすべき役割

を明示するとともに、地震による被害を想定し、対応すべき概要を示すものとする。

１ 計画の基本方針

この計画は、地震による直接的被害が突発的・広域的に起こることに加え、沿岸部を有する市域南部

は津波被害の可能性もあり、さらに生活様式の多様化・高齢化・都市化の進展等により被害を拡大させ

「岡山市地域防災計画」のうちの「震災る要因等を考慮し、岡山市における震災対策を体系化したもので、

とするものである。対策編」

また、この計画は、災害対策基本法第４２条の規定により、毎年検討を加え、必要があると認める場

合は、修正するものとする。

２ 計画の構成

「岡山市地域防災計画」の「震災対策編」 「震災予防計画」「震災応急対策計画」「東この計画は、 であり、

の４本柱で構成し、これを補完するため南海・南海地震防災対策推進計画」及び「震災復旧・復興計画」

「資料編」を別冊で作成する。

岡山市地域防災計画

風水害等対策編

水防計画

第１章 総 則震 災 対 策 編

第２章 震災予防計画

資 料 編 第３章 震災応急対策計画

第４章 東南海・南海地震防災対策推進計画

第５章 震災復旧・復興計画
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第２節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

１ 実施責任

（１） 岡山市

岡山市は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災の第一次的

責任者として、県・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力

を得て防災活動を実施する。

（２） 岡山県

岡山県は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害が市町村の

区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が大きく市町村で処理することが困難と認められるとき又

は防災活動内容において、統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなどに、

指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を

実施する。

また、市町村及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。

（３） 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、その

所掌事務について、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して、防災活動を実施すると

ともに、市の活動が円滑に行われるよう、勧告・指導・助言等の措置を行う。

（４） 自衛隊

災害派遣要請者からの要請に基づき、防災活動を実施する。

（５） 指定公共機関及び指定地方公共機関

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その公共性又は公益性に鑑み、その業務について自ら防災活

動を実施するとともに、市の防災活動が円滑に行われるよう協力する。

（６） 公共団体及び防災上重要な施設の管理者

公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時に

は災害応急措置を実施する。また、市・その他防災関係機関の防災活動に協力する。

２ 処理すべき事務又は業務の大綱

（１） 岡山市

① 防災に関する組織の整備を行う。

② 防災に関する調査・研究を行う。

③ 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。

④ 防災用施設・設備の整備及び点検を行う。

⑤ 防災に必要な物資・資機材の備蓄及び点検を行う。

⑥ 危険物施設の保安確保に必要な指導及び立入検査を行う。
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⑦ 高層建築物・地下街等の保安確保に必要な指導・助言及び立入検査を行う。

⑧ 自主防災組織の育成・指導及び災害ボランティア活動の支援を行う。

⑨ 防災気象情報等の収集・情報提供・伝達を行う。

⑩ 災害に関する予報・警報等の発令及び伝達を行う。

⑪ 被害の調査及び報告並びに災害に関する広報・公聴を行う。

⑫ 水防活動・消防活動及びその他の応急措置を行う。

⑬ 市域内の防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整を行う。

⑭ 指定地方行政機関に、災害応急対策等のため職員の派遣要請を行う。

⑮ 災害時における交通整理・輸送対策・警戒地域の設定、その他社会の秩序の維持を行う。

⑯ 避難勧告・避難指示の発令又は要避難者の誘導並びに避難所の開設を行う。

⑰ 災害救助法に基づく被災者の救出・救助を行う。

⑱ 災害時における被災児童・生徒等に対する文教対策等の応急措置を行う。

⑲ 公共土木施設・水道施設・下水道施設・農地及び農林水産業施設等の新設改良・防災・災害復旧

及び応急措置を行う。

⑳ 災害時における清掃・防疫、その他保健衛生に関する応急措置を行う。

その他、岡山市防災会議に関する事務を行う。○21

（２） 岡山市消防団

① 火災予防のほか、各種災害予防を行う。

② 消防活動及び水防活動を行う。

③ 被災者の救出・救護・避難誘導を行う。

④ 災害現場の応急作業を行う。

（３） 岡山県

① 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。

② 災害に関する予報及び警報の発令、伝達を行う。

③ 災害情報の収集及び伝達を行う。

④ 災害広報を行う。

⑤ 市の実施する被災者の救助の支援及び調整を行う。

⑥ 災害時におけるボランテイア活動の支援を行う。

⑦ 災害救助法に基づく被災者の救助を行う。

⑧ 災害対策基本法、水防法、地すべり等防止法に基づく、避難のための立退きの指示を行う。

⑨ 災害時の防疫、その他保健衛生に関する応急措置を行う。

⑩ 水防管理団体の実施する水防活動及び市の実施する消防活動に対する指示・調整を行う。

⑪ 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。

⑫ 県管理の公共土木施設・農地・農林水産施設等の新設改良・防災・災害復旧及び応急措置を行う。

⑬ 農産物・家畜・林産物及び水産物に対する応急措置を行う。

⑭ 緊急輸送車両の確認を行い、標章及び証明書の交付を行う。

⑮ 水防・消防その他防災に関する施設、設備の整備を行う。

⑯ 救助物資・化学消火剤等、必要資機材の供給又は調整若しくは斡旋を行う。
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⑰ 危険物施設の保安確保に必要な指導・助言及び立入検査を行う。

⑱ 高層建築物・地下街等の保安確保に必要な指導、助言を行う。

⑲ 自衛隊の災害派遣要請を行う。

指定行政機関に災害応急対策等のため職員の派遣要請を行う。⑳

県の管理する港湾区域・港湾施設の維持管理及び港湾区域内の清掃等を行う。○21

有害ガス・危険物等の発生及び漏洩（流出）による人体・環境に及ぼす影響の調査並びにその○22

対策等安全確保を行う。

（４） 岡山県警察

［県警察本部、岡山中央・岡山西・岡山南・岡山北・岡山東・赤磐警察署]

① 災害警備計画に関する業務を行う。

② 災害警備用資機材の整備を行う。

③ 災害情報の収集、伝達及び被害調査を行う。

④ 救出救助及び避難誘導を行う。

⑤ 行方不明者の捜索及び死体の見分、検視を行う。

⑥ 交通規制、緊急通行車両の確認等交通対策に関する業務を行う。

⑦ 犯罪の予防・取締り、その他治安維持に関する業務を行う。

⑧ 関係機関による災害救助及び復旧活動に協力する。

（５） 指定地方行政機関

［中国地方整備局（岡山河川事務所・岡山国道事務所）］

① 気象・水象について観測する。

② 一般国道２号・ ・ ・ 直轄管理区間の改築工事・維持修繕・その他管理及び道路３０号 ５３号 １８０号

情報の伝達を行う。

③ 緊急を要すると認められる場合は、申し合わせに基づく、適切な応急措置を実施する。

(宇野港湾事務所)

① 港湾施設の整備と防災管理を行う。

② 港湾及び海岸（港湾区域内）における災害対策の指導を行う。

③ 海上の流出油等に対する防除措置を行う。

④ 港湾・海岸保全施設等の応急復旧工法の指導を行う。

［大阪管区気象台(岡山地方気象台)］

① 気象・地象・水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。

② 気象、地象（地震にあっては、地震動に限る）、水象の予報及び警報・注意報並びに台風、大雨、

竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道機関

を通じて住民に周知できるよう努める。

③ 気象庁が発表した津波警報・津波注意報・噴火警報等を関係機関に通報する。

④ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の心得などの周知・広報に努め

る。
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⑤ 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関して、技術的な支援

・協力を行う。

⑥ 災害の発生が予想されるときや災害発生時において、県や市に対して気象状況やその推移、その

予想の解説等を適宜行う。

⑦ 県や市、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に

努める。

［中国財務局（岡山財務事務所）］

① 災害復旧事業の適性かつ公平な実施を期するため、職員をその査定に立ち会わせる。

② 地方公共団体が緊急を要する災害応急復旧事業等のため、災害つなぎ資金の貸付を希望する場合

には、必要と認められる範囲内で短期貸付の措置を適切に運用する。

また、災害復旧事業等に要する経費の財源として地方債を起こす場合は、資金事情の許す限り財

政融資資金地方資金をもって措置する。

③ 防災のために必要があると認められるときは、管理する国有財産について、関係法令等の定める

ところにより無償貸付等の措置を適切に行う。

④ 災害が発生した場合においては、関係機関と協議のうえ、民間金融機関相互の強調を図り、必要

と認められる範囲内で災害関係の融資・預金の払戻し及び中途解約・手形交換、不渡処分・休日営

業、平常時間外の営業・保険金の支払い及び保険料の払込猶予について、金融機関等の指導を行う。

［中国四国農政局］

① 農地海岸保全事業・農地防災事業・農地保全に係る地すべり対策事業等、防災に係る国土保全事

業を推進する。

② 農作物・農地・農業用施設等の被害状況に関する情報の収集を行う。

③ 被災地に生鮮食料品・農畜産用資材等の円滑な供給を図るため、必要な指導を行う。

④ 被災地における農作物等の病害虫防除に関する応急措置について指導を行う。

⑤ 農地・農業施設等の災害時における応急措置について指導を行うとともに、これらの災害復旧事

業の実施及び指導を行う。

⑥ 直接管理し又は工事中の農地・農業用施設等について応急措置を行う。

⑦ 地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の貸付等を行う。

⑧ 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等について指導を行う。

⑨ 災害発生の場合において、応急用食料等の調達・供給を緊急に行う必要が生じたときは、応急用

食料等の確保に関する情報収集と農林水産省本省への報告を行うなど、迅速な調達・供給に努める。

⑩ 災害発生の場合において、種子籾の調達につき知事から依頼があったときは、早急に関係者と協

議の上、調達の斡旋を行う。

［近畿中国森林管理局(岡山森林管理署）］

① 国有林野の崩壊地及び崩壊のおそれのある箇所について、山腹並びに渓間工事等の治山事業を実

するとともに、災害に際し、緊急復旧を必要とする施設については、国有林野事業施設等に係る災

害対策取扱要領に基づき復旧を図る。

② 国有林野の火災を予防し、火災が発生したときは、速やかに鎮圧を図り延焼を防止する。
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③ 国有林内河川流域及び貯木場における林産物等の流出予防を実施するとともに、災害発生に当た

っては、極力外部へ危害を及ぼさないよう処置する。

④ 応急復旧用として国有林材の供給を促進するとともに、木材関係団体等に用材等の供給の要請を

行う。

⑤ 市長・知事から災害応急対策に必要な機械器具等の貸付又は使用の要請があったときは、これに

協力する。

［中国経済産業局］

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。

② 電気・ガスの供給の確保に必要な指導を行う。

③ 被災地域において、必要とされる災害対応物資 の適正価格による（生活必需品・災害復旧資材等）

円滑な供給を確保するため、必要な指導を行う。

④ 中小企業者の業務を確保するため、その業務の再建に必要な資金の融通の円滑化等の措置を行う。

［中国運輸局（岡山運輸支局）］

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。

② 海上における物資及び旅客の輸送を確保するため、船舶運航事業者又は港湾運送事業者に対し、

船舶の調達の斡旋・特定航路への就航勧奨を行う。

③ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な行政指導を行う。

④ 特に必要があると認めるときは、船舶運航事業者又は港湾運送事業者に対する航海命令又は公益

命令を発する措置を講じる。

⑤ 鉄道・バス及びトラックの安全運行の確保に必要な指導監督を行う。

⑥ 陸上における物資及び旅客の輸送を確保するため、自動車運送事業者に対し、自動車の調達の斡

旋・輸送の分担・迂回輸送・代替輸送等の指導を行う。

⑦ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する運送命令を発する措置を講じる。

［大阪航空局（岡山空港出張所）］

① 航空機による輸送の確保に関し必要な措置を講じる。

② 関係機関へ必要な航空情報の提供を行う。

③ 管理する航空保安施設等が被災した場合、直ちに応急復旧を実施する。

④ 空港管理者の管理する施設の応急復旧体制について必要な助言を行う。

⑤ 必要な惰報を収集し、大阪航空局へ伝達する。

［第六管区海上保安本部（玉野海上保安部）］

① 情報の収集・伝達及び災害原因調査を行う。

② 海難の救助及び救済を必要とする場合における救助を行う。

③ 航行警報放送する等災害の発生について船舶への周知を図るとともに、必要に応じて、避難の勧

告及び船舶交通の制限又は禁止を行う。

④ 海上における消火及び被災者・被災船舶の救助を行う。

⑤ 航路障害物に対し必要な措置をとるとともに、その所有者等に除去を命ずる。
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⑥ 海上火災の発生するおそれのある海域にいる者に対し、火気の使用を制限し又は禁止する。

⑦ 流出油等について、措置義務者に除去を命ずる等必要な措置をとる。

［中国総合通信局］

① 災害時に備えての電気通信施設 整備のための指導及び電気通信（有線通信施設及び無線通信施設）

の監理を行う。

② 非常通信協議会の育成指導を行う。

③ 災害時における電気通信の確保のための応急対策及び非常通信の運用監理を行う。

④ 災害対策用移動通信機器等を貸与及び携帯電話事業者等に対し、貸与要請を行う。

［岡山労働局］

① 労働基準法適用事業所を対象として、爆発その他の災害を防止するため、監督指導を実施する。

特に、大規模な爆発・火災等の労働災害の発生のおそれのある事業場に対しては、災害発生時にお

ける避難救助等について、労働者に対する教育訓練を実施するよう指導する。

② 被災者の医療対策のために、必要があると認められるときは、管轄区域内にある労災病院又は労

災保険の指定病院等に対して、医師その他の職員の派遣措置を講ずるよう要請するとともに、救急

薬品の配布等に努める。

③ 二次的災害を引き起こすおそれのある事業場の事業者に対して、危険な化学設備、危険・有害物

の漏洩防止等保安装置、労働者の退避その他の応急措置について、必要な監督指導調査を行う。

④ 作業再開時においては、安全衛生について危害防止上留意すべき点が多いので必要な指導を行う。

⑤ 災害応急工事・災害復旧工事等に対する指導監督を実施し、これらに従事する労働者の安全及び

衛生の確保に努める。

⑥ 被災労働者に対する労災保険の給付を迅速に行う。

⑦ 被災した労働保険料の納付義務者に対し、国税徴収の例により納付猶予及び換価猶予を認める。

⑧ 災害原因調査を行う。

［中国管区警察局］

① 管区内各警察の指導・調整及び応援派遣を行う。

② 他管区警察局との連携を行う。

③ 関係機関との協力を行う。

④ 情報の収集及び連絡を行う。

⑤ 警察通信の運用を行う。

⑥ 津波警報の伝達を行う。

［中国四国厚生局］

独立行政法人国立病院機構との連絡調整（災害時における医療の提供）を行う。

［中国四国産業保安監督部］

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。

② 火薬類・高圧ガス等所掌に係る危険物又はその施設・電気施設・ガス施設等の保安の確保に必要
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な監督・指導を行う。

③ 鉱山における危害及び鉱害の防止並びに鉱山施設の保全に関する監督指導を行う。

（６） 自衛隊（陸上自衛隊第13特科隊）

自衛隊は、災害派遣要請者（知事・管区海上保安本部長・空港事務所長）からの要請に基づき、防

災活動を実施するとともに、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、要請を待ついとまが

ないときは、要請を待つことなく防災活動を実施する。

なお、実施する防災活動は、概ね次のとおりである。

① 避難の援護救助を行う。

② 遭難者の捜索・救助を行う。

③ 水防活動を行う。

④ 消火活動を行う。

⑤ 道路又は水路の応急啓開を行う。

⑥ 診療防疫への支援を行う。

⑦ 通信支援を行う。

⑧ 人員及び物資の緊急輸送を行う。

⑨ 炊飯及び給水の支援を行う。

⑩ 救援物資の無償貸付け又は譲与を行う。

⑪ 交通整理の支援を行う。

⑫ 危険物 の除去を行う。（火薬類）

⑬ その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う。

（７） 指定公共機関

［西日本旅客鉄道株式会社（岡山支社）］

① 線路・ずい道・橋梁・停車場・盛土・電気施設等その他輸送に直接関係のある施設の保守管理を

行う。

② 災害により線路が不通になった場合、自動車等による代行輸送及び連絡社線による振替輸送等を

行う。

③ 死傷者の救護及び処置を行う。

④ 運転再開に当たり、抑止列車の車両検査・乗務員の手配等を円滑に行う。

［西日本電信電話株式会社（岡山支店）］

① 災害時における情報等の正確・迅速な収集・伝達を行う。

② 防災応急措置の実施に必要な通信に対して、通信施設を優先的に利用させる。

③ 防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。

④ 発災後に備えた災害応急対策用資機材・人員の配備を行う。

⑤ 災害時における公衆電話の確保・被災施設及び設備の早期復旧を図る。

⑥ 気象等の警報を市へ連絡する。

［株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（岡山支店）］
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① 災害時における情報等の正確・迅速な収集・伝達を行う。

② 防災応急措置の実施に必要な通信に対して、通信施設を優先的に利用させる。

③ 防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。

④ 発災後に備えた災害応急対策資機材・人員の配備を行う。

［郵便事業株式会社（岡山支店）］［郵便局株式会社（岡山中央郵便局）］

① 被災者に対する郵便葉書等の無償交付を行う。

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除を行う。

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除を行う。

④ 被災者救助団体に対するお年玉葉書等の寄付金の配分を行う。

［日本銀行（岡山支店）］

① 通貨の円滑な供給の確保

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時

に銀行券を寄託するほか、金融機関の所有現金の確保について必要な措置を講じる。

なお、被災地における損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについては、職員を派遣する等必要な措

置を講じる。

② 輸送・通信手段の確保

被災地に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し又は通信を行う必要があるときは、関係行

政機関等と密接に連絡をとったうえ、輸送・通信手段の活用を図る。

③ 金融機関の業務運営の確保

関係行政機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業を開始できるよう必要な措置を講じる。

また、必要に応じて金融機関の営業時間の延長及び休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。

④ 金融機関による非常金融措置の実施

必要に応じ関係行政機関と協議のうえ、金融機関等に対し、次のような措置を講じるよう要請す

る。

ア 預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。

イ 被災者に対して定期預金・定期積立金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の特別

取扱いを行うこと。

ウ 被災地の手形交換所において、被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、

不渡処分の猶予等の特別措置をとること。

エ 損傷日本銀行券及び補助貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置を取ること。

⑤ 各種金融措置に関する広報

上記③及び④で定める要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関及び放送事業

者と協力して、速やかにその周知徹底を図る。

⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、必要に応じ、所要の災害応急対策を実施する。

［日本赤十字社（岡山県支部）］

① 必要に応じ、所定の常備救護班が順調に出動できる体制を整備するため、救護員の登録を定期的

に実施して所定の人員を確保するほか、計画的に救護員を養成し、災害時に医療・助産・その他の
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救助を行う。

② 緊急救護に適する救助物資（毛布・日用品等）を備蓄し、災害時に被災者に対し給付する。

③ 赤十字奉仕団等による炊き出し、物資配給等を行う。

④ 血液 確保供給を行う。（保存血液及び成分製剤）

⑤ 義援金の募集及び配分を行う。

［日本放送協会（岡山放送局）］

① 気象等の予報及び警報、被害状況等の報道を行う。

② 防災知識の普及に関する報道を行う。

③ 緊急警報放送・避難勧告等、災害情報の伝達を行う。

④ 義援金品の募集及び配布についての協力を行う。

［中国電力株式会社（岡山営業所）］

① 電力供給施設の災害予防措置を講じる。

② 発災後は、被災施設の早期復旧を実施するとともに、供給力の確保を図る。

③ 西日本電信電話株式会社との応急復旧の協力に関すること。

④ 都市ガス事業者との応急復旧の調整を行う。

［日本通運株式会社（岡山支店）］

① 災害時における、市長の車両借り上げ要請に対する、即応体制の整備を図る。

② 災害時における物資の緊急輸送を行う。

［西日本高速道路株式会社］

① 災害防止に関すること。

② 交通規制・被災点検・応急復旧工事等に関すること。

③ 災害時における、利用者等への迂回路等の情報（案内）提供に関すること。

④ 災害復旧工事の施工に関すること。

（８） 指定地方公共機関

［各民間放送会社（山陽放送㈱・岡山放送㈱・テレビせとうち㈱・岡山エフエム放送㈱）］

日本放送協会に準じる。

［岡山ガス株式会社］

① ガス施設の災害予防措置を講じる。

② 発災後は、被災施設の復旧を実施し、供給不能等の需要者に対して早期供給再開を図る。

③ 電気事業者との応急復旧の調整を行う。

［社団法人岡山県トラック協会］

① 緊急輸送対策非常用備品等の整備・備蓄を実施する。

② 災害応急活動のための各機関からの車両借り上げ要請に対し配車を実施する。
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③ 物資の緊急・救援輸送等に関する助言を行う物流専門家の派遣を実施する。

④ 災害時の遺体の搬送に協力する。

［岡山県貨物運送株式会社］

日本通運株式会社に準じる。

［社団法人岡山県医師会］

① 医療及び助産活動に協力する。

② 防疫その他保健衛生活動に協力する。

③ 災害時における医療救護活動を実施する。

（９） 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

［岡山市内医師会連合会］［岡山市医師会］

① 医療救護班の編成及び出動体制の整備並びに災害現場への派遣に関すること。

② 傷病者に対する応急処置及び重症者等の後方医療施設への転送の要否・順位の決定並びに死亡の

確認に関すること。

［岡山県病院協会岡山支部］

後方医療施設となる病院に対する連絡調整に関すること。

［岡山市内歯科医師会連合会］

① 災害時の歯科治療に協力する。

② 死体の身元確認に係る法歯科医の情報提供と連絡調整を行う。

［岡山市薬剤師会］

① 医療品を中心とした医療救護活動に協力する。

② 被災地内の衛生環境整備を支援する。

③ 災害時における医療救護活動に協力する。

［社団法人岡山県看護協会］

① 医療及び助産活動に協力する。

② 防疫その他保健衛生活動に協力する。

③ 災害時における医療救護活動に協力する。

［おかやまＤＭＡＴ］

① 災害現場において、市町村・消防機関・県警察等の公共機関と連携した情報収集伝達・トリアー

ジ・救急医療等を行う。

② 災害拠点病院等における患者の治療等を支援する。

③ 患者搬送及び搬送中の診療を行う。

④ 被災地内では、対応困難な重症患者に対する根治的な治療を目的に、被災地外に航空機等を用い
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患者を搬送する際の診療に従事する。

［岡山市ペストコントロール協会］

岡山市からの要請により、防疫活動を実施する。

［報道機関（新聞・ＣＡＴＶ・コミュニティエフエム等）］

防災に関する報道について、迅速・正確に周知を図るための協力を行う。

［農業・経済団体（農業協同組合・森林組合・漁業協同組合・商工会議所等）］

被災調査を行い、対策指導並びに必要資機材及び融資の斡旋について協力する。

［文化・厚生・社会団体（社会福祉協議会・日赤奉仕団・青年団・婦人会等）］

被災者の応急救助活動及び義援金品の募金等について協力する。

［土木・建設協会］

市からの要請により、被災者の応急救助のため必要資機材の使用及び操作員の出役に協力する。

［危険物施設の管理者］

自社の施設に関し、防災管理上必要な措置を行うとともに、近隣で災害が発生した場合には防災活動

について協力する。

［アマチュア無線の団体］

災害時における非常無線通信の確保に協力する。

［その他重要な施設の管理者］

自らの施設に関し、防災管理上必要な措置を行うとともに、近隣で災害が発生した場合には防災活動

について協力する。

第３節 岡山市の防災環境

第１項 自然的条件

１ 位置及び面積

岡山市は、岡山県の南部のほぼ中央に位置し、北に吉備高原、南に瀬戸内海を擁し、６市４町と市

境を接し、市域面積は789.91k㎡で、県土の11.1％を占めている。

方 位 地 名 経 度・緯 度 距 離

東 端 東区瀬戸町弓削 東経134度07分22秒 東西 35.1ｋｍ

西 端 北区西山内 東経133度44分23秒

南 端 南区奥迫川 北緯 34度31分07秒 南北 47.7ｋｍ

北 端 北区建部町角石谷 北緯 34度56分57秒
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２ 地 勢

地形・地質の特性をみると、市土は北部丘陵地・平野部・児島山地の３つに大別され、北部丘陵地は

東部吉備高原山地の一部で、地形輪廻の各過程の地形が見られ、特に足守川以西の丘陵斜面は急傾斜で

幼年期谷が分布している。平野部は、旭川・吉井川・笹ケ瀬川等の沖積作用によって形成され、16世紀

末からは干拓事業によって、急速に平野部面積が拡大され、児島半島は瀬戸内海の島しょであったもの

が、平野の拡大によって陸係化したものである。

３ 気 象

瀬戸内式気候の典型的な地域で、夏高温で冬暖かく、年間を通じて降雨量は少なく、夏は海陸風が発

達する。

（１） 気 温

全般的には温暖であるが、過去の最高気温が39.3℃（1994年8月）、最低気温は－9.1℃（1981年

2月）で、８月の最高気温の平年値が32.1℃、１月の最低気温の平年値が1.0℃である。

特に、夏は日中の暑さに加え「瀬戸の夕なぎ」として知られる無風現象が発生する。また、冬の

朝は厳しく冷え込むが、日中は温かい日が多い。

（２） 降水量

年間降水量の平年値は1,141㎜で、季節的に見ると梅雨季と台風季（6月185.8mm、７月160mm、

9月160.2mm）で一年の約44％の降水量がある。一方、雪の日数は年間約17.4日程度である。

（３） 風

中国山地と四国山地に囲まれているため、強い風はほとんど吹かない。平年値の風速は3.2m/sで

ある。

第２項 社会的条件

１ 人 口

明治22年６月１日、市制及び町村制の施行とともに、岡山区を改め岡山市となる。古くから中・四国

の交通の要衝として繁栄し、市制施行のときは戸数9,581戸、人口47,564人となり、順次、隣接の町村

を編入し、また、公有水面の埋立てにより市域を拡大してきた。

昭和44年（1969）から昭和50年（1975）にかけて、周辺１市７町３村（西大寺市・一宮町・津高町・

高松町・吉備町・妹尾町・上道町・足守町・福田村・興除村・藤田村）と合併し、人口は50万人を突破。

その後、平成８年には中核市、平成17年３月22日に御津郡御津町・児島郡灘崎町と合併。 更に、平

成19年１月22日に御津郡建部町・赤磐郡瀬戸町と合併し、面積789.91k㎡・東西約35km・南北約48km・

人口696,172人（平成17年国勢調査確定値）を擁し、平成21年４月１日には全国18番目の政令指定都市

に移行しました。

２ 土地利用

市域面積789.91k㎡のうち、林野面積が353.59k㎡と一番多く、全体の44.8％を占めている。森林を除

く面積は436.32k㎡と比較的広大な平地があるとともに、そのうち、農用地面積は141.94k㎡と農用地に
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も恵まれている。

３ 交通網が集中する広域交流拠点

高速道路は、東西方向に山陽自動車道、南北方向に岡山自動車道が整備され、全国的な幹線道路網の

一部を形成し、一般国道では東西方向に国道２号・国道180号・国道250号・国道484号が南北方向に国

道30号・国道53号・国道429号が整備されており、県道とともに本市の骨格的な道路網を形成している。

鉄道は、東西にＪＲ山陽新幹線が敷設され、在来線では山陽本線をはじめ伯備線・瀬戸大橋線・宇野

線・津山線・赤穂線・吉備線が、ＪＲ岡山駅から各地域に連絡しており、中・四国の結節点として拠点

的役割を担っている。

また、3,000ｍ滑走路を擁し、輸入促進地域（ＦＡＺ）の指定を受け、国際物流拠点としての発展を

めざす岡山空港や重要港湾として岡山港がある。

これら自動車交通量等の増大に伴い、地域を連絡する幹線道路ネットワーク等、道路をはじめとする

交通基盤整備が求められている。

４ 防災上の問題点

市街地への人口急増と周辺の至る所で引き起こした宅地開発で、従来住まなかった災害危険の高い低

湿地帯や河川の旧河道、急傾斜地などに住宅が建てられ、また、宅地の急増は山地・農地の比率を低下

させたことから、雨水の貯水能力が低下し、河川氾濫による被害の増加等、従前と災害の様相が変化し

た。加えて、高層建築物や危険物を包蔵する特殊建造物、危険物施設の大規模・複雑化、交通網の輻輳

と混雑に伴う大規模な交通災害の危険性、昼夜の人口動態の格差による心理的不安や犯罪の増加等、生

活環境の悪化による生命、身体、財産に対する危機意識が増幅した。

更にはライフスタイルの変化や隣保精神の希薄等、問題意識は多様である。

また、上記の社会環境の変化は市内でも地域差があり、防災体制の均衡には困難を極めるものがある。

しかも、今後本市における都市化の進展、産業構造の変化などが更に進み、社会経済条件が成熟するに

伴い、特に都市防災の見地からの構造改善、防災施設の整備、排水対策の強化、危険物の安全管理、交

通安全対策の確立、道路及び街区の整備、建築物規制、公害対策、食糧の安全、救急救助対策の強化、

宅地造成の規制及び用水の確保等、人的・物的・社会的災害に対する都市防災構造の対策が重要かつ重

大な課題となってくる。

特に本編の地震災害は、規模が広範囲にわたることが懸念されるため、建物の不燃化と耐震化及び広

域避難場所の整備拡充が喫緊の課題である。

第３項 岡山市の地震履歴

過去、岡山市に被害を及ぼした地震は、近県を震源とする内陸型地震と、太平洋側のプレート境界面

付近を震源とする海溝型巨大地震とに大別できる。

《参照》

○ 過去の地震履歴（資料編）
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第４節 地震被害想定

１ 方 針

地震は、発生する震源の位置・規模・時期等が予測できないことから、地震防災対策にあたっては、

過去の地震の発生場所及び被害記録から今後発生するおそれのある地震の震源及び規模を仮定し、それ

に伴う被害の種類、規模等、その影響力をあらかじめ想定しておくことが最も重要である。

さらに、それを公表することによって「自分の身は自分で守る」「自分たちのまちは自分たちで守

る」といった地震防災意識の高揚を図り、市域に在住在勤する者の自助・共助をそれぞれ強化して、想

定被害件数の減少に向けて努めてもらうとともに、公助となる防災行政機関も、強い地震が発生した場

合には迅速な初動対応の開始が可能となるよう、即座に被害規模の想定を念頭に置いて行動することが、

被害拡大防止のためには不可欠となる。

なお、大規模な地震が発生した場合の、岡山市における被害の想定については、平成８年度及び平成

９年度の２箇年にわたって被害想定調査を実施しており、次項以降の記載内容の根幹となっている。

しかし、その後、本市の想定対象地震も含め、国の地震調査委員会から全国９８の活断層及び海溝型

地震の長期評価結果が発表され、想定される地震の規模・地震の発生確率等が公表されている。

また、本市としても御津町・灘崎町との合併に加え、建部町・瀬戸町との合併により新たな地域の編

入を行った。

こうしたことから、新たな被害想定の策定が必要となっているが、それを行うまでの間は平成８年度

及び９年度に実施した、地震被害想定調査の結果を中心に第４節に記載し、近年、新たに国及び県から

公表のあった地震及び津波等の想定については、その一部を第６節に記載する。

２ 地震被害想定調査の実施概要及び結果

（１） 地盤挙動調査

岡山市域についての、地質・活断層等の自然条件の基礎資料を収集・整理したうえで、想定地震

時における地盤の挙動 についての解析・検討を実施した。（地震動・液状化等）

（２） 地震被害想定

地震被害想定の基礎資料となる、人口・建築物等の社会条件の現況について、基礎資科を収集・

整理し、先に得られた調査成果 を活用し、想定地震ごとに各種の（地震動の強さや液状化危険度等）

被害想定を行った。

３ 地盤挙動の解析・検討

（１） 地盤の解析・分類

地震による地盤の揺れや被害は、地域によって大きく異なり、地盤の状況によって左右されてい

ることが知られている。そこで精度の高い地震動予測を行うために、岡山市内の地形・地質に関す

る資料を収集・整理し、それをもとに地盤の解析・分類を行った。地盤の解析では、収集した地盤

資料をもとにして作成した、表層地質図・地質断面図等の図面を総合的に解析して、岡山市域の地

盤をタイプ別に分類し、地震動や液状化の予測に必要な地盤の分類を行った。

なお、資料収集・整理並びに後の地震時の地盤挙動予測にあたっては、国土地理院による標準メ

ッシュコード を４分割した２分の1地域メッシュ を基本とした。（約１km×１km） （約500m×500m）
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① 地質解析

収集した資料の整理を行い、地形及び地質について取りまとめを行った。収集した資料のうち

ボーリング資料は、地下浅所の地質状況を把握し、地震時の応答解析を行う上で、非常に有効な

情報となるものであり、低地部を中心に約 本のボーリング柱状図を収集した。2,000

これらのボーリング資料と文献資料をもとに、表層地質図・基盤地質図・地質断面図等を作成

した。

② 物性値の検討

地震時の地盤の挙動を求める応答計算を行うためには、地盤の物性を代表する値が必要である。

このため、地質・土質区分ごとに、湿潤密度・Ｓ波速度及び動的変形特性曲線を設定した。

また、第四紀層については、ボーリング資料のＮ値を参考にして、各土質区分ごとの平均Ｎ値

も設定した。

しかしながら、密度やＳ波速度は、市内の地層区分全てについてのデータを得ることが困難で

あるため、密度については既往の土質試験データや、他の土性との相関などの関係資料等を参考

にして設定した。また、Ｓ波速度については、市内５箇所で実施されたＰＳ検層の結果及び文献

資料によるＮ値と、Ｓ波速度の関係からの推定値をもとに各地層間の調和を考慮して設定した。

③ 地盤分類

地震災害は、地盤状況と密接な関係を持っている。従って、地表地震動の予測にあたっては、

地盤状況を把握しておく必要がある。しかし、現実の地盤は極めて複雑であるため、主に地質的

な類似性に注目して、地盤データを分類・集約することによって、地表地震動予測のための地盤

分類を行った。

地盤分類に際しては、地震時増幅特性を得るための応答計算の実施を考慮し、地震工学的基盤

を決定した。

「山地・丘陵地」 「低地」 「基盤ア 地形を と に大きく区分した。これにより、表層に分布する地層が

と に分類される。基盤岩類は、その年代・岩種・風化深度に岩類・第三紀層」 「洪積層・沖積層」

より、また、洪積層と沖積層は表層に分布する土質によりさらに区分し、干拓地は沖積層に含

めた。

イ 地形区分図・沖積層の層厚分布等を示した、表層地質図及びボーリングデータを総合的に用

いた地盤解析の結果をもとに、各々のメッシュの地盤を、最も適切に代表する模式柱状図を設

185 （代表定した。これらの柱状図をさらにパターン化して集約し、最終的には 本の模式柱状図

とした。柱状図）

ウ 実際の地盤は非常に複雑であり、1つのメッシュ内に複数の種類の地盤が分布することが普

通である。このため、本調査では面積比や人口密度に重みを置いた判定基準に従って、地盤モ

デルを設定した。

以上のように、岡山市内全域の地盤を 種類の柱状図によって代表させることとした。185

（２） 想定地震断層モデル

歴史地震資料及び活断層資料などから検討し、岡山市域に対する影響の大きさ・活動度を考慮

して、今回の一連の地震被害想定を行う際の想定地震として、以下の3つの地震を想定するもの

とした。
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① 南海道沖のプレート境界面を震源とする地震 マグニチュード8以上。今（以下、「南海地震」）、

回の想定では、 の南海地震と同規模の地震の再来を想定地震として設定した。1946年

② 山崎活断層を原因とする地震 マグニチュード7以上。一連の断（以下、「山崎断層系の地震」）、

層群のうち、岡山市に距離的に近く、地震発生に伴う影響がより大きいと考えられる、大原断

層を主たる震源域とした地震を想定地震として設定した。

③ 中央構造線活断層系 の一部を原因とする地震 マグニ（四国） （以下、「中央構造線による地震」）、

チュード8以上。一連の断層群のうち、岡山市から距離的に近く、地震発生に伴う影響がより

大きいと考えられる、徳島県北部から愛媛県東部にかけて分布する断層群を震源域とした、地

震を想定地震として設定した。

これらの想定地震の震源域 の位置を、次に（図５－１）に示す。（断層モデル）

図５－１ 想定地震の震源域（断層モデル）の位置図

山崎断層系による
地震

四国中央構造線の
一部による地震

南 海 地 震

岡山市
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（３） 地震動の想定

地表での地震動の強さは、地震の規模 震源からの距離にもよるが、表層地盤の（マグニチュード）・

状況にも大きく左右される。地震動の強さを評価するためには、まず地震が地下深くの硬い岩盤

中で発生するので、対象となる地点の地下の硬い岩盤 での地震動の強さを評価したう（地震基盤）

えで、それよりも浅い表層地盤の状況を評価することが必要である。地震動の想定は、以下の手

順で行った。

断層モデル
↓

① 設定した震源断層モデルによる基盤での地震動の想定
↓

②表層の地盤モデルごとの増幅特性の評価
↓

③地表における地震動の想定
↓

加速度分布、震度分布

このような手順によって、約500mメッシュを単位として、地震動の強さを評価するものとした。

（４） 液状化の判定

① 対象

道路橋示方書等に基づいて、液状化判定の対象を設定した。岡山市域で主たる対象となる地

層は、第四紀沖積層の砂質土・礫質土を含む地層が、地表面下 以浅にある場合である。20m

このほか、崖錐及び洪積層のうち、比較的Ｎ値の低い 砂質土層が分布する場合に（Ｎ値＜20）

ついても、評価の対象とした。

② 方法

予測の方法は、 と を用いて行った。Ｆ 法 Ｐ 法Ｌ Ｌ

ア は、道路橋示方書に示されている方法で、基本的には地震時に生じる地震外力と、砂Ｆ 法Ｌ

あるいは礫の持っている、液状化に対する抵抗力を比較する方法である。

イ は、上記の が、各計算深度における液状化を判定するのに対し、 の結果からＰ 法 Ｆ 法 Ｆ 法Ｌ Ｌ Ｌ

さらに、地盤全体としての液状化危険度を判定するものである。

道路橋示方書 に示されている、地震のタイプについては、その趣旨にのっとりプレート（1996年改正）

型の南海道地震についてはタイプⅠとし、内陸活断層型の山崎断層系による地震及び中央構造線による

地震についてはタイプⅡと設定した。

４ 地表加速度・震度・液状化の想定結果

（１） 地表加速度

① 南海地震

市の南西部で を越える地域が一部に分布し、市の中南部には の範囲が広が200gal 150～200gal

っている。市の北部では を越える程度である。50gal

② 中央構造線による地震
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市の南西部の一部で を超える地域があり、市の中南部では の範囲となる地250gal 200～250ga1

域が点在している。3つの想定地震の中で比較すると、加速度の大きさは全体的に見て、この

地震による想定結果が最も大きい。

③ 山崎断層系の地震

150～200gal 50～150市の中南部には、 の範囲となる地域が点在している。その他の地域は、

の範囲であるが、市の北西部及び西部では、一部に 未満となる地域もある。ga 50gal

（２） 震 度

地震動の強さを示す尺度の一つとして、震度を用いるものとした。震度については、 の1995年

兵庫県南部地震以後見直しが行われ、今回の想定においても、この新しい計測震度相当値のもの

を想定し、各メッシュごとの震度として表現するものとした。

① 南海地震

市の中南部～南西部にかけての地域が震度５強となり、その他の地域はおおよそ市の南部は

震度５弱・北部は震度４となる。ただし、北部でも震度５弱の地域が若干点在して分布する。

② 中央構造線による地震

市の中央部～南部の広い範囲で、震度５強となる地域が広がって分布する。上記の地震では

震度５弱であった市の中央部及び南東部でも震度５強となる地域がある。その他の地域は、南

海道地震と同様おおよそ市の南部は震度５弱・北部は震度４となるが、北部でも震度５弱の地

域が若干点在して分布する。3つの想定地震の中で比較すると、震度は全体的に見て、この地

震による想定結果が最も大きい。

③ 山崎断層系の地震

市の南部及び中央部に、震度５強となる地域が点在する。その他の地域は、南海道地震と同

様おおよそ市の南部は震度５弱・北部は震度４となるが、北部でも震度５弱の地域が若干点在

して分布する。

《参照》

○ 被害想定地震震度分布図（資料編）

（３） 液状化危険度

① 南海地震

市の南部・児島湾沿岸に液状化の危険度が あるいは 地域が分布する。「極めて高い」、 「高い」

このうち、特に液状化の危険度が 地域は、児島湾沿岸の西部～北西部及び北部に「極めて高い」

にかけて分布し、その他、市の東南部及び中央部にも若干まとまって分布する。

② 中央構造線による地震

液状化の危険度が あるいは 地域の分布状況は、傾向は南海地震の場合と「極めて高い」 「高い」

ほぼ同じであるが、範囲はやや広くなっている。従って、市全体で見れば、この想定地震の場

合が、液状化の危険度が高くなる範囲が最も広いと想定される。

③ 山崎断層系の地震

液状化危険度の あるいは 地域は、ほぼ市の南部に分布する。このうち特「極めて高い」 「高い」

に液状化の危険度が 地域は、児島湾沿岸の西部～北西部及び北部にかけて分布し、「極めて高い」

その他、市の東南部及び中央部にも若干まとまって分布するが、上記南海地震の場合よりもそ
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の範囲は狭い。

《参照》

○ 被害想定液状化危険度分布図（資料編）

５ 地震被害想定

（１） 建築物の被害予測

想定対象としたのは、住宅・商店・工場・学校など用途・構造を問わず全ての建築物である。

（２） 道路の被害予測

想定対象としたのは、岡山市内を通る高速道路・一般国道・主要地方道等である。

（３） 鉄道の被害予測

想定対象としたのは、岡山市内を通る 山陽新幹線・山陽本線の幹線と赤穂線・吉備線・津山ＪＲ

線・宇野線・瀬戸大橋線の計７路線である

（４） 橋梁の被害予測

想定対象とした橋梁は、国道・主要地方道・高速道路及びJRにかかる橋長１５ｍ以上の橋梁で、

国道88橋梁、主要地方道50橋梁、高速道路61橋梁、JR138橋梁である。

（５） 上水道の被害予測

想定対象としたのは、岡山市水道局の管路であり、岡山市水道局から，主要管路の管種・管径別

の分布状況及び延長について収集した。

６ 火災の被害予測

我が国の地震火災で最も大きな被害となったのは、 の関東地震である。この地震では、当時の1923年

東京府で 棟・神奈川県でも7万棟の建物が焼失している。40万

また、兵庫県南部地震では、地震発生直後から翌々日の までに、被災地域である兵庫県南部で約19日

の火災 が発生し、そのいくつかは拡大火災となり、市街地を焦土と化した。180件 （出火件数ベース）

その結果、 の面積・7千棟の家屋が焼失することになった。この火災の規模は、 に起きた70ha 1925年

北丹後地震に匹敵するもので、地震火災としては戦後では最大級のものとなった。

宇佐見 によれば、地震によって 以上の建物が焼失した場合を地震火災として、明治から昭（1985） 10棟

和 までの の地震火災の発生状況を見てみると、マグニチュード6以上7未満の地震では、48年 106年間

回の地震のうち、地震火災の発生は1回 マグニチュード7以上8未満では のうち130 （0.8％、 67回

マグニチュード8以上では実に9回のうち5回 と、地震の規模が大きくなるにし10回（14.9％）、 （55.6％）

たがって、地震火災の発生する危険性が高くなっていることがわかる。

今回の地震火災の想定では、一般に使用されている火気器具と、危険物施設に貯蔵されている危険物

からの 出火件数を予測し、次に常備消防力を考慮して消火の可能性について検討した。消防力に（炎上）

よって消火できない出火点については、延焼が拡大するものとして延焼地域を想定し、焼失する建物の

数を求めるものとした。
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７ 人的被害の予測

我が国では過去に多くの地震が発生し、貴重な生命、財産が奪われている。このような人的な被害は

被害の最たるものであり、こうした死者の処置や負傷者の手当・り災者の救済は、何にも増して重要で

ある。したがって、これらの人的被害を事前に予測しておくことは、地震後の対応に備えるうえで、大

きな示唆を与えるとともに、その軽減を図るうえで大変重要である。

ここでは、①死者・②負傷者・③家を失う人々 ④災害によって避難する人（以下、「り災者」と呼ぶ。）、

々を人的な被害として予測した。

第５節 地震防災対策の実施に関する目標

１ 基本的な考え方

市民生活の各分野にわたり、重大な被害を及ぼすおそれのある地震災害に対処するためには、地震発

生までの間に様々な対策を講じ、被害軽減を図る必要がある。しかしながら、地震はいつ発生してもお

かしくないことから、効果的かつ効率的に被害軽減策を講じなければならない。このため、地震防災特

別措置法に基づき、地震防災対策の実施に関する目標を定め、効果的な対策を選択し、戦略的に集中し

て推進することにより、人的被害の軽減を図る。

２ 概 要

岡山市において想定される、３つの地震による被害を、極力軽減させることを目標とする。

第６節 震災に関する調査研究

１ 方 針

防災にかかる見地から、研究機関・大学等における地震及び地震防災に関する科学技術及び研究の成

果等を参考としながら、市域周辺の活断層の状況や大規模地震が発生した場合に、予想される液状危険

地域の状況等について、関係機関等の緊密な連携をもとに調査・研究を進め、必要な場合、想定の見直

しを行う。

２ 国による調査

国の地震調査委員会では、阪神淡路大震災の被害発生を教訓として、全国の活断層のうち主要な９８

断層帯及び周期的に起こる太平洋側の海溝型地震を対象として調査研究を進め、各断層及び海溝型地震

の震源想定範囲ごとに長期評価の結果を発表し、想定される地震の規模・地震の発生確率等が公表され

ている。

そのうち、本市が大きな被害を被ると想定している、前節記載の地震源について記載する。

（資料編参照）（１） 地震規模及び発生確率想定



-22-

［ 震 源 位 置 図 ］

（資料編参照）（２） 東南海・南海地震による岡山県の被害

国の中央防災会議の「東南海・南海地震等に関する専門調査会」では、東南海・南海地震の同時

発生による建物被害及び人的被害を関係都府県別に想定し、平成15年９月17日に公表しているので、

その資料の中から岡山県の被害を記載する。

（資料編参照）３ 県による調査

岡山県は、起こりうる大規模地震と、それに伴う地震発生時の人的・物的被害について、過去(平

成７年度及び13年度)に検討した６つの想定地震（南海トラフ・鳥取県西部・第２鳥取・松江南方・

中央構造線の一部・大原断層）を「南海地震に係る被害想定及び液状化想定の再評価・研究等事業」

として平成１４年度に再評価・整理している。

旧御津町・灘崎町、更に旧建部町・瀬戸町では、地震の被害想定をしておらず、本市も両町との合

併以降において地震被害 想定等を見直していないため、県の行った被害想定をここに記載する。

なお、県の想定した６つの想定地震のうち、被害が最大となるのは南海トラフ（東南海・南海地震

の同時発生、想定規模マグニチュード8.6）であることから、これによる被害のみを記載する。
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第２章 震災予防計画

第１款 平常時計画

第１節 自立型の防災活動の促進

第１項 自立型・災害回避型ライフスタイルの普及計画及び定着

１ 方 針

大規模地震の発生時には、初期消火・救出・応急救護・避難誘導など、広範な応急対応が必要となり、

防災関係機関においても、最大限の努力をすることはもちろんであるが、的確に対応することは極めて

困難であるため、災害初期段階においては との基本理念と、正しい防災知識を市民「自らの身は自ら守る」

一人ひとりが持つよう、それぞれの状況に応じた継続的・反復的な啓発を通じて、その普及に努める。

また、津波については、個人の避難行動が重要であることから、津波の危険や津波警報・避難指示の

意味合い、避難方法等を住民に広く啓発に努める

２ 対 策

（１） 市の対応

① 市は、住民及び事業所が、震災対策に関する深い理解と知識を持つよう、広報紙やパンフレ

ット等の印刷物の配布・防災ビデオの貸出し・講演会等の開催、地域を対象とした防災訓練の

実施など、適切な方法により普及活動を行う。

② 地域住民の適切な避難や防災活動に資するために、防災マップ・地震時の行動マニュアル等

を作成し、その普及を図る。

③ 自立型・災害回避型ライフスタイルの普及を通じて、隣人等に対する救助意識や相互支援に

ついて指導する。

④ 地域における防災活動を促進するため、消防団についても青年層・女性層の団員への参加促

進等により、その活性化に努める。

［住 民］

住民は、自助・共助の精神に基づき、家庭内における生活必需品の備蓄や防災教育、地域における

自主防災組織活動への参加等を通じ、地域の防災力向上に努める。

［企 業］

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保・二次災害の防止・事業の継続・地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するため、事業継続計画

（BCP)を策定するように努めるとともに、防災体制の整備・防災訓練・事業所の耐震化・予想被害か

ら、復旧計画策定・各計画の点検・見直し等を実施するなど、防災活動の推進に努める。

このため、市及び県は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるとともに、企業防災分野の進

展に伴って、増大することになる事業継続計画（BCP)策定支援等、高度なニーズにも的確に応えられ

る市場の健全な発展に向けた、条件整備に取り組むものとする。
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（２） 家庭・地域の普及対策

① 防災意識の啓発は、個人から家族・自治会・町内会・学区等、各段階に応じた活動により災

害対応の地域連帯感を高める。

② 防災週間や防災とボランティア週間等、防災啓発時期に限らず年間を通じて、地震・津波に

関する一般知識・平常時及び地震発生時の心得として、次のような項目について、防災意識の

普及・啓発を図る。

ア 飲料水及び食糧の備蓄・非常持ち出し品の用意・家屋の耐震や家具の固定などの家庭にお

ける減災対策

イ 避難先及び避難方法の確認

ウ 初期救助及び応急手当法

エ 消防水利設置場所の周知・初期消火の方法

（３） 事業所・職場の普及対策

事業所及び職場については、従業員等の安全の観点から、それぞれの事業所に対して、次のよ

うな事項に関して防災意識を広める。

① 経営者（責任者）の防災意識を啓発すること。

② 従業員等に対し積極的な防災教育・訓練をすること。

③ 災害時の行動マニュアルを作成すること。

④ 災害時における関係機関との連絡方法等の確保を図ること。

（４） 教育機関

一般住民に対する防災知識の普及と合わせて、児童・生徒等を対象とする防災教育を推進する。

また、児童・生徒等の安全を確保する観点から、次のような事項に関して、それぞれの教育機関

は防災対策の推進を図る。

① 地震災害に関する知識を深め、災害への対応力を高めるため、各教科・道徳・特別活動など

で、児童・生徒等の発達段階や学校等の状況に応じた、防災教育を実施すること。

② 避難誘導計画の作成及び訓練を実施すること。

③ 防災関係機関との通報・連絡体制の確立を図ること。

（５） 不特定多数が利用する施設の普及対策

不特定多数の者が利用する施設（デパート・駅・病院・各種福祉施設等）については、個々の

施設の特性を配慮しながら、次のような事項に関して、施設管理者（責任者）の防災意識の高揚

を図る。

① それぞれの施設に応じた避難誘導計画の作成及び訓練を実施すること。

② 利用者の立場にたち、施設の点検・改修など、必要な防災措置を推進すること。

③ 防災関係機関との通報・連絡体制の確立を図る。

④ 従業員等に応急手当法の普及啓発を図ること。

（６） 緊急地震速報の普及・啓発
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市及び県等は、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震速報につ

いて普及・啓発に努めるものとする。

第２項 自主防災組織等の育成計画及び参加

１ 方 針

地域の人々が、「自分たちの地域は自分たちで守る」という協同意識に基づき、災害に備えておけば

災害初期の人命救助・消火活動に生かされ、災害を最小限にすることができる。

そのため、地域住民や事業所等が、実践的に防災活動ができるよう、組織の育成を図る必要がある。

このことから、自主防災組織の重要性について認識を広め、自主防災組織の設置促進と育成強化を推

進する。

２ 対 策

（１） 市の対応

① 市は県の指導を得て、災害に対する行政の責務・地域住民の責務と自主防災組織の位置づけ

を明確にし、自主防災組織が未設置の地域の組織化を進めるとともに、既存組織の育成強化を

図る。

② 町内会を母体とした自主防災組織の編成を目指し、地域の中にある消防団経験者、日赤防災

ボランティア等、防災の専門的知識のある住民と連携を取り、リーダーの役割を担う人材の育

成を図る。

③ 自主防災組織の指導マニュアルを作成し、編成の促進を図る。

（２） 地域の自主防災組織の育成

① 自主防災組織は、地域（地区）の実状に即した組織・活動に配慮し、住民が自発的に参加で

きる方策を考慮して育成を図る。

② 自主防災組織は、町内会単位の組織を目指し、地域消防団と関連づけ、団員が指導的役割を

担う等の方策を図る。

③ 市・県等における、各種研修会等によりリーダーの育成を行う。

(３) 事業所の自主防災組織の育成

事業所は、従業員・利用者等の安全の確保と二次災害を防止するため、事業所の実情に応じて

自主的な防災組織をつくり、地域の安全確保に積極的に努めるものとする。

（４） 各防災組織相互の協調

平素から地域の自主防災組織・事業所自衛消防隊と消防団や防災ボランティアなど、防災関係

機関が協力して、地域の防災対策の推進・防災知識の普及・防災訓練を行い、防災組織相互の協

調体制を確立しておくことが必要である。なお、協議すべき事項の概要は、次の項目である。

① 防災計画の立案に関すること。

② 人命救助救出に関すること。

③ 被害情報の収集に関すること。

④ 住民への情報伝達に関すること。
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⑤ 被災者の収容及び避難所の運営に関すること。

⑥ 応急救護所設置及び応急救護活動に関すること。

⑦ 食料・緊急救護物資等、輸送・保管及び配給に関すること。

第３項 ボランティア養成等計画

１ 方 針

災害時には、平常時の行政システム処理能力をはるかに越える事態が予想され、人命救助や負傷者の

手当から、大量の人員が必要となる。そこで、常時より医師・看護師を初めとする専門技術型ボランテ

ィアの確保に努めるとともに、災害時に効果的なボランティア活動が可能となるような体制や組織づく

りを行い、自主的なボランティア活動との連携を効果的に進める必要がある。

２ 対 策

市とボランティアの連携（１）

本市が被災した場合に、被災者のニーズ等の情報提供や活動支援・事故補償など、安心してボ

ランティア活動に参加できるような、環境の整備を図る。

（２） ボランティアの育成、登録

市は県や社会福祉協議会等の関係団体と連携して、災害時にコーディネーターやリーダーとし

て適切に行動できるボランティアの養成や効果的な活動を促すための登録制度の確立を図る。

また、防災ボランティアリーダーを確保することを目標に、 を開設「岡山市防災まちづくり学校」

し、年次的にリーダーの育成を図りながら、分野別の登録を進める。

（３） ネットワーク化の推進

市及び市社会福祉協議会は、県社会福祉協議会と連携し、災害時において迅速な対応ができる

よう近隣の社会福祉協議会を含めて、連絡応援体制の整備を図るものとする。

また、市の各機関は関係各種団体と平素から連携し、災害時において迅速な対応ができるよう、

連絡応援体制の整備を図るものとする。

第４項 住民・地域・企業の防災訓練計画及び参加

１ 方 針

いつ災害が発生しても、対応できるようにするためには、平常時から防災訓練を行い、防災活動の知

識・技能を習得しておく必要があるため、自主防災組織・企業・教育機関において、繰り返し防災訓練

を実施し体制の充実を図る。

２ 対 策

（１） 訓練計画の策定

市は県の協力を得て、自主防災組織の訓練計画の指導、助言に努めるとともに、住民・地域・

企業等は、それぞれの防災訓練計画を定め、訓練の実施に努める。
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（２） 自主防災組織の防災訓練

① 防災訓練項目

防災訓練項目の主たるものは下記のとおりとする。

ア 情報連絡訓練

情報収集 … 地域の被災状況等を正確かつ迅速に収集する。

情報伝達 … 防災関係機関の指示等を地域の住民に伝達する。

イ 消火訓練

消火器等の消火用機材の使用方法及び消火技術に習熟する。

ウ 避難訓練

各 個 人 … 避難時の携行品等のチェック

組織単位 … 組織ぐるみで避難の要領に習熟し、定められた避難場所まで安全に避難で

きるようにする。

エ 給食給水訓練

炊き出し、ろ水器等により、食料や水を確保する方法・技術を習得する。

オ 救出救護訓練

最低限必要な人工呼吸・心臓マッサージ、応急手当の他、備えつけの資機材やＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の使用方法に習熟する。

救護所への連絡、搬送の方法等について習得する。

② 総合訓練

自主防災組織の各班が、有機的かつ効果的に防災活動ができるようにするために、次のような

点に配慮した訓練をする。

ア 市あるいは消防機関が主催する、総合防災訓練には積極的に参加する。

イ 自主防災組織、事業所防災組織等とが共同して訓練をする。

（３） 教育機関等の訓練

教育機関は、就学期に防災意識を高めるため、教育現場での防災訓練を行うものとする。

① 管理者は幼稚園・小・中学校・高等学校に応じた、訓練計画を毎年策定し訓練を実施する。

② 教職員は、学校が避難場所等になることを想定した訓練に努める。

（４） ボランテイア団体等との連携

市、県等は、防災訓練を実施する際、ボランテイア団体等にも参加を求め、協力体制の強化・

予防及び応急対策機能の向上を図るものとする。

第５項 地域防災活動施設等整備計画及び推進

１ 方 針

地震災害において、各地域で活動する自主防災組織等の役割を遂行するため、都市形態・集落形態等

を考慮しながら、平常時においても多目的・多面的に利用できる、複合した防災活動施設等の整備を進

める。

２ 対 策
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（１） 活動施設の整備

市は地域の自主防災組織の規模に応じ、消防団機庫との連携をとりながら、避難場所や公民館

等に併設し平常時から活動の拠点ともなる、施設や資機材の整備に努める。

① 自主防災組織の初期消火・救護等、活動に必要となる資機材・倉庫を整備する。

② 地域の広場・公園等においても、応急活動や避難生活の場所となるものについては、必要とな

る資機材・水道・照明・トイレ等を整備する。

第６項 災害時要援護者の安全確保計画

１ 方 針

近年の都市化、高齢化、国際化等社会構造の変化に伴い、高齢者・障害者（以下、「災害時要援護者

等」という。）・こども・妊婦・傷病人・外国人などは、災害に際して必要な情報を得ることや迅速か

つ適切な防災行動を取ることが困難であるため、平常時より災害時要援護者等の把握・連絡体制・状況

の確認方法・医療福祉との連携の下で、安全対策の確保を図るとともに、社会福祉施設においては、施

設の整備・防災教育・防災訓練等を平常時より実施し、防災対策の充実に努める。

また、地域においては、災害時要援護者等を助け合える地域社会づくりを進める。

２ 対 策

（１） 防災知識の普及

［市］

市は県、社会福祉協議会等と協力して、災害時要援護者等をはじめ家族・身体障害者相談員・知的

障害者相談員・関係施設職員・ボランティア等に対し、防災知識の普及啓発や研修等を行う。その際、

こどもや外国人に分かりやすい絵本や漫画の教材を用いること、災害時要援護者等のため必要な防災

用品の配布等を行うことに配慮する。

また、防災訓練に当たっては、地域住民が災害時要援護者等とともに、助け合って避難できること

に配慮する。

［社会福祉施設、災害時要援護者を雇用する事業所等］

社会福祉施設・災害時要援護者を雇用する事業所等の管理者は、施設職員や入所者等に対し、防災

教育を実施する。特に、自力による避難が困難な入所者のいる施設にあっては、職員が手薄になる夜

間の防災訓練の充実を図る。

社会福祉施設・災害時要援護者を雇用する事業所等の管理者は、災害の防止や災害発生時における

迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ、次の内容のマニュアルを作成し実施する。

① 施設職員・入所者等の任務分担・動員計画・緊急連絡体制

② 地域住民とともに行う防災訓練

［住 民］

災害時要援護者等は、自己の身体状況に応じた生活方法・介護方法・医療データ等を自ら把握し、

日常生活に必要な用具・補装具・特定の医療品等の入手方法等について、明確にしておくとともに、

必要な物品はあらかじめ非常持ち出し袋等に詰め、いつでも持ち出せるように常日頃から努めるもの

とする。



-29-

（２） 災害時要援護者の把握

［市］

市は、災害時要援護者等の詳細情報を日頃から把握しておく。

① 居住地・自宅の電話番号

② 家族構成

③ 保健福祉サービスの提供状況

④ 外国語による情報提供の必要性

⑤ 近隣の連絡先、災害時の当該地域外の連絡先、その他災害時における安否確認の方法。また、

迅速かつ確実に安否確認を行うため、複数の安否確認の方法を整備する。

なお、援護を要する高齢者の情報把握については、地域包括支援センターの活用等により行う。

［住 民］

災害時要援護者等は、災害時に自らの安否を連絡できるよう、近隣の住民・県外の連絡先・近隣の

福祉施設等とのつながりを保つよう努力するものとする。

また、災害時要援護者等の近隣の住民は、日頃から可能な限り、災害時要援護者に関する情報を把

握しておくよう努めるものとする。

（３） 生活支援等

［市］

市は、県や県市社会福祉協議会等の支援を得て、災害時において災害時要援護者等に対する避難所

における情報提供等、支援が迅速かつ的確に行われるよう、次の事項を含む避難支援プランを作成す

る。

① 災害時要援護者等の安否確認及び必要な支援の内容の把握に関する事項

② ボランティア等生活支援のための人材確保に関する事項

③ 障害の状況等に応じた情報提供に関する事項

④ 外国人の特性に応じた言語や生活習慣への対応に関する事項

⑤ 特別な食料 を必要とする者に対する当該食料の確保・提供に関する（柔らかい食品・粉ミルク等）

事項

⑥ 避難所・居宅への必要な資機材 の設置・配布（車いす・障害者用トイレ・ベビーベッド・ほ乳びん等）

に関する事項

⑦ 避難所・居宅への相談員の巡回による生活状況の確認、健康相談等に関する事項

⑧ 避難所又は在宅の災害時要援護者等のうち、老人福祉施設・医療機関・児童福祉施設等へ第二

次避難を要する者について、当該施設への受入要請に関する事項

［住 民］

住民は、自治会・町内会・自主防災会・民生委員等の活動を通じて、災害時要援護者等を支援でき

る地域社会の醸成に努める。

また、日頃から社会福祉施設等で積極的にボランティアとして活動する等、災害時要援護者等の生

活についての知識の修得に努める。
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第７項 食料・飲料水・生活必需品の確保計画

第１ 食料の確保

１ 方 針

被災当初における円滑な食料の確保は、家庭内・事務所内での備蓄が重要であるため、その推進を図

るとともに、他都市・食品加工業者・外食産業等との協力協定により協力体制を整備し、効率的な食料

の調達体制を図る。

２ 対 策

［市］

国並びに県においても、調達計画等により被災都市への措置を講じることとしているが、市におい

ても災害が発生した場合、緊急に必要とする食品を確保・供給するため事前に次の措置を行う。

① 緊急食料の調達・配分計画及びその実施手続に関するマニュアルの策定

計画に当たっては、災害時要援護者等へ適切な食料供給に十分配慮する。

② 食料援助の集積場所の選定

食料・生活必需品等、援助物資の集積場所については、地震被害想定調査の結果を基に選定を

進める。

③ 住民・事務所へ食料備蓄の啓発

［住民・事業所等］

住民・事業所等は、２～３日程度の食品を備蓄するように努める。なお、備蓄に当たっては、乳幼

児・高齢者等の家族構成に、十分配慮するものとする。

第２ 飲料水の確保

１ 方 針

岡山市水道局は、管内の地域において被災想定人口に基づき給水計画を樹立し、住民への飲料水が確

保できるよう努める。その目標は最低必要量 供給を要する人口×約3リットル とする。（ ／日）

道路の混乱を考えた場合、飲料水の供給をスムーズに行うため小・中学校の受水槽を利用した緊急用

貯水槽等の整備を進めるとともに、住民・事業所等に対して飲料水の備蓄を勧奨する。

２ 対 策

［岡山市水道局］

次の事項について、実施するものとする。

① 水道復旧資材等の備蓄を行う。

② 給水タンク・給水車・トラック・非常用飲料水袋・ろ過機等、応急給水用資機材を整備すると

ともに、配水池の容量アップ及び緊急用貯水槽を設置し、緊急時連絡管の検討を行う。

③ 住民・事業所等に対し、貯水や応急給水について指導を行う。

④ 水道工事業者等との協力体制を確立する。
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［住 民］

住民・事業所等は、備蓄として１人１日３リットルを基準とし、関係人数の３日分を目標として貯

水する。貯水する水は、水道水等衛生的な水を用い、容器については、衛生的で安全性が高く震動に

より水もれや破損しないものとする。

第３ 生活必需品の確保

１ 方 針

震災発生時に必要な物品については、個人で確保できるよう努めることとするが、個人で対応できな

い場合には、県等と調整のもと、特定の生活必需品について確保・供給できる体制を整備する。

２ 対 策

市は、被災者想定に基づき、必要数量等を把握のうえ、次の事項を内容とする備蓄・調達計画を策定

する。

① 確保すべき生活必需品 の品目・数量（以下、「特定物資」という。）

② 特定物資に係る流通在庫の定期的調査

③ 特定物資の調達体制

④ 緊急物資の集積場所

⑤ 備蓄する生活必需品の品目・数量及び保管場所

［日本赤十字社岡山県支部］

被災者に、緊急に支給する毛布・日用品セット・バスタオル等を確保しておく。

［住 民］

住民及び自主防災組織は、「自らの身は自らで守るのが防災の基本である」という考えに基づいて、

平常時より食料の他に救急箱・懐中電灯・ラジオ・乾電池等を備え、非常持ち出しの準備をしておく。

また、病院・社会福祉施設・企業・事務所等も、入所者等の特性に応じた備蓄を実施する。

第４ 個人備蓄

１ 方 針

住民・事業所等は、平常時より食料・救急箱・懐中電灯・ラジオ・乾電池等の防災品を備えておくこ

とは、大変重要なことです。また、慢性疾患等により、常用する医薬品がある人は、持ち出しや確保方

法について各自で確認しておく。

市は、住民・事業所等に対し、個人備蓄等について普及・啓発を図る。

２ 対 策

（１） 食料・飲料水の備蓄

［住民・事業所等］

住民・事業所等は、２～３日程度分の食料・飲料水を備蓄するよう努めるものとする。なお、

飲料水にあっては、1人1日当たり３リットルを目安とする。

また、備蓄に当たっては、高齢者や乳幼児等の家族構成等に、十分配慮するものとする。
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（２） 生活必需品の備蓄

［住民・事業所等］

住民・事業所等は、災害発生時に必要となる救急用品・懐中電灯・携帯ラジオ等の防災用品を

備え、非常持ち出しができるよう、準備しておくよう努めるものとする。

（３） 常用医薬品の持ち出し

［住 民］

難病者を含む高齢者や在宅療養者等、それらの介護者は個人の特性に応じた常用医薬品等の必

需品についても、非常持ち出しや必要時の確保方法の確認等、災害発生への対策をとっておくも

のとする。

特に、長期間継続服用を必要とする医薬品をはじめ、自分が使用している医薬品の名称や使用

方法については、健康手帳を利用して日常的に記録保持するよう努める。

（４） 個人備蓄の意識啓発

［市］

個人備蓄の意識・必要性・方法等について、パンフレット等の広報誌や自主防災組織の活動等

により、住民・社会福祉施設・事業所等に意識啓発する。

［住民・事業者等］

住民・事業者等は、自主防災組織活動等を通じて、自らも積極的に近隣住民や従業員等、意識

啓発を図ることとする。

第２節 迅速かつ円滑な震災対策への備え（危機管理）

第１項 災害応急体制整備計画

１ 方 針

地震は、前ぶれなく不意に起こることから、対応する職員の被災や交通機関・通信網の途絶等を予測

し、迅速に対応をするための初動体制の確立、災害対策本部の設置、非常時の権限等所要の整備を図る。

２ 対 策

（１） 緊急初動班（初動体制）

大規模地震が、勤務時間外に発生した場合の初動体制を確立するため、勤務時間内の体制とは

別に緊急初動班を設置する。

① 緊急初動班は、本部及び区本部毎に組織する。

② 緊急初動班は、通勤距離が概ね５㎞以内の職員の中から毎年度指名する。

③ 緊急初動班は、岡山市で震度４以上の地震が発生した場合に自主参集する。

④ 緊急初動班の主な任務は次のとおりとし、詳細については別に定める。

ア 情報の収集及び幹部への報告
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イ 県への報告

ウ 非常体制への移行準備

エ 地震（震度４以上）に伴う津波情報等への対応

（２） 班員への連絡方法

班員への連絡については、電話・携帯電話等による通報体制を整備する。

（３） 本部の処理権限の委譲

災害初期において、市長をはじめ幹部不在の場合、本部設置の判断や知事への自衛隊の派遣要

請などの処理権限の順位をあらかじめ定める。

第１位 副市長（総務担当）、第２位 副市長（財務担当） 第３位 総務局長、第４位 消防局長、

（４） 区本部の処理権限の委譲

災害初期において、区長が不在の場合、区本部の設置及び運営権限の順序は次のとおりとする。

① 総務・地域振興担当をもって充てる区副本部長

② 維持管理担当をもって充てる区副本部長

（５） 非常体制の基準

震度５強以上の地震が発生した場合又は震度５弱以下の地震により、相当規模の災害が発生し、

更に災害が拡大するおそれのある場合は、非常体制に移行する。

なお、必要に応じて、本部の事務の一部を行うために現地災害対策本部を設置する。

（６） 非常体制の職員配備

① 本庁及び出先機関の全職員が配備する。

② 勤務場所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの区役所等へ仮配備し、所属長

に報告し、その指示を受ける。

③ 各所属長は、職員の配備状況を把握のうえ、必要に応じて、被災していない地域から職員の

応援等の措置を講じる。

（７） 各局各課の所管事項

① 岡山市災害対策本部規程第6条第2項の規定とは別に、震災対策に関する各局各課の所管事

項を定める。

② 各局各課の所管事項は、次のような点を踏まえ定めるものとする。

ア 地震対策に関する法令の改正に対応する事項

イ 国の各省庁の事業に対応する事項

ウ 震災対策編による新規・改正に対応する事項

エ 広域応援体制の実行に対応する事項

（８） 災害対策本部室の確保

災害対策本部室は、原則として第３会議室に設置するものとするが、地震により庁舎 が（本庁）
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損壊等の被害を受け、本部機能に支障が生じたときは、あらかじめ、別に定めた施設に代替本部

室を確保するものとする。

なお、代替本部室は、次の点を考慮して選定するものとする。

① 本部要員の収容能力があり、長期使用が可能な施設であること。

② 通信手段の確保が図れること。

③ 幹線道路網に近接し、交通の便がよいこと。

（９） 現地災害対策本部室の確保

災害対策本部長は、大規模地震に際し、被災現地において機動的かつ迅速に災害応急対策の推

進を図る必要があると認めるときは、本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を

設置するものとするが、地震により損壊等の被害を受け、現地災害策本部機能を果せない場合は、

あらかじめ、別に定めた施設に代替現地災害対策本部室を確保するものとする。

なお、代替現地災害対策本部室は、次の点を考慮して選定するものとする。

① 本部要員の収容能力があり、長期使用が可能な施設であること。

② 通信手段の確保が図れること。

③ 幹線道路網に近接し、交通の便がよいこと。

（10） 市及び防災関係機関の体制整備

市及び防災関係機関は、大規模地震に即応できる初動体制及び非常体制について、必要な整備

を図るものとする。

（11） 防災関係機関相互の連携

各防災関係機関は、大規模地震の際にそれぞれの業務活動が迅速にできるよう、平常時から連

携の強化を図るものとする。

（12） 津波警報・津波注意報による配備体制

県内沿岸に津波警報・津波注意報が発表されたときは、次により配備する。

① 本部の措置・・・(1)(6)の初動体制・非常体制に準じる。

② 区本部の措置・・・(1)(6)の初動体制・非常体制に準じる。

第２項 情報の収集連絡体制整備計画

１ 方 針

災害時における情報の収集・伝達は、通信手段の確保と連絡体制の整備が重要であることから、無

線通信施設等の通信施設の充実と災害時の損傷を考慮しての補完機能 を高めるとともに、（バックアップ）

災害対策本部と県をはじめ防災関係機関との連絡体制を整備する。

２ 対 策

（１） 防災関係機関の通信手段

各防災関係機関は、それぞれの通信設備の耐震化、通信路の多ルート化、無線を活用したバック

アップ対策等を講じ、通信手段の整備充実を図る。
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なお、市及び県は、地震計等観測機器の整備に努めるとともに、災害情報を瞬時に伝達するシス

テムを構築するよう努めるものとする。

また、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機関等との連携による通信

訓練に積極的に参加するほか、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備の

保守点検の実施・的確な操作の徹底・専門的な知識や技術をもとに、耐震性のある堅固な場所等へ

の設置を図ること。

［市］

防災用無線設備の充実を基本に、被災状況の情報収集と住民への伝達手段の整備を図る。

① 非常災害時に、災害対策本部が中心となり、消防・警察などの防災関係機関や医療・電気・ガ

ス・通信・運輸・金融・教育・自主防災組織など、防災上、住民生活に密接に関連する生活関連

機関とが、相互に情報交換できる地域防災無線の整備を図る。

② 住民への情報の伝達手段として有効な有線放送、オフトーク通信及びケーブルテレビジョン

（ＣＡＴＶ）等の整備を図る。

③ アマチュア無線による情報収集のため、対策本部内に岡山市アマチュア無線局の開設を図る。

［防災関係機関］

防災関係機関は、無線機器を基本にそれぞれの業務に適した通信手段の整備・拡充を図る。

（２） 非常通信協議会との連携

非常災害時の通信手段を確保するため、非常通信の運用について非常通信協議会との連携を図

る。

（３） 地震情報の連絡

市は、受信した緊急地震速報を市防災行政無線等により、住民等への伝達に努めるものとする。

① 情報収集の方法

ア 被害情報の収集は、参集した職員からの報告、収集に動員した職員の巡回・警戒活動、防

災関係機関及び市民からの通報を基に収集する。

イ 防災関係機関は、災害対策本部に情報連絡員を派遣し、情報収集・交換の緊密化を図る。

ウ 岡山市消防局は、高所監視カメラ及びヘリコプターによる上空からのヘリテレ映像により、

情報収集を行う。

エ 広域緊急援助隊・緊急消防援助隊等の情報を収集する。

② 災害初期の情報収集・連絡

ア 初期の情報収集が、迅速かつ的確な応急対策を実施するうえで重要となるため、職員から

の報告や市民からの情報のみではなく、警察・消防・自衛隊との情報収集・連絡を図り、以

下の情報収集にあたる体制を整える。

（ア） 人命にかかる被害、医療機関等の状況

（イ） 道路被害状況

（ウ） 生活関連 の状況（電気・ガス・水道）

（エ） 被害規模状況の把握のための情報

③ 応急対策時の情報収集・連絡

ア 防災関係機関が、防災活動の業務に移った時点以降においては、市、県及び防災関係機関

が相互に連絡し情報交換を図る。

イ 被害情報については、各部・班及び区本部等からの報告を本部が取りまとめ、県及び関係

機関に連絡する。
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第３項 救助・救急・医療体制整備計画

第１ 救 助

１ 方 針

震災時には、倒壊家屋の下敷や車輛事故等により、救助を必要とする多くの傷病者が発生すると考え

られるため、消防機関・県警察・自衛隊等の防災関係機関と医療機関との密接な連携の下に、救助体制

の確立に努めることとする。

また、救助隊が到着するまで、住民による救助活動のための意識の啓発と合わせ、災害救助用資機材

の準備を行う。

２ 対 策

（１） 組織体制の整備

［市］

市は、救出・救助活動が円滑に行われるよう組織体制の整備及び通信手段の確保について、あ

らかじめ定めておく。なお、県の指針に沿って、救助活動に直接関係無いヘリコプター等の運航

等を一定時間規制するサイレントタイム設定マニュアルを作成する。

［消防機関、県警察］

消防機関・県警察は、災害時に救助隊を迅速に組織・派遣するためのマニュアルを作成する。

（２） 住民等による救出活動のための条件整備

［市］

住民・事業所・自主防災組織等に対し、救助隊が到着するまでの初期段階における救助・救護

の意識啓発及び知識の習得のための訓練を行うとともに、各消防団単位と消防本部を結ぶ無線通

信装置の充実を図る。

第２ 傷病者の搬送

１ 方 針

傷病者の搬送については、県において設置する県災害医療本部及び地域災害医療本部が消防機関・医

療機関・保健所等との総合調整を行い、ヘリコプターなどの確保も含め、市は県に協力するものとする。

２ 対 策

（１） 組織体制の整備

［市・消防機関］

道路管理者・県警察及び関係医療機関との連携を密にして、道路が寸断された場合の搬送方法や

災害時における搬送方法の確保体制等を整備するなど、効率的な搬送体制の確立に努める。

（２） 災害・救急医療情報システムの運用

［市・県・消防機関・岡医連・市医師会・各医療機関］

市・県・消防機関・岡医連・市医師会及び各医療機関は、広域的な傷病者・患者の搬送の際に、
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収容先医療機関の被災状況や空き病床数、医療スタッフの確保状況など、搬送先を決定するに必要

な情報を提供できる、災害・救急医療情報システムを迅速かつ的確に運用することとする。

（３） ヘリコプターによる搬送

① ヘリコプターの確保

市は、道路交通網の寸断時の遠隔地への搬送について、岡山市消防局ヘリコプターの効率的な

運用を図るとともに、県消防防災ヘリコプター等と連携のもと災害時におけるヘリコプター輸送

の確保を図る。

② ヘリポートの整備

県及び災害拠点病院は、災害拠点病院のヘリポート施設の整備に努めるものとし、別途、市域

内にヘリコプター搬送が可能となる緊急用場外離着陸場の整備を図る。

③ ヘリコプター基地の整備

県において、広域応援等によるヘリコプターの待機場所及び燃料補給場所となるべき基地の整

備が検討されるので、市は県に協力するものとする。

（４） 救急隊員等の研修

［消防機関］

消防機関は、災害時におけるトリアージ技術や応急手当の方法等の研修を実施し、救急隊員等

の資質の向上を図る。

第３ 災害救急医療体制整備計画

１ 方 針

大規模災害を想定しての情報収集・連絡体制の確立のため、県が実施している災害・救急医療情報シ

ステムとは別に、バックアップ機能となるよう防災用無線施設を整備し、災害医療提供体制の整備・医

療機関における耐震化・診療確保体制の整備及び市民への災害医療の普及・啓発を推進する。

２ 対 策

（１） 組織・体制の整備

県において、県災害医療本部・地域災害医療本部の設置のための体制整備、岡山県医師会・航空

機保有事業者等と災害時における協定が締結されるなど、連携体制の整備が進められているが、こ

れらの医療計画と整合を図り、岡山市内医師会連合会(以下「岡医連」という。)、岡山市医師会

（以下「市医師会」という。)及び日本赤十字社岡山県支部と「災害時の医療救護活動についての

協定書」に基づく医療体制及び消防ヘリコプターによる傷病者の搬送体制等について一層の充実を

図る。

（２） 災害・救急医療情報システムの整備

［市］

市域内の医療機関・消防機関・岡医連・市医師会・関係行政機関等との連絡・連携体制を強化し、

県が実施する災害・救急医療情報システムとの調整をとりながら、医療機関情報を確保できる体制

を整備する。
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［医療機関］

医療機関は、災害・救急医療情報システムへの参画に協力するとともに、震災時に登録済み情報

が即時活用できるよう、平常時から最新の医療情報を入力する。

（３） 災害拠点病院の整備

［県］

県において指定された、災害時に医療提供の拠点となる災害拠点病院（基幹災害医療センター

：県内1病院、地域災害医療センター：二次医療圏1病院(県内6病院)の機能整備が行われるこ

とにより、被災地域の継続的医療供給が確保される。

① 整備される機能

・高度の診療機能、広域搬送対応機能

（基幹災害医療センターのみ）・医療救護チーム派遣機能、応急用資機材貸出し機能、研修機能

② 整備される施設・設備

・耐震補強、備蓄倉庫、自家発電装置

・受水槽、ヘリポート

（基幹災害医療センターのみ）・研修スペース

［医療機関］

災害拠点病院は、災害・救急医療情報システムや緊急電話等により、近隣医療機関との間で傷

病者の受け入れ、搬出が円滑に行われるよう連携の強化に努めるものとする。

（４） 医療機関における耐震化・診療確保体制の整備

［医療機関］

医療機関は、次の災害予防対策の実施に努めるものとする。

① 施設の耐震診断の実施とその耐震化の推進

② 貯水槽・非常用発電等の整備

③ 医療設備・機器の転倒防止のため、ボルト止め等の実施

④ 災害発生時対応マニュアルの策定と訓練の実施

⑤ 携帯電話の設置など通信体制の多重化の整備

（５） 効率的な医療を確保するための研修の実施

［医療機関］

基幹災害医療センター 及び日本赤十字社岡山県支部において行われるトリア（岡山赤十字病院）

ージ技術、災害時に多発する傷病の治療技術等に関する研修会への積極的な参加等により、医療

関係者の資質の向上に努める。

（６） 市民への災害医療の普及・啓発

［市・県・消防機関及び日本赤十字社岡山県支部］

市・県・消防機関及び日本赤十字社岡山県支部は、救急蘇生法・応急手当・災害時に必要とさ
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れるトリアージの意義等に関して、市民又は県民への普及・啓発を行う。

（７） 人工透析・難病患者等への対応

災害時における対応を迅速に行うため、県において医療機関における受診状況等の実態把握及

び患者団体との連携に努めることになっているが、市においても県に協力するものとする。

第４ 医薬品等の確保体制の整備

１ 方 針

救急医薬品等については、流通段階における備蓄及び災害拠点病院の備蓄により確保するものとする。

医療用血液については備蓄が困難なため、的確な情報収集・提供ができるよう連絡体制の確立を整備す

るものとする。

［県］

災害時に必要とする医薬品等の確保については、県において医薬品卸売業者・災害拠点病院・県薬

剤師会備蓄センター等との連携により、確保状況の把握及び医薬品等の仕分け、管理を適切に行える

よう体制の整備に努める。

［医薬品等備蓄施設］

医薬品等備蓄施設（医薬品卸売業者・災害拠点病院及び薬剤医師会備蓄センター等）は、県と連携

をとり、次のとおり医薬品等の確保に努める。

・災害後１～２日で必要と思われる医薬品は、包帯・ガーゼ・三角巾・副木・消毒液・輸液等の外科

的治療に用いるものである。

・災害３日目以降で必要と思われる医薬品等は、避難所の被災者に対する風邪薬・胃腸薬等の一般常

備薬及び高血圧薬・糖尿病薬等の慢性疾患を中心としたものである。

［県赤十字血液センター］

医療用血液の確保については、岡山県赤十字血液センターにおいて、隣接県の血液センターとの協

力体制の確立に努める。

［市・岡医連・市医師会・薬剤師会・業者］

各種医薬品等の確保のため、連絡体制を整備する。

第４項 避難地及び避難路等整備計画

１ 方 針

地震発生時に避難する一次避難地・広域避難地及び避難地に至る避難路は、人的被害の発生を未然に

防止するために重要な施設であることから、あらかじめ避難路・避難地の指定を行い、標識等の整備を

図る。

２ 対 策

（１） 避難地の指定

公園・広場・学校等の公共施設等を中心として、地域の人口・避難圏域・地形等に応じ、必要

とする数・規模の避難地を選定し、その管理者の同意のもと指定するとともに、住民に対し周知
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を図る。

なお、新規の指定に際しては、次の点に配慮するとともに、既に指定している避難地について

この基準を基に見直しを行う。

① 立地距離・面積

ア 一次避難地は、徒歩１５分以内（概ね１㎞以内）で到達できる範囲に設けるものとする。

イ 市街地にあっては、概ね1㎞四方の区域に1箇所の一次避難地を指定し、可能な限り区の

中央部とする。

ウ 一次避難地の面積は、避難住民の数に応じた必要な大きさとするが、概ね1 以上を基準ha

とする。

エ 広域避難地は、徒歩４０分以内（概ね３km以内）で到達できる範囲に設けるものとする。

オ 新たに指定する広域避難地の面積は、概ね 以上を基準とする。10ha

② 安全性

ア 危険物施設の近くでないこと。

イ 近くの建物から火災が発生しても、安全な広さがあること。

ウ 近くの建物が倒れても、安全な広さがあること。

エ 傾斜地でないこと。

オ 高圧線などがないこと。

カ 河川・低地及び崩落しやすい崖付近でないこと。

③ 物資供給・情報伝達等の容易性

ア 被災者の保護・救援について、初動態勢が容易に整うこと。

イ 食料・飲料水・医薬品等の搬入が容易であること。

ウ 災害対策本部との情報交換手段が確保されていること。また、地震のため不通となった場

合でも容易に復旧できること。

（２） 避難地の整備

［市］

市街地における緑とオープンスペースは、避難地の確保・火災延焼防止として重要な施設であ

り、地域の人口、避難圏域、地形等に応じ、必要とする避難地の整備を図る。

整備に当たっては、規模と配置の適正化に留意し、施設面では外周部に植栽し緑化を行い、火

災の拡大の防止に資するとともに、大規模火災の輻射熱に対し安全な空間とする。

また、避難地には避難地であることの標示を行い、地震発生時には速やかに避難者の受入れが

できるよう、避難地出入口部分の整備やその開放等、管理体制の明確化を図るとともに、夜間に

避難することを想定し、照明設備の整備にも努める。

（３） 避難路の指定

市街地の状況に応じ、住民の理解と協力を得て、次の基準に基づき、避難路を指定する。指定

に当っては、複数の避難路を指定する。

ア 一次避難地への避難路は、十分な幅員を有する道路とする。

イ 一次避難地から広域避難地への避難路は、概ね１５ｍ以上の幅員を有するものを基準とする。

ただし、歩行者専用道路・自転車歩行者専用道路・緑地又は緑道で十分な幅員を有するものは
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指定することができるものとする。

ウ 避難路は、相互に交差しないものとする。

エ 避難路沿いには、火災・爆発等の危険の大きい工場等がないよう配慮する。

オ 避難路は、アーケードが設置されていない道路とする、また、窓ガラス・看板等の落下物に

ついても考慮する。

（４） 避難路の整備

［市、道路管理者等］

市街地における道路は、交通施設のみならず消防活動・延焼防止等の防災空間としての機能を

はじめ、多くの機能をもつ施設である。

道路網を適切に配置し、道路・街路事業・土地区画整理事業等を積極的に推進することにより

避難路の整備を図る。

避難路の整備に当たっては、避難の支障となる電柱倒壊・変圧器落下・電線切断等の二次災害

を防止するため、必要に応じて、電線類の地中化に努める。また、窓ガラス・看板等の落下防止

についても、沿道の建築物の所有者又は管理者にその重要性を啓発し、落下物発生のおそれのあ

る建築物については改修を指導する。

避難路には、避難路であることや避難地の方向の標示を各所に行い、避難地へ速やかな誘導が

できるようにする。さらに、夜間の避難に備え、照明施設の整備にも努める。

第５項 避難及び避難所の設置・運営計画

第１ 避難方法

１ 方 針

震災時においては、同時多発の火災・津波・崖くずれ・落石等が予想されるため、住民の早期避難の

ために複数ルートの避難計画を策定し、住民への周知と訓練に努める。

２ 対 策

（１） 避難計画

［市］

市は、避難地・避難路・避難方法・避難誘導責任者及び避難開始時期等を内容とする避難計画

を作成し、地域住民・避難所設置予定施設の管理者等に周知徹底し、避難の円滑化を図るものと

する。

なお、避難計画策定に当たっては、災害時要援護者等へ十分配慮するものとする。

［地域住民］

あらかじめ町内会等においては、自主防災組織等をつくり避難計画を自主的に見直すとともに

各地域における避難の際、介助が必要と思われる災害時要援護者等について、プライバシーに配

慮しながら把握に努める。

［大型小売店、駅、学校、病院、社会福祉施設等の管理者］

施設利用者の避難誘導、安否確認の方法等を内容とする避難誘導マニュアルを作成する。なお、
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避難誘導マニュアル策定に当たっては、災害時要援護者等へ十分配慮するものとする。

（２） 避難訓練の実施

［市］

市は、防災関係機関と共同し又は単独で、地域住民の参加を得て、避難訓練を実施する。

［地域住民］

地域住民は、市等防災関係機関が実施する防災訓練に積極的に参加し、一人ひとりが日頃から

災害についての認識を深めるようにする。また、万一の災害に備え、避難場所・避難方法等の確

認に努めるとともに自らも自主的に避難訓練を実施する。

第２ 避難所の設置

１ 方 針

安全な避難所の確保のため、あらかじめ指定をして、平常時に施設設備の整備及び生活物資の確保を

行い、日頃から整備状況や在庫状況をよく確認しておく。災害時には、避難場所において、資機材や生

活物資等が不足することも予想されるので、調達業者の確保を図り、災害時における住民の生命、身体

の安全及び良好な避難生活の確保に努める。

２ 対 策

（１） 避難所予定施設の事前指定・周知

市は、公民館・公園・学校、公共的施設を対象に、地域の人口・地形及び想定される地震の規

模に応じ、必要な数・規模及び次の①～④の条件を満たす避難所を、その設置者の同意を得た上

であらかじめ指定し、平素から広報紙等を通じ、また、所要の箇所への表示板を設置する等によ

り、住民への周知徹底に努めるものとする。

さらに、避難所設置予定施設として指定した施設については、その施設の管理者と使用方法等

について事前に協議するとともに、換気・照明等、避難生活の環境を良好に保つため設備の整備

に努めるものとする。

また、建物が被災した場合の安全確認に備えて、建物の建築年・床面積・構造・階数・耐震診

断・改修の状況等を把握しておくとともに、昭和５６年５月末以前に建築確認を受けた建物につ

いては、早急に耐震診断を行い、耐震改修が必要な建物については、補強・改修に努めるよう管

理者に働きかけるものとする。

これらの適当な施設を得がたいときは、野外に天幕又は仮設住宅を設置して開設し、また、市

内に適当な建物又は場所がない場合は、近隣市町村への委託、近隣市町村の施設の借上げ等によ

り設置することとし、業者や近隣市町村との協定等の整備に努める。

加えて、市は、あらかじめ、災害時要援護者等で避難場所での生活において、特別な配慮を必

要とする者が避難することができる福祉避難場所の指定に努めるものとする。

（避難所の指定条件）

① 地区住民を十分収容することのできる面積を有すること。

② 崖崩れ・地すべり・河川の氾濫・津波等の危険が見込まれる地域をさけて指定する。また、危

険物施設の近くや、上空に高圧線があるところは避けること。
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③ 避難所として使用する建物は、地震・耐火性の高い建物を優先して選定すること。また、建物

が地震により使用不可能となる可能性も考慮し、隣接して空地があることが望ましいこと。

④ 避難生活が数週間以上に及ぶことも考えられるため、避難所は物資の運搬・集積・炊事・宿泊

等の利便性を考慮して選定すること。

（２） 避難所の施設設備の整備

避難所の予定施設には、貯水槽・仮設トイレ・マット・防災無線等の通信機器等、避難所の開

設に必要な施設設備及び換気・照明等の避難生活環境を良好に保つ、設備の整備に努める。

また、災害時要援護者等に配慮したコーナーの設置及びスロープ等の施設の整備にも努めるも

のとする。

なお、避難所に必要とする資機材確保のため、 を事前に作成し、「緊急資機材等納入業者名簿」

応急対応ができるように整える。

さらに、テレビ・ラジオ等、被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るものとす

る。

市は、災害時における非常通話等の迅速・円滑化を図り、かつ、輻輳を避けるため、災害時優

先電話をあらかじめＮＴＴ西日本事業所に申請し、承認を受けておく。

（３） 避難所における生活物資の確保

指定した避難所又はその近傍で必要となる、食料・水・非常用電源・医薬品・炊き出し用具・

毛布等、避難生活に必要な物資等について、市における最小限の備蓄と合わせ、 によ「流通備蓄」

る確保策の整備について努めることとする。

（４） 避難所設置マニュアルの策定

災害時における避難所設置手続きについて、次の事項等を内容とするマニュアルをあらかじめ

策定する。

① 避難所の開設・管理責任者及び体制

② 開設にあたって当該施設の安全確認の方法と確認者

③ 本部への報告・食料・毛布等の必要量の確認及び不足分の調達要請担当者

④ その他開設責任者の業務内容

第３ 避難所の運営体制

１ 方 針

避難所の設置は、学校施設を中心として指定することとなるため、運営体制の組織づくりに当たって

は担当職員・学校職員及び地域の自治組織が協力しての体制づくりが望ましいため、三者協議により円

滑な運営を図る。

なお、避難所の運営には避難者それぞれが主体的に参加していく必要があり、そのために必要な事項

については、あらかじめ定めておく必要がある。

また、設置後は、避難者の自治組織の決定を中心に運営することにより、状況に応じた柔軟な対応を

図っていく。

避難所設置施設の職員は、避難所である間は通常業務の実施は困難であるため、避難所の管理運営を
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行い又はそれに協力しつつ、再開に向けた準備を行う。

２ 対 策

（１） 行政側の管理伝達体制

［市］

市は、災害発生後速やかに管理体制を構築するため、避難所の維持管理体制及び災害発生時の

要員の派遣方法について、をあらかじめ定めておく。なお、当該職員も被災する可能性が高い上、

深夜・休日に災害が発生する場合も考えられるので、それらの場合を考慮した配置計画とする。

（２） 避難者の自治体制

［市］

市は、円滑な避難所運営を図るため、運営の中心となる自主防災組織等と協議し、次の内容に

ついて事前に を作成するとともに、その作成に当たっては、最大限災害時「避難所運営マニュアル」

要援護者等へ配慮し、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。

① 避難者の自治組織 に係る事項（立上げ、代表者、意志決定手続等）

居住区画の設定及び配分、トイレ・ゴミ処理等日常生活② 避難所生活上の基本的ルールに係る事項（

上のルール、プライバシーの保護等）

③ 避難状況の確認方法に係る事項

④ 避難者に対する情報伝達、要望等の集約等に係る事項

⑤ その他避難所生活に必要な事項

⑥ 平常体制復帰のための対策

事前周知、自治組織との連携

避難者の生活と授業環境の確保のための対策

避難所の統合・廃止の基準・手続等

（３） 施設管理者による避難所支援体制

［避難所設置施設の管理者］

避難所設置施設の管理者は、避難所の維持管理に協力するとともに、運営の支援に当たるため、

市や関係自主防災組織等とともに、避難所設置及び運営マニュアルの策定に参加するものとする。

また、関係職員にあらかじめ研修を行い、必要な知識の習得に努める。

第６項 災害救助用資機材の確保計画

１ 方 針

震災時に、倒壊家屋等に閉じ込められた傷病者の救助用資機材については、消防機関・県警察・自衛

隊の装備充実の強化と合わせ、建設業協会やリース業者など関係団体との連携により、重機類及び要員

の確保に努める。さらに、地域住民による初期の救助活動のため、資機材の整備促進を図る。

２ 対 策

［市］

自主防災組織を単位とした地域の防災活動に用いる資機材の整備に努めるとともに、パワーショベ
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ル等の重機類等の借上げ及びその要員を確保するため、建設業協会・リース業者等との協定の締結に

努力する。

［消防機関・県警察・自衛隊］

ファイバースコープやエアーカッター等、災害救助用資機材の整備・充実を図ることとする。

第７項 建設用資機材の備蓄計画

１ 方 針

震災時の同時多発性被害を想定し、既存の水防倉庫及び消防団機庫における最小限必要とする備蓄資

機材の備蓄に努めるとともに、岡山県建設業協会など関係団体の協力が得られるよう努める。

２ 対 策

（１） 備 蓄

［市］

県及び関係団体における資機材の保有状況と調整を図りながら初期活動に必要な資機材の備蓄

計画を定める。

また、備蓄場所については緊急輸送道路のアクセス条件や危険性の分散を十分考慮した位置と

する。

（２） 調 達

市域内の関係団体等における資機材の保有状況を調査・把握したうえで、関係団体及び他都市

との相互応援協定等の締結を促進し、地震発生時における資機材の円滑な調達が可能となるよう

備蓄計画と併せた総合的な確保対策を講じる。

第８項 地域防災活動拠点整備計画

１ 方 針

県、市は大規模災害時にそれぞれの防災活動が十分果たせるよう防災拠点の指定に基づき整備を計画

的に進める。

２ 対 策

次のような利用を目的とした地域防災拠点の整備に努める。

① 物資等の集積基地

② 救急・救援の活動基地

③ 災害ボランティア等の受入れ施設

④ ヘリポート施設

第９項 消防等防災業務施設整備計画

１ 方 針

災害時に応急活動の中核となる消防機関、県警察及び自衛隊においては、防災活動に必要とする資機

材の整備・充実を図る。
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２ 対 策

（１） 消防機関

① 管内の消防水利の状況を再点検するとともに、多角的な消防水利の確保・整備を図る。

ア 防火水槽、耐震性貯水槽の整備

イ 池、河川等の自然水利の活用

ウ プール、下水道等の既存の人工水利の活用

エ 道路横断用のホース保護具等の整備

② 消防ポンプ自動車、救急自動車等の車両の整備を図る。

③ 緊急消防援助隊用の特殊車両の整備を図る。

④ ファイバースコープ等の災害救助用資機材の整備を図る。

⑤ ヘリコプターテレビ画像電送システムの充実を図る。

⑥ 消防ヘリコプターの活動拠点を県、警察と連携を図りながら市内外各地域に設置する。

（２） 県警察

① ヘリコプターテレビシステムの充実を図る。

② ヘリコプターの活動拠点を県内各地域に設置する。

③ 災害時における警察の主な任務である救出救助及び交通規制に要する装備資機材の整備に努

める。

④ 広域緊急援助隊の資機材整備に努める。

（３） 自衛隊

① 自衛隊が行う救援活動の資機材の整備、充実を図る。

② ヘリコプター利用に備えてヘリポート適地を調査する。

第10項 広域的応援体制整備計画

１ 方 針

大規模災害時における応援については、被災の範囲・被害規模の状況に応じた応援隊や資機材を考慮

するとともに、被災地の受入体制等についても検討を加える。

２ 対 策

（１） 応援要請の判断

① 市長が応援要請の判断をすることを原則とする。

② 地震被害は市域を超えて被害を受けるため、事態によっては広域的観点から、知事が必要な

機関、自治体等に応援要請ができるものとする。

（２） 応援要請に係る事項・機関

応援は、被災の範囲・被害規模等の状況に応じて必要な応援隊や資機材を要請するものとする。

① 県内相互応援

ア 市長は、知事に県内応援の要請をする。



-47-

イ 県下消防相互応援協定を活用する。

ウ 県内の各自治体との応援協定を活用する。

② 自衛隊派遣

ア 知事に派遣要請を行う。

イ 知事は状況により、市長の要請を待つことなく迅速に派遣要請を行う。

③ 県外からの応援

ア 知事に応援隊の要請を行う。

イ 広域応援協定都市に応援隊の要請を行う。

ウ 災害の規模により緊急消防援助隊の応援要請を行う。

（３） 応援の受入体制

応援隊の受入れは、次の担当部署とする。

① 広域緊急援助隊は県警察とする。

② 緊急消防援助隊は消防局とする。

③ 自衛隊の受入れは市を基本とするが、県は状況によっては応援部隊やその車両等の基地及び

ヘリポートについて総合的に調整する。

④ 自治体からの応援受入れは県・市で行う。

⑤ 外国からの支援受入れは県が行う。

（４） 応援活動の相互調整

① 消防機関、県警察、自衛隊が共同で活動する場合は、相互に積極的に連絡をとり合い災害情

報等の共有に努めるものとする。

② 人命救助その他の救助活動をより効果的に行うため、連携してその任務に当るよう、相互に

調整を行うものとする。

（５） 広域相互応援体制の確立

① 災害の発生により、被災自治体独自では十分な応急措置ができない場合に備え、他の自治体

と広域の相互応援に関する協定の推進を図る。

② 「災害時の相互応援に関する協定」については、中国・四国９県の県庁所在都市をはじめ、

尼崎市等と既に締結済みであるが、今後も積極的に協議を重ね実効性のある広域相互応援体制

の確立を図る。なお、既存協定の概要は次のとおりである。

ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供

イ 被災者の救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供

ウ 救援、救急活動等に必要な車両、舟艇、航空機及び資機材の提供

エ 医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

オ 被災者を一時収容するための施設の提供

第11項 行政機関防災訓練計画

１ 方 針

各機関においては、防災計画や防災活動マニュアルの作成に加え、発災時に関係機関が連携のもと、
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迅速かつ的確な対応が可能となるよう、各種訓練を通じて習熟を図る。

２ 対 策

（１） 総合防災訓練

大規模地震を想定のうえ、防災関係機関及び地域住民が参加して、総合的、実践的な訓練を実

施する。

① 訓練参加機関

・市・消防機関・県・県警察・自衛隊

・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関

・医療・看護等の関係団体

・町内会・婦人防火クラブ・自主防災組織・事業所等の防災関係団体

② 訓練項目

・防災意識の高揚

・住民・地域・企業における自主防災組織の訓練

・防災関係機関による情報の収集・伝達及び広報訓練

・防災関係機関による応急対策訓練

・緊急輸送路確保・救援物資輸送等の訓練

・ライフライン等の確保訓練

・避難所、救護所の開設・運営に関する訓練

・災害対策本部訓練

・広域応援要請訓練

③ 訓練後の評価

訓練の終了に評価を行い、防災計画・防災業務計画を見直し、防災体制の改善に反映させる。

（２） 広域的防災訓練

災害時の相互応援協定に基づき、隣県の都市又は広域的な範囲で、次の防災訓練の実施を図る。

・応援要請訓練

・情報連絡訓練

・応援隊の受入訓練

・支援における必要な物資・資機材の確保訓練

（３） 気象庁（気象台）情報伝達訓練

防災気象情報の受信に基づき、迅速・的確に対応する訓練をする。

（４） 図上防災訓練

大規模地震発生時の対応能力の向上を図るため、防災担当部局相互の連携・各機関の役割に応

じた適時適切な応急対策訓練の実施を図る。

・災害情報収集及び伝達訓練

・ヘリテレ映像等の情報伝達訓練

・災害ボランテイア対応訓練
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（５） 配備訓練

緊急初動班員について、職員の配備・情報収集・伝達等の訓練をする。

（６） 非常通信訓練

災害時の通信確保のため、岡山地区非常通信協議会の協力を得て、有・無線の通信訓練を実施し、

職員の習熟を図る。

（７） 高圧ガス等特殊災害対策訓練

市・県は消防、事業所等と連携して、高圧ガス等の特殊災害を想定した訓練を実施する。

（８） 消防機関における訓練

① 岡山県下消防相互応援協定に基づく実効的な訓練を実施する。

② 緊急消防援助隊に関連する実践的な訓練を実施する。

③ 消防職員の非常招集訓練等を実施する。

（９） 県警察における訓練

① 災害警備計画に基づく一般部隊 の実践的な訓練を実施する。（救出救助部隊等）

② 広域緊急援助隊に関連する実践的な訓練を実施する。

（10） 自衛隊

派遣要請があった場合に、救援活動が迅速かつ適切に行えるよう総合防災訓練に参加するほか、

部隊での訓練を実施する。

（11） 指定地方行政機関等における訓練

指定地方行政機関・指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの機関が所掌する防災業

務の訓練を実施する。

第３節 地震に強いまちづくり

第１項 建物、まちの不燃化・耐震化計画

１ 方 針

防災上重要な庁舎等や避難所となる学校等の建築物については、早急に現行基準での耐震診断及び耐

震改築を図る必要がある。地震により建築物が受ける被害度は、建築物個々の特性・地盤・その他の複

雑な要素が係わり合うものであり、建物の性格や地盤特性等に応じた建築物の耐震性の確保については、

に沿った対策を講じることとする。「岡山県建築物等耐震対策基本方針」

また、火災が起きた場合にその火災を極力他の建築物に及ぼさないように、地域によって集団的な防

災に関する規制を行い、都市防災の効果を高めることを目的として制定された、防火地域・準防火地域

を指定し、建築物の不燃化・まちの不燃化を図る。

さらに、公園・緑地等公共空地は、避難地として効用を果たすだけでなく、火災延焼の防止のために

も重要な施設であり、計画的な整備を図る。整備に当たっては、土地区画整理事業・市街地再開発事業
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など面的な整備事業を導入し、市街地の防災性の強化を図る。

加えて、安全を重視した総合的な土地利用の確保を図るため、市都市計画マスタープランに、防災ま

ちづくりの視点から土地利用の方向を示す。

２ 対 策

（１） 防災上重要な建築物の不燃化・耐震化

［市・国・県・施設管理者］

市・国・県及び施設管理者は、災害時において救援活動の拠点や避難所となる学校や社会福祉

施設、救急・医療活動の拠点となる病院、情報収集・伝達・応急対策の拠点となる庁舎など防災

上重要な建築物の不燃化及び耐震化を図る。

これらの建築物については、防災計画に基づき適切な場所に免震構造等の耐震性能が、特に優

れた建築物の建設を促進する。また、現行の耐震基準 以前に建築された既存の建（昭和56年施行）

築物を中心に耐震診断の実施に努め、耐震性能が不足すると判断された場合には耐震改修を行う。

（２） 一般建築物の不燃化・耐震化

［特定行政庁］

特定行政庁は、一般の建築物についても不燃化・耐震化について、広く市民の認識を深めるた

め、これらの重要性について普及・啓発に努める。

特に、劇場・百貨店等、不特定多数の者が集まる建築物について、現行の耐震基準以前のもの

は、その所有者又は管理者等に対して、建築物の耐震診断・耐震補強等の実施について指導を行

う。

なお、現行の耐震基準以前に建築された既存木造住宅の耐震性向上を図るため、「木造住宅耐

震診断補助事業」及び「木造住宅耐震改修補助事業」を積極的に推進する。

（３） 落下物・ブロック塀等倒壊対策

［特定行政庁］

特定行政庁は、避難や救助活動上の重要なルートを中心に、建築物の所有者又は管理者に対し

て、窓ガラス及び看板等の落下防止対策の重要性について啓発を行い、落下物発生のおそれのあ

る建築物については、改修を指導する。

また、ブロック塀等の安全点検及び耐震性の確保の必要性について、広く市民に対し啓発する

とともに、危険なブロック塀に対しては、改修及び生垣化等を奨励する。

（４） 防火地域等の指定

［市］

防火地域は、火災が起きた場合に、その火災を極力他の建築物に及ぼさないよう、地域によっ

て集団的な防災に関する規制を行い、都市防災の効果を高めることを目的として制定されたもの

平成である。建築物の密集度が高く、都市の中心的な場所及び主要幹線沿いの地域において、

3月現在で約 を指定している。また、都市部と郊外との中間で、建築物の密集度が高い22年 146ha

地域は準防火地域として約 を指定している。1,057ha

今後も、必要に応じて、防火地域・準防火地域を拡大するとともに、指定済みの地域では市街

地再開発事業等の面的な整備手法も導入しながら、建築物の不燃化・まちの不燃化を図る。
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（５） 避難地、避難路周辺における不燃帯の整備

［市］

避難地や避難路が火災、輻射熱に対して安全であることは、その指定や整備にあたって重要な

ことであるが、さらに安全性を高めるためには、避難地・避難路だけではなく、避難地の周辺や

避難路の沿道といったエリアでの不燃化が必要である。

道路・公園・緑地・河川等の空間確保とあわせ、耐火建築物群等の連携による延焼遮断空間を

確保するという観点で、住民の協力を得て進める。

（６） 公園、緑地等公共空地の整備

［市］

公園・緑地等都市における緑とオープンスペースは、人々の憩いの場やスポーツ・レクリエー

ションの場となるほか、災害時においては、避難地・災害復旧の拠点として重要な役割を果たす

と同時に、火災の延焼を防止するなど、防災上重要な役割を持っている。

このため、公園事業・土地区画整理事業等により、公園の整備を積極的に推進するとともに、

緑の基本計画による、緑地の保全・緑化の推進に努め、防災空間の確保を図る。

（７） 道路網の整備

［市・国］

道路管理者は、道路の延焼遮断効果が大きいことに注目し、市街地における新設改良に当たっ

ては、災害危険度等を勘案しながら、広い幅員を確保するとともに、植樹帯等の設置を促進する。

（８） 計画的な防災まちづくりの推進

災害に強いまちづくりは、日常生活空間としての住環境の整備とあわせ、計画的に推進するこ

とが大切である。このため、都市計画の中に防災街づくりの方針を積極的に盛り込んでいく。

また、道路・公園・緑地・河川等について、避難路・避難地・延焼遮断空間等の確保の観点か

ら総点検を行い、早急に整備する必要があるものについては防災整備計画を策定し、整備目標と

して位置付けるとともに、その整備に努める。

道 路・・・避難路として、迅速かつ安全に避難できる構造を有しているか。また、延焼

遮断帯として、機能を果たすための空間が確保されているか。

公園・広場・学校等・・・避難地・救援活動の拠点・延焼遮断帯として機能を果たすために、

適正に配置されているか。

延焼遮断帯・・・道路・公園・緑地・河川等が連携し、延焼遮断帯としての機能を発揮できる

か。

第２項 公共施設等災害予防計画

道路、鉄道等の交通施設及び交通信号機等の交通管理施設をはじめ、河川・砂防施設等の公共施設

は日常の社会経済活動だけでなく、地震発生時の応急活動においても重要な役割を果たすものである。

したがって、これら公共施設について事前に予防措置を講じ、被害を最小限に止める必要がある。

１ 道 路

（１） 方 針
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道路は地震発生時の応急活動において重要な役割を果たすものであるため、今後の道路整備に

おいては耐震性の高い施設整備を行い、安全性を高めるとともに災害時において道路の機能が十

分発揮できるよう整備を行う。

橋梁等の耐震性の向上については必要な対策を実施するとともに、今後新設する橋梁等道路構

造物についても、大地震に対する安全性を十分考慮した整備を行う。

また、落石等危険箇所については、災害時の避難・緊急物資の輸送に支障をきたさないよう重

点的にパトロールを実施するとともに、危険箇所の抜本的解消を図る。

さらに、警察においても、大規模な震災が発生した場合に、交通信号機等の機能障害を最小限

に止めるため、施設の耐震化と電源・制御回線の確保のための対策を推進する。

（２） 対 策

［市・国・県、西日本高速道路㈱］

被災時において、救援物資の集積地点 とのアクセスが確保でき、道路の機能が十（空港・港湾等）

分発揮できるよう整備を行う。

橋梁等の耐震対策については、複断面区間・跨線橋・跨道橋及び地域の防災計画上重要な路線

など緊急度の高い橋梁から、順次、補強を行っていくとともに、今後新設する橋梁については、

改訂道路橋示方書に基づき整備を行う。

また、横断歩道橋・大規模な擁壁・共同溝などについても地震に対する安全性を考慮し整備を

行う。落石危険箇所については、危険度の高い箇所やバス路線などを優先して整備を行い、地震

に強い道づくりを推進する。

［県警察］

交通信号機の倒壊を防止するため、鋼管柱への仕様変更を推進するほか、主要交差点の交通信

号機について、非常用の電源を確保するなどの対策を講じる。

２ 鉄 道

（１） 方 針

ＪＲ西日本岡山支社が、管理運営する旅客鉄道事業に係わる車両・施設・設備の災害予防・災

害応急対策・災害復旧等について、迅速適切に処理すべき業務体制を構築し、災害の防止・災害

時の輸送確保・社内関係機関及び関係地方自治体との連携をはかる。

（２） 対 策

兵庫県南部地震以降、同程度以上の地震においても耐えられるように基準の見直しを行うとと

もに、耐震補強が必要な既設の鉄道構造物の耐震補強工事を順次進めていくこととする。

また、地震発生時には線路点検等を実施し、防災強化に努める。

３ 河 川

（１） 方 針

河川管理施設については、通常の河川水位に比べ堤内地盤高が低いところでは、地震により堤

防が被災した場合、大きな浸水被害をもたらすおそれがあるため、このような地域の河川管理施
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設の耐震化を図る。

（２） 対 策

［市・国・県（土木部）］

堤防・水門・樋門等の河川管理施設で、耐震性の劣るものについては、地震に対してその機能

が保持できるよう改良し整備を図る。

４ 砂防施設

方 針（１）

砂防施設が、老朽化等により機能低下をきたしている箇所について、補修・補強等、整備を促

進し地震による土砂災害を防止する。

対 策（２）

［県］

土砂災害防止施設は、砂防施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設であるが、地震に

よりこれらの施設が完全に破壊されるようなことはないものと予想される。施設管理者は、既設

構造物について、常時点検を行い施設の機能の維持に努め、老朽化した施設は、地震に対してそ

の機能が保持できるよう補強対策を進める。

砂防設備は、主に砂防堰堤と流路工及び地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設であるが、

地震によりこれらの施設が完全に破壊されるようなことはないものと予想される。

砂防設備管理者は、既設構造物について、常時点検を行い施設の機能の維持に努め、老朽化し

た砂防設備は、地震に対してその機能が保持できるよう補強対策を進める。

５ ダ ム

（１） 方 針

ダムの設計においては、震度法を採用し、またダム位置の選定についても入念な地形・地質調

査を実施して対応しており、今後とも従来の経験を生かした設計を行う。

対 策（２）

[国・県・中国電力株式会社］

今後も、入念な調査設計を行い、安全なダムの整備を行うとともに、万全の維持管理対策を講

じる。

６ ため池

（１） 方 針

農業用ため池のうち、老朽化の著しいもので緊急に整備を要するものについて、機能障害箇所

を事前に把握した上で、補修・補強・耐震性の向上等、改修整備を優先的に行い、地震によるた

め池の被災を防止する。

（２） 対 策
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［市・県等］

農業用ダム・ため池の管理は、水害防止上重要なものであり、阪神・淡路大震災の経験を踏ま

え、防災の観点から重要なため池を対象として、危険度等の基礎的調査を実施する。調査結果に

基づき、安全管理を徹底するとともに、危険なものについては早期改修に努める。

また、他のため池等についても、管理者に対し、日常の維持管理を徹底するとともに、地域住

民に対し、防災意識の啓発に努める。

さらに、震度４以上の地震が発生した地域においては、調査対象となっているため池について

早急に点検・調査を実施し、状況の把握に努める。

７ 港湾施設・漁港施設

（１） 方 針

港湾施設については、大規模地震災害時において、住民の避難や緊急物資の輸送を円滑に進め

るとともに、震災に伴う地域経済活動への影響を低減させ、また、離島におけるライフラインの

確保のため、震災に強い港湾施設の整備を促進する。

（２） 対 策

［市・県］

大規模地震対策の拠点港湾として、宇野港・その補完港として水島港・岡山港・東備港・笠岡

港における耐震強化岸壁の整備の促進を図る。

大規模地震対策施設は、緊急時において船舶が円滑に利用できるように、沈没物や流出物によ

り航路が塞がれたり、泊地が埋没することのないような施設配置を十分検討する。

さらに、耐震強化岸壁の背後用地については、地盤の液状化対策を考慮するとともに、緊急時

における住民の避難や、緊急物資の輸送に利用できるような広場や緑地を確保し、避難地や防災

拠点としての機能強化を図る。

また、市街地と結ぶ道路・鉄道と連携した、交通機能の確保にも配慮が必要である。

８ 空 港

（１） 方 針

空港施設は、震災時には重要な役割を果たすことから、災害時においても十分その機能が発揮

できるよう整備・補強を行う必要がある。

（２） 対 策

［県］

今後、整備を行う空港施設については、耐震性の向上に留意することとし、既存施設について

も十分な点検・管理を行うとともに、必要があれば補強対策を講じる。

９ 公共建築物

本節第１項２（１） を参照。「防災上重要な建築物の不燃化・耐震化」

第３項 ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設等予防計画
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電気・ガス・水道・下水道等ライフラインは、住民の暮らしに必要なものであり、平常時のみなら

ず災害時にも安定的な供給が求められる。このため、各施設の耐震化を図り、ライフラインの安全性

・信頼性を高める必要がある。

特に、第三次医療機関等の人命に関わる重要施設へのライフライン施設については、重点的に耐震

化を進めるものとする。

１ 共同溝

［市・国・県］

（１） 方 針

共同溝をはじめとする電線等の地中化については、震災時の設備被害の低減、都市活動支障の

低減、電柱倒壊等による避難支障の解消、消防活動支障の解消等、震災時の各種被害の低減及び

ライフラインの確保のため、今後も電線共同溝等による地中化の促進を図る。

（２） 対 策

電気・ガス・水道・電話等を収容する共同溝については、ライフラインの保護という観点から

有効な施設であるため、建設の促進を図る。

また、電気・電話等の電線類は、架空線と比較すると地中化の場合の断線はほとんどなく、日

常の維持管理の簡素化、災害時の復旧の迅速化が図られるため、電線共同溝をはじめとする地中

化の促進を図る。

２ 上水道施設

（１） 方 針

耐震性確保の観点から、水道施設の総点検を行うとともに、施設の老朽度合いと地形・地質の

状況を勘案し、必要な耐震性診断を実施することによって、優先度を見極め、総合的かつ計画的

に耐震化を推進することが必要である。また、水道施設の広域化の推進によりバックアップ体制

を構築していく必要がある。

（２） 対 策

① 水道施設の広域化の推進

地震等の災害への対応力を高めるうえでも、万が一被害が生じた際の上水道の供給を確保する

ためにも、水道施設の一層の広域化を推進する。その際、水源の多元化、施設の多系統化、施設

間の連絡等の整備も併せて推進する。

② 基幹施設及び重要系統の耐震化・更新

水道施設について、部分的な被害が生じても、他の部分においては通常の機能を発揮すること

ができるようにするために、配水池に至るまでの基幹施設について、耐震化を含めた老朽施設の

更新を進めるとともに、断水被害の拡大防止の観点から、独立して配水機能を発揮できる配水ブ

ロック化を促進する。

各配水ブロック内においては、優先順位を定めて、重要系統から逐次計画的に施設の更新を進

める。

また、河川等を複数系統の管で横断する場合には、一方を水管橋又は橋梁添架管、他方を伏越

しとする等、工法を変えることも併せて推進する。
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③ 老朽管の更新

水道用管財である石綿セメント管・鋳鉄管については、耐震性に欠けるため、耐震型継手を有

するダクタイル鋳鉄管への計画的な布設替えを行う。

④ 緊急時の給水の確保

基幹施設の一部がダウンするような緊急時においても、他の水道施設によって能力をカバーし、

機能を維持できるようにし、水道システムの安定性を向上させる。

このため、浄水施設や配水池の能力を増強するとともに、既に岡山市と倉敷市、玉野市との間

で行われたように緊急時に施設間で水の融通を図るため、必要な連絡管等を整備する。

３ 下水道施設

（１） 基本方針

市の下水道整備は、市政の重要課題と位置付け、今後共、市民の快適な環境づくりのため、最

大限の努力を重ねて下水道事業の推進を図ることとする。

その際、地震を考慮しての技術的空間づくりにも積極的に対応し、避難地としての利用と都市

の安全度の向上に努める。

（２） 対 策

① 下水道施設の弾力的運用による機能の確保

施設が損傷を受け下水処理が不能となった場合でも、雨水滞水池、処理水質の改善や修景のた

めの池を沈殿池、塩素混和池に転用することや可搬式処理施設を活用することにより、必要最小

限の処理を行えるよう、応急対策を加味した施設計画とする。

② 重要幹線や下水処理場内の水路等の複数系列化

重要幹線や下水処理場内の重要な水路や配管、あるいは汚泥圧送管等が破断した場合には、シ

ステム全体が長期にわたり、機能を停止することになる。これを避けるため、重要幹線の二重化

や処理場内の重要な水路等の配置を変えた複数系列化について検討する。

③ 下水道施設のネットワーク化

下水道施設が損傷した場合、その機能を代替できるよう、管渠・ポンプ場下水処理場のネット

ワーク化について検討する。

また、埋設深度の大きい管渠は、被害を受けにくいことから、光ファイバー等下水道管理用の

通信網を整備し、他の行政機関の通信手段としても活用できるよう検討する。

④ 下水道施設の防災施設としての活用

下水道は下水処理場・ポンプ場等、まとまった空間を有しており、これらを避難地、延焼遮断

帯として活用する。

また、高度処理水や雨水貯留施設の貯留水を、消防用水・雑用水等として利用することを考慮

した施設計画を検討する。

４ 工業用水道施設

（１） 方 針

工業用水は、産業の血液に例えられるように、市民生活に不可欠な生活物資や緊急時に必要な

復興資材を生産している企業にとって、欠かすことのできない重要な要素である。したがって、
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災害発生直後から、他のライフラインと同様に、的確に復旧しなければならず、そのためにも断

水のない工業用水道の構築を目標に、施設の耐震性の強化と緊急時の対応の充実を図る。

また、信頼性の向上を図るため、工業用水道の改築事業として、設備の更新・管路の複線化等

を進める。

（２） 対 策

① 取水施設

河川水 を取水するための重要な施設であり、地震時においても確実に取水できるよう強（原水）

固な構造とする。また、万一取水できなくなった時にも、的確に対応できるような対策を講ずる。

② 浄水施設

浄水施設は、土木構造物に加えて計装機器、化学施設等が錯綜しているため、地震時にはこれ

らの接合部が弱点となる。このため、単品・単体の耐震性の強化にとどまらず、特に接合部の強

化に重点を置くような対策を講ずる。

③ 導水・送水・配水施設

地震による被害が、最も大きいと思われるのが管路である。その原因として、地盤の状況があ

げられるので、あらかじめ地盤状況を調査し、その確認を行うとともに、耐震性の高い管路とす

るなどの対策を講ずる。

④ 電気施設

配電線が地震により被害を受けた場合、復旧するまでの間、電源を確保するため、主要施設に

耐震構造の非常用発電機を整備するとともに、非常用発電機を運転するため、燃料供給ルートの

計画等を定め、各施設が迅速かつ円滑に対応できるような体制づくりを図り、各施設の機能が確

保できる対策を講ずる。

５ 電気施設

［中国電力㈱岡山営業所］

（１） 方 針

災害対策基本法、消防法、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法等、

関係法令に基づく諸計画等を踏まえ、対策を進める。

（２） 対 策

① 配電設備

ア 架空電線路

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準に

基づき設計を行う。

イ 地中電線路

地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性を配慮した設計とする。

② 送電設備

ア 架空電線路

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、同基準に

基づき設計を行う。
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イ 地中電線路

終端接続箱，給油装置については「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき設

計を行う。洞道は、土木学会「トンネル標準示法書」等に基づき設計を行う。

また、地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性を配慮した設計

とする。

③ 変電設備

機器の耐震は、変電書設備の重要度、その地域で予想される地震動などを勘案するほか、電気

技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行う。建物については

建築基準法による耐震設計を行う。

④ 通信設備

屋内装置の設置方法については、建物の構造（柔構造または剛構造）と装置の設置階および装

置の固定方法を考慮した設計とする。

６ ガス施設

［岡山ガス株式会社］

（１） 方 針

日本ガス協会による過去の地震におけるガス施設の被害に関する事例研究及び対策指針（社）

などを参考とし、ガスの漏洩による二次災害の発生を防ぎ、ガスの安全な供給を確保する事を

目的として、以下のとおり耐震性の強化等の対策を実施する。

（２） 対 策

① ガス施設の耐震性の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施する。

ア 整圧所等に、緊急遮断装置及び緊急放散設備等の保安設備を整備増強する。

イ 新設するガス導管については、今後も溶接接合の被覆鋼管・抜け出し防止機構を有する機

械的接合方法を用いた被覆鋼管・ダクタイル鋳鋼管・ポリエチレン管の普及にも努め、導管

の耐震性・安全性の向上を図る。

ウ 既設導管のうち、印ろう型・ガス型接合の鋳鉄管・ネジ接合の鋼管については、耐震性に

優れた導管への入れ替え又は更生修理をさらに推進する。

エ マイコンメーターの設置をさらに推進する。

② 総合防災システムを確立することにより災害防止に努める。

ア 地震の強さを知り、緊急時の判断資料とするため、供給エリア内に地震計を設置する。

イ 導管情報をマッピングシステム等により整備し、計画的な耐震対策を図る。

ウ 供給停止地区の極小化のため、被害を受けた地区のみを導管網から選択的に切り離し、そ

の他の地区にはガスを供給できるよう緊急措置ブロックの確立を進める。

エ 供給区域内の液状化予測を行い、必要に応じた液状化対策を実施する。

オ 通信施設の整備、補強を行う。

［（社）岡山県ＬＰガス協会］

（１） 方 針

ＬＰガスは、家庭用 や業務用の燃料として消費されており、安全の確保は（県下の約80％世帯）

ＬＰガス業界に課せられた重大な社会的責務である。



-59-

このため、業界をあげて消費設備等の安全対策を一般消費者及び公共機関の理解を得ながら推

推進するとともに、万が一の災害に備えて、防災体制等の整備に積極的に取り組む。

（２） 対 策

① ＬＰガス製造 施設関係（充填）

実施責任者と主要業務

ア ＬＰガス製造事業者

ＬＰガス製造事業者は、関係法令等を遵守し、設備の維持管理及び従業員の教育・訓練に努

めるとともに、次の事項について検討・整備する。

（ア）製造施設の耐震性の強化等

配管・ポンプ廻りについて定期的な耐震機能の点検を強化するとともにフレキシブル管の

増強等を行う。

（イ）感震器の設置及び緊急措置マニュアルの見直し等

比較的地盤が軟弱な場所にある設備については、感震器を設置するとともに、作動したと

きの緊急措置マニュアルの見直し整備を図る。

（ウ）合同防災訓練の実施

防災訓練を公設消防機関等との合同で、実施防災力の強化に努める。

（以下、「協議会等」と いう。）イ 岡山県ＬＰガス防災協議会及び岡山県オートガススタンド協会

(ア)広域応援体制の整備

大規模災害に備え、県内・近県及び中央関係団体との相互広域応援協定を関係者の協力を

得て締結する。

（イ）緊急対策用の防災工具・資機材の把握

定期的に調査し、実態を把握しておくとともに、緊急調達先について検討しておく。

② ＬＰガス消費設備関係

実施責任者と主要業務

ア ＬＰガス消費者

自らが保安の責任者であるとの認識のもとに、次の事項について、各自がＬＰガスの事故防

止に努める。

（ア）ＬＰガスの安全についての知識の修得

ＬＰガス販売事業者や消防機関等から配布されるパンフレットなどにより、地震等発生時

の初期防災活動等について、知識を修得し実践する。

（イ）消防等公共機関や協会支部等が実施する防災訓練等への参加

イ ＬＰガス販売事業者

全従業員に対して、顧客にＬＰガスと合わせ安全を提供することの基本方針を徹底し、関係

法令の遵守・防災体制等の整備及び顧客とのコミュニケーションに努めるとともに、特に次の

事項について平素から積極的に対応する。

（ア）ＬＰガス消費設備の耐震性の強化

新規工事施工時及び定期の調査・点検等の際、次の項目についてチェックし、耐震性の維

持に努める。

a 容器の転倒防止
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b 容器・ガスメータ・調整器等を建物被害の影響を受けにくい場所へ設置

c 配管は可撓性のある材料とし、屋内配管にはフレキ管を導入

d 埋設配管は、ＰＥ管等可撓性及び耐食性のある材料を使用

e 安全機器は、感震器を内蔵しているマイコンメータＳ型等による 時間集中監視シス24

テムの設置促進

（イ）防災体制の強化

a 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、緊急措置マニュアルの見直し、従業員の教育・訓

練に努める。

b 緊急出動を迅速に実施するため、次の対策を講ずる。

・震度５弱以上の地震が発生したときの自主出動制度

・携帯用電話の普及

c 岡山県エルピーガス災害対策要鋼に基づく応援隊の受入れについて、顧客先のリスト

及び地図の作成の整備をしておく。

ウ 協会、支部、協議会等

会員が実施する災害防災対策について指導するとともに、次の共通的事項の実施等について市

・県・中央関係団体等の指導・協力を受けて積極的に取り組む。

（ア）広域防災体制の確立

市・県内全域及び近県・中央団体との広域応援協定の締結及び合同防火訓練を実施する。

（イ）防災工具及び資機材の整備

消費設備の調査・点検及び応急修理に必要な防災工具・資機材等を定期的に実態把握する

とともに、必要な場合、備蓄及び県外関係者からの応援体制について検討しておく。

（ウ）ＬＰガス消費者への保安啓発活動の実施

消費者の初期防災活動が、被害の拡大と二次災害の防止上大切なことから、パンフレット

の作成配布・防災訓練の実施等により、安全についての周知徹底を図る。

（エ）公共施設等へのＬＰガス消費設備の設置促進

市・県等の公共機関に対して、地震災害発生時に避難所となる公共施設等に、災害時のリ

スク分散型の供給方式であるＬＰガス消費設備及び安全器具の設置を促進する。

(オ）その他必要な事項

７ 通信施設

［西日本電信電話株式会社（岡山支店）・株式会社ＮＴＴドコモ中国（岡山支店）］

（１） 方 針

平成7年の阪神・淡路大震災は、規模・影響範囲が甚大であったことから、そこで得られた教

訓を基に、従来の施策に加えて次のことを検討・実施する。

① アクセス系設備の地中化の推進

信頼性と美観等の観点から従来より進めてきたケーブルの地中化により、地下設備の被害が少

なかったことが立証されたので、自治体等とも連携した地中化を推進する。

② 通信電源の確保

電気通信設備に対する予備電源 設備の強化と移動電源車の配備見直し（予備エンジン、蓄電池等）

を行う。
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③ 輻輳を緩和するサービスの提供

「災害用伝言輻輳の大きな原因の一つである、被災地への安否確認等の情報サービスのために、

サービスを提ダイヤル（１７１）」及びインターネット通信による「災害時ブロードバンド伝言板（Web１７１）」の

供する。

④ 緊急通信確保のための衛星通信の利用

地上の設備状態とは関係なく、通信ができる衛星通信の特性を生かし、重要通信の確保と被災

災地と非被災地との情報交換のために通信衛星 による衛星回線システムを構築する。（JCSAT-5A）

第４項 危険物施設等災害予防計画

１ 方 針

危険物は、大別して製造所・貯蔵所・取扱販売所の形で流通されており、市 県及び消防機関は、予・

防対策について各施設管理者等に対し安全指導を行い、災害の未然防止に努める。

２ 対 策

（１） 石油類施設の検査・指導

［県・消防機関］

県及び消防機関は、消防法並びに危険物の規制に関する政令に基づき、次の事項を実施する。

① 製造所等に対する立入・保安検査をする。

② 各種の講習会・研修会を通じて、法令の周知・取扱いの徹底を図る。

（２） 石油類施設管理者等の措置

① それぞれの施設に応じた日常の点検事項、点検方法等を自主的に定める。

② 施設における化学消火薬剤及び必要資機材の確保を図る。

③ 自衛消防隊の組織化を促進し、自主的な災害予防体制を確立する。

（３） 石油類の輸送対策

［消防機関、県警察］

消防機関は警察の協力を得て、輸送中のタンクローリー・携行缶運搬車両を立入検査し、指導

・取締の強化に努める。

（４） 高圧ガス施設の検査・指導

［中国四国産業保安監督部、県］

中国四国産業保安監督部及び県は、高圧ガス保安法並びに関係保安規則に基づき、次の事項を

実施する。

① 高圧ガス設備等の保安検査・立入検査を実施する。

② 各種の講習会・研修会を通じて、法令の周知・取扱いの徹底を図る。

（５） 高圧ガス施設管理者等の措置

① 保安教育計画の作成及び保安教育を実施する。

② 定期自主検査を実施する。
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（６） 高圧ガスの輸送対策

［消防機関・県・県警察］

消防機関・県・県警察は、高圧ガスの輸送に係る事故対策を強化するため、次の事業を実施す

る。

① 高圧ガス移動防災訓練

② 高圧ガス輸送車両合同取締

（７） 火薬類施設の検査・指導

［中国四国産業保安監督部、県］

中国四国産業保安監督部及び県は火薬類取締法に基づき、次の事項を実施する。

① 火薬庫等の保安検査・立入検査を実施する。

② 各種の講習会・研修会を通じて、法令の周知・取扱いの徹底を図る。

（８） 火薬類施設管理者等の措置

① 保安教育計画の作成及び保安教育を実施する。

② 定期自主検査を実施する。

（９） 火薬類の輸送対策

［消防機関・県・県警察］

消防機関・県・県警察は、火薬類の輸送に係る事故対策を強化するため、火薬類輸送車両合同

取締等を実施する。

（10） 放射性施設災害予防対策

［市・消防機関・文部科学省・消防庁・中国四国産業保安監督部・県・県警察］

関係機関は、医療用・工業用等の放射性物資による災害の発生及び拡大を防止するため、次の

措置を実施し、連携して災害予防対策を推進する。

① 防災体制の整備

② 通信連絡体制の整備

③ 環境監視体制の整備

④ 救助体制の整備

⑤ 防護用資機材の整備

第５項 有害ガス等災害予防計画

１ 方 針

ばい煙又は特定物質あるいは有害ガス の発生又は漏洩により人体や環境（以下、「有害ガス等」という。）

に危害が及ばないような予防措置が必要であるため、大気汚染防止法及び岡山県環境への負荷の低減に

関する条例で定める有害ガス等の予防対策を推進する。

２ 対 策
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（１） 立入検査・指導有害ガス等災害予防のための

［市］

市は、法令に定めるところにより、有害ガス等に係る施設に対する検査をするとともに、事故

防止について維持・管理等の指導を行う。

（２） 施設管理者等の措置有害ガス等

① 施設管理者等は、施設の点検及び保安体制の強化に努める。

② ガス検知器による監視体制の強化を図る。

③ 災害発生時における付近住民への周知方法を確立する。

④ 防災衣服及び中和剤等を整備する。

第６項 流出油等災害予防計画

１ 方 針

地震によるオイルタンク等の損傷、異常潮位による接岸中のタンカー事故によって、石油等が海上に

流出すると、漁業・生物・環境等に著しい被害を及ぼすとともに、広範囲に流出した油の回収には非常

な労力と時間を要することから、陸上施設及び船舶からの流出予防対策を推進する。

２ 対 策

（１） 陸上施設の流出防止

［施設管理者］

施設管理者は、次の事項の対策に努める。

① 危険物の規制に関する政令に基づき、オイルタンク等の安全調査及び保守点検を実施する。

② 流出防止設備 を完備する。（防油堤、排水溝）

③ 応急資機材 の整備を図る。（移送機材・土のう・薬剤等）

（２） 海上施設の流出防止

［施設管理者］

施設管理者は、次の事項の対策に努める。

① 接岸による送油時の異常事態に対する操作マニュアルを作成する。

② 初期拡大防止のためのオイルフェンス・油処理剤・油回収装置等の緊急配備体制を確立する。

第７項 津波災害予防計画

１ 方 針

今後の津波に対する研究成果を踏まえ、関係機関と調整を図りながら、津波災害の低減に寄与する護

岸や防波堤などの整備を進める。

沿岸部においては、避難地や避難場所について住民に周知させるとともに、避難誘導標識等を整備し、

観光客等地理不案内な者に対しても、避難標識がわかるように配慮する。

２ 対 策

（１） 海岸防災対策
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［県］

海岸管理者は、津波による著しい被害が生じるおそれのある地域における住民の生命、財産を

保護するため、予想される津波に対応できる堤防の新設・かさ上げ、水門・樋門等の補強を図る。

（２） 港湾施設、漁港施設の防災対策

［市・県］

港湾管理者及び漁港管理者は、津波による被害が想定される港の外郭施設の構造及び配置に関

して、必要に応じ、以下の項目について慎重な検討を行い、計画・設計を行う。

① 防波堤の構造における津波力の検討

② 港の両端部や海岸線と港湾施設によって作られる隅角部での、津波の遡上増大現象の検討

③ 外郭施設の高天端化による津波エネルギーの低減化対策

第８項 地盤災害予防計画

１ 方 針

地震による地盤災害は、地域による地盤特性によって大きく異なる。このため、地震による被害を未

然に予防又は軽減するためには、地域の特性を十分調査検討し、地盤特性に関する知識の普及に努める

とともに、適正な土地利用を推進し、災害時の被害を軽減するための諸対策を講じる。

２ 対 策

（１） 地すべり、急傾斜地等崩壊危険区域の予防計画

［市・県］

① 地すべり予防計画

県は、総合的な地すべり防止工事の実施に向け、市及び関係住民の同意のもと、地すべり防止

区域の指定を促進する。

また、指定後は、地表水の排除・浸透水・地下水の排除等を中心に事業を実施し、地すべり災

害の未然防止を図るものとする。

岡山市は市内に存在する国土交通省及び農林水産省所管の地すべり防止区域及び危険箇所に対

して、地すべり等防止法に基づき、地すべり防止区域内の切り取り・盛土等の地すべりを誘発助

長する行為に制限を加え、地すべりによる災害を防止する。

② 急傾斜地等崩壊予防計画

県は、危険度の高い急傾斜地に対して、 に基づ「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」

いて、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、総合的な対策の実施を図る。

また、緊急度の把握のため、定期的に危険度の高い急傾斜地の調査点検を実施する。

急傾斜地等崩壊危険区域では、崩壊を助長するような行為の制限及び急傾斜地崩壊対策事業等

の実施を推進する。

県・市・その他関係機関は崩壊危険箇所について、平素からパトロールを実施するとともに、

地域住民に対し、がけ崩れの危険性について周知徹底と防災知識の普及を図るものとする。

また、必要に応じて、防災措置の勧告や改善命令等を行う。

《参照》

○ 地すべり防止区域急傾斜地崩壊危険区域（資料編）
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（２） 液状化危険地域の予防計画

［市・県］

① 液状化危険地域の把握

県南部地域を中心とする緩く堆積した砂質系地盤の地域、砂を主体とした土砂による埋立地

・盛土造成地では、その地質と地下水の条件により地盤の液状化が発生し、建築物・公共施設

・地下埋設物等に対して、被害をもたらす可能性がある。

このため、過去の液状化災害、大学や各種研究機関において実施される、液状化現象に関す

る調査研究の成果を踏まえ、各地域における地盤状況を点検し、液状化現象が予測される地域

を把握する。（液状化危険地域）

② 液状化防止対策の実施

地域住民に対しては、地盤の液状化に伴う危険性について啓発活動を実施し、防災知識の普

及に努める。併せて、地盤の液状化が起きないようにする地盤改良、液状化が生じても安全な

ように建築物・公共施設・地下埋設物等を補強する、耐震強化等の各種対策の普及を図る。

（３） 造成地の予防計画

［市・県］

宅地の造成に関しては、都市計画法、宅地造成等規制法等に基づき指導・監督を行い、災害の

未然防止を図るとともに、無断開発や危険箇所が明らかになった場合には、是正を指導し、災害

発生の防止に努める。

（４） 土地利用の適正化

［市・県］

① 土地条件の評価

土地自然情報を収集・整理し、災害強度の評価を実施するとともに、その結果に基づいた適

切な土地利用やハード面及びソフト面での対策に関する調査を実施する。

また、その結果は危険箇所マップの作成等により、災害危険箇所の周知を図るとともに、土

地自然に関する情報や評価結果を広く一般市民に対して公開することにより、市民の意識を啓

発し、市民と行政が協力した土地利用の適正化の推進に資する。

② 土地利用の誘導・規制

土地基本法の基本理念を踏まえ、国土利用計画法に基づく国土利用計画・土地利用基本計画

・都市計画法・宅地造成等規制法等の法令等により、適正かつ安全な土地利用への誘導規制を

図る。

第２款 震災予防施設等の緊急整備計画

この計画は、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、被災地域市民に必要な最低限

の生活を確保するため、被害要因の除去、あるいは震災予防対策や災害時の緊急活動を円滑に実施する

上で必要となる予防 対策について、緊急度の高い事業及び実施予定の事業をリストアップしたも（事前）

のであるが、これらの整備計画に要する経費負担は膨大なものとなるため、通常の補助制度及び地震防

災対策特別措置法に基づく補助等の活用も検討し、円滑な実施に努めるものとする。
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第１項 防災業務施設の整備

１ 方 針

災害時の緊急活動を円滑に実施するために、必要となる消防施設・通信施設・その他施設及び資機材

の整備について定める。

２ 消防用施設の整備

消防計画の定めるところにより、地震発生時に予想される火災から、被災住民の生命・財産を守るた

め、現有の消防力の強化と合わせて、消防施設・水利等の整備促進を図る。

３ 災害対策本部施設等の整備

災害時の緊急活動を実施する上で、本部の設置等重要な役割を果たす拠点施設について、耐震性を考

慮した施設の整備を図る。

なお、現状の市役所本庁と各区役所は、昭和 の建築基準法構造基準改正前の建築物を使用してお56年

り、耐震診断をはじめ所要の改善が必要である。

４ 通信施設の整備

地震発生時においては、有線電話の輻輳又は途絶等が予想されるので、防災関係機関相互が迅速・的

確に災害情報の収集・伝達が行えるよう、また、市民にも正確な情報伝達が行えるよう、無線通信施設

の整備を図る。

① 防災行政無線・消防無線・水道無線等の整備を進めるとともに、デジタル方式への移行を計

画し、これらの有機的な連携を図る。

② 地域住民等への災害関連情報の周知方法を補完するため、ＦＭコミュニティー放送の活用を

含めた体制を整備する。

③ 同報系無線戸別受信機を公共機関、自主防災組織の代表者宅、不特定多数の人が集まる主な

民間事業所等に設置し、迅速・的確な情報伝達を期し、社会的混乱の防止を図る。

通 信 施 設 の 整 備 計 画

22 23 24 25 26 完了予定 備考欄項 目 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

施設整備 施設整備 活動波 運用開始
平成25年度消防無線のデジタル化

運用開始

施設整備設 計
平成27年度画像伝送システム

《参照》

○ 通信施設・設備等一覧（資料編）

５ 水道施設の整備

水道事業耐震化計画により水道施設の被害防止及び応急給水を円滑に行うため、配水管の耐震化・給

水拠点設備・防災資機材等の整備を図る。
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６ 防災拠点施設の整備

発災後における防災活動を円滑に実施するため、拠点となる施設の充実と必要となる資機材の備蓄を

図る。

第２項 避難地・避難路等の整備

１ 方 針

地震、津波、また、それに伴う火災等の危険から市民の生命及び身体を保護するために、必要となる

避難地・避難路等の整備について定める。

２ 避難所案内板の設置

地震や津波により家屋が被災し自宅で生活できなくなった市民及び交通手段を失った帰宅困難者の一

時的な収容場所となる避難所の所在を示す案内板の設置は、災害発生時における避難者の誘導や避難所

への救援物資等を搬送する各種防災機関等の車両の誘導のためにも必要であることから、避難所に設置

するものとする。

３ 避難地案内板の設置

地震発生時においては避難所のみならず、差し迫った危険から市民が一時的に身を守るために、待避

する避難地となる空地の確保も必要であるため、既に指定している避難地の適性を確認するとともに、

その役割を周知するための案内板の設置をする。

４ 避難誘導案内板の設置

地震による火災の延焼拡大などの危険から身を守るため、市民及び旅行者等が避難地から広域避難地

へ移動する必要が生じた際、迅速かつ安全に避難できるよう誘導するため、広域避難路の適切な位置

に誘導案内板の整備を進める。（交差点等）

５ 避難所・ヘリポート基地等番号表示

救援・救護活動において、上空から目的場所が判別できるように番号表示等を各施設の屋上等に行う。

６ 避難地の整備

避難地の整備については、防災アセスメント調査による被害予測結果に基づき、既存の避難地の精査

の結果により、不足する地域について整備促進を図ることとする。

７ 避難路の整備

避難時間の短縮、障害物のない有効幅員の拡大及び避難路の安全性の向上を図るとともに、避難地の

指定と並行して避難路の指定及び整備を進める。

なお、広域避難路については原則として幅員 以上とする。15ｍ

８ 避難所の整備（小・中学校体育館等）
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避難所として指定している小・中学校体育館等の安全確保対策のため、早急な耐震改修をはじめとし

た補強対策の実施を図るとともに、災害時要援護者等の避難所への収容がしやすいよう、施設及び敷地

における段差の解消に努める。

また、様々な状況下での避難者の受入れを勘案し、空き教室等を利用した飲料水や非常食あるいは、

毛布等の備蓄・懐中電灯や携帯マイクの配備・学校敷地及び施設への自家発電機・投光器・仮設トイレ

・情報通信設備等の整備又は保管等も検討し、可能なものから順次整備できるよう努める。

第３項 緊急輸送道路及び活動拠点の整備

１ 方 針

地震発生時において、人・物資等の輸送を円滑に行うため、今後関係機関においてルート及び活動拠

点基地を設定するとともに、交通規制との整合性を図りながら整備を促進する。

２ 緊急輸送道路の整備

（県・市・重要港湾・空港及び広域物流拠点等を連絡し、広緊急輸送道路については、第1次緊急輸送道路

、第2次緊急輸送道路 、域の緊急輸送を担う道路） （第１次緊急輸送道路と主要な防災拠点を連絡する道路）

第３次緊急輸送道路 に区分し、岡山県緊急輸送（第 1次・第 2次緊急輸送道路と防災拠点を連絡する道路）

道路ネットワーク計画にて指定されており、今後、未整備箇所の整備を図る。

第４項 防災上重要な建物の整備

１ 方 針

地震発生時に応急救護に関係する病院をはじめ、弱者を収容している福祉施設や災害時に収容施設と

なり得る社会教育施設等の整備の促進を図る。

２ 病院施設の整備

地震発生時の医療救護機能を維持するため、必要に応じ耐震改修を行うよう努める。

３ 社会福祉施設の整備

社会福祉施設の入居者等で、自力による避難が困難な者の身体、生命を地震による被害から守るため、

必要に応じ各施設を耐震改修・補強する。

４ 社会教育施設の整備

社会教育施設は、災害時には地域住民の収容施設となり得るため、必要に応じ各施設を耐震改修、補

強するとともに整備を進める。

第５項 市有施設の整備

１ 方 針

この計画は、市庁舎をはじめとする市有施設が災害本部あるいは避難拠点として、それぞれの機能を

確保するため、 に基づき、耐震診断を実施し、改修・補強の必「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

要なものについては整備を促進する。
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２ 市庁舎等の整備

庁舎等の耐震診断に基づく、補強・ガラス飛散防止・ロッカー等の転倒防止対策を講じ、生命の安全

を図る。

３ その他市有施設の整備

市有施設のうち、庁舎・学校等を除く施設で、昭和 の建築基準法構造規定改正以前の建築物は56年

棟が既存している状況であり、そのうち今後とも継続して利用予定の施設については、耐震診断1,100

をはじめ整備促進を図る。

第６項 食料・生活必需品の確保

１ 方 針

災害時においては、市民・企業等において、自らが必要とする食料 や生活必需品の備蓄が基（ ３日分）

本であるが、行政においても不足を予測して最低限の備蓄確保を流通業会等の協力を得て確保する。

（１） 食料・生活必需品の確保計画

岡山市の備蓄状況（平成23年２月末現在）・

品 目 クラッカー １１,９００食

アルファ米 ７,９００食

毛 布 ５,１００枚

・備蓄場所 岡山ふれあいセンター３階倉庫 岡山市中区桑野715-2(TEL274-5151)

岡山ドーム観客席下倉庫 岡山市北区北長瀬表町一丁目1-1(TEL805-8883)

岡山市立岡山中央小学校倉庫 岡山市北区弓之町9-27(TEL234-7750)

岡山市立城東台小学校倉庫 岡山市東区城東台西三丁目6-3(TEL208-6430)

なお、備蓄場所については分散を検討する。

第７項 災害防止の事業

１ 方 針

地震により災害の発生が予測される上水道の耐震化・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所・土

石流危険箇所等について、防災施設の整備を促進するとともに、市民等に対し耐震化向上のための啓発

・指導を行う。

① 耐震化啓発の事業計画 （資料編）

② 共同溝・電線共同化事業（資料編）

第８項 災害時要援護者対策の整備

１ 方 針

地震による災害から弱者を保護するため、必要となる対策について定める。

２ 避難補助機器等の整備

災害時要援護者等が避難する場合に、必要とする機器等について、家族・地区住民の協力体制の構築

と合わせ、貸出しや貸与する機器の整備を促進する。（資料編）
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第３章 震災応急対策計画

第１節 応急体制

第１項 応急活動体制

１ 方 針

大規模地震においては、職員の被災・交通機関・通信施設の途絶が想定されることから、初動体制と

して自主参集による緊急初動班の配備・業務を定め、状況に応じ上位の体制へ円滑に移行するものとす

る。

２ 対 策

（１） 震度階に基づく防災体制及び職員の配備

地震による防災体制及び職員の配備は、次のとおりとする。

防 災 体 制 震度階 勤 務 時 間 内 勤務時間外

監 視 体 制 国が東海地震の警戒宣言を発表したとき。 若干名

注 意 体 制 震度４
警 戒 体 制 風水害等対策編、第３編 第２章 第３ 緊急初動班員及び状況に

「配備体制・基準表」の基準による。 より主管部局長等から応
※必要と認める場合は非常体制に移行す 急対応を命ぜられた職員

特別警戒体制 震度５弱 る。

非 常 体 制 震度５強以上 市職員全員 市職員全員

（２） 津波警報・津波注意報における防災体制及び担当者の配備

市内沿岸に津波警報・津波注意報が発表されたときは、地震による防災体制に準じ配備する。（風

水害等対策編、第３編 第２章 第３「配備体制・基準表」の基準）

（３） 緊急初動班

① 緊急初動班の指名

ア 本部長は別途指定する参集箇所までの距離が、概ね５㎞以内の所に居住する職員の中から緊急

初動業務を行う職員 を指名し、班員の中から班長及びその代位者の（以下、「緊急初動班」という。）

指名をあらかじめ行なう。

イ 緊急初動班員の指名は、毎年度当初に 行う。（定期人事異動の後）

なお、消防職員については、別途に定めるものとする。

ウ 緊急初動班員の居住地等に変更があったときは、本人の届け出により緊急初動班員の解任又は

変更を行うことができる。

② 緊急初動班の配備
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緊急初動班員は、勤務時間外において、岡山市で震度４以上の地震が観測されたことを地震情報

（テレビ、ラジオ）等により知った場合に、直ちに指定された参集箇所や勤務箇所に自主参集する。

また、津波警報・津波注意報の発表をテレビ・ラジオ等で知ったときや「災害関係非常連絡」によ

り連絡を受けたときも同様とする。

③ 緊急初動班の業務

緊急初動班は、班長の指揮のもとに次の業務を行う。

ア 被災状況等の情報収集

イ 市幹部への情報連絡及び県災害報告規則に基づく県の機関への報告

ウ 非常体制へ移行準備

エ 地震（震度４以上）に伴う津波情報等への対応

オ その他班長が指示する事項

なお、大規模地震発生時においては職員の参集に困難を伴い、また、かなりの時間を要すると予

想されることから、班員がそろうことを待たず、その参集状況により次の業務を中心として活動に

あたる。

第１段階 第２段階 第３段階
（１割参集時） （３割参集時） （５割参集時）

被災状況等の情報収集及び職員の活動状況の把握 ○ ○ ○
市幹部への情報連絡 ○ ○ ○
県への報告 ○ ○ ○
防災関係機関等との情報連絡 ○ ○
非常体制への移行準備 ○
公共施設の応急復旧状況の把握 ○
その他班長が指示する事項 ○
④ 非常体制への移行準備

ア 本 庁

（ア）緊急初動班総括責任者は、被災状況等により次の順位で連絡又は登庁を求め、非常体制へ

の移行、派遣要請等の判断をあおぐ。

第１位 市長、第２位 副市長（総務担当）、第３位 副市長（財務担当）、第４位 総務局長

（イ）被害の状況により非常体制へ移行する場合は、各部長等に連絡する。

イ 区役所等出先機関

（ア）区役所等、出先機関の緊急初動班員は、被災状況等により各機関の長に連絡又は登庁を求

め、現地災害対策本部の設置に備える。

（イ）被災の状況により現地災害対策本部が設置されることになる場合は、指定職員に連絡する。

（ウ）指定職員の指名

○ 本部長は、区役所管内に居住し本庁舎に勤務する職員の中から区本部長の指揮下に入っ

て、災害応急対策を行う職員 を指名する。（以下、「指定職員」という。）

○ 指定職員の指名は、毎年度当初 に行う。（定期人事異動の後）

○ 指定職員の居住地等に変更があったときは、本人の届け出により指定職員の解任又は変

更を行うことができる。

（エ）指定職員の任務

○ 指定職員は、区本部長等の命を受けて区本部各班、各支所班、各地域センター班の所掌

事務に従事する。
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（オ）指定職員の招集

○ 区本部長等は、区役所管内の災害応急対策を実施する上で必要と認めた場合、指定職員

の全員又は必要な人員を招集することができる。

○ 勤務時間内に招集する場合、区本部長等は必要な人員・出動場所等を定めて人事班長に

要請し、総務部長に報告する。

○ 勤務時間外に招集する場合は、指定職員に対して配備指令を直接伝達し、事後、その旨

を所属長に報告するものとする。

（４） 災害対策本部

① 本部の設置基準等

ア 災害対策本部は、次の場合に設置する。

（ア）岡山市内で震度４以上の地震を観測した場合

（イ）その他市長が必要と認める場合

イ 災害対策本部を設置したとき及び解散したときには、県等関係機関に報告する。

② 職員の配備

ア 勤務時間外において、震度４以上の地震情報や津波警報・津波注意報の情報（テレビ、ラジオ

放送等にて）を知ったときや「災害関係非常連絡」により連絡を受けたときは、直ちに指定され

た参集箇所や勤務箇所に自主参集する。

イ 被害状況等により、本来の勤務場所に出勤できない職員は、途中の情報をもって最寄りの区役

所あるいは避難所等に臨時参集し、その場の所属長にその旨（本庁勤務場所への出勤不可能）を

申告し、指示を受け仮配備につく。

ウ 各所属長は、職員の配備状況を把握の上、必要によって被災していない地域からの職員の応援

等の措置を講じる。

③ 本部組織

ア 本部組織は、岡山市災害対策本部条例及び岡山市災害対策本部規程の定めるところによる。

イ 災害状況に応じて、本部は次の各機関から情報連絡員の派遣を受け、通信手段の確保を図る。

消防機関・県警察・自衛隊・医療機関 電気・水道・ガス・海上保安部・その他必要な機関・

④ 本部の応急活動

（岡山市災害対策ア 災害対策本部が設置されたときは、各部・各班はあらかじめ定められた業務

を所掌する。本部規程の別表）

イ 本部は、県の災害対策本部と連絡調整をし、県が実施する対策と整合を図りながら、応急対策

を行うものとする。

《参照》

○ 災害対策本部の組織・所掌業務一覧表（資料編）

（５） 現地災害対策本部の設置

① 設 置

本部長は、被害状況に応じて、各区役所等に現地災害対策本部を設置する。

② 指揮権限者

本部長の指示する者が配置されるまでの間は、区本部長あるいは区副本部長が、総務部の部長ある
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いは副部長と協議の上、指揮をとる。

③ 業 務

ア 本部長の指示する業務

④ 組 織

業務内容に応じて、必要人員を確保し弾力的に構成する。

第２項 地震・津波情報の伝達計画

１ 地震情報の伝達系統（下図のとおりとする。）

（１） 岡山地方気象台からの伝達

岡 山 県
〔防〕 （ 危 機 管 理 課 ） 岡

岡 県 民 局 等

陸 上 自 衛 隊 地
第13特科隊 山 域

住
岡 山 県 警 察 本 部 民

〔防〕 （ 警 備 課 ） 警 察 署 ・
山 市 関

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本 係
地 〔オ〕 機

玉 野 海 上 保 安 部 関
〔防〕 （ 警 備 救 難 課 ） 水島海上保安部 ・

方 公
私

岡 山 河 川 事 務 所 の
〔防〕 （ 調 査 設 計 課 ） 岡山国道事務所 団

気 体
ＮＨＫ岡山放送局 ・

〔防〕 （ 放 送 部 ） 船
象 舶

民間放送・新聞社・
台 〔防〕 通信社

ＪＲ西日本岡山支社
〔防〕

（注）ア 実線は法に基づく伝達系統を、点線は申合せに基づく伝達系統を示す。

イ 〔 〕内は、通知方法を示す。

〔防〕：防災情報提供システム 〔オ〕：オンライン

ウ 陸上自衛隊第13特科隊へは、震度4以上の場合に伝達する。
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２ 津波注意報・津波警報の伝達

広島地方気象台 中国管区警察局 岡山県警察本部 沿岸警察署
住
民

※ＮＴＴ西日本 沿 岸 市
・

神戸海洋気象台 第五管区 第六管区 玉野海上保安部 関
気 海上保安本部 海上保安本部 水島海上保安部 係

機
象 関

岡山地方気象台 岡 山 県
庁 危機管理課 県 民 局 等 ・

水 産 課
地 区 代 表 各単位漁協 公
漁協・漁連 私

の
※ 自 衛 隊 団

体ＮＨＫ大阪放送局
ＮＨＫ岡山放送局

・
ＪＲ西日本岡山支社Ｊ Ｒ 西 日 本

船
岡山河川事務所 岡山国道事務所 舶

山陽放送（株）

岡山放送（株）

（注）ア ※印は、津波警報及び警報の解除のみ伝達する。

イ 太線は法に基づく伝達ルートを、細線はサブルート等を示す。

第３項 被害情報の収集伝達計画

１ 方 針

災害時には、通信回線の被災状況を把握し、適切な通信手段の確保に努め、情報の収集にあたる。

また、被害情報の収集にあたっては、災害初期の対応と応急活動期に必要な情報に区分し、その情報を

県の関係機関に伝達する。

２ 対 策

（１） 災害時の通信手段

① 通信設備の状況（資料編参照）

② 通信手段の確保

ア 災害発生直後は、直ちに災害情報連絡のために、次の通信手段を確保する。

（ア）防災行政無線による地上系移動局

（イ）携帯電話・衛星携帯電話・自動車電話等移動通信回線

（災害対策基本法５７条、７９条）（ウ）民間等の通信設備の優先利用・優先使用

（エ）非常通信の活用

（オ）防災関係機関から情報連絡員の派遣を受け、無線連絡の確保を図る。

イ 通信手段の確保に合わせ、その機能維持等の要員を配備する。

（ア）通信施設の機能確認・維持及び施設の復旧に要する人員
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（イ）通信統制・通信運用の指揮等に要する人員

（２） 災害初期の被害情報の収集・伝達

① 被害情報の収集

ア 災害初期に職員からの報告や市民からの通報のほか、消防機関・県警察・自衛隊・医療機関・

道路管理者・海上保安部・ライフライン事業者等から被害情報を収集する。

イ 災害初期には、主に次の内容の被害情報を収集する。

（ア）人命にかかる被害・医療機関等の被害状況

（イ）道路の被害状況

（ウ）生活関連 の被害状況（電気・水道・ガス）

② 県等への報告

大規模地震発生直後には、被害の全体像よりも迅速な応急対策を実施するための情報が必要となる

ため、次に掲げる被害状況等を県に報告するとともに、必要に応じ、関係機関に連絡する。

ア 地震による被害について、把握できた範囲で直ちに県へ連絡する。また、災害対策本部を設置

した場合にも連絡する。

イ 地震による火災の同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が殺到した場合、

その状況を直ちに県及び消防庁に報告する。

ウ 被害状況等については、順次県に報告するものとするが、県に報告できない場合にあっては消

防庁へ報告する。

エ 以上の地震を覚知した場合には、第一報について消防庁に対しても直接報告する。「震度５強」

（被害の有無を問わない。）

・第一報報告後の連絡方法については、消防庁の指示に従うものとする。

０３－５２５３－７７７７（電話での第一報も可）・ＴＥＬ

０３－５２５３－７５５３・ＦＡＸ

（資料編）・第４号様式

（３） 応急対策時の被害情報の収集・伝達

① 収集・伝達の内容

ア 応急対策時においては、救急活動及び防災活動に従事する各防災関係機関は、それぞれの活動

状況と被害状況を県災害対策本部に随時報告する。

イ 活動状況については、次にような事項を防災関係機関が相互に密接に情報交換するものとする。

・［岡山市→県］

対策本部等設置状況・応急活動状況・応援の必要性

・［県→岡山市］

県が実施する応急対策の活動状況

・［県→指定地方行政機関等］

対策本部等設置状況・応急活動状況

② 応急対策時の情報収集・伝達

応急対策時の被害状況等の情報収集・伝達の基本は、次のフローによるものとする。

ただし、各防災機関において被害の状況等により、緊急を要すると判断した場合には、直ちに県災
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害対策本部に連絡する。

国、県の応急活動状況 災害対策本部 県
国、県管理施設の被害状況 （県民局） ・ 国

災 ・
害 消

市の各機関の応急活動状況 岡 山 市 現 対 国 防
市有管理施設の被害状況 災害対策本部 地 策 ・ 庁
民有建物、物件の被害状況 災 本 現 等

害 部 地
住 民 情 報 各機関の 対 対

災害対策本部 策 策
その他の防災関係機関 本 本

部 部自己の応急活動状況及び

現地指揮本部被害状況

第４項 災害救助法の適用

１ 方 針

災害が一定規模以上でかつ応急的な復旧を必要とする場合は、知事に対し災害救助法の適用を報告し、

災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図る。

２ 対 策

（１） 救助の種別

① 災害救助法による救助は、災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図るため、県知事が行い

、市長がこれを補助する。（法定受託事務）

なお、知事は救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。

救助の程度、方法及び期間に関しては、知事が厚生労働大臣の定める基準に従って定めており、

県及び市が救助に要した費用については県が国の負担を得て支弁する。ただし、市は一時繰替支弁

する必要があることがある。

② 災害救助法による救助の種類

ア 避難所の設置

イ 応急仮設住宅の供与

ウ 炊き出しその他による食品及び飲料水の供給

エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

オ 医療及び助産

カ 災害にかかった者の救助

キ 災害にかかった住宅の応急修理

ク 学用品の給与

ケ 埋葬

コ 死体の捜索

サ 死体の処理

シ 住宅又はその周辺の土砂等の障害物の除去

ス 生業に必要な資金の貸付
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（２） 適用基準

市は、次の基準により災害救助法の適用基準の該当の有無について判定する。該当する場合又は該

当すると見込まれる場合は、後記手続をとる。

① 市町村の区域内の人口に応じ、下表に定める数以上の世帯の住家が滅失したとき｡

市 町 村 の 人 口 住家が滅失した世帯数 摘 要
３０５，０００人未満

４０５，０００人以上 １５，０００人未満

５０１５，０００人以上 ３０，０００人未満

６０３０，０００人以上 ５０，０００人未満

８０５０，０００人以上 １００，０００人未満

１００１００，０００人以上 ３００，０００人未満

１５０ 岡山市３００，０００人以上

（注） 半壊等の換算については、災害救助法施行令第１条第２項等参照

１，５００ ２分の１ （７５② 県下の滅失世帯数が 世帯以上であって、市内の滅失世帯数がアに定める数の

以上である場合世帯）

（３） 適用手続

市長は、災害が発生した場合は迅速かつ正確に管内の被害状況を確認し、被災状況が上記（２）の

適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがある時は、直ちにその旨を知事に情報提供する

ものとする。

災害救助法が適用された場合は、知事からの委任に基づき、補助事務として救助を実施する。

災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、市長は災害救助法の規

定による救助に着手し、その状況を直ちに知事に情報提供し、その後の処置に関して知事の指示を受

けるものとする。

災害救助法に基づく救助の実施にあたっては、完了までの間、日毎に救助の実施状況を整理してお

くとともに知事に災害の状況を適宜情報提供をするものとする。

県は、市町村からの報告又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要があると認めたときは、直

ちに災害救助法に基づく救助の実施について当該市町村に指示するとともに厚生労働大臣に報告する。

一般基準では救助の万全を期することが困難な場合は、厚生労働大臣の承認を得て特別基準を設定

する。

災害救助法が適用された場合は、厚生労働大臣に災害の状況を適宜中間報告するとともに救助完了

後は決定報告を行わなければならない。

第５項 広域応援

１ 方 針

大規模地震に伴う建物の倒壊、火災、道路、鉄道、ライフラインの寸断等のあらゆる被害の発生を想定

して、県内、県外への応援要請措置について明確化するとともに整備を図る。

２ 対 策

（１） 応急活動の応援要請

① 市長の応援要請
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ア 知事に対する応援要請

市長は、市域にかかる災害応急対策を実施するため、必要があると認めたときは知事に応援を求

めるとともに応援対策の実施を要請する。

イ 県内市町村長への応援要請

市長は、災害の状況によって必要があると認めたときは、県内の他の市町村長に応援を求める。

ウ 相互応援協定都市への応援要請（応援協定 資料編参照）

（ア）市長は、災害応急対策を実施するため必要があるときは、協定に基づく応援要請を行う。

（イ）災害規模によっては、さらに県外の市町村長に応援を求める。

エ 自衛隊の災害派遣要請

（日本原第１３特市長は、応急対策を実施するため必要があると認めたときは、知事に対し自衛隊

派遣の要請をするよう求める。科隊）

なお、知事への要請ができない場合は、市域の災害の状況を防衛庁長官又は自衛隊に通知するこ

とができる。

オ 消防機関の応援要請

（ア）岡山県下の消防、救急及び救助業務に関して応援活動が必要な災害については岡山県下

消防相互応援協定（平成２年３月１５日）により応援要請を行う。

（イ）消防活動の応援については、岡山県下消防広域応援基本計画 により（平成８年５月１日）

応援派遣、応援要請を行う。

（ウ）県内の消防力のみで対処できない場合は、災害の規模により緊急消防援助隊の応援要請

を行う。

② 知事の応援要請

ア 指定行政機関等に対する応援要請

イ 他の都道府県に対する広域応援要請

ウ 自衛隊の災害派遣要請

エ 消防の応援要請

③ 県警察の応援要請

県公安委員会は、災害発生に伴う警備対策等の実施に関し必要があると認めるときは、警察庁又は

他の都道府県警察に対し、警察法第 の規定に基づき広域緊急援助隊等の援助の要求を行う。６０条

④ おかやまＤＭＡＴの派遣要請

知事は、おかやまＤＭＡＴの出動により対応する必要があると判断したときは、指定医療機関の長

に対して、おかやまＤＭＡＴの出動を要請する。（おかやまＤＭＡＴ運営要綱第７条）

（２） 職員の派遣

① 職員の派遣の要請

ア 市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長に対し、

当該機関の職員の派遣を要請する。

イ 派遣要請事項

（ア） 派遣を要請する理由

（イ） 派遣を要請する職員の職種別人員

（ウ） 派遣を必要とする期間
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（エ） 派遣される職員の給与その他の勤務条件

（オ） その他職員の派遣について必要な事項

② 職員の派遣のあっせん

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、知事に対し指定行政機関等の職員の

派遣のあっせんを求めるものとする。

ア 派遣のあっせんを求める理由

イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員

ウ 派遣を必要とする期間

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項

第６項 自衛隊災害派遣要請

１ 方 針

自衛隊の災害派遣に関しては、防衛省防災業務計画と整合を図り、派遣要請等について計画を定める。

２ 対 策

（１） 自衛隊の災害派遣方法

① 自主派遣の基準

自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないと

きは、次の判断基準により自主出動する。

ア 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う

必要があると認められること。

イ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、

直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。

（例）

・通信の途絶等により部隊等が知事等と連絡が不能である場合に、市町村長、警察署長等から災

害に関する通報を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合。

・通信の途絶等により部隊等が知事等と連絡が不能である場合に、部隊等による収集その他の方

法により入手した情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合。

ウ 海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場

合に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。

エ その他災害に際し、上記アからウに準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまが

ないと認められること。

② 派遣要請

ア 市長の要請に基づき知事が派遣要請をするのが原則であるが、知事は、被害状況等により人命

及び財産の保護のため必要があると認めるときは、直ちに要請するものとする。

イ 市長は、知事への派遣要請ができない場合には、岡山市の地域に係る災害の状況を防衛省長官

又はその指定する者に通知ができる。

③ 派遣要請の手続き

ア 要請手順
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市 長 → 要請権者（知事） → 日本原駐屯地司令（第１３特科隊長）

イ 連絡方法

岡山県 一般電話 （０８６）２２６-７２９３（直通）

・危機管理課 （０８６）２２６-７３７２（休日・夜間）

ＦＡＸ （０８６）２２５-４５５９，４６５９

県防災行政無線（衛星系） ７７-６１００-２５１３，２５１１

同上ＦＡＸ ６１００-５７３０，５７３１

６１００-５７２６，５７２７，

５７２８，５７２９（休日・夜間）

・日本原駐屯地 一般電話（０８６８）３６-５１５１（内線２３７）

ＦＡＸ（０８６８）３６-５１５１（内線２３８）

県防災行政無線（衛星系） ７７-６４００-０３１（事務室）

７７-６４００-０３８（宿直室）

６４００-０３９

・三軒屋駐屯地 一般電話（０８６）２２８-０１１１

ＦＡＸ（０８６）２２８-０１１２

（自衛隊法施行令第１０６条）ウ 要請依頼の内容

・災害の状況及び派遣を要請する事由

・派遣を希望する期間

・派遣を希望する区域及び活動内容

（現地連絡責任者等）・その他参考となるべき事項

（２） 災害派遣に係る関係事項

① 災害派遣の自衛官の権限

災害派遣の自衛官は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、市長等、警察

官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。

なお、当該措置をとったときは、ただちにその旨を市長等に通知しなければならない。

措 置 権 限 根拠条文 関 連 規 定
１ 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止 ６３条３項

及び退去命令災
２ 他人の土地、建物等の一時使用等 ６４条８項 ８２条害

通常生ずべき損失の補償対
３ 現場の被災工作物等の除去等 ６４条８項 ６４条９項策

除去した工作物等の保管基
４ 住民等を応急措置の業務に従事させること ６５条３項 ８４条本

従事した者に対する損害の補償法
５ 自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため ７６条の３

に必要な措置 ３項
１ 警察官がその場にいない場合の避難等の措置 ９４条 警察官職務執行法４条及び６条自
２ 警察官がその場にいない場合に救助等のための立入 海上保安庁法第１６条衛
３ 天災等により海上で救済が必要な場合の援助隊

法
② 自衛隊の活動

ア 自衛隊の主な救援業務は次のとおり

被害状況の把握、避難の援助、遭難者等の捜索救助、水防活動、消防活動、道路等の啓開、応急
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・医療・救護・防疫、人員及び物資の緊急輸送、炊飯及び給水、危険物の保安・除去

③ 市の対応

ア 的確な道路情報の連絡

イ 派遣部隊用の基地の確保

ウ ヘリコプター基地の確保

④ 県の対応

ア 的確な道路情報の連絡

イ 災害派遣に関する総合調整

第２節 緊急活動

第１項 救出計画

１ 方 針

大震災時には、倒壊家屋の下敷きや車両事故等により救出を必要とする多数の負傷者が発生すると考え

られるため、消防・警察・自衛隊あるいは地域住民は、緊密な連携・協力の下、生命・身体が危険となっ

た者を早期に救助し、負傷者を医療機関に搬送することとする。

２ 対 策

（１） 救助活動

［市・県］

市は、救助活動に関する調整を行うとともに、必要に応じて県、自衛隊及び他の市町村への応援要

請を行う。また、被災を免れた場合は県及び被災市町村からの応援要請や自らの判断により救助活動

を行う。

県は、市町村の要請や自らの判断により、国、自衛隊、他都道府県、他市町村に応援を要請すると

ともに、救助活動の全県的な調整を行う。

［消防機関・県警察・海上保安部］

消防機関、県警察、海上保安部は、あらかじめ定められた手順に従い、住民、自主防災組織等の協

力を得て、迅速かつ的確に救助活動を行う。また、必要に応じて、他の消防機関、他都道府県警察本

部等に応援を要請する。

（２） 負傷者の応急手当

［消防機関・自衛隊］

消防機関 及び自衛隊は、救助した傷病者に対して専門的に習得して（救急救命士、救急隊員を含む。）

いる処置を行うとともに、必要に応じて緊急の治療を要する者について救護班又は医療機関へ搬送す

ることとする。

［日本赤十字社岡山県支部・ＤＭＡＴ・医師会・医療機関］

日本赤十字社岡山県支部・おかやまＤＭＡＴ・岡医連及び市医師会並びに他の医療機関の医療救護

班は、迅速かつ的確な医療救護を行うとともに、緊急の治療を要する者については後方医療機関への
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転送及び消防機関等に対して搬送の要請を行う。

［住 民］

住民は、講習又は訓練等により習得した止血、人工呼吸、心臓マッサージ等簡易な手当を施すこと

により、救護等に協力する。

（３） 捜索対象施設の確認

［市］

市は、消防機関、県警察、医療機関等と連絡を密にして、行方不明者等の情報収集に努める。

また、行方不明者の捜索にあたっては、各機関の受持ち責任区域割り等を行うなど効果的な捜索活

動が行われるよう総合調整を図る。

［住民・事業所等］

住民、事業所等は、救助隊に対して行方不明者の情報提供を行うとともに、捜索活動に協力するも

のとする。

（４） 救出方法

［市・消防機関・県警察等防災機関］

救助にあたっては、救命の処置を必要とする負傷者を優先することを原則とするが、延焼火災が発

生し、同時に多数の救出が必要となる場合は、火災現場付近を優先に救出活動を行い、また、延焼火

災がなく、同時に多数の救出が必要となる場合は、多数の人命を救護できる現場を優先に効率的な救

出活動を行うこととする。

また、生き埋めになった負傷者の声などを聞き漏らさないようにするため、救出に当たる重機類の

音や上空のヘリコプターの音等を一斉に停止させる を設定する等、現場の特性に応「サイレントタイム」

じた効果的な救出活動に努めることとする。

（５） 救出用資機材の確保

［市・県］

市は、救出用資機材の借上協定等に基づき、関係団体から資機材を借上げ、調達し、資機材の確保

を図る。また、資機材の不足が生じた場合は県に支援の要請をする。

県は、市町村からの要請や自らの判断により市町村に対し支援を行う。

［消防機関・県警察等防災機関］

必要な救助用資機材については、原則として各救助関係機関で調達し、各機関相互に活用できる資

機材については、貸出しなど 協力するものとする。で

（６） ペット等動物の保護

［市・県］

市は、犬・猫等の一般のペット動物の保護、収容について、情報収集を行うとともに、 岡山（社）

県獣医師会や動物愛護団体と連携をとりながら対応する。また、危険動物の収容については、届け
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出施設や動物園等と連携し応対するとともに、必要に応じて県警察、消防機関等に応援を要請する。

第２項 資機材調達計画

１ 方 針

地域の自然的条件や想定される被害状況等を勘案し、緊急輸送路とのアクセス条件などを考慮した備蓄

場所の選定を進める一方、必要に応じて、県、中国地方整備局岡山国道事務所、西日本高速道路㈱などの

関係機関が相互に補完し合う体制の整備を進める。

さらに、県、市においては、地震発生時に資機材の調達が確実に担保されるよう関係業界との応援協定

等の締結を積極的に検討する。

２ 対 策

［市・県］

市において備蓄している資機材や当該地域内における関係業界などからの資機材の調達を行い、被

害状況に応じて、県や他の市町村に対して、必要な資機材の動員を依頼する。加えて、関係団体から

の資機材の動員を確実なものとするため、関係団体との応援協定の締結に努める。

県においては、被災地域やその程度などを勘案し、県下の備蓄資機材の調達について、最も効果的

な方法を検討するとともに、 岡山県建設業協会など関係団体との間に応援協定等の締結を行い、（社）

迅速かつ的確な資機材の動員を図る。

また、県下の被害状況によっては、中国地方整備局、西日本高速道路㈱及び自衛隊などとの連携に

より相互の資機材の動員を行い、早期の復旧を図る。

第３項 救急・医療計画

第１ 医療体制

１ 方 針

災害時の混乱期における医療は、基本的に各医療機関がそれぞれのスタッフ、備蓄品等を活用するとと

もに他の医療機関との連絡協力を図りながら実施することとなるが、行政は、これらの医療機関の活動を

バックアップするため、指揮命令系統を確立し、早期の情報の収集・提供及び医療活動の総合調整を迅速

かつ的確に実施できる体制を構築する。災害発生後48時間等直後における医療救護に関しては必要に応じ

てＤＭＡＴを受け入れる。また、ＤＭＡＴコーディネーターとも密接な連携を持って医療救護にあたる。

２ 対 策

（１） 指揮命令系統の確立及び医療活動に関する総合調整

［市・消防機関］

市及び消防機関は、県において設置する県災害医療本部、県地域災害医療本部における調整が迅速

かつ迅速に行われるよう協力するとともに、自主防災組織等と連携して次の業務にあたる。

ア 災害・救急医療情報システムの活用により、医療機関情報の収集・提供

イ 避難所・居宅等における傷病者情報の収集提供

ウ 救護所の設置・運営と救護班の派遣要請

［県］
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① 県は、医療機関による医療活動をバックアップするため、災害対策本部の下に、県災害医療本部

をできるだけ速やかに設置し、医療活動に関する調整を行う。

県災害医療本部の役割は次のとおりとする。

ア 総合的な医療情報の収集・提供

イ 傷病者の受入れの要請等

ウ 医療従事者確保の総合調整

エ 医療ボランティアの総括

② 県地方災害対策本部の下に地域災害医療本部を設置し、医療活動に関する総合調整を行う。

地域災害医療本部の役割は次のとおりとする。

ア 総合的な医療情報の収集及び提供

イ 傷病者の受入れの要請等

ウ 医療従事者確保の総合調整

（２） 救護所の設置・救護班の編成

［市］

市は、傷病者の発生状況を把握し、避難所・災害現場等に救護所を設置するとともに市民病院医療

救護班を派遣し、救護活動に必要となる環境を整備する。救護所は保健所長が設置し、救護班の編成

については、岡医連及び市医師会との協定に基づき、救護班の派遣を要請すると同時に地域災害医療

本部へ報告する。

さらに被災状況に応じ、地域災害医療本部に対して、救護班の派遣要請をする。また、ＤＭＡＴ等

他からの応援を受け入れ、医療救護の運営には岡山市内医師会連合及び岡山市医師会と連携・協調し、

特に災害発生直後の運営にはＤＭＡＴコーディネーターと協調して行う。

［日本赤十字社岡山県支部］

日本赤十字社岡山県支部は、市・県との協定に基づき救護班の派遣等を行う。

［県］

県は、県災害医療本部において、市町村からの派遣要請又は自らの判断に基づき、次により救護班

を速やかに派遣する。

また、避難所の設置が長期と見込まれる場合は、必要に応じて避難所救護センターを設置し、心療

内科、歯科を加える等避難者の状況に応じた医療活動を行う。

ア 県災害医療本部は、次により救護班の派遣を行う。

・日本赤十字社岡山県支部、岡山県医師会、災害拠点病院、おかやまＤＭＡＴ、看護協会への要

請

・中四国８県、他府県、国 、自衛隊への要請（中国四国厚生局）

・医療ボランティア

イ 地域災害医療本部は、県災害医療本部、地元地区医師会等と連携し、救護班の派遣調整を行う。

［医療機関］

災害拠点病院は、救護班の派遣要請を受けた場合、概ね次により救護班を編成し、医療活動を行う。
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また、他の医療機関においても、可能な限り被災地における医療活動を行うものとする。

ア 医師、看護師、連絡要員等

イ 関係医療用資機材一式

ウ 救急自動車

エ 通信連絡手段の携行

（３） 救急医療活動のアクセスの確保

［県］

県は、県災害医療本部及び地域災害医療本部において、国・県・市町村の道路管理者・県警察等と

連携のうえ、道路啓開、緊急通行車両標章の交付等により医療従事者の救急医療活動に伴うアクセス

の確保を図るとともに、医療機関において救急車両の確保ができない場合や自ら医療従事者を被災地

へ輸送する場合は、公用車等の手配を行う。

また、災害対策本部においては、道路の損壊等により交通機関が不通の場合や被災地まで長時間を

要する場合等必要に応じて、ヘリコプターによる空輸について自衛隊又は協定に基づく他府県、民間

航空事業者等に、海上輸送について海上保安部、海運事業者等へ協力要請する。

（４） 医療機関のライフラインの確保

［市］

市は、医療機関からライフラインの復旧等の要請があった場合には、県の協力を得てライフライン

事業者に対して優先的復旧の要請を行う。

また、応急復旧までの間、医療機関への水等の優先的な供給を要請するとともに、必要に応じて自

衛隊の応援を県に要請する。ライフライン事業者は、災害時の医療機関への臨時的供給及び優先的復

旧要請に協力するものとする。

［県］

県は、市町村からの要請に基づき、医療機関へのライフラインの優先的復旧が図られるようライフ

ライン事業者へ要請を行う。

また、応急復旧までの間、医療機関への水等の優先的な供給を要請するとともに、必要に応じて自

衛隊に応援要請を行う。

［医療機関］

医療機関は、被害状況を確認後、自ら応急復旧を実施し、自家発電、貯水槽等の代替施設への切替

を行う。

また、ライフライン事業者等に対し、優先的な応急復旧の要請を行うとともに、応急復旧までの間

の水等の代替を要請する。

（５） 効率的な医療の実施

［医療機関］

医療機関は、あらかじめ策定したマニュアルに従うとともに、次により効率的な医療を実施する。

ア 治療の優先順位による患者の選別 を適切に行うものとする。（トリアージ）
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イ 重複診療回避等のため、診療記録の写しを患者へ交付することを検討する。

ウ 被災状況を地域災害医療本部へ報告するとともに、他の医療機関と相互に密接な情報交換を図

り、必要に応じて医療機関相互間での協力に努める。

エ 医療従事者が不足するときは、地域災害医療本部に対し、医療従事者の派遣要請を行う。

オ ＤＭＡＴ等他からの応援を受け入れる。

医療機関の種別毎の役割は、次のとおりとする。

ア 救護所

（ア） 患者の応急処置

（イ） 搬送を要する傷病者の後方医療機関への収容の要請

イ 病院・診療所

（重症患者に対して優先処置）（ア） 来院、搬送、転送、入院中の患者の処置

（イ） 転送を要する傷病者の後方医療機関への転送及び転送の要請

（ウ） 被災地への救護班の出動

（基幹災害医療センター・地域災害医療センター）ウ 災害拠点病院

（ア） 上記イの病院の役割

（イ） 後方医療機関としての役割を担うとともに、被災地外医療機関への緊急電話、無線等に

より、重症患者の被災地外への早期転送 を行う。（ヘリ搬送を含む。）

（ウ） なお、隣接する災害拠点病院は、その機能を相互に補完して対応するものとする。

（６） 人工透析・難病患者等への対応

［市・県］

県及び市は、災害・救急医療情報システムの活用等により患者団体へ的確な医療情報の提供を行う

とともに、水、医薬品等の確保については水道事業者、医薬品卸業者等に対して、医療機関への優先

的な供給を要請する。

（７） 助産への対応

［市・県］

市及び県は、災害・救急医療情報システムの活用等により、的確な医療情報の収集・提供を行う。

第２ 医薬品等の供給

１ 方 針

医薬品等の確保については、備蓄している医薬品等の提供とともに、救急医薬品等の確保体制に基づき

迅速に供給するものとする。

医療用血液については、現行の確保体制 に基づき円滑な血液の供給に努める。（県赤十字血液センター）

２ 対 策

（１） 救急医薬品等の供給

［県］

県災害医療本部は、必要となる医薬品等の供給に支障を来たさないよう災害・救急医療情報システ

ムを活用し、県内の医薬品等の受給状況を把握するとともに、必要に応じ、医療機関等の要請に基づ
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き、医薬品卸売業者、災害拠点病院及び薬剤師会備蓄センターに医薬品等の輸送を要請し供給する。

また、県災害医療本部は、県内で医薬品等の不測が生じることが予想される場合は、速やかに中国

四県及び厚生労働省に支援要請する。他の都道府県等から輸送された医薬品等は、県薬剤師会、県病

院薬剤師会の協力の下に、仕分け、管理を行い供給する。

地域災害医療本部は、管内の医薬品等の受給状況を把握するとともに、必要に応じ医療機関等の要

請に基づき、県災害医療本部に医薬品等の調達を要請する。

［医薬品等備蓄施設］

医薬品等備蓄施設 は、医療機関等の要請（医薬品卸売業者、災害拠点病院及び薬剤師会備蓄センター）

又は地域災害医療本部からの指示に基づき医薬品等の迅速な供給に努める。

［医療機関等］

医療機関等は、医薬品等の不足が生じた場合は医薬品等備蓄施設に連絡し、医薬品等の供給を要請

する。

（２） 医療用血液の供給

［県赤十字血液センター］

県赤十字血液センターは、的確な情報収集に努め、県及び市町村等と連携を密にし、円滑な血液の

確保・供給に努める。

また、必要に応じて、隣接県の血液センターと連絡を取り円滑な血液の確保・供給に努める。

［県］

県は、的確な情報収集に努め、市町村及び岡山県赤十字血液センター等と連携を密にし、円滑な血

液の確保・供給に努める。

［医療機関］

医療機関は、県赤十字血液センター等に連絡し、血液の確保に努める。

第３ 傷病者の搬送

１ 方 針

傷病者・患者の搬送については、医療機関の被災状況あるいは道路の損壊状況等の情報を踏まえた上で、

迅速かつ的確に行うこととする。

２ 対 策

（１） 搬送手段の確保

［市］

市は、傷病者搬送用車両の確保について、県災害医療本部、地域災害医療本部あるいは消防機関か

第６５条第１項ら要請があった場合はまず公用車の手配を行い、さらに不足する場合は災害対策基本法

により一般車両を確保する。（応急措置の業務）

なお、一般車両で対応する場合には、規制除外車両の標章等の交付を受けるものとする。
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［消防機関］

市の消防機関が傷病者の搬送を行うことが原則であるが、消防機関の救急車両、消防ヘリコプター

等が確保できない場合は県、市町村及びその他関係機関に搬送用車両の手配、配車を要請することと

する。

また、他の都道府県及び消防機関の保有するヘリコプターについて、消防庁長官を通じて応援派遣

を要請する。

［県］

県災害医療本部又は地域災害医療本部は、災害・救急医療情報システムを活用しても消防機関にお

いて救急車両の確保ができない場合に、県が所有する公用車を手配するとともに、市、関係医療機関、

他府県等に配車を要請することとする。

また、道路の損壊等により交通機関の不通や遠隔地の搬送の際に、必要に応じて県消防防災ヘリコ

プターの効果的な運用を図るとともに、岡山市消防局、県警察、自衛隊、他府県等に要請するものと

する。

［日本赤十字社岡山県支部］

日本赤十字社岡山県支部は、所有の救急自動車により傷病者の搬送を行うとともに、必要に応じて

日本赤十字社本社等にヘリコプターの派遣を要請する。

［医療機関］

医療機関は、入院患者等について、救急車、ヘリコプター等による転院搬送を必要とする場合は、

地域災害医療本部に調整を要請する。

（２） 搬送先の確認

［県］

県災害医療本部又は地域災害医療本部は、県警察、自衛隊等からの要請に基づき、搬送先の広域的

な調整を行う。

［消防機関］

消防機関は、災害・救急医療情報システム等を活用し、医療機関の被災状況や道路の損壊状況等の

情報を迅速に把握して、医療機関等との緊密な連携を図りながら、収容先医療機関の確認及び搬送を

行う。

（３） 搬送経路の確保

［国・県・市等道路管理者］

震災により搬送経路となるべき道路が損害を受けている場合は、国、県、市等は、その所管する道

路の啓開を迅速に行う。

［県警察］
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県警察は、主要な医療機関までの傷病者の搬送経路について、緊急車両の通行に障害を及ぼす車両

等の排除を行う。

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画

第１ 避難方法

１ 方 針

避難は、地域住民が自主的に、又は勧告や指示に基づいて行うものとするが、災害時要援護者等にあっ

ては状況に応じて適当な場所に集合させ、車両等による輸送を行うこととする。

また、避難地においては、早急に避難状況を把握するとともに行方不明者について必要な措置を講ずる。

２ 対 策

（１） 避難勧告及び指示

［市］

ア 勧告・指示の基準

市長は、災害が発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保護するため必要があるときは、

必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。

また、危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するときは、避難の指示をする。

イ 勧告・指示の内容

避難の勧告・指示を行う際は、次に掲げる事項を伝達し、避難行動の迅速化と安全を図る。

・避難勧告・指示の理由

・避難の勧告・指示が出された地域名

・避難経路及び避難先

・避難行動における注意事項

ウ 勧告・指示の伝達方法

避難勧告又は指示をしたときは、市長はただちに勧告・指示が出された地域の住民に対して、サ

イレン、放送、広報車等により伝達するほか、警察官、消防団、海上保安官、自主防災組織等の協

力を得て伝達し、その旨の周知徹底を図る。

［県］

知事は、災害発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった時は、市長に

代わって避難の勧告及び指示に関する措置の全部又は一部を行う。

［県警察、海上保安部］

警察官又は海上保安官は、市長が避難の指示をすることができないと認めるとき又は市長から要請

のあったときは、住民等に対して避難の指示をする。この場合、警察官又は海上保安官は、直ちに避

難の指示をした旨を市町村長に通知する。

（２） 一般住民の避難

［市］

市職員は、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者と協力し、住民が安全かつ迅速に避難でき
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るよう避難先への誘導に努めるものとする。

なお、誘導にあたっては、できるだけ自主防災組織、自治会、町内会毎の集団避難を行い、災害時

要援護者等の避難を優先して行うこととする。

［地域住民］

地域住民は、避難時においてはできる限り、災害時要援護者等に配慮しながら、町内会毎等の集団

で避難を行うよう努める。

また、行方不明者の把握に努めるとともに、行方不明者がある場合は、市職員、警察官、消防職員、

消防団員、海上保安官 等に連絡する等必要な措置を講ずる。（海上に限る）

（３） 特定施設内にいる者の避難

デパート、駅、病院、学校、社会福祉施設等の管理者は、当該施設内にいる者について事前に作成

している避難誘導マニュアルに従って避難誘導及び負傷者等の把握に努めるものとする。

また、行方不明者が出るおそれのある事故が発生した場合は、県警察又は消防機関に連絡する。

第２ 避難所の設置

１ 方 針

大規模地震の被災状況によっては、あらかじめ指定した避難所の開設が困難な場合も考えられる。この

ため、被災状況や開設可能な避難所の状況を速やかに確認の上、必要な避難所の開設を行う。避難所の開

設にあたっては、地区住民の協力を得て避難所の開設状況を該当地区すべての住民に周知するとともに、

できるだけ早い運営体制の確立に努める。

なお、市自らの開設が困難な場合は、他市町村や県へ応援を要請する。

２ 対 策

（１） 避難所の被災状況の確認

地震発生後の避難所の被災状況及び安全確認については、あらかじめ定めた設置マニュアルに基づ

いて行うこととする。また、安全確認の結果に基づいて応急修理等の必要な措置を行う。

（２） 避難所の開設

市は、あらかじめ定めたマニュアルに基づき、施設の安全を確認の上、避難所を開設し、設置状況

を速やかに住民に周知するとともに県に報告する。

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難

所として開設する。さらに、災害時要援護者等に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅

館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。

（３） 広域応援協力

市長は、自ら避難所の開設が困難な場合、他市町村又は他県へ避難所の開設につき応援を要請する。

第３ 避難所の運営体制

１ 方 針
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避難所生活では、対応すべき事柄が多岐に渡ることから市は避難所の運営は自治組織と連携して行うこ

ととし、対外業務及び施設管理の外は原則として自治組織をサポートする立場で活動することとする。

避難所の設置に伴い、メンタルヘルス面での機能を持った避難所救護センターを設置するとともに保健

師等による巡回相談等も行う。

また、生活機能低下、特に生活不活発病（廃用症候群）の早期発見などの予防対策を進めることにより、

その改善に向けた整備を図るとともに、避難所設置施設の平常業務再開に向けて、当該施設の管理者、避

難所管理者、避難者自治組織の三者で協議していく。

（１） 維持管理体制の確立

［市］

市は、マニュアルに基づき避難所維持管理責任者等の職員を配置する。この場合、配備完了の確認

を行い、行政側の体制確保に遺漏がないよう配慮する。

当該職員は、所定のマニュアルに基づき自治組織を構築する。

なお、その際は、自治組織のリーダーの転出等の場合にも管理体制に支障を及ぼささないように、

自治組織においては、各業務毎にリーダーと併せてそれをサポートする者を選任しておく。

また、避難所の運営にあたっては、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとする

よう努め、さらに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女ニーズの違い等男女双方

の視点等に配慮するものとする。

（２） 自治組織、施設管理者、行政による連携

避難所運営上の諸課題に対応するため、避難者自治組織、維持管理責任者、施設管理者は、定期的

な協議の場を設けるものとする。

（３） 精神面の対応

［市］

避難所生活に伴い精神的に不安定な状況に陥る者が多くなる傾向が報告されており、メンタル・ケ

アの必要がある。そのため、内科に加え心療内科の診療も行うことができる避難所救護センターを設

置する。また、保健所の医師・保健師等による各避難所の巡回健診・相談業務を行い、また、学校を

避難所とする場合には担当の医師のもと養護教諭もカウンセリングをサポートする。

さらに、医師等の不足が生じた場合は県へ協力を要請する。

［県］

保健所、岡山県精神科医療センター、精神保健福祉センター等の医師、保健師等による各避難所を

巡回しての検診・相談業務を市と協力して行う。

（４） 平常体制への復帰対策

避難者の減少等に伴い、避難所の規模縮小・統合・供用終了の措置をとる場合は、あらかじめ定め

たマニュアルに従い対応し、円滑な移行に努める。

第５項 道路啓開

１ 方 針
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地震発生直後の緊急活動を行うために必要である道路には、自動車、落下物等の障害物の散在に加え、

路面の亀裂、陥没等の破損が生じており、これらを修復すること が人命救助、消火及び救護活（道路啓開）

動を円滑に行うための必須条件である。

これらを制約された条件下で効果的に行うために、道路管理者を始め関係機関が協議のうえ、あらかじ

め地域防災計画に定められた関係機関の応援活動を支える路線を選定し、これらを緊急輸送道路ネットワ

ークとして位置付け、各道路管理者において関係機関・業界の協力のもと迅速な啓開作業を実施する。

２ 対 策

（１） 緊急輸送道路の選定基準

［市・国・県］

① 選定基準

緊急輸送道路の選定基準を以下に示す。

ア 高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡するインターアクセス道路等であって、震災発生

時に県内を広域的にネットワークする幹線道路であること。

イ 救援活動の基幹となる広域的幹線道路であること。

ウ 本庁舎、出先庁舎を結ぶ主要幹線道路を確保するため定めた道路であること。

エ 救援物資等の備蓄倉庫及び集積地点 を結ぶ道路であること。（空港・港湾等）

オ 主要公共施設 、警察署、自衛隊の庁舎及び消防署を結ぶ道路であること。（病院、血液センター等）

カ 道路幅員は、原則として２車線以上を有するものであること。

② 緊急輸送道路の種類

緊急輸送道路は、地震発生後の緊急輸送の確保の観点から広域的な役割を果たすもの、地域内の災

害応急対策の輸送を果たすもの等、その役割から次のとおり区分してネットワークを構築する。

ア 第１次緊急輸送道路

市庁所在地・空港等広域物流拠点を連絡し、広域の緊急輸送を担う道路

イ 第２次緊急輸送道路

第１次緊急輸送道路と、主要な防災拠点 を（県、行政機関、公共機関、警察署、消防署、自衛隊等）

連絡する道路

ウ 第３次緊急輸送道路

第１次・第２次緊急輸送道路と防災拠点を連絡する道路

（２） 緊急輸送道路の指定

［市・国・県］

市は、あらかじめ関係法令等を参考にし、国土交通省中国地方整備局、西日本高速道路㈱、県警察、

県及び市関係部局と協議の上、それぞれが管理する幹線道路を中心として（１）に規定する選定基準

に基づき地域防災計画に定められた関係機関の応急活動を支える路線を選定し、これらを有機的に連

絡させた緊急輸送道路ネットワークを指定しておく。

また、この緊急輸送道路は、選定基準に基づき必要に応じ変更する。

（３） 緊急輸送道路の啓開

［市・国・県・県警察］
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① 各道路管理者は、地震発生後直ちにあらかじめ指定した緊急輸送道路について優先的に道路パト

ロールを行い、それぞれが管理する道路の被害状況を調査し、地震の発生地域や被害状況を勘案し

たうえで車両通行機能の確保を前提とした早期の復旧作業に努める。

この場合、２車線復旧を原則とするが、やむを得ない場合には１車線とする。また、適当な場所

に待避所を設けるとともに、橋梁については必要に応じて仮設橋梁の設置を検討する。

② 市は、市内の道路の被災状況などの情報把握に努めることとし、特にあらかじめ指定した緊急輸

「岡山県道路送道路については、市、県、岡山国道事務所、西日本高速道路㈱等において構成する

を積極的に活用する。情報連絡会」

③ 市は、 岡山県建設業協会など関係団体との間に応援協定等を締結し、障害物の除去や応援復（社）

旧等に必要な人員、資機材等の確保に努める。

④ 市及び県警察は、啓開作業を実施するにあたり、路上の障害物の除去が必要な場合には、消防機

関及び自衛隊等の協力を得て実施する。

第６項 交通の確保計画

１ 方 針

広域交通規則対象道路を中心に緊急交通路を指定し、緊急通行車両の通行の確保と交通整理要員及び必

要な資機材を確保する。また、住民に対する災害発生時の対応について啓発を行うとともに、帰宅困難者

の混乱防止・帰宅支援を行う。

２ 対 策

（１） 陸上交通の確保

［県・県公安委員会］

緊急通行車両を確認し緊急通行車両の標章及び証明書を交付する。

なお、県公安委員会においては、緊急通行車両の事前届出により緊急車両等事前届出済証を交付し

て、緊急通行車両の確認手続の簡素・効率化を図る。

［県公安委員会・県警察］

① 緊急交通路の指定による緊急通行車両の通行の確保

ア 緊急交通路を指定し、消防機関、県警察、救護関係の緊急通行車両が円滑に通行できるよう道

路機能を確保する。

イ 緊急交通路において通行を不能とする放置車両、道路上の障害物がある場合は、道路管理者、

重機保有事業所等の協力を得て優先的に撤去する。

ウ 広域緊急援助隊 の支援が必要な場合は、派遣を要請する。（交通部隊等）

エ 被災地における緊急通行車両の円滑な運行を確保するため、必要な区域又は道路の区間を指定

して一般車両の通行を規制する。

② 緊急通行車両の届出確認

緊急通行等車両事前届出制度について周知及び適正な運用を図るとともに、災害時における緊急通

行車両の確認事務の迅速、適正な処理に努める。

③ 交通広報

ア 交通規制の状況に関する情報提供や交通総量の抑制について、道路交通情報板等を活用すると
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ともに日本道路交通情報センター、マスコミ等による広範囲な広報活動を実施する。

イ 規制現場措置として、迂回路マップ等を活用してドライバーに対する現場広報を実施する。

ウ 住民等に対し、災害発生時のドライバーとしての対応についての意識啓発に努める。

［県・県警察］

① 交通整理要員及び関係資機材の確保

県、県警察は、岡山県警備業協会との協定の締結等による交通誘導等の整理要員や誘導資機材の確

保等、必要な措置を講じる。

② 県警察は、電源の切断等により交通信号機が使用できない場合に備え、県南主要交差点に交通信

号機用非常電源装置を設置する。

［市・県］

（ヘリポート基地の併設が被災地及びその周辺の交通量を極力制限するため救援物資の集積所を確保

するとともに、被災地域には小型貨物車両により効果的な搬送を行う。望ましい）

［道路管理者］

管理する道路等に被害が出た場合、応急の復旧を図る。また、道路施設の破損等により危険が生じ

たときは、県警察と協議して区間を定め、通行の禁止又は通行の制限を行うとともに、応急復旧工事

の実施が困難な場合は、県又は県を通じて自衛隊に応援を要請する。

［自衛隊及び消防機関］

自衛官及び消防職員は現場に警察官がいない場合、緊急通行車両の通行の確保のための措置を行う。

［鉄道事業者］

線路、橋梁等に被害が発生した場合は、列車の避難等を行うとともに応急復旧に努め、独力での復

旧が困難な場合は、県を通じて自衛隊に応援を要請する。

［住民等］

被災地域及びその周辺において実施される警察官等による交通整理の指示に従うほか、被災地域に

おける一般車両の走行を極力自粛する。

（２） 海上交通の確保

［海上保安部］

水島海上保安部及び玉野海上保安部は、航路標識の破損、水路水深の異常等が発生した場合は、応

急措置を講ずるとともに関係機関へ通報し、関係者への周知に努める。

また、海難の発生等により危険が生じたときは、必要により船舶交通の規制又は禁止を行う。

［県］

県は、海上保安部等の関係機関と連携をとり、海上交通確保に必要な輸送路の選定等の調整を行う。

また、市又は港湾及び漁港の管理者から油の流出による火災の鎮圧、水路、航路の確保のための措
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置の実施等、海上交通の確保のため必要な措置の実施について応援要請があったときは、自衛隊、海

上保安部等に対し応援を要請する。

［港湾及び漁港の管理者］

港湾及び漁港の管理者は、管理する港湾、漁港について障害物の除去、応急修理等の輸送確保のた

めの応急措置を講ずる。

（３） 航空交通の確保、ヘリポート基地の整備・確保

［市・県・防災関係機関等］

市・県・防災関係機関等は、相互に連携し、ヘリポート基地等の整備確保に努める。

［岡山空港管理事務所］

岡山空港管理事務所は、滑走路、誘導路、エプロン又は空港保安施設が被害を受け、航空機の離着

陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちに使用を一時停止する措置をとるとともに応急工事

を実施する。

［大阪航空局岡山空港出張所］

大阪航空局岡山空港出張所は、前記により施設の利用を一時停止する措置を講じた場合は、航空機

（ に対し、必要な情報を提供する等により航空交通の安全に努める。乗組員）

（４） 帰宅困難者対策

［市・県・防災関係機関等］

市・県・防災関係機関等は連携し、適切な情報提供、避難所の開設などにより帰宅困難者の不安を

取り除き、社会的混乱を防止する。また、徒歩帰宅者のための支援策を講じる。

第７項 消火活動に関する計画

１ 方 針

大規模地震による火災が広域的に同時多発することを前提とし、円滑な広域応援を受ける体制を確立し

た活動計画を行う。

２ 対 策

（１） 消火活動対策

① 火災発生状況等の把握

市長又は消防局長は、消防職 員を指揮し、管内の消防活動に関する次の事項について情報を収（団）

集する。

ア 延焼火災の状況

イ 自主防災組織の活動状況

ウ 消防ポンプ自動車その他の車両の通行可能道路

エ 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利活用可能状況

② 消火活動の留意事項
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市長又は消防局長は、関係防災機関と相互に連絡をとりながら、次の事項に留意し消防活動を指揮

する。

ア 延焼火災件数の少ない地区は、集中的な消火活動を実施し、安全地区を確保する。

イ 多数の延焼火災が発生している地区は、住民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避難路の

確保等住民の安全確保を最優先とする活動を行う。

ウ 危険物の漏洩等により災害が拡大し又はそのおそれのある地区は、住民等の立入禁止、避難誘

導等の安全措置をとる。

エ 救護活動の拠点となる病院、避難場所、幹線避難路及び防火活動の拠点となる施設等の火災の

防御を優先して行う。

オ 自主防災組織が実施する消火活動との連携、指導を図る。

カ 巡回班を設け、地震発生後の火災発生に備え自主防災組織等と連携のうえ、被災地区を警戒す

る。

③ 応援要請

火災の状況又は災害の規模により、市の消防力では防御が著しく困難な場合は次により応援要請を

行う。

［市］

市長は、岡山県下消防相互応援協定第５条に基づき、他の市町村長等に応援要請を行う。

［県］

知事は、県内の消防力のみでは対処できない場合には、消防庁長官に対し、緊急消防援助隊又は

に基づく他の都道府県及び消防機関所有のヘ「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」

リコプターの派遣等を要請する。

（２） 消防の応急体制の整備

① 応援隊の対応専任者

ア 応援隊の受入れにつき、県災害対策本部や派遣自治体等との連絡調整にあたる専任者を配置す

る。

イ 専任者の任務については、おおむね次のとおり。

（ア）緊急消防援助隊等の対応

（イ）応援ルートの選定及び終結場所の選定

（ウ）応援隊に関する各種連絡

② 応援隊等の指揮命令

応援隊等の指揮命令は、被災地である岡山市の市長又は市長から委任を受けた消防局長がとる。

③ 消防部隊相互の通信体制

無線交信における県内消防、県外消防及び全国共通波の使用周波数の運用を定める。

④ 情報の収集・連絡体制

大規模災害における各現場の出動部隊等との情報の収集・連絡体制の確立を図る。

第８項 危険物施設等の応急対策計画

１ 方 針
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地震により、石油類、高圧ガス、火薬類及び放射性物質等の施設が損壊あるいは火災等による危険な状

態が発生した場合は、防災関係機関及び施設管理者において安全措置を講ずる。

２ 対 策

（１） 石油類施設の応急対策

① 施設管理者の措置

ア 施設の状況により石油類を安全な場所に移動し、注水冷却する等の安全措置を講じる。

イ 自衛消防隊その他の要員により初期消火活動や延焼防止活動を実施する。

ウ 市、県警察等に通報するとともに付近住民に避難の周知を図る。

② 市及び関係機関の措置

［市・消防機関］

ア 施設管理者に対し危害防止の指示をし、又は自らその措置を講じる。

イ 警戒区域を設定し、住民の立入制限、退去等を命令する。

ウ 消防隊を出動させ、救助及び消火活動を実施する。

［県］

ア 他の市町村に対して応援の指示をし、場合によっては自衛隊の派遣を要請する。

イ 化学消火剤等の必要な資機材を確保する措置を講じる。

［県警察］

ア 被災者等の救出救助を行う。

イ 施設周辺を警戒し、交通の確保を行う。

（２） 高圧ガス施設の応急対策

① 施設管理者の措置

ア 施設の状況により設備内のガスを安全な場所に移動し、充填容器が危険な状態となったときは

安全な場所に移動し、又は水 中に埋める等の措置をする。（地）

イ 市、県警察等に通報するとともに付近住民に避難の周知を図る。

② 市及び関係機関の措置

［市・消防機関］

ア 施設管理者に対し、危害防止の指示をし、又は自らその措置を講じる。

イ 警戒区域を設定し、住民の立入制限、退去等を命令する。

ウ 消防隊を出動させ、救助及び消火活動を実施する。

エ 施設管理者（コンビナート製造業者、液化石油ガス販売業者を除く）に対し高圧ガス製造施設、

貯蔵所、販売所の全部又は一部停止を命令する。

オ 施設管理者（コンビナート製造業者、液化石油ガス販売業者を除く）に対し製造、移動等を一

次禁止し制限する。

［県］

ア 施設管理者（コンビナート製造業者、液化石油ガス販売業者）に対し、高圧ガス製造施設、販
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売所の全部又は一部の使用の一時停止を命令する。

イ 施設管理者（コンビナート製造業者、液化石油ガス販売業者）に対し、製造、移動等の一時禁

止又は制限を行う。

ウ 他の市町村に対して応援の指示をし、場合によっては自衛隊の派遣を要請する。

［県警察］

ア 被災者等の救出救助を行う。

イ 施設周辺を警戒し、交通の確保を行う。

（３） 火薬類施設の応急対策

① 施設管理者の措置

ア 火薬類を安全な地域に移す余裕がある場合は、これを移し、かつ見張人をつける。

イ 火薬類を安全な地域に移す余裕がない場合は、水中に沈め、又は火薬庫の入口を密閉し防火の

措置を講じる。

ウ 市、県警察等に通報するとともに付近住民に避難の周知を図る。

② 市及び関係機関の措置

［市・消防機関］

ア 施設管理者に対し、危害防止を指示するとともに自らその措置を講じる。

イ 警戒区域を設定し、住民の立入制限、退去等を命令する。

ウ 消防隊を出動させ、救助及び消火活動を実施する。

［県］

ア 施設管理者に対し、製造施設又は火薬庫の使用の一時停止を命令する。

イ 施設管理者に対し、製造、移動等の一時禁止又は制限を行う。

［県警察］

ア 被災者等の救出救助を行う。

イ 施設周辺を警戒し、交通の確保を行う。

（４） ばい煙発生施設又は特定施設等の応急対策

① ばい煙発生施設又は特定施設等の設置者の措置

ア 施設が危険な状態になったとき又は事故発生時には、直ちに作業を中止し、必要な応急措置を

講じる。

イ 知事又は市長に通報するとともに、付近の住民等に避難するよう警告する。

② 市及び関係機関の措置

［市］

有毒ガス等に係る事故発生時には、関係法令等に基づき特定施設等（処理施設を含む）の設置者に

対し、拡大防止のために必要な措置を講じるよう指示する。

また、地域住民の健康に被害を及ぼすおそれがあると認められる場合は避難の勧告、指示等を行う。
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（５） 放射性物質の応急対策

① 取扱者の措置

事故の状況により、文部科学省、経済産業省及び消防庁並びに県内関係機関へ通報するとともに次

の応急措置を実施する。

ア 異常事態発生に伴う放射線モニタリング

イ 消火及び当該放射性物質への延焼防止

ウ 放射性物質の安全な場所への移動

エ 立入制限区域の設定及び立入制限

オ 汚染の拡大防止及び除染

カ 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出

② 市及び関係機関の措置

［市・消防］

ア 異常事態発生に伴う放射線モニタリング

イ 消火及び当該放射線物質への延焼防止

ウ 警戒区域の設定による立入制限

エ 避難若しくは避難の勧告、指示等

オ 汚染の拡大防止及び除染

カ 医療機関との連携による放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出

キ 地域住民等に対する広報

［県］

ア 他の防災関係機関と協力して応急対策を実施する。

イ 国の関係省庁等へ防災活動の要員及び資機材の応援を要請する。

［県警察］

ア 放射性物質事故情報の収集とその活用

イ 被災者等の救出救助及び屋内待避の措置

ウ 被災地域住民の避難等広報及び避難誘導

エ 警戒区域の設定による立入制限又は立入禁止措置

オ 迂回路の設定等必要な交通規制

第９項 災害警備活動に関する計画

１ 方 針

被災地域における社会的混乱や人心の動揺等が生じないよう、社会秩序の維持活動を行う。

２ 対 策

（１） 社会秩序の維持

① 市

市長は、市民がとるべき下記事項について呼びかけを行う。

ア 地域のパトロール
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イ 不法行為者の通報

ウ 警察等関係機関への協力

② 陸上防犯

県警察は、関係機関と連携を密にして次の措置をとる。

ア 駅、空港、物資集積場所、避難所、金融機関等の警戒

イ 鉄砲、刀剣類に対する確実な保管・管理等の指導

ウ 自主防犯組織に対する指導と連携によるパトロールの実施

エ 防犯活動等を装った不法行為者の取締り

オ 必要な地域への臨時交番の設置

③ 海上防犯

玉野海上保安部は、巡視船を配備し不法行為を取締る。

第１０項 緊急輸送計画

１ 方 針

緊急輸送に際しては、被災地内の状況把握のほか、そこに至る広域的な輸送ルートの確保のため輸送順

位を考慮するとともに、必要な要員、応援隊及び資機材等が円滑に輸送できる措置を講ずる。

２ 対 策

（１） 輸送ルートの確保

① 陸上輸送

［市]

ア 岡山市管内の高速道路、国道、県・市道等について早急に被害状況を把握し、障害物の除去、

応急復旧等を行い、道路機能の確保を図る。

イ 道路上の倒壊物等の除去は、道路管理者が民間 等の協力を得て早急に実施する。（土木建設業）

［県警察]

ア 県警察は、被災地直近はもとより広域的な交通規制を行い、必要により隣県警察の協力を得る。

イ 緊急通行車両の確認

（ア）知事及び公安委員会は、緊急通行車両の確認事務の調整を図り、緊急通行車両の標章等を

確保しておく。

（イ）公安委員会は、事前届出制により平常時から緊急通行車両の審査を行う。

② 海上輸送

陸上の状況によって、海上輸送が有効になる場合については、適切な運航が図られるよう関係機関

に要請する。

［市]

市は、旅客船及び貨物船事業者の協力を得て緊急輸送を行う措置を図る。

［港湾等の管理者]

港湾等の管理者は、港湾及びフェリー港について早急に被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧等

を行う。
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［県]

県有船舶を活用した輸送措置を図る。

③ 空路輸送

空輸による輸送が適切な場合は、関係機関のヘリコプター空輸に対応するため、ヘリコプター基地

の確保を図る。

［市]

空輸による輸送が適切な場合は、県に要請すると同時にヘリコプター基地の確保を図る。

［県]

岡山空港及び岡南飛行場の利用に備え、航空管制等の必要な調整を図る。

（２） 災害対策本部の輸送ルート調整

市・県災害対策本部は、輸送ルートに関する情報収集と適切な輸送ルートを判断し、防災機関等に

情報の提供又は指示をする。輸送ルートについては、県外からの応援隊、資機材等にも関連するため

県へ要請し、その情報は報道機関を通じて全国的に周知徹底を図る。

（３） 人員・物資の輸送順位

① 輸送第１段階

交通規制の地点においては、一般車両の被災地への進入を抑制をするなど緊急通行車両を優先させ、

輸送の円滑化を図る。

輸送第１段階では特に次の輸送に配慮するものとする。

ア 人命の救助等に要する人員、物資

イ 応急対策に必要な人員、資材

② 輸送第２段階

人命の救助活動及び応急対策の進行状況等を勘案して災害対応に必要な車両の通行措置を図る。

（食料、飲料水、衣服、寝具等）ア 救援物資

イ 応急復旧等に必要な人員、物資

第１１項 救援物資等の受入・集積・搬送・配分計画

１ 方 針

大規模な震災が発生した場合においては、全国に情報提供し協力を求めることとなるが、その際、不足

する物資、過剰物資を明確に伝え、混乱を防止する。

なお、受入地は被災地の外に設け、仕分作業の後、必要に応じ適切に搬送することとし、県、市、住民

の作業分担を明確にする。

また、陸上以外にも、海上、空からのルートについても検討し、特にヘリコプターの利用のための条件

整備を図る。

《参照》

○ 調達物資にかかる計画（資料編）



-102-

２ 対 策

（１） 必要とする物資等の把握・情報提供

［市］

市は、避難所等に不足している物資を各避難所の責任者から報告を受け、備蓄品で対応できない物

資あるいは自主調達できない物資の品目及び数量並びに把握した時間を県に連絡する。

また、避難所等を巡回し、避難者のニーズを把握する。

なお、避難所に届いた物資の品目及び数量を把握し、不足している物資の品目及び数量、過剰にな

。っている物資の品目及び数量をとりまとめ、市域内で調整の上、県に報告し、物資の有効活用を図る

［県］

県は、被災市町村の情報を速やかに把握し、県内で調達できない物資の種類と数量並びに県内の受

入地を国及び災害時における応援協定を締結している他の県に連絡し、応援を要請するとともに報道

機関の協力を受けて全国に協力を要請する。

また、その際、物資の梱包や送付方法の正確な広報に努めるものとする。

なお、届いた物資の品目及び数量の把握に努め、過剰となっている物資を国、協定県等に報告し、

全国に公表して協力・理解を得ることにより過剰な物資の流入を極力避ける。

［地域］

避難所の責任者は、避難所内の自治組織を通じる等により、当該避難所の被災者が必要とする物資

を把握し、市に連絡する。

なお、市が指定している避難所以外に避難している被災者、あるいは自宅にいる被災者が必要とす

る物資については平素から組織している地域組織によって把握し、避難所の責任者を通じて市に連絡

する。

（２） 物資の受入体制等

［市］

市は、あらかじめ集積場所として指定する公民館、小中学校体育館等の候補地の中から状況に応じ

て適当な集積場所を確保するとともに、職員を配置し、受入地から搬送された物資の保管及び避難所

等からの要請による必要な物資の配布を行う。

なお、市域内に集積場所が確保できない場合は、近隣非被災市町村に要請して集積場所を確保する。

［県］

県における物資受入地の候補地は、当面、次のとおりとし、震災の状況に応じて県が指定する。

なお、今後、全県を対象とする受入地の整備について検討する。

受入地候補地：岡南飛行場、岡山空港、笠岡市農道離着陸場、岡山港、宇野港、水島港、 西岡山ＪＲ

駅コンテナヤード、流通センター 等

県は、指定した受入地には職員を配置し、援助物資の受入作業及び品目毎に数十人分単位での仕分

作業を行い、順次集積場所へ搬送する。搬送作業の円滑化のため、必要に応じて県トラック協会に物

流専門家の派遣を要請する。

なお、物資の仕分けには大量の人員を要することになるため、ボランティアに協力を求める等によ
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り対応する。

［地域］

避難所等の住民は、物資の仕分け、避難所内での搬送・配布等を積極的に行うものとする。

（３） 輸送方法

［市］

市は、道路・橋梁等の被害状況を把握し、集積場所までの輸送ルートを設定し、図面等により県に

報告する。

また、安全なヘリコプター臨時離着陸場の確保を行い、その離着陸場の設置に当たっては、マニュ

アルに従い、安全面での支障がないようにする。

集積場所から避難所への輸送については、公用車、バイク等の輸送手段の確保に努めるとともに県

トラック協会等に協力を要請し行う。

［県］

県は、受入地から集積場所への道路を緊急交通路として指定を受けられるよう事前に手続きをして

おき、災害発生時の迅速な同道路の指定を受けて一般車両の通行を規制する。輸送にあたっては、県

トラック協会に協力を要請するとともに必要な場合は公用車によっても対応する。陸上ルートが遮断

された場合等にあっては、海上ルートやヘリコプターの利用等により輸送することとし、漁業事業関

係者あるいは自衛隊への協力要請、民間航空事業者との協定等により輸送体制を確保する。

（４） 物資の配付方法

［市］

避難所に搬送された物資は、各避難所の維持管理責任者の指示により、各自治会組織を通じて配布

する。なお、配布に当たっては、災害時要援護者等を優先する。また、自宅等避難所以外で避難生活

を送っている被災者については、広報車や地域組織を通じる等により、援助物資を避難所に取りに来

るように情報伝達し、配布するとともに、避難所まで取りに来ることが困難な者に対しては、地域組

織の協力を得る等の方法により届けるものとする。

［地域］

避難所以外で生活をする被災者に対して援助物資等の情報を提供するとともに、特に援助を必要と

する者に対して援助物資を届ける等の支援を行う。
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物資等のルート◆

報道機関を通じた情報 県内の情報
全 国 等 被

災報道機関を通じた情報

国 県
派遣

不足物資・過剰物資の情報・
県 受 集 被 避 居避難所情報

災 宅
内 入 積 地 難 生物資情報 調査 調査

市 活
他 地 地 町 所 被

業務 業務 村 業務 自必身 災
地 ・仕分 ・保管 ・ 治要体 者

・発送 ・発送 避難所毎への輸送 配布 組な障
域 織場害

で合者分類要員 輸送要員 配布要員

輸は等ボランティア

送

第１２項 ボランティアの受入・活用計画

１ 方 針

災害時には、被災地内外からのボランティアによる多種の救援活動の申し出があると予想される。この

ため、それぞれのボランティア活動が円滑に行われるよう、ボランティアに対するニーズを把握するとと

もに、日本赤十字社岡山県支部、県、市町村社会福祉協議会等と連携を保ちながら、ボランティア申出者

の調整ができる体制を整備する。

２ 対 策

［市］

市災害対策本部は、避難所等のボランティアニーズを把握し、市社会福祉協議会が設置するボラン

ティア現地本部に情報の提供を行う。

［県］

県災害対策本部に総合ボランティア班を設け、市町村、日本赤十字社岡山県支部、県・市町村社会

福祉協議会及び県内各大学と連携を保ち、被害状況等情報を交換しながら、生活支援、医療等の各分

野ごとのボランティアを所管する組織を統括し、連絡調整を行うとともに、当該班に申出があったボ

ランティアを分野毎のボランティアを所管する組織に振り分ける。

また、総合ボランティア班は、必要に応じて報道機関の協力を得て、必要とするボランティアの種

類・人数等について全国に情報提供し、参加を呼びかける。

［日本赤十字社岡山県支部 ］

日本赤十字社岡山県支部は、先遣隊等による情報を県に連絡するとともに、独自に養成し又は募集

したボランティアにより、救助活動を行う。

なお、ボランティアの募集、受付及び派遣にあたっては、県災害対策本部の総合ボランティア班と
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連携を取りながら行うものとする。

［社会福祉協議会］

県・市町村社会福祉協議会は、災害時要援護者等を中心とした被災者の生活支援における一般ボラ

ンティア活動の円滑な実施を図るため、必要と判断した場合は、それぞれ次の体制を整備する。

① 県社会福祉協議会本部は、ボランティア県本部を設置し、次の業務を行う。

ア ボランティアに関するニーズ についての情報収集提供（種類、人数等）

イ 広域的なボランティアの受付、指導、コーディネート等

ウ 県内の他市町村社会福祉協議会及び他県の社会福祉協議会への協力要請等の連絡調整

エ 県災害対策本部や市町村災害対策本部との連絡調整

オ その他ボランティア現地本部及びボランティア救援本部の活動の支援に関すること

② 被災市町村の社会福祉協議会は、ボランティア現地本部を設置し、次の業務を行う。

ア 被災地のボランティアニーズの把握

イ ボランティアの受付及び登録

ウ ボランティアのコーディネート

エ ボランティアに対する具体的活動内容の指示

オ ボランティアリーダー及びボランティアの派遣

カ ボランティア活動に必要な物資・活動拠点等の提供等

キ ボランティア活動の拠点等の提供

ク ボランティアが不足する場合における必要な種類及び人数を示してのボランティア県本部又は

救援本部への派遣要請

ケ その他ボランティア活動の第一線の拠点としての活動

③ 被災市町村のボランティア現地本部が被災により機能を充分果たせない場合、その近隣市町村の

社会福祉協議会は、ボランティア県本部及び当該現地本部と協議の上、ボランティア救護本部を設

置し、当該現地本部の機能の一部又は全部を担う。

［専門分野のボランティア関係機関等］

救助、消火、医療、看護、介護、通訳、翻訳等の専門知識・技術を要するボランティアについては、

当該ボランティア活動に関係する団体等が、それぞれ受入・派遣に係る調整等を行う。

［ボランティアの健康に関する配慮］

① 市町村、関係機関等は、それぞれのボランティアが自らの健康状態等を的確に判断し、無理のな

い範囲で活動するような環境づくりを行う。

② 市町村、関係機関等は必要に応じ、医師、看護師等の派遣、救護所の設置、健康相談の実施等の

措置を講じる。

第３節 民生安定活動

第１項 災害時要援護者対策計画

１ 方 針
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被災後は、すべての対策について、災害規模や状況に応じた災害時要援護者等のための配備を十分に行

う。市は、災害時要援護者の特性に応じた避難先を確保し、医療・福祉対策との連携の下での速やかな支

援の実施を図る。また、避難生活においては、できる限り自立した生活を過ごすことができるような支援

をすることとする。

２ 対 策

（１） 災害時要援護者対応体制

［市］

災害時要援護者等対策を行うに当たっては、災害時要援護者等対策を行うチームを組織するものと

し、市独自での対応が困難な場合は、県又は他の市町村へ応援を要請する。

［県］

県は、災害応急対策を行うにあたっては災害時要援護者支援班を組織し、市町村の応援要請に基づ

いて他市町村又は他県に応援を要請するとともに、災害時要援護者対策の総合的な調整を行う。

（２） 迅速な避難

［市］

市は、消防機関、県警察等と連携し、あらかじめ定めた避難計画に従って、地域住民が災害時要援

護者とともに避難するよう配慮するものとする。

また、社会福祉施設、災害時要援護者 を雇用する事業所等について、災害時要援護者 の的確な等 等

状況の把握に努め、他の社会福祉施設や他市町村、県等との連携のもとに迅速な避難が行われるよう、

当該施設等の管理者を指導する。

［県］

県は、被災市町村及び被災施設等の的確な状況の把握に努め、他の社会福祉施設や市町村、他府県

等との連携のもと、迅速かつ円滑な避難が行われるよう、次の支援を行う。

① 県内外の他施設への緊急避難について情報収集、提供

② 県内市町村又は各施設への避難受入、要員派遣の依頼

③ 他府県への応援要請

［関係防災機関］

社会福祉施設の管理者及び職員は、あらかじめ定めたマニュアルに基づき入所者の避難を行う。

避難にあたっては、できるだけ施設近隣住民の協力を求め、迅速な避難に努める。

［地域］

地域住民は、地域の災害時要援護者 の避難誘導について地域ぐるみで協力支援するものとする。等

（３） 避難後の対応

［市］

市は災害時要援護者等を支援するため、あらかじめ定めた避難支援プランに従い、次の措置をとる。



-107-

① 地域社会の協力を得て速やかに災害時要援護者等の安否確認を行うとともに、それぞれが必要と

する支援内容を把握する。

② ボランティア等生活支援のための人材を確保し、必要に応じて派遣する。

③ 障害の状況等に応じた情報提供等を迅速かつ的確に行う。

④ 特別な食料 を必要とする者に対し、その確保・提供を行う。（柔らかい食品、粉ミルク等）

⑤ 避難所・居宅の必要資機材 を避難所又は居宅へ（車いす、障害者用トイレ、ベビーベット、ほ乳びん等）

迅速に設置・提供する。

⑥ 避難所・居宅へ相談員を巡回させ、災害時要援護者等の生活状況の確認、健康・生活相談等を行

う。

⑦ 避難所又は在宅の災害時要援護者等のうち、老人福祉施設、医療機関、児童福祉施設等への二次

避難を要する者について、当該施設への受入要請等必要な措置をとる。

⑧ 市において、対応者が不足する場合は県に支援の要請をする。

また、社会福祉施設からライフラインの復旧の要請があった場合、ライフライン事業者に対して優

先的復旧の要請を行う。

［県］

県は、必要に応じ、又は市町村の要請に基づいて市町村を支援するとともに、他市町村、県内の他

施設、関係団体及び他県に対し、応援要請する。

また、社会福祉施設へのライフラインの優先的復旧が図られるよう、ライフライン事業者へ要請を

行う。

［社会福祉施設］

社会福祉施設は、不足する物資、マンパワーについて、他施設、市町村、県に応援を要請する。

［地域］

避難住民は、避難所又は地域で災害時要援護者等を支援しながら、ともに協力して生活するものと

する。

なお、避難所では災害時要援護者等の意欲保持のため、住民の一人として何らかの役割を果たして

もらうよう配慮するものとする。

（４） ２次避難

［市］

市は、それぞれの災害時要援護者 の状況に応じて県内外の施設等へ受入を要請するとともに、市等

で対応が困難な場合は他市町村又は県へ応援を要請する。

［県］

県は、他県を含む広域的な範囲で災害時要援護者 の特性に応じた二次避難場所の確保に取り組む等

ものとする。

［社会福祉施設］
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社会福祉施設は、被災した社会福祉施設、市町村、県の要請に応じて、自らの施設入所者の処遇を

確保しつつ、可能な限り被災した災害時要援護者等を受け入れるものとする。

第２項 被災者に対する情報伝達・広報計画

第１ 情報伝達体制

１ 方 針

被災者への情報伝達については、新聞、ラジオ、テレビ等のマスコミを通じて、あるいは避難所への掲

示、広報車、インターネットホームページ等により行う。

特に、避難所避難者への情報伝達等については、避難所の維持管理責任者を窓口にし、避難者の自治組

織を通じる等により伝達等を行う。

広報に当たっては、関係機関相互の連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。

２ 対 策

（１） 被災者への情報伝達

［市］

広報車や自主防災組織等を通じ、事前に定めた広報事項について広報を行うとともに、必要に応じ

県に広報の要請を行う。

なお、広報事項の主なものは、次のとおりである。

① 災害の発生状況

② 避難準備情報、避難勧告、避難指示

③ 地域住民等のとるべき措置等の呼びかけ

④ 災害応急対策の状況、復旧見込み

⑤ 道路情報、医療情報その他の生活情報

⑥ その他必要事項

［県］

県は、県の判断及び市からの要請により、報道機関の協力を得て広報を行う。広報事項とその優先

順位、広報案文及び情報の混乱を避けるための関係機関との調整方法等について事前に定めておき、

適切かつ迅速な広報に努めるものとする。

なお、広報事項の主なものは、前記市の広報事項と同様とする。

［ライフライン事業者］

ライフライン事業者は、水道、電気、ガス等の被害状況、復旧見込み等生活関連情報について、各

自の責任において広報する。

なお、適宜、県・市にこれらの情報提供をするものとする。

（２） 避難所避難者への情報伝達等

［市］

市は、効果的な手段による避難者への情報伝達と避難者の情報へのニーズの把握に努めるため、次

の事項を内容としたマニュアルを作成しておく。



-109-

① 情報伝達・収集体制及び自治組織の関わり方

② 本部との連絡方法の確保

③ 本部等へ連絡すべき事項、連絡様式

④ 収集すべき避難者等の情報、収集・報告様式

⑤ 避難所内に伝達する情報の内容、周知・伝達方法（放送設備利用、掲示、自治組織を通じる等）

及び必要な様式

⑥ その他必要事項

（３） 避難者の安否確認への対応

［市］

市は、住民の安否情報を各避難所単位で収集し、災害対策本部において一元的に管理して、専用窓

口で一般住民等からの安否照会に対応する等、あらかじめその対応方法について定めておく。

なお安否照会の対応には、業務に支障が出るのを避けるため、職員の配置と専用電話を設置するも

のとする。

第２ 報道関係への対応

１ 方 針

被災者等に正確な情報を速やかに伝達するために、報道機関の協力を得るものとする。

また、救助活動に伴うサイレントタイムを設定する必要がある場合の対応方法について、報道機関と事

前に協議しておく。

２ 対 策

（１） 情報の提供及び報道の要請

［市］

市災害対策本部は、報道機関を通じて情報提供するとともに、報道を要請するため、県と同様に情

報内容、体制について整備しておくこととし、県災害対策本部と調整を図るものとする。

① 市災害対策本部は、次の情報を報道機関に提供する。

ア 地震被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する情報

イ 救助活動に関する情報

ウ 交通施設等の復旧状況、医療情報などの生活関連情報

エ 被災者の安否確認に関する情報

オ その他の関係情報

なお、情報提供・報道要請にあたっては、次の点に配慮する。

（ア）関係各部は、関連する情報を収集整理して報道機関へ提供できるよう事前に情報の種類、

収集の方法、発表の様式等を定めておく。

（イ）報道機関からの照会に対応できる体制を整備する。

（ウ）報道機関へ情報を提供する場合には、県と連絡を取り合い、情報の錯綜を生じないように

する。
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［県］

県災害対策本部は、災害情報を一元的に報道機関へ提供し、また、必要な場合は、報道することを

要請する。

［ライフライン事業者］

ライフライン事業者は、県に準じて、ライフラインや交通の復旧状況等について適宜、情報提供・

報道要請するものとする。

（２） サイレントタイムの設定

［市］

市は、県の示した指針に沿って、サイレントタイム設定マニュアルを策定しておく。

［県］

県は、生存者の発見を効率的に行うため、救助活動に直接関係ないヘリコプターの運行等を一定時

間規制する、サイレンとタイムの設定に関するマニュアルの作成指針及び報道機関等への協力要請方

法等について、あらかじめ報道関係機関と協議して作成する。

第３項 風評・パニック防止対策計画

１ 方 針

災害時の混乱防止ため、迅速に正確な情報伝達を行い、風評・パニック防止を図る。

２ 対 策

（１） 発生防止対策

［市］

① 市は、被災地及び避難所等に定時的に貼紙、又は車両巡回による広報手段により情報提供の均一

化を図る。

② 市は、報道機関の協力を得て情報の周知に努める。

（２） 風評解消対策

［市］

市は、風評の事実、又は歪曲した内容の情報を入手した場合には、その時点の状況に応じた広報手

段により速やかに適切な措置をする。

第４項 食料供給・炊き出し計画

１ 方 針

大規模震災においては、ライフラインが破壊されるため、食品供給のマニュアルに基づき災害時要援護

者等へ十分配慮するとともに、食品の迅速かつ的確な確保、供給を行う。

なお、マニュアル策定は以下の事項を盛り込むものとする。

①体制の明確化及び複数による救援活動ができる体制

②被災直後からの食品の確保、供給システムのマニュアル化
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③避難体制との連携

④県、他市町村からの援助食品等の円滑な受入れ体制の確保

⑤避難者の健康保持、疾病悪化に配慮した食料供給

２ 対 策

［市］

市において事前に策定しているマニュアルに基づき、被災者への食品の供給のために必要な緊急食

料等の調達を次により行う。

①被災者に対して供給する食料、食材等の品目、量の決定と供給

②備蓄、食品加工業者、外食産業等からの調達及び供給の実施

③炊き出しに必要な場所 の確保及び整備（調理施設・避難所等）

④炊き出しに必要な責任者、実施人員の決定・確保

⑤必要に応じ、県への食糧、食材、資材等の調達の要請

⑥援助食料集積地を指定し、責任者等受け入れ体制を確立

⑦供給ルート、運送体制の確立

⑧避難所毎の被災者、自治組織等受入れ態勢の確立

⑨被災者への食料の供給方法 の広報の実施（配分・場所・協力体制等）

⑩ボランティアによる炊き出しの調整

［県］

県は、事前に策定している計画及びマニュアルに基づき、被災者の食料の供給のために必要な緊急

食料等の調達を次により措置する。

①被災地への援助食品の受入集積地の決定

②市町村からの要請に基づく食品等の品目の決定と協定等に基づく供給等の要請

③食品販売業者等との協定等に基づく調達

（食料等の調達、輸送）④国、他県、日赤等への協力要請

⑤他の市町村の応援の調整

［国］

中国四国農政局（農林水産省）は、事前に策定しているマニュアル等に基づき、被災者の食料の供

給のために必要な緊急食料等の調達を次により行う。

①県の要請に基づく米穀の調達（農林水産省本省）

②県内で救援食料の供給が確保できない場合の供給対応

第５項 飲料水の供給計画

１ 方 針

市域内において、被災住民の飲料水の供給に努める。最低必要量 供給を要する人口×約３ の水（ ／日）

の確保ができない場合は、県へ速やかに応援を要請する。

２ 対 策
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［市］

市水道事業管理者は、あらかじめ定められたマニュアルに従い、飲料水の確保が困難な地域におい

て臨時給水所を設置し、給水車等により応急給水を行うとともに、住民に対して給水場所や給水時間

等について広報する。

この場合において、給水にあたって医療機関から要請があったときは、優先的な給水に配慮する。

なお、甚大な被害が発生し、住民の飲料水を確保することが困難な場合は、日本水道協会の相互応

援対策要綱に基づき近隣市町村等に支援要請を行うとともに、県に次の事項を示して調達斡旋を要請

する。

①給水を必要とする人員

②給水を必要とする期間及び給水量

③給水する場所

④必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量

⑤給水車両のみ借上げの場合はその必要台数

また、自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、保健所と協力し、衛生上の注意を広報する。

地震発生後、約８日を目途に仮設共用栓等を設置し、最低の生活に必要な水を供給するよう努める。

その場合の供給水量は、１人１日 リットル程度を目標とする。２０

［県］

県は市から飲料水及び応急給水用資機材等の調達について要請があったときは、近隣市町村、近隣

県、自衛隊又は国に対し協力の要請をするとともに、これらの者による支援活動に係る調整を行う。

また、災害の程度及び救助活動の実施状況の把握に努め、適切な給水活動が行えるよう市町村に対

し指示、指導を行う。

［住民］

住民は、地震発生後３日間程度は貯えた水等をもってそれぞれ飲料水を確保するよう努めることと

し、飲料水が確保できない場合は市等の応急給水により確保する。

また、地域内の井戸・湧水等を活用して飲料水の確保に努める。この場合においては、特に衛生上

の注意を払う。

市等の実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬・配分を行う。

第６項 生活必需品等調達供給計画

１ 方 針

震災発生により必要となる物品は、個人で確保することが肝要であるが、確保できない場合を想定し、

市及び県は特定の生活必需品について確保し、供与する。

２ 対 策

［市］

市は、災害時において被災者への生活必需品の給 与の必要がある場合は、次により給 与す（貸） （貸）

る。

①市の備蓄品の放出
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②生活必需品取扱業者等との協定等に基づく調達

③県への応援要請

④相互応援協定締結市への応援要請

［県］

県は、市から生活必需品の応援要請があったとき、又は県が独自の判断において次により物資を調

達・斡旋する。

①生活必需品取扱業者等との協定に基づく調達

②相互応援協定締結県への応援要請

③調達が困難な物資の国への斡旋の依頼

［日本赤十字社岡山県支部］

日本赤十字社岡山県支部は、被災者に対し、毛布、日用品セット、バスタオル等を支給する。

［住民等］

住民等は、各自の備蓄品、非常持出品、又は調達により対応できる場合は当該必需品で対応し、備

蓄品、非常持出品又は調達により対応できない場合には市に給 与を申請する。（貸）

なお、その際においては、できるだけ各自の備蓄品等を相互に融通し合って対処するよう努めるも

のとする。

第７項 死体の捜索・処理・埋葬計画

１ 方 針

死体の捜索・処理・埋葬等に関し、マニュアルに基づき実施する。

なお、マニュアルは下記事項について定める。

①死体捜索体制の確立、必要機器の確保

②死体安置場所の確保体制

（火葬）③他市町村等及び隣県の協力による埋葬

④柩、骨壺、ドライアイス等の確保体制

２ 対 策

［市］

（１） 死体捜索・処理体制の確立、必要機器の確保

① 市は、県警察、防災関係機関、自主防災組織等の協力を得て死体の捜索を行い、発見した場合は

速やかに収容する。また、海上保安部の発見した死体の引き渡しを受ける。死体は、県警察・医師

・法歯科医に依頼し、検視 及び医学的検査を行うとともに、検視等の終了した死体について（見分）

は、概ね次により処理する。

ア 死体の身元識別のため、死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

イ 死体の身元識別のために相当の時間を必要とし、又は、死亡者が多数のため短時間に埋葬でき

（寺院等の施設利用、又は寺院、学校等の敷地に仮設）にない場合等においては、死体を特定の場所
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集めて埋葬等の処置をするまでの間、一時安置する。

なお、迅速に対応するため、捜査・処理体制・資機材（柩、骨壷、ドライアイスを含む。）の確保方法につ

いて、事前に計画をたてておく。

独力で対応できないときは、死体捜査等の実施及び実施のための要員・資機材について、県又は② 市は、

他市町村に応援を要請する。要請に当たっては、次の事項を示すものとする。

ア 死体捜索、死体処理、埋葬の別とそれぞれの対象人数

イ 捜索地域

ウ 埋葬施設の使用の可否

エ 必要な輸送車両の数

オ 死体処理に必要な資機材の品目数量

［県］

県は、市から要請があったときは、捜査、処理等必要な要員・資機材、死体安置場所、火葬場等の

確保について、必要に応じ、他市町村に対し応援するよう指示し又は他県や自衛隊に対して応援を要

請するものとする。

また、県内の全火葬場の火葬能力（１日平均火葬数と火葬時間を延長した場合の最大火葬可能数）

及び最寄のヘリポート予定場所について把握しておくとともに、必要資材（柩、骨壷、ドライアイス

を含む。）について、緊急時の手配先と調達可能数量を調査しておく。

死体の搬送等について市町村から要請を受けた時は、県トラック協会へ死体の搬送及びそれに伴う

必要な物資の提供について応援を要請する。

（２） 死体安置場所の確保と死体の処理

市は、避難所として使用されている施設を除き、適当な場所に死体安置場所を設ける。また、死体

の処理につき事前の定めに従って安全・適切に行う。

（３） 火葬場の確保

市は、管内の火葬場の処理能力を調査しておく。

また、職員召集体制、勤務時間延長等の災害発生時（応援を含む）の特別対応対策について、事前

に計画を立てておくものとする。

東山斎場及び西大寺斎場並びに各斎場への進入路の被害状況調査を実施し、必要により他市町村か

らの応援を県に要請するものとする。

（４） 死体の搬送方法の確保

市は、事前に計画を立てた確保方法に基づき搬送用車両を確保する。

市は、管内の全火葬場の最寄りのヘリポート予定場所について、把握しておくものとする。

（５） 死体の埋葬

市は、実際に埋葬を行う者に棺、骨壺等の現物を給付することとする。

また、県警察・海上保安部の検視を終えた身元が判明しない死体の埋葬を実施する。
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なお、埋葬にあたっては次の点に留意するものとする。

① 身元不明の死体については、県警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたるとともに埋葬に

あたっては土葬とする。

② 被災地以外に漂着した死体等のうち身元が判明しない者の埋葬は、行旅死亡人としての取扱いと

し、埋葬にあたっては土葬とする。

③ 遺留品は、納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明し次第、縁故者に引き渡すものと

する。

［海上保安部］

玉野海上保安部は、市、県警察と連携をとりながら海上における死体の捜索を行う。

捜索が困難な場合は、県又は他市町村に対し必要な要員及び資機材の確保について応援を要請する。

第８項 ごみ・し尿処理計画

１ 方 針

震災時に発生するごみの処理については、市直営事業所と合わせて委託業者、許可業者等にも協力を依

頼するとともに、私有地等の一時借用によるごみの仮置場確保も検討する。

さらに、周辺市町村との応援協力体制により適正な処理能力を確保するとともに、ごみ、し尿処理関連

業界等の協力を得て、迅速に収集・運搬・処分できる体制の整備に努める。

２ 対 策

（１） 必要な資機材、人員、運搬経路の確保

［市］

市は、独自の資機材、人員による活動と併せ、民間のごみ処理及びし尿処理関連業界等との協力を

得て、必要な資機材、人員の確保を行うとともに被災地の生活環境を悪化させないため、収集車両の

運搬経路を確保する。

さらに、被害状況によっては、他の市町村の協力依頼をするとともに県へ調整の依頼を行う。

［県］

県は、市の要請に基づき、ごみ及びし尿の処理について全県的な調整を行うとともに必要に応じて

他の県へ応援を要請する。

（２） 避難所等被災地におけるごみ処理等

［市］

① 市は、ごみ等の処置について、次の処置を速やかに行う。

ア 臨時のごみステーション、ごみ仮置場を粗大ごみ・不燃ごみと可燃ごみを区分して定め、住民

や避難者に周知する。

イ 住民、避難者等の協力を得て、仮置場のごみの整理、飛散、流出の防止等の管理を行う。

ウ 粗大ごみ・不燃ごみの処理体制は生活環境を悪化させない程度の必要最小限にとどめ、可燃ご

みの処理体制を中心に置く。

エ 軽度若しくは未被災地域においても従来の収集体制の確保が困難なため、臨時収集体制の広報

を徹底する。
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オ トイレが使用不能となった場合、リース業者等の協力を得て仮設の共同便所を設ける。

カ 避難所等から排出されるし尿の収集処理を優先する。

キ 仮設トイレの設置にあたっては、高齢者、障害者にも配慮するとともに管理に必要な消毒剤、

脱臭剤等の備蓄を促進する。また、防犯面にも十分配慮するものとする。

［県］

県は、市の要請に基づき、ごみ及びし尿の受入れ・処理について周辺市町村への調整を行う。

［住民］

住民は、市が実施するごみ及びし尿処理業務に自発的に協力し、避難所生活に支障が生じないよう

に努めるものとする。

（３） 施設損壊の場合の対応

［市］

市は、ごみ、し尿処理施設が被害を受け、平常時の処理が行えない場合には、迅速に被害状況の把

握と応急復旧を図るとともに近隣他都市の施設借用、下水処理場の活用、大型中継車の利用等につい

て検討を行う。

第９項 瓦礫等廃棄物処理計画

１ 方 針

迅速な廃棄物処理を行い、被災地の環境保全と早急な復旧活動に資するため、次の事項について早急な

対応に努める。

① 市内の受入れ可能な廃棄物処理施設の拡大

② 他県や他市町村との受入れ支援体制の構築

③ リサイクル施設の整備

④ 一時的仮置場の確保

また、震災の規模によっては廃棄物が大量に発生することが予想されるが、迅速な廃棄物処理と被

災地の環境保全、早急な復旧活動に資するため、市内及び他市町村への受入れ支援の要請を行う。

なお、廃棄物の処理にあたっては、可燃物、爆発物、あるいはアスベスト等有害物質の混在に十分

配慮するものとする。

２ 対 策

（１） 施設の復旧計画

［市・県］

市は、廃棄物処理施設の設備に被害が生じた場合は、迅速な状況の把握と応急復旧を図るとともに、

被害状況を県に報告する。なお、ごみ収集作業に影響を与える場合は、期間を定めて他の処理施設へ

処理を依頼する等の方策をたて、効果的な処理を行う。

県は、市町村区域内での処理が不可能な場合は、近隣市町村等からの応援が得られるよう、連絡調

整及び指導を行う。



-117-

（２） 廃棄物処理計画

［市・県］

① 被災建築物等の解体及び廃棄物の処理は、原則として、公共施設については各施設管理者が、個

人被災建物については各所有者が行う。

ただし、個人被災建築物については、所有者が被災するなどにより自力での解体、処理が困難な

場合、市においてその被災程度、被災者の処理能力等を勘案した支援策を講じるよう努める。

② 市は、適切な分別、処理方法、仮置場、最終処分場の確保等、瓦礫処理について、総合的な計画

に努める。

なお、処理の進捗状況をふまえ、瓦礫の破砕・分別を徹底し、木材やコンクリート等のリサイク

ルを図る。また、アスベスト等の有害な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号）等の規定に従い、適正な処理を行う。

③ 市は、最終処分場の建設に努めるとともに廃棄物の減量化、再生利用の推進を図るため、リサイ

クル施設の充実を図る。

（３） 関係業界との協力関係の構築

［市・県］

災害廃棄物の処理、処分は災害復旧のために速やかに行わなければならないことから、解体、収集、

運搬、中間処理、最終処分の各段階において関係業者の協力が不可欠である。そのため、社団法人岡

山県産業廃棄物協会、社団法人岡山県建設業協会、一般廃棄物収集運搬許可業者等と人員、資材等の

確保に関し迅速かつ積極的な協力が得られるよう連携を強化するとともに、瓦礫のリサイクルなどの

処理技術の向上を図る。

第１０項 防疫及び保健衛生計画

第１ 感染症等予防

１ 方 針

災害発生時における感染症等の予防措置は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

等の法令に定められた実施方法により、感染症発生の原因になる可能性が高（以下、「感染症新法」という。）

い避難所をはじめとして的確かつ迅速に実施する。また、このために必要な資機材、人員の確保に努める。

２ 対 策

［市］

市は、次により防疫活動を行う。

① 消毒方法及び清潔方法

消毒資機材を確保し、環境衛生委員等の協力を得て便槽・家屋等の消毒を行う。

② ねずみ、昆虫等の駆除

感染症を媒介するねずみ、昆虫等を駆除するため、ごみ集積場所等に殺虫剤・殺そ剤を散布する。

③ 安全な飲料水等の供給

市長が感染症予防のため水道等の使用停止を命じた場合は、飲料水等生活に必要な水を非被災水道

事業者等から確保し供給する。

④ 患者に対する措置
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被災地域において感染症患者が発生したときは、感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法

律」に基づき適切に対応すると伴に、必要に応じ、感染症指定医療機関への入院を勧告する等の措置

をとる。

⑤ 避難所の感染症等予防措置

避難所においては、適切な予防のための対策を周知実施に努めると伴に必要に応じて避難者の健康

状態の調査を実施し、避難所の自治組織等の協力を受けて感染症等の予防活動を実施する。特に手洗

いや咳エチケットの普及等に努める。

⑥ 臨時予防接種

知事の指示に従い、臨時予防接種を実施する。

⑦ 応援協力関係

次の場合には、県に対して必要に応じて応援を要請する。

ア 臨時予防接種の実施にあたり、対象者の把握、対象者へ連絡等をする必要がある場合

イ 自ら感染症等予防活動の実施が困難な場合には、必要な人員及び資機材の応援を必要とする場

合

［県］

健康診断及び感染症等予防指導

県は、市、地区衛生組織の協力を得て被災者の健康状況調査、健康診断及び衛生指導にあたるとと

もに、市からの要請又は独自の判断により市に代わって防疫活動を行い、他市町村に応援を指示する。

被災地域において感染症患者等が発生したときは、感染症指定医療機関への入院を勧告する等の措

置を講じる。

なお、県において防疫活動が行えない場合は、次の区分により対応する。

・臨時予防接種：中国四国厚生局、自衛隊又は県医師会に応援を要請する。

・その他の予防措置の実施：自衛隊に応援を要請する。

・防疫用資機材の確保：自衛隊に応援を要請する他、不足については卸売業者等から調達する。

・その他必要に応じ、近県に人員、資機材の応援を要請する。

第２ 健康管理

１ 方 針

被災者に対して、予防医学的な観点での公的な支援が不可欠であるため、保健所の機能強化、健康相談

会場の設定、巡回訪問相談指導体制等について、避難所救護センターや医療機関との連携を図る。

この場合のマンパワーの不足については、非被災地の保健所の医師や保健師等の応援を求める。

２ 対 策

［市］

（１） 市の保健所は、被災者に対して予防医学的な観点からの公的な保健医療面での支援のため、次の

対策を行う。

① 避難所巡回や個別訪問を行うための医師、保健師、栄養士等からなる保健チームの編成

② 保健相談会場の設定

③ 状況に応じ要員派遣の要請を行う。
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④ 非被災地になった場合には、県の要請に協力する。

［県］

（２） 県は、災害の状況に応じて市のみの対応では不十分な場合、次の対策を行う。

① 被災地の保健所等を拠点として、市との協力のもとに避難所巡回や個別訪問を行うための医師・

保健師・栄養士等からなる保健チームの編成を行う。

② 県内他地域からの保健所医師・保健師等のマンパワーの確保に努めるとともに、必要な場合は他

県に対して人員派遣の要請を行う。

第３ 食品衛生

１ 方 針

震災時での食品の供給は、通常の流通販売が行われないため、保健所において救援食品の安全性確保を

図るとともに給食施設、炊き出し施設等の衛生確保を図る。また、被災した関係業者の早期かつ衛生的に

営業が再開できるよう指導する。

２ 対 策

保健所は、被災の状況に応じて食品衛生監視チームを編成し、被災地の食品衛生の監視及び食品や飲料

水の検査を行う。

なお、被災状況により当該保健所だけでは対応できない場合は、県内他保健所及び他県に応援要請をす

る。

具体的な活動内容は、次のとおり

① 救援食品の安全性を確保するために監視・指導する。

② 給食施設、炊き出し施設などを巡回し、調理及び食器等の衛生を指導する。

③ 被災地内の食品関係営業施設の被災状況を把握するとともに、早期かつ衛生的に営業が再開でき

るよう指導する。

④ 被災地住民に対して、広報媒体を活用し、食品の安全な取扱いについて啓発する。

⑤ 食品衛生監視チームが必要と認めたとき及び住民から要望があったときは食品や飲料水の検査を

行う。

第１１項 文教対策計画

１ 方 針

地震災害により通常の教育を行うことができなくなった場合は、早急に教育施設の確保を図る等、応急

対策を実施し、就学に支障をきたさないよう措置する。

また、他市町村等への児童生徒等の疎開については、疎開先の教育委員会等に弾力的な受入れを依頼す

るとともに、受入れに関する情報、手続き等について学校から直接保護者等に情報を提供する等、災害時

の情報提供体制を整備し、周知を図る。

なお、私立学校においては、本計画に準じ、それぞれ必要な対策を講じるものとする。

学校の再開は、避難所となっている学校では避難者の生活に配慮しつつ、適切な時期に学校教育を再開

する。その周知については、他府県も含めた災害時の情報ネットワークを通じて行う。
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２ 対 策

（１） 教科書、文具の確保と給与

① 市教育委員会は、県教育委員会等と連携をとり、災害のため教科書を喪失・き損した児童生徒が

ある場合、補給を要する冊数を調査するとともに教科書特約供給所に必要事項を指示し、児童生徒

の学習に支障を生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

② 市は、自ら学用品等の給与の実施が困難な場合は、他市町村又は県へ応援要請する。

③ 県は、自ら学用品等の給与の実施又は市からの応援要請事項の実施が困難な場合、教科書につい

ては文部省へ応援を要請する。

④ 県は、市の実施する学用品等の給与につき特に必要があると認められるときは、他市町村に応援

するよう指示する。

⑤ 災害救助法が適用された場合の教科書その他学用品の給与については、災害救助法施行細則に基

づき市教育委員会等と連携をとり、迅速な措置を講ずるものとする。

（２） 教育施設の確保

① 応急措置

被害施設の状況を速やかに把握し、関係機関と密接な連絡をとりながら、次の応急措置を行う。

ア 火災による被災建物であって、木造建物で全焼したもの及び主要構造材が炭化したもの以外の

被災建物は残余の部分の床、壁体、天井、建具を修理した上で、建物周囲の片づけを行い、児童

生徒等を収容する。

なお、主要構造材の炭化が表面のみの場合は、建築士が構造上の安全を確認後、上記の修理を

行い、一時的に使用することができる。

イ 火災以外の建物で、大破以下の被災建物は、応急修理した上で使用することとするが、この場

合、建築士の指示により、水平力及び積載荷重並びに構造に対し、安全の確認を行った後、使用

する。

ウ 被災校（園）舎が応急修理によっても使用不能の場合は、無災害又は被害僅少の地域の学校施

設、公民館、公会堂その他の民有施設等を借り上げることとするが、この場合、児童生徒等の安

全とともに教育的な配慮を行う。

エ 教育設備の破損、滅失については、早急に修理、補充する必要があるが、修理、補充の不可能

な場合には、無災害又は被害僅少の学校の設備を一時的に借用し、使用するよう手配する。

② 臨時校（園）舎

災害により校（園）舎が使用できず、一週間以上にわたり授業ができない場合は、臨時校舎を使用

して授業を行う。

ア 臨時校（園）舎は、無災害若しくは被害僅少な学校（園）の校（園）舎、又は公民館、公会堂

その他の民有施設等を借り上げて行う。

イ 校（園）長は、応急教育施設の予定場所を事前に調査し、応急使用、応急整備の可否等につい

て施設の設置者と交渉し、教育委員会へ報告する。

ウ 被災地域が広範囲にわたり、児童生徒等の通学できる地域内に臨時校（園）舎が借用できない

ときは、教員、児童生徒等が起居できる建物を臨時的に借り上げて応急授業を行う。

（３） 児童生徒の就学援助措置等
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［市・県］

① 市は、自ら学用品等を給与することが困難な場合は、他市町村又は県へ応援を要請する。

② 災害救助法が適用された場合の教科書その他学用品については、災害救助法施行規則に基づき、

市教育委員会等と連携をとり、迅速な措置を講じる。

また、その場合の対象者、期間、経費等については、災害救助法施行規則による。

③ 被災児童生徒の心の傷への対策として「心のケア」を実施することとし、県及び市は、教職員へ

の研修、精神科医と臨床心理士による巡回相談を行う。

また、学校（園）は、児童生徒等や保護者を対象とした相談活動を行う。

（４） 疎開児童生徒等への対応

① 校長は、市と協議した内容について避難所に告示板等を設けたり、教職員を通じて直接保護者に

他府県の対応等の情報及び手続きの方法を知らせる。

② 市は、県に対し、弾力的受け入れの考え方を確認し協力を依頼するとともに他市町村等に対して

も弾力的受け入れを依頼する。また、所管の学校に対し、転入学等の必要手続きに係る弾力化の通

知をするとともに受入れについて元在籍校に連絡するよう依頼する。

また、県は災害対策本部を通じ、マスコミに情報伝達を依頼するとともに疎開に伴う転入学等に

関する窓口を設け、問い合わせに対応する。その場合、里親制度との連携を図る。

（５） 学校の再開

① 校長は、授業再開までに通学路の安全の確認等を行う。

また、職員や保護者との連絡体制を整備しておき、再開の周知連絡を行う。

② 市は、県及びマスコミの協力を得て、学校の再開について次の措置を行う。

ア 施設の診断及び他施設との調整

イ 有効な情報提供システムを通じ、被災地域内の保護者への連絡

ウ 疎開児童・生徒への広報連絡を災害対策本部を通じてマスコミに依頼する。

エ 問い合わせ窓口の設置

（６） 社会教育施設等の保護

① 社会教育施設等の被災については、滅失の場合を除き補強修理を行い、被災を最小限にとどめな

ければならない。

また、被災社会教育施設を避難所として一時使用する場合や利用者に開放する場合は学校施設の

応急修理に準じて修理を行い、建築士等による構造上の安全を確認した上で使用する。

② 文化財

ア 被害状況の把握

文化財等の所有者又は管理団体等に対し、被害の状況等必要な事項の報告を求めるとともに、必

要に応じて職員を現地に派遣して状況の迅速かつ的確な把握に努める。

イ 避難

文化財建造物、記念物等で強い地震等にあった場合、余震などによる文化財建造物の倒壊、記念

物斜面地の崩落等が発生する場合があるため、速やかにその外に避難する。
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ウ 文化財等が被害を受け、これにより被災者が生じた場合にはその救助を優先して行うこととし、

その上で文化財等の所有者、管理団体等は文化財等とその部材の保護に努める。文化財等に延焼、

二次災害の発生等のおそれがある場合は、消火活動、危険部分の撤去、立ち入り制限等の危険防止

措置に努める。

しかし、延焼により焼失が確実と思われる場合や周囲に甚大な影響を与えることが予想される場

合には、解体あるいは撤去も含めた適切な対応をとる。

第４節 機能確保活動

第１項 ライフライン（電気、ガス、水道、下水道等）施設応急対策計画

１ 方 針

電気、ガス、水道、下水道等のライフライン施設等に被害が発生した場合には、被災住民の生活に大き

な混乱を生じるだけでなく、その後の復旧活動にも支障をきたすことにもなるため、各ライフライン事業

者においては早急な機能確保を前提とした復旧活動体制の整備に努めることとし、特に広域的な支援体制

の整備、復旧予定時期の明示、施設台帳のバックアップシステムの整備などについて検討する。

２ 対 策

第１ ガス施設応急対策計画

（１） 都市ガス［岡山ガス㈱］

① 応急対策を行う。

② 復旧対策を行う。

③ 災害復旧活動資機材を整備する。

④ 防災訓練を行う。

⑤ 災害時相互救援体制を整備する。

（２） ＬＰガス［ＬＰガス事業者］

① 応急対策を行う。

② 復旧対策を行う。

第２ 上水道施設応急対策計画

［市・水道事業管理者］

（１） 応急給水の実施

水道施設の被災により各地域での断水が予想されるため、施設の機能回復までの暫定措置として給

水車や給水タンクによる応急給水を実施する。この場合、地震発生後は、避難所や医療施設などを中

心に施設の性格に応じた優先的な給水を実施することとし、時間的経過により被災地の状況等を把握

したうえで災害時要援護者 に配慮したよりきめ細かな給水を実施する。等

（２） 施設の復旧

被災者の生活再建にとって、生活用水の供給は必要不可欠であり、早急な施設の復旧体制の整備に

努める。
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①水道施設の復旧

復旧にあたっては、震災直後の応急給水と平行して、浄水場、配水池、ポンプ場、水道管など主要

な施設を優先して復旧を進める。水道管は、その多くが道路などの地下に埋設されていることから、

被災による施設台帳の滅失等に備え、施設台帳の分散化を図る。

②市民への広報

施設の復旧にあたっては、各地域毎の復旧予定時期など適時に地域住民に周知するよう努める。

（３） 他自治体等との協力体制の整備

災害時に備えて隣接都市や関係機関など相互に支援協定や資器材を融通するなど協力体制を整えて

いる。

① 日本水道協会岡山県支部相互応援対策要綱

災害に備え、県下会員（市町村）相互の支援体制を整備している。県内の支援では不十分な場合に

は、日本水道協会等を通じて他府県への協力支援を要請する。

② 大都市水道局災害相互応援に関する覚書

大都市水道に関する災害対策の重大性に鑑み、水道事業に関し、相互に飲料水の供給、施設の応急

復旧等に必要な資器材の提供その他の事項について整備している。

③ 緊急用資材の共同運用業務に関する協定書（倉敷市）

資器材の調達や復旧作業の迅速化を図るため、資器材の調達体制を確保している。

④ 災害時における水道施設の応急復旧等に関する協定書（岡山市管工設備協同組合）

水道施設の事故が発生した場合の迅速な復旧体制を確保している。

⑤ 渇水時等における水道水の相互融通に関する基本協定（倉敷市）

⑥ 災害時等における水道水の相互融通に関する基本協定（玉野市）

地震、異常渇水その他の災害により、給水等に支障が生じた場合に、本格的な復旧が行われるまで

の間、応急的に応援給水等が行えるよう配水管を接続し、水道連絡管として整備している。

第３ 工業用水道施設応急対策計画

地震発生後直ちに施設の緊急点検を実施し、迅速、的確な被害状況の把握に努め、企業との緊密な連

絡体制のもと保安上必要となる保安用水の給水ができるよう早期の機能回復を図る。

（１） 土木施設

① 取水施設

被害状況に応じ、保安用水が確保できるような措置を講ずる。また、津波等により潮止堰から海水

の遡上が予想されるときは、直ちに必要な対策を講ずる。

② 浄水施設

使用可能な設備の切り分け等の措置を講ずる。また、それで対応できないときには、水を迂回させ

て原水供給を行うなどの対策を講ずる。

③ 導水・送水・配水施設

被害の状況に対して速やかに対応するとともに、二次災害を極力少なくするため管路の寸断等の発

生している箇所の切分け等の措置を講じ、被害の拡大防止に努める。

（２） 電気施設
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地震発生により中国電力㈱の配電線が被害を受け、電気が送られてこなくなった場合、非常用発電

機によりポンプ等の電源を確保し、給水の確保に努める。

第４ 電力施設応急対策計画

（１）［中国電力㈱岡山営業所］

① 災害対策本部を設置する。

非常災害の発生したときは、非常災害対策本部を設け、防災体制を確立する。なお、本部建物が被

災した場合の仮設本部設置場所を倉敷営業所とする。

② 応急対策人員を確保する。

地震発生時に即応できるよう次により対処する。

ア 応急対策人員

応急対策（工事）に従事可能な人員をあらかじめ調査し、把握しておく。この場合、請負会社等

も含めた総合的なものとする。

イ 人員の動員、連絡の徹底

（ア） 非常災害時は対策本部を設置し、動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。

（イ） 対策本部指揮者の通信手段、代行順位、従業員（家族を含む。）の安否確認、出社できる

直近の事業場の設定等の体制を確立して、地震の発生が勤務時間内外を問わず対応可能な動

員体制とする。

（ウ） 社外者（請負会社等）に応援を求める場合の連絡体制を確立する。

（エ） 本社へ応援を求める場合の連絡体制を確立する。

③ 災害時における情報の収集・伝達を行う。

地震による災害が発生した場合は、情報を迅速・的確に把握し、速やかに本社へ伝達する。

ア 一般情報

（ア） 気象・地象情報

（イ） 一般被害情報

一般公衆の家屋被害情報および人身災害発生情報ならびに電力施設等を除く水道、ガス、交

通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該担当地域内全般の被害情報

（ウ） 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道関係、お客さま等への対応状

況）

（エ） その他災害に関する情報（交通状況等）

イ 電力施設等の被害状況

（ア） 電力施設等の被害状況および復旧状況

（イ） 停電の状況

（ウ） 復旧用資材、応援隊等の把握状況

（エ） 従業員等の被災状況

（オ） その他被害に関する情報

④ 災害時における広報活動を行う。

ア 災害による断線、電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、電気火災を未然

に防止するため、一般公衆に対し次の事項を中心に広報活動を行う。

（ア） 無断昇柱、無断工事をしないこと。

（イ） 電柱の倒壊・折損，電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は、すみやかに当社事業

所に通報すること。
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（ウ） 断線垂下している電線には絶対にさわらないこと。

（エ） 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと。

（オ） 屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。

（カ） 電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認すること。

（キ） その他事故防止のために留意すべき事項

イ 停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。

ウ 上記のアおよびイについては、テレビ，ラジオ，新聞等の報道機関やインターネットホームペ

ージを通じて行うほか、状況に応じ、広報車等により行う。

⑤ 災害時における危険予防措置を行う。

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関等から要

請があった場合等には、送電停止等適切な危険予防措置を講ずる。

⑥ 災害時における復旧資材を確保する。

ア 調達

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資材は、次のい

ずれかの方法により可及的すみやかに確保する。

（ア） 現地調達

（イ） 対策組織相互の流用

（ウ） 本社に対する応急資材の請求

イ 輸送

復旧用資材の輸送は、原則としてあらかじめ要請する請負会社の車両、舟艇、ヘリコプター等に

より行う。

ウ 復旧用資材置場等の確保

復旧用資材置場および仮設用用地が緊急に必要となったものの、それらの確保が困難と思われる

場合は、地方自治体の災害対策本部に依頼して、この迅速な確保を図る。

⑦ 災害時における広域応援を行う。

ア 復旧要員の広域運営

「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）および「資材および役務の相互

融通に関する規定」（西地域電力協議会策定）に基づき復旧要員の相互応援体制を整えておくと

ともに、復旧要員の応援を必要とする事態が予測され、または発生したときは応援の要請を行う。

イ 復旧用資材の広域応援

「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）および「資材および役務の相互

融通に関する規定」（西地域電力協議会策定）に基づき、必要により復旧用資材の融通を要請す

る。

ウ 電力の融通

災害が発生し、電力需要に著しい不均衡が生じ、それを緩和することが必要であると認めた場

合、各電力会社と締結した「全国融通電力需給契約」および隣接する各電力会社と締結した「二

社融通電力需給契約」に基づき、電力の緊急融通を行う。

⑧ 復旧順位を調整する。

復旧計画の策定および実施にあたっては、災害状況、，各施設および設備の被害状況ならびに被害

復旧の難易度を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧を行う。

なお、配電設備については、病院、交通・通信・報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避

難所、その他重要施設への供給回線の復旧を原則として優先する。

⑨ 災害時における応急工事を行う。
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ア 応急工事の基本方針

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を勘案して、二

次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。

イ 応急工事基準

災害時における具体的応急工事については、「災害復旧応援マニュアル」、「応急復旧工法マニ

ュアル」等の手順、工法により実施する。

ウ 災害時における安全衛生

作業は、通常作業に比し悪条件のもとで行われるので、安全衛生については、十分配慮して実施

する。

（２）［県企業局］

電気施設については、地震発生後直ちに発電機を停止させ、緊急点検を実施するとともに、被害状

況の把握に努め、速やかに機能の回復を図る。

第５ 電気通信施設応急対策計画

［ＮＴＴ西日本岡山支店］

① 災害対策本部を設置する。

② 通信の確保と措置を行う。

③ 設備の応急復旧を行う。

④ 応急復旧等に関する広報を行う。

⑤ 災害復旧を行う。

第６ 下水道施設応急対策計画

［市・県］

（１） 市が管理する下水道施設については、避難所に接続する重要な管渠ルートの確認、下水道台帳の

電算化、バックアップシステムなどについても検討する。

また、県は、被害の状況によっては、市からの要請又は独自の判断により、人員や資機材の支援

を行うとともに、他の市町村への相互支援の依頼を行う。

① 管渠施設

市の管理する管渠施設は延長が長大であり、その大部分が道路等の地下に埋設されているため、施

設の正確な被害状況の把握が必要となるが、特に住民の避難生活の場となる避難所、救護活動を行う

病院等に接続する管渠ルートの確認を行うとともに人員や資機材の確保を図る。

被害の調査結果を分析し、できる限り暫定供用可能な形での応急復旧に努めるとともに漏水等によ

る二次災害の発生を防止する。また、支援が必要な場合は、他の市町村及び県に支援要請を行う。

② 下水処理場、ポンプ場施設

発生後、直ちに施設の緊急点検を行い、被害の状況に応じてできる限り暫定供用が可能な措置を講

ずる。また、被害が甚大なために短期での下水処理の回復が困難な場合には、仮設沈殿池などの処理

により応急的な機能確保を講ずる。

（２） 県管理の下水道施設について、次のとおり措置を講ずる。
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管渠施設については、その大部分が道路等の地下に埋設されており、施設の正確な被害状況の把握

が必要である。このため、日頃から下水道台帳の整備やテレビカメラなどの資機材の調達に努め、発

生時における迅速な被害状況の把握に努める。

第２項 住宅応急対策計画

１ 方 針

地震被災地の住民の生活を再建し、円滑な地域の復興を図るためには、住民の生活基盤となる住宅に関

する不安を解消することが重要である。

ついては、地震により住宅が全壊、全焼又は流失して自力で住宅を確保できない被災者に対して、迅速

に仮設住宅を供給するほか公営住宅への一時入居を行う。

また、被災住宅を自力で応急修理又は障害物の除去ができない者に対しては、日常生活が可能な程度に

応急修理し、障害物を除去する。

さらには地震発生後に応急危険度判定士・被災宅地危険度判定士により被災住宅・被災宅地等の応急危

険度判定を行い、その結果を活用することにより余震等による住宅での二次災害の防止を図るほか、住宅

等の応急復旧に関する指導・助言等をはじめ、仮設住宅等への入居の情報提供の場としての住宅応急支援

窓口を設置する。

２ 対 策

（１） 応急仮設住宅の建設

［市・県］

① 実施責任者

ア 市は、応急仮設住宅の設置に関する計画の樹立と設置を行う。

イ 災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の設置は、知事が行う。なお、知事から委任を受

けた場合や知事の実施を待つことができない場合は市長が行う。知事の権限に属する事務の一部

を市が行った場合は、県に報告する。

② 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置

ア 応急仮設住宅の設置は次の基準で行う。

（ア） 設置場所

仮設住宅設置場所は、まず市・県の公有地とし、私有地に設置する場合は所有者と市にお

いて賃貸契約を締結するものとする。その場所は飲料水、ライフラインの供給が容易に確保

されるとともに保健衛生上適切な場所とする。

特に、市長は、あらかじめ仮設住宅の建設地を予定しておくよう努めることとし、生活の

実態に即した用地の提供に積極的に協力する。

（イ） 建物の構造及び規模等

（昭和３５年軽量鉄骨組立方式とし、１戸当たりの面積及び設置費用は災害救助法施行細則

別表第１に定める基準とする。岡山県規則第２３号）

なお、市が設置する場合において、建設資材の市域外からの調達等により限度額の施行が

困難な場合においては、県に要請して厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上で当該輸送

費を別枠とする。

（ウ） 建設完了予定日数及び供与期間
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災害発生の日から 以内に着工するものとし、その供与期間は完成の日から２年以内と２０日

する。

イ 入居基準

住宅が全焼、全壊又は流失した者で、居住する住宅がなく、自らの資力では住宅を確保すること

のできない者であること。

ウ 応急仮設住宅の入居者の選定

応急仮設住宅の入居者の選定については、市が県の協力を得て行う。

エ 管理

応急仮設住宅の管理は、県が市の協力を得て行う。ただし、状況に応じ県は市長に委任できる。

オ 協力要請

県は、応急仮設住宅の建設及び業者の選定にあたっては関係団体に対して協力要請をする。

（２） 個人住宅への支援策

［市・県］

① 被災住宅の応急修理

ア 災害救助法が適用された場合の被災住宅の居住のために必要な最小限度の部分についての応急

修理は、知事が行うが、迅速な実施をする必要がある場合は、知事からの委任事項として市長が

行う。

イ 応急修理の内容

（ア）被災によって住家が半壊又は半焼したものであること

（イ）被災住宅の応急修理は、居住のために必要な最小限度の部分について、災害の発生の日か

ら１箇月以内に完成するものとする。

（ウ）対象は、応急修理を必要とする住宅に居住している者が自らの資力では修理することがで

きない場合とする。

ウ 協力要請

県と協力して応急修理場所、戸数、規模等の把握をするとともに、被災住宅の応急修理にあたっ

ては社団法人岡山県建設業協会に協力を要請する。

② 住宅等に流入した土石等障害物の除去

ア 災害救助法が適用された場合、住宅等に流入した土石等障害物の除去については、居室、炊事

場等生活に欠くことのできない最小限度の部分は、知事が行うが、迅速な実施をする必要がある

場合は、知事から市長への委任事項とすることができる。

イ 土石等障害物の除去の内容

（ア）災害発生の日から 以内に、居室、炊事場等生活に欠くことのできない最小限度の部分１０日

について土石等障害物の除去を完了するものとする。

（イ）対象は、障害物除去を必要とする住宅に居住している者が自らの資力で除去することがで

きない場合とする。

（３） 被災住宅等の応急危険度判定

［市・県］

地震が発生した場合は、余震等による二次災害の防止のため、被災建築物応急危険度判定士・被災
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宅地危険度判定士は被災住宅・被災宅地等の応急危険度判定を速やかに行い、恒久的復旧までの間に

おける被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供する。

① 地震が発生し、判定が必要と思われる被害状況が報告された場合は、あらかじめ定めたマニュア

ルに基づき災害対策本部内に実施本部を設置し、判定を迅速かつ的確に実施する。

② 県との連携

県支援本部と連携を密にし、備蓄している判定資機材等の搬入の調整を行う。また、被災状況等に

より市職員の判定士が活動できない場合や不足する場合は、市以外の判定士の派遣等の応援を求める。

③ 被災者への判定調査の理解と協力

実施本部は、判定の開始とともに建築物等の所有者からの判定結果に対する相談等の対応を行い、

併せて判定実施及びこれに関する情報をマスコミ等の協力を得て被災者等へ広報する。

（４） 公営住宅への一時入居

［市・県］

市及び県は、地方自治法 に基づく目的外使用として公（昭和２２年法律第６７号）第２３８号の ４第４項

営住宅の空家に被災者を一時入居させることができる。

① 公営住宅への入居の調整

ア 公営住宅の空家情報収集と調整

市は、市内の公営住宅の空家を一時入居用住宅として提供できる戸数を取りまとめ、入居申込み

の調整業務を行う。

イ 入居基準

住宅が全壊、半壊、全焼、半焼又は一部損壊したり災証明書のある者で、現に居住する住宅がな

い者

ウ 使用期間

市営住宅については岡山市公有財産取扱規則 によりそれぞれ１（昭和３９年市規則第２１号）第２２条

年を超えない範囲内で行政財産の目的外使用として使用を許可する。

エ 県・他市町村への協力要請

市内での公営住宅の確保ができない場合は、県・他市町村に一時入居用の公営住宅の提供要請を

行う。

② 特例による入居者の取扱い

ア 特例入居

被災市街地復興特別措置法 に規定する公営住宅への特例入居資格（平成７年法律第１４号）第２１条

を有する者には、特例入居で対応する。

イ 特例入居の調整

市は、市内の公営住宅の特例入居での受け入れ可能戸数を取りまとめ、入居申込みの調整業務を

行う。

（５） 住宅応急支援窓口の設置

［市・県］

市は、県と連携を図り、住宅確保や個人住宅の支援など住宅に関する総合的な支援窓口をできるだ

け被災地域内に設置し、相談業務に当たる。
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（６） 建設資機材の調達

［市・県］

市は、住宅応急対策に必要な建設資機材の調達を行う。

なお、不足する場合は県に協力を求め、県は建設業界等の関連業界、他県及び国に対し、速やかに

協力要請を行う。

（７） 関係業界との協力

［市・県］

市は、住宅応急対策に関し、関係業界との協力事項及び要請方法等について個々の団体と協力体制

の確立を図る。なお、必要な場合は協定の締結を行う。

第３項 公共施設等応急対策計画

１ 方 針

大規模な地震においては、各種の災害が同時・複合的に発生し甚大な被害が予想されるため、各公共施

設の管理者は緊急点検と被害状況の把握に努め、緊急活動、二次災害や被災者の生活確保を優先した復旧

を行う。

また、必要に応じ、他の復旧活動と有機的に関連した復旧活動を行う。

２ 対 策

（１） 復旧体制の整備

［市・国・県・その他公共施設管理者］

① 市災害対策本部は、関係各部から市有の各公共施設の管理者が点検・調査した各々の施設の被害

状況を収集するとともに、施設復旧の緊急性、施設の重要性を勘案し、必要に応じて管理者相互の

復旧支援を行うよう調整を図る。

また、収集した被害状況を県に報告する。

② 市・県及びその他の公共施設管理者は、人員や資機材の確保を図り、迅速な復旧作業が行えるよ

う 岡山県建設業協会など関係団体との協定の締結等に努める。（社）

③ 各公共施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料

を整備しておくとともに資料の複製を分散保存するなどバックアップシステムの整備に努める。

（２） 各公共施設毎の応急復旧計画

［市・国・県・その他公共施設管理者］

① 河川施設の応急対策

市・県及びその他の河川管理者は、地震発生後直ちに施設の緊急点検を行い、被害状況の把握に努

めるとともに堤防施設にクラック等が生じている場合にはビニールシートを覆うとともに、堤防及び

水門の破壊については土のうや矢板等による応急締切を行うなど施設の性格や被害の状況に応じた効

果的な応急対策に努める。

② 砂防施設等の応急対策

市及び県は、専門職員を活用して地震発生後直ちに砂防施設、治山施設及び地すべり・急傾斜地の
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緊急点検を行い、被害状況の把握に努めるとともに、不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置、ビニー

ルシートの設置など被害状況に応じたできる限りの応急工事を実施する。

また、調査の結果、危険性が高いと判断された箇所について、関係住民に周知するとともに必要に

応じて土砂流動監視装置の設置などにより適切な警戒避難体制の整備を図る。

さらに、関係機関が一体となった総合的な土砂災害対策を推進するため、岡山県総合土石流災害対

策等推進連絡会を積極的に活用する。

③ ため池施設の応急対策

市及び県は、地震発生後、直ちにため池施設の緊急点検を行い、被害状況の把握に努めるとともに

施設決壊による周辺地域への災害防止のためにビニールシートや土のうなどによる応急復旧を行い、

被害の程度によっては速やかに放水の処置をとる。

④ 公共建築物の応急対策

官公庁舎、学校施設、病院及びその他の公共施設については、災害対策の指令基地や避難施設など

としての利用が想定されることから、各管理者において震災建築物応急危険度判定士・被災宅地危険

度判定士などの専門技術者を活用し、施設の緊急点検を実施するとともに、被害状況の把握に努め、

できる限り応急復旧による機能確保を図る。

（３） 交通施設の応急復旧計画

［市・国・県・県警察］

① 道路施設の応急対策

ア 各道路管理者は、地震発生後、直ちにあらかじめ指定した緊急輸送道路について優先的に道路

パトロールを行い、それぞれが管理する道路の被害状況を調査するとともに、地震の発生地域や

被害状況を勘案し、車両通行機能の確保を前提とした早期の復旧作業に努める。

この場合、二車線復旧を原則とするが、やむを得ない場合には一車線とし、適当な場所に待避

所を設けるとともに、橋梁については必要に応じて仮設橋梁の設置を検討する。

イ 市は、市内の道路の被災状況などの情報把握に努めることとし、特にあらかじめ指定した緊急

「岡山県輸送道路については、市、県、岡山国道事務所、西日本高速道路㈱等において構成する

を積極的に活用する。道路情報連絡会」

ウ 市は、 岡山県建設業協会など関係団体との間に応援協定等を締結し、障害物の除去や応援（社）

復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努める。

エ 市及び県警察は、啓開作業を実施するにあたり、路上の障害物の除去が必要な場合には消防機

関、自衛隊等の協力を得て実施する。

② 港湾施設の応急対策

港湾管理者は、国 との連携の下、地震発生後直ちに施設の緊急点検を行い、被害（中国地方整備局）

状況と利用可能なバースについて正確な情報収集に努める。

また、市街における被災地域、輸送ルートの状況、港湾施設の被害状況を勘案し、できるだけ暫定

供用可能な復旧に努め、必要に応じて仮桟橋の設置を検討するとともに、海上輸送ルートの確保に資

する。

また、港湾施設の全面的な復旧にあたっては、被災地において発生したコンクリート殻などの利用

についても検討する。（埋立て）

③ 空港施設の応急対策
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県は、地震発生後直ちに施設の緊急点検を行い、施設の被害状況を把握したうえで早期の施設復旧

に努めるとともに、国との相互連絡を密にし、緊急輸送等の災害応急対策に従事する航空機を優先的

に離発着させるなど国の航空管制業務と一体となった効果的な施設の供用に努める。

④ 鉄道施設の応急対策

西日本旅客鉄道株式会社が管理運営する旅客鉄道事業に係わる車両、施設、設備の災害予防、災害

応急対策、災害復旧等について、迅速適切に処理すべき業務体制を構築し、災害の防止、災害等の輸

送確保、社内関係機関及び関係地方自治体との連携を図る。
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第４章 東南海・南海地震防災対策推進計画

第１節 総 則

第１項 東南海・南海地震防災対策推進計画の目的

１ 計画の目的

この計画は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２

号。以下「東南海・南海地震防災対策特別措置法」という。）第６条第１項の規定に基づき、東南海・南

海地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、東南海・南海地震に伴い、発生する津

波及び円滑な避難の確保に関する事項を定める。合わせて同地震に関し、地震防災上緊急に整備すべき施

設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

２ 計画の性格

（１） この計画は、岡山市地域防災計画（震災対策編）の第４章として作成する。

（２） この計画は、東南海・南海地震防災対策基本計画（平成１６年３月３１日中央防災会議策定）等

を踏まえて作成する。

第２項 東南海・南海地震防災対策推進地域

東南海・南海地震防災対策特別措置法第３条に基づき、指定された地域は２１都府県４１２市町村である

が、本市を含む岡山県内における推進地域は次のとおりである。（平成１９年４月２日内閣府告示第８号）

なお、推進地域の指定基準は、地震の揺れにおいては震度６弱以上、津波においては大津波（津波の高さ

３メートル以上）又は満潮時での陸上の浸水深さが２メートル以上になる地域を持つ市町村及びそれに準じ

た市町村となっている。

岡山市、 倉敷市、 玉野市、 笠岡市、 備前市、 瀬戸内市、 浅口市、 都窪郡早島町

（平成１９年４月２日内閣府告示第８号）

※地域指定は市町村単位のため、市町村合併後はその全域が指定地域と見なされる。

第３項 東南海・南海地震の被害の特徴

１ 広域的な被害

東海から九州にかけての広い範囲で被害の発生が想定され、複数の都府県で同時に相当数の災害の発生

が予想されることから、これまでの地震災害時においてとられた防災体制及び応援体制では、十分対応が

できないおそれがある。

また、太平洋側はもとより瀬戸内海に至る広域の沿岸にかけて、津波が長時間にわたり来襲し、甚大な

建物被害や人的被害が発生することが想定される。

２ 揺れと津波の複合災害

昭和２１年１２月２１日に発生した昭和南海地震では、当時の岡山市で震度４と記録されているが、西
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大寺町（現在の岡山市西大寺地区）では震度６の記録が残されており、また4.推進地域の指定にあたって

示された国の震度想定では、平野部が主に震度５強で、震度６弱以上となる地域もあるとされることから、

この地震が発生した場合には、海溝型地震特有の横揺れ要素が強く、かつ揺れる時間の長い地震動となる。

津波については、昭和南海地震は幸いにも地震の規模がマグニチュード８.０どまりであったため、到

達は認められたものの、大きな津波被害は記録していない。

しかし、想定される東南海・南海地震の発生では、最大規模がマグニチュード８.６であって、津波の

到達と満潮時刻とが重なった場合には、本市の沿岸にＴＰ（東京湾平均海面）２～３メートルに達する津

波が襲来すると予想され、堤防等を越水してきた場合には、広域的な浸水被害が発生しやすい地形にある。

したがって、地震の強振動による建物被害及び土砂災害・被害家屋からの失火による火災延焼・鉄道や

自動車の事故・そして津波の到達による浸水被害等、人的被害や建物被害が複合的かつ甚大に発生すると

想定される。

３ 津波による被害

（１） 浸水被害

本市沿岸部においては、津波到達が満潮時刻に重なる場合には、平成１６年台風第１６号の高潮浸

水以上の規模の津波浸水被害の発生が想定され、海岸堤防あるいは樋門等の損傷があった場合には、

さらに標高の低い地域への広域的な浸水被害の拡大及び浸水期間の長期化の可能性のおそれがある。

なお、岡山県が平成１７年５月２６日に発表した「津波浸水想定図」による本市の浸水範囲は、約

１２万世帯（全市の４４％）・３１万人（同４６％）が居住する地域に及んでいる。

（２） 孤立地域の発生

瀬戸内海では、太平洋側ほど津波の高さは高くないものの、内海に入り込んだ津波は影響時間が長

く、かつ海岸や島々によって複雑な反復を繰り返すため、本市唯一の離島である犬島においては本土

への移動手段が失われる。

また、児島半島の沿岸部においても、津波到達による海面潮位の高さによっては海岸線を走る幹線

道路が冠水し、避難路を失う可能性がある。

さらに山間部等においては、地震動による土砂崩れにより道路が寸断され、孤立する集落が発生す

る可能性がある。

（３） 船舶被害

流木・漂流船舶等の衝突が発生し、船舶被害が拡大する危険性がある。

（４） 港湾・道路橋梁等の被害

長時間に渡る津波の襲来、流出物の衝突や打ち上げ等により、港湾施設や橋梁及び海岸線の道路に

おいて被害の発生が懸念される。

４ 長周期震動（最大震度６弱～５強）による被害

（１） 構造物の被害

長周期・長時間（数分間）の横揺れにより、ビルやその他の大型建造物において、相当の被害が懸

念される。
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（２） 堤防等津波防災施設の損壊

強い揺れや液状化による、海岸や河川の堤防及び防潮樋門等、津波防災施設の損壊等により、津波

浸水被害が拡大するおそれがある。

（３） 危険物施設等の被害

市南部で、危険物施設のタンク類の亀裂や配管の破断等の損傷が生じ、石油類等の流出や火災等を

招くおそれがある。

第２節 災害対策本部等の設置等

第１項 災害対策本部等の設置

市長は、東南海・南海地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下「地震」という。）が発生した

と判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに岡山市災害対策本部及び必要に応じて現地災害対策本

部（以下「災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営するものとする。

第２項 災害対策本部等の組織及び運営

災害対策本部等の組織及び運営は、災害対策基本法・岡山市災害対策本部条例及び岡山市災害対策本部規

程に定めるところによる。

第３項 災害応急対策要員の参集

１ 市長は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制・参集場所等の

職員の参集計画を、別に定めるものとする。

２ 職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度を勘案し、

動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるものとする。

第３節 地震発生時の応急対策等

第１項 地震発生時の応急対策

１ 情報の収集・伝達

（１） 情報の収集・伝達における役割

第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第２項「地震・津波情報の伝達計画」及び第

３項「被害情報の収集伝達計画」に準ずる。

（２） 地震・津波や被害状況等の情報の収集・伝達

被災の状況により通常使用している情報伝達網が寸断されることを考慮するものとする。

第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第２項「地震・津波情報の伝達計画」及び第

３項「被害情報の収集伝達計画」に準ずる。
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２ 施設の緊急点検・巡視

市は、必要に応じて、通信施設・水門等の津波防災施設・公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共

施設等及び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災状況等の把握に

努めるものとする。

３ 二次災害の防止

市は、地震・津波による危険物施設・魚介類の増養殖施設等における二次被害防止のため、必要に応じ

た施設の点検・応急措置・関係機関との相互協力等を実施する。

倒壊物の飛散による被害の防止・ライフライン復旧時における火災警戒及び地盤の緩みに伴う土砂災害

警戒等について、広報活動や警戒活動を行う。

また、第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第４項

「危険物施設等災害予防計画」、第５項「有害ガス災害予防計画」、第６項「流出油災害予防計画」及び

第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第８項「危険物施設等の応急対策計画」に準ずる。

４ 救助活動

第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第３

項「救助・救急・医療体制整備計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第１項

「救助計画」に準ずる。

５ 救急・医療活動

第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第３

項「救助・救急・医療体制整備計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第３項

「救急・医療計画」に準ずる。

６ 消火活動

第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第７項「消火活動に関する計画」に準ずる。

７ 物資調達

第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第１節「自立型の防災活動の促進」、第７項「食料

・飲料水・生活必需品の確保計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第１１項

「救援物資等の受入、集積、搬送、配分計画」並びに第３章「震災応急対策計画」、第３節「民生安定活

動」、第４項「食料供給・炊出し計画」、第５項「飲料水の供給計画」、第６項「生活必需品等調達供給

計画」に準ずる。

８ 輸送活動

第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第１０項「緊急輸送計画」に準ずる。

９ 保健衛生・防疫活動

第３章「震災応急対策計画」、第３節「民生安定活動」、第１０項「防疫及び保健衛生計画」に準ずる。
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第２項 資機材・人員等の配備手配

１ 資機材の調達手配

第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第６

項「災害救助用資機材の確保計画」及び第７項「建設用資機材の備蓄計画」並びに第３章「震災応急対策

計画」、第２節「緊急活動」、第２項「資機材確保計画」に準ずる。

２ 人員の配備

本市における各部の人員の配備状況を把握し、必要に応じて、他の部からの応援人員の派遣等を行い、

不足のないよう措置をとるものとする。

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置

防災関係機関は、地震が発生した場合において、岡山市地域防災計画に定める災害応急対策及び施設等

の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検・整備及び配備等の準備を行うものとする。

第３項 他機関に対する応援要請

１ 市が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援協定は、第２章「震

災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第１０項「広域的応援体制整備計画」及

び第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第５項「広域応援」のとおりである。

２ 市は必要があるときは、１に掲げる応援協定に従い、応援を要請するものとする。

３ 自衛隊の災害派遣に関しては、知事に派遣要請を行う。

第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第６項「自衛隊災害派遣要請計画」に準ずる。

４ 市は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊を受け入れること

となった場合に備え、消防庁・代表消防機関等及び県警察との連絡体制を保持し、活動拠点等受け入れ

体制を確保するように努めるものとする。

第２章「震災予防計画」、第１款「平常時計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第

１０項「広域的応援体制整備計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第５項

「広域応援」に準ずる。

第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項

第１項 津波からの防護のための施設の整備等

１ 河川・海岸・港湾・漁港及び児島湖締切堤防の管理者は、地震が発生した場合、直ちに水門及び閘門

の閉鎖を行う。工事中の場合は、工事の中断等の措置を講じるものとする。

また、内水排除施設等は施設の管理上、必要な操作を行うため、非常用発電装置の準備・点検その他

所要の被災防止措置を講じておくものとする。

２ 河川・海岸・港湾及び漁港の管理者は、次の事項について別に定めるものとする。
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（１） 堤防・水門等の点検方針・計画

（２） 堤防・水門等の補強等必要な施設整備等の方針・計画

（３） 水門・陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制・手順・平常時の管理方法

（４） 港湾・漁港等の整備の方針及び計画

（５） その他、第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第２項「公共施設等災害

予防計画」に準ずる。

３ 津波により、孤立が懸念される地域の住民等の避難について、住民自らの身の安全の確保のため、避

難の方針及び計画を定めるとともに、人命救助及び救援物資搬送の観点から、地域内における臨時へリ

ポートの選定を行うものとする。

４ 津波避難行動が容易になるよう、避難誘導看板等の整備及び計画を定めるものとする。

５ 同報系無線等の整備の方針及び計画を定めるものとする。

６ 海岸保全施設整備について、海岸保全施設の耐震性の向上等について、計画的に推進することとする。

第２項 津波に関する情報の伝達等

津波に関する、情報の伝達に係る基本的事項は、本章第３節第１項「地震発生時の応急対策」のとおりと

する他、次の事項にも配慮する。

１ 津波に関する情報が、市域内の地域住民、公私の団体（以下、「地域住民等」という。）及び観光客、

釣り客やドライバー等（以下、「観光客等」という。）並びに防災関係機関に対し、正確かつ広範に伝

達されること。その際、障害者等の災害時要援護者等に配慮するものとする。

２ 地震が発生した場合、報道機関の協力を得て地域住民等や観光客等に対し広報を行うこと。

３ 船舶に対する津波警報等の伝達

第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第２節「地震・津波情報の伝達計画」に準ずる。

４ 船舶の固定・港外退避など

５ 市域内の被害状況の迅速・確実な把握

第３項 避難対策等

１ 市は避難対策について、全体の状況把握に努め、必要な連絡調整及び指導を行うとともに、次の点に

ついて配慮するものとする。
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なお、この場合、災害時要援護者等に対する支援・誘導などについて、支援を行う者の避難に要する

時間に配慮しつつ、適切な対応を実施する。

なお、市が行う災害救助法の対象となる避難対策について、県は指導調整を行うものとする。

（１） 第２章「震災予防計画」、第１節「自立型の防災活動の促進」、第６項「災害時要援護者の安全

確保計画」、第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第５項「避

難及び避難所の設置・運営計画」、第３章「震災応急対策計画」、第１節「応急体制」、第４項

「災害救助法の適用」及び第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第４項「避難及び

避難所の設置・運営計画」並びに、第３章「震災応急対策計画」、第３節「民生安定活動」、第１

項「災害時要援護者対策計画」に準ずる。

（２） 基本的に気象台から津波警報が発表された場合は、県の公表した津波浸水想定図において、浸水

地域となっている行政町名に対しては、避難準備情報を発することとし、潮位プラス津波高さと高

潮浸水時における避難勧告基準に照らし合わせながら、順次避難勧告・指示を行うものとする。

２ 市は、地震発生時において地域住民等が津波来襲に備えての的確な避難を行うことができるよう、津

波避難に関する意識啓発のための対策を実施する。

本市では津波到達までに２時間あまりの時間的余裕があることから、地震において無事だった人は即

座に人命を最優先にした共助精神を発揮するようにする。

そして、災害時要援護者等を支援しつつ、津波から身の安全を確保できる場所に、集団移動すること

が共通認識となるようにする。

第４項 消防機関等の活動

１ 市は、消防機関及び消防団が、津波からの円滑な避難の確保等のために講じる措置について、次の事

項を重点とする。

（１） 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達

（２） 津波からの避難誘導

（３） 被災堤防等への土のう等による応急浸水対策

（４） 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導

（５） 救助・救急等

（６） 緊急消防援助隊等、応援部隊の進出・活動拠点の確保

２ 市の実施する消防及び水防活動が、迅速かつ円滑に行われるよう、次のような措置をとるものとする。

（１） 地震が発生した場合、津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力を得て住民等

に対し広報を行う。
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（２） 地震が発生した場合、緊急消防援助隊等の活動拠点の確保に係る調整・消火薬剤・水防資機材等

の点検・配備及び流通在庫の把握。

３ 地震が発生した場合は、次のような措置をとるものとする。

（１） 所管区域内の監視・警戒及び水防施設の管理者への連絡通知

（２） 水防資機材の点検・整備・配備

第５項 電気・ガス・水道・下水道・通信関係

１ 共同溝

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

２ 水道

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

３ 下水道

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

４ 工業用水道施設

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

５ 電気

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

６ ガス

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水

道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

７ 通信

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第３項「ライフライン（電気・ガス・水
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道・下水道等）施設等予防計画」及び第３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第１項

「ライフライン（電気・ガス・水道・下水道等）施設応急対策計画」に準ずる。

第６項 交通対策

１ 道路

市・県公安委員会・県警察及び各道路管理者は、津波が来襲した場合に、危険度が高いと予想される区

域及び避難路として使用が予定されている道路について、次に定める交通規制を行うとともに、事前の周

知徹底を図るものとする。

（１） 危険区域及び避難路への通行禁止又は進入制限

（２） その他必要な交通規制

必要に応じ、公安委員会との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保するものとする。

第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第６項「交通の確保計画」及び第３章「震災応

急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第３項「公共施設等応急対策計画」に準じる。

２ 海上及び航空

（１） 玉野海上保安部は、津波による危険が予想される地域から、安全な海域へと船舶を退避させる等

の措置を講じることとし、その具体的な内容を定めることとする。

また、海難の発生等により、船舶交通に危険が生じたときには、必要により船舶交通を規制又は

禁止する。

（２） 港湾管理者は、可能な限り船舶や港湾施設の利用者に対し、津波情報を伝達するものとする。

（３） 空港管理者は、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行場の閉鎖を行うとともに、利用

者に対し、津波の来襲のおそれがある旨を周知する。

（４） その他、第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第６項「交通の確保計画」及び第

３章「震災応急対策計画」、第４節「機能確保活動」、第３項「公共施設等応急対策計画」に準ず

る。

３ 鉄道

第３章「震災応急対策計画」、第２節「緊急活動」、第６項「交通の確保計画」及び第３章「震災応急

対策計画」、第４節「機能確保活動」、第３項「公共施設等応急対策計画」に準ずる。

４ 乗客等の避難誘導

駅・空港・港湾のターミナル等の施設管理者は、市が定める津波避難誘導計画や地域住民等が定める津

波避難計画との整合性を図りながら、津波避難計画を定めるものとする。

第７項 市が自ら管理又は運営する施設に関する対策

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設
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市が管理する庁舎・会館・社会教育施設・社会体育施設・社会福祉施設・学校等の管理上の措置は、概

ね次のとおりである。

（１） 各施設に共通する事項

① 津波警報等の入場者等への伝達

ア 来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得るよう、適切な伝達方

法を検討すること。

イ 避難地・避難経路・避難対象地区・交通規制状況その他必要な情報を合わせて伝達するよう事

前に検討すること。

なお、施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたときや、長いゆっくりとした揺れを

感じたときは、津波警報が発表される前であっても、直ちに避難するよう来場者等に対し、伝達

する方法を明示すること。

② 入場者等の安全確保のための退避等の措置

③ 施設の防災点検及び設備・備品等の転倒・落下防止措置

④ 出火防止措置

⑤ 水・食料等の備蓄

⑥ 消防用設備の点検・整備

⑦ 非常用発電装置の整備・防災行政無線・テレビ・ラジオ・コンピュータなど、情報を入手するた

めの機器の整備

⑧ 市等が管理する施設における、具体的な措置方法は施設ごとに定める。

（２） 個別事項

① 市立学校・研修所等にあっては、

ア 避難の安全に関する措置

イ 保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対する保護の措置

② 社会福祉施設にあっては、重度障害者・高齢者等、移動することが不可又は困難な者の安全の確

保のための必要な措置。なお、具体的な措置内容は、施設ごとに別に定める。

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置

（１） 災害対策本部等がおかれる庁舎等の管理者は、１の（１）に掲げる措置をとるほか、次に掲げる

措置をとるものとする。

また、災害対策本部等を、市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に

対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。

① 自家発電装置・可搬式発電機等による非常用電源の確保

② 無線通信機等、通信手段の確保

③ 災害対策本部等、開設に必要な資機材・緊急車両等の確保

（２） 推進計画に定める避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入・配備に協力するものと

する。

（３） 市域における、屋内避難に使用する建物の選定については、国・県や民間の所有する施設の活用
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等について検討し、必要に応じて協力を依頼するものとする。

３ 工事中の建築物等に対する措置

工事中の建築物、その他の工作物又は施設については、津波の来襲のおそれがある場合には、原則とし

て工事を中断するものとする。

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画

１ 施設整備の方針

地震防災上、緊急に整備すべき施設等の整備を促進するため、地震防災対策特別措置法に基づく地震防

災緊急事業５箇年計画により事業を推進する。

なお、具体的な事業施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果

が発揮されるよう、整備の順序及び方法について考慮するものとする。

２ 実施内容

（１） 建築物・構造物等の耐震化

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第１項「建物、まちの不燃化・耐震

化計画」に準ずる。

（２） 避難地の整備

第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第４項「避難地及び避難

路等整備計画」に準ずる。

（３） 避難路の整備

第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第４項「避難地及び避難

路等整備計画」に準ずる。

（４） 津波対策施設

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第７項「津波災害予防計画」に準ず

る。

（５） 消防用施設の整備等

第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第９項「消防等防災業務

施設整備計画」に準ずる。

（６） 緊急輸送を確保するために必要な道路・港湾等の整備

第２章「震災予防計画」、第３節「地震に強いまちづくり」、第２項「公共施設等災害予防計画」

に準ずる。

（７） 通信施設の整備
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第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第２項「情報の収集連絡

体制整備計画」に準ずる。

第６節 防災訓練計画

１ 市及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知・関係機関及び住民等の自主防災体制との協調

体制の強化を目的として、推進地域に係る東南海・南海地震を想定した防災訓練を実施するものとする。

２ １の防災訓練は、年１回以上実施するよう努める。

３ １の防災訓練は、地震発生から津波来襲までの初動対応及び円滑な津波避難のための災害応急対策を

中心とする。

４ 市は、防災関係機関及び地域住民等の参加を得て行う総合防災訓練に加え、県や他の市町村、防災関

係機関と連携して、津波警報伝達訓練など、より高度かつ実践的な訓練を実施するよう努める。

（１） 要員参集訓練及び本部運営訓練

（２） 津波警報等の情報収集・伝達訓練

（３） 災害時要援護者等、滞留旅客等に対する避難誘導訓練

（４） 災害警備及び交通規制訓練

（５） その他、第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第１１項「行

政機関防災訓練計画」に準ずる。

５ 市及び県は、災害時に組織的な活動ができるよう、自主防災組織等による防災訓練の実施を促進する。

第２章「震災予防計画」、第１節「自立型の防災活動の促進」、第４項「住民・地域・企業の防災訓練

計画及び参加」に準ずる。

６ 県は、市が自主防災組織等の参加を得て行う訓練に対し、必要な指導を行うものとする。

第２章「震災予防計画」、第１節「自立型の防災活動の促進」、第４項「住民・地域・企業の防災訓練

計画及び参加」及び第２章「震災予防計画」、第２節「迅速かつ円滑な震災対策への備え」、第５項「避

難及び避難所の設置・運営計画」に準ずる。

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

市は、防災関係機関・地域の自主防災組織・事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災上必要な

教育及び広報を推進するものとする。
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１ 市職員に対する教育

災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における災害応急対策の円滑な実施を

図るため、必要な防災教育を行うものとする。

防災教育は、各局区室・各課・各機関ごとに行うものとし、その内容は少なくとも、次の事項を含むも

のとする。

（１） 東海を含む東南海・南海地震の発生の周期に関する知識

（２） 発生に伴い予想される地震動及び津波に関する知識

（３） 東海を含む東南海・南海地震の同時又は時差あるいは、連動などの発生の可能性の認識

（４） 地震・津波に関する一般的な知識及び被害想定並びに浸水想定

（５） 地震が発生した場合、具体的にとるべき行動に関する知識

（６） 職員等が果たすべき役割

（７） 地震防災対策として、現在、講じられている対策に関する知識

（８） 今後地震対策として、取り組む必要のある課題

２ 地域住民等に対する教育

市は、県や他の市町村と協力して、地域住民等に対する教育を行うものとする。

防災教育は、地域の実態に応じて地域単位・職場単位等で行うものとし、その内容は少なくとも次の事

項を含むものとする。

なお、その教育方法として、印刷物・ビデオ等の映像・各種集会の実施など地域の実情に合わせた、よ

り具体的な手法により、実践的な教育を行うものとする。

その際、障害者等の災害時要援護者等に配慮するものとする。

（１） 東海を含む、東南海・南海地震の発生の周期に関する知識

（２） 発生に伴い予想される地震動及び津波に関する知識

（３） 東海を含む、東南海・南海地震の同時又は時差あるいは、連動などの発生の可能性の認識

（４） 地震・津波に関する一般的な知識及び被害想定並びに浸水想定

（５） 地震災害が発生した場合における、出火防止・初期消火・救出救助活動・避難誘導・災害時要援

護者等の介助及び自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

（６） 正確な情報入手及び発信の方法
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（７） 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容

（８） 各地域における津波避難対象地区、土砂災害危険箇所等に関する知識

（９） 各地域における避難地及び避難路に関する知識

（10） 避難の時期及び方法

（11） 避難所運営及び避難生活に関する知識

（12） 地域住民が日頃から実施可能な応急手当・生活必需品の備蓄・非常持ち出し品等の用意・家具の

固定・出火防止・ブロック塀の倒壊防止等の対策の内容

（13） 住居の耐震診断と必要な耐震改修の内容

第２章「震災予防計画」、第１節「自立型の防災活動の促進」、第１項「自立型・災害回避型ライ

フスタイルの普及計画及び定着」に準ずる。

３ 児童、生徒等に対する教育

市及び県は、児童生徒等に対して、学校教育等を通じて地震・津波に関する知識や避難の方法等の防災

教育の推進を図る。

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育

防災教育上重要な施設の管理者は、市及び県が実施する研修に参加するよう努めるものとする。

５ 相談窓口の設置

市及び県は、地震対策の実施上の相談を受けるため、必要な窓口を設置するとともに、その旨周知徹底

を図るものとする。
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第５章 震災復旧・復興計画

第１節 復旧・復興計画

第１項 公共施設等の復旧・復興計画

１ 方 針

公共施設等の復興計画は、被災者の生活再建を支援するとともに、災害の防止に配慮した施設の復旧等

を図り、より安全性に配慮した地域振興のため、基礎的な条件づくりを目指す。このため、復興計画の策

定にあたっては、迅速な原状復旧を基本としつつ、被災状況等によっては必要に応じて、さらに災害に強

いまちづくりについても検討する。

２ 対 策

（１） 基本方針の決定

社会・経済活動の早期回復や被災者の生活支援のため、公共施設等の復旧にあたっては、実状に即

した迅速な復旧を基本とし、早期の機能確保に努めることとする。

なお、被災の状況・地域の特性により、さらに災害に強いまちづくり等の課題の解決を図る必要が

ある場合には、関係公共施設管理者の意向を勘案した上で、中長期の計画的復興についても合わせて

検討する。

（２） 迅速な復旧事業計画の作成

公共施設等の復旧に当たっては、事前協議制度や総合単価制度などの活用を図り、早急な災害査定

に努めるとともに、迅速な復旧を目標とした復興計画を策定し、緊急度の高いものから順次復旧して

いく。

また、再度の災害防止等の観点から、可能な限り改良復旧を行う。

（３） さらに災害に強いまちづくり計画の作成

公共施設等の復旧にあたっては、被災状況・地域の特性及び関係公共施設管理者の意向等を勘案し、

さらに災害に強いまちづくり計画 を作成する必要があると判断した場合には、次の点に留（復興計画）

意し、できるだけ速やかに計画を作成する。

① 関係住民の意向の尊重

さらに災害に強いまちづくり計画（復興計画）を作成する場合には、従来の都市構造が大幅に変更

になることが予想されることから、関係住民の意向を尊重するとともに、計画に反映させるよう努め

ることとし、新たなまちづくりの展望・計画決定までの手続き・スケジュール等についての情報を積

極的に住民へ提供する。

② 土地区画整理事業や都市再開発事業等の活用

計画の実施に当たっては、土地区画整理事業や都市再開発事業等を活用するとともに、道路の拡幅

・オープンスペースの確保・耐震性貯水槽の設置・ライフラインの共同溝化・耐震化等を盛り込む。

③ 被災市街地復興特別措置法等の活用

建築物の相当数が滅失している地域においては、必要に応じ、被災市街地復興特別措置法による被
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災市街地復興推進地域を定め、建築行為の制限や土地区画整理事業等の特例を活用するとともに、特

定行政庁（岡山市・県・倉敷市・津山市・玉野市・総社市）は建築基準法による建築制限区域の設定

や応急仮設物に対する適用除外区域の指定等を行い、復興計画のスムーズな実施に努める。

第２項 激甚災害の指定に関する計画

１ 方 針

甚大かつ広範囲に及ぶと思われる地震被害に対して、早急な復旧を図るためには、多方面に及ぶ国・県

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等の支援が不可欠であり、特に復旧事業の財源確保においては

に基づく、国による激甚災害の早期指定が、復旧事業の進捗を左右に関する法律」（以下、「激甚法」という。）

する極めて重要な手続きであることに鑑み、国の激甚災害指定に向けた各種情報収集の必要性や、早期指

定に向けた国・県への働きかけについて定める。

２ 対 策

（１） 被害状況の収集

激甚法による国の激甚災害の指定を受けるに際し、県において激甚法等に規定する基準を満たす災

害であるかどうかの判断を行うため、各施設毎の正確かつ迅速な情報の収集を行い、県に報告する。

① 事業種別

② 被害額

③ 復旧事業に要する負担額

④ その他必要事項

（２） 激甚災害の早期指定

激甚災害には、被害規模が著しく大きくかつ被災地域が広範囲にわたる災害が発生したごとに指定

する「本激」と、年間の災害査定後、市町村において被害が一定基準を超えれば指定する「局激」が

ある。県では被害状況を勘案し、これらの指定について、防災所管課である危機管理課が総合的な窓

口として、国との連絡調整に努めるとともに、各関係部局においても、国の関係省庁との連絡を密接

にし、早期指定の促進を図るため、市も協力する。

激甚災害には、被害規模が著しく大きくかつ被災地域が広範囲にわたるの指定は指定対象地域及び

財政援助措置を政令において個別に指定することとなっており、知事がその被害状況を勘案し激甚災

害の指定の是非の判断をするために、県の地域振興部が総合的な窓口として業務にあたるため、市の

各関係部局においても、国・県の関係省庁との連絡を密接にし、早期指定の促進が図られるよう措置

を講じる。

［激甚災害指定のフロー］

報告 報告 報告
市 長 県知事 指定行政機関 内閣総理大臣 閣議決定 政令公布

（査定事業費等）

災対法５３条 激甚法２条答申 諮問
（被害の通報：内閣総理大臣→中央防災会議）

中央防災会議
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第２節 財政援助等

第１項 災害復旧事業に伴う財政援助・助成計画

１ 方 針

災害復旧事業の迅速かつ円滑な実施には、国における財政援助が不可欠であるが、災害復旧事業費の決

定は知事の報告、その他、地方公共団体が提出する資料及び実地調査の結果に基づいて決定されるもので

あることから、関係機関は復旧事業費の決定及び決定を受けるための早期の査定実施が可能となるよう努

める。

２ 対 策

（１） 法律等により一部負担又は補助するもの

災害復旧事業については、個別の法律等により国が全部又は一部を負担し又は補助することとなっ

ており、その対象となる事業は次のとおりである。また、これら事業を積極的に活用することにより

迅速な施設復旧を図る。

① 法律

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

イ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法

ウ 公営住宅法

エ 土地区画整理法

オ 海岸法

カ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

ク 予防接種法

ケ 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

コ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法

サ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

② 要綱等

ア 公立諸学校建物其他災害復旧費補助

イ 都市災害復旧事業国庫補助

ウ 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助

（２） 激甚災害に係る財政援助措置

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以下、「激甚法」という。）に基

づき、激甚災害の指定を受けた場合には、各復旧事業に関する特別の財政援助措置がとられること

となっており、市は、被害の状況を速やかに調査するとともに、国・県との連絡を密にし、早期に

激甚災害の指定を受けられるよう努める。

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

ア 公共土木施設災害復旧事業

イ 公共土木施設災害関連事業

ウ 公立学校施設災害復旧事業
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エ 公営住宅等災害復旧事業

オ 生活保護施設災害復旧事業

カ 児童福祉施設災害復旧事業

キ 老人福祉施設災害復旧事業

ク 身体障害者更生援護施設災害復旧事業

ケ 障害者援護施設災害復旧事業

コ 婦人保護施設災害復旧事業

サ 感染症指定医療機関災害復旧事業

シ 感染症予防施設事業

（公共的施設区域内・公共的施設区域外）ス 堆積土砂排除事業

セ 湛水防除事業

② 農林水産業に関する特別の助成

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

キ 共同利用小型漁船の建造費の補助

ク 森林災害復旧事業に対する補助

③ 中小企業に対する特別の助成

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

④ その他の財政援助措置

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

エ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例

オ 水防資器材費の補助の特例

カ 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

キ 雇用保険法による求職者給付に関する特例

第２項 災害復旧事業に必要な融資及びその他の資金計画

１ 方針

地震により被害を受けた個人・法人及び団体等の復旧を促進し、被災者の生活の安定・社会経済活動の

早期回復を図るため、災害復旧に関する各種の融資制度を整理するとともに市・県・金融機関、その他の

関係機関において構ずべき措置を明確にする。

２ 対策
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（１） 個人被災者への融資等

［市・県・社会福祉協議会］

地震により被害を受けた個人の生活の安定のため、市・県、その他の関係機関は、次の生活支援策

を実施する。

① 災害弔意金の支給（市）

地震により死亡した者の遺族に対して、災害弔意金を支給する。

② 災害障害見舞金の支給（市）

地震により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を支給する。

③ 被災者生活再建支援金の支給（県）

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によってその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、

経済的理由等によって、自立して生活を再建する事が困難なものに対し、都道府県が拠出した基金を

活用して、被災者生活再建支援金が支給される。

④ 災害援護資金の貸付（市）

地震により被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害援護資金を貸付ける。

⑤ 生活福祉資金の貸付（県社会福祉協議会）

地震により被害を受けた低所得者に対して、速やかに自立更生させるため、県社会福祉協議会を通

じて生活福祉資金を貸付ける。

⑥ 母子福祉資金の貸付（市・県）

地震により被害を受けた母子世帯及び児童に対して、市及び県は、母子福祉資金を貸付ける。

⑦ 公的負担の免除等（市・県）

被災状況等を勘案し、必要に応じて、税の期限の延長・徴収猶予及び減免の措置をとることとし、

国に対しても同様の措置を行うよう要請する。

⑧ り災証明の交付（市）

上記の支援等を早期に実施するため、地震発生後、早期にり災証明の交付体制を確立し、被災者に

対してり災証明を交付する。

⑨ 被災者への広報（市）

被災者の自立に対する援助・助成措置について、被災者への広報に努め、できる限り総合的な相談

窓口等を設置する。

（２） 被災中小企業への融資等

［市・県］

地震により被害を受けた中小企業者の再建を促進するため、中小企業金融公庫・商工組合中央金庫

及び国民生活金融公庫の融資並びに岡山県中小企業振興資金の貸付け等により、施設の復旧に必要な

資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう、市及び県は次の措置を実施する。

① 中小企業関係の被害状況・資金需要等について調査するとともに、その現状の早期把握に努め、

政府及び政府関係金融機関等に対し、融資の協力を要請する。

② 金融機関に対し、被害の状況に応じ、貸付手続きの簡易迅速化・貸付条件の緩和等について要請

する。

③ 信用保証協会の保証枠の拡大を要請し、資金の円滑化を図る。

④ 特別融資制度の創設・既往債務の負担軽減・税制上の特別措置などについて国に要請する。
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⑤ 中小企業関係団体を通じて、特別措置の中小企業者への周知徹底を図るとともに、経営相談窓口

を充実させ、中小企業者の経営指導に努める。

⑥ 岡山県中小企業振興資金融資制度 による貸付けを優先的に行う。（災害資金）

（３） 農林漁業関係者への融資等

［市・県］

地震により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の生産力の維

持増進と経営の安定を図るため、災害復旧資金の融通を中心に市・県は次の措置を実施する。

① 天災融資法による経営資金等の融資措置の促進及び利子補給及び損失補償を実施する。

② 政策金融公庫法に基づく災害復旧資金等の融資あっせんを実施する。

③ 農業災害補償法に基づく、農業共済団体等に対し、災害補償業務の迅速・適正化を図るよう要請

する。

（４） 住宅関連融資等

［市・県］

市・県は、被災地における損壊家屋の状況を調査し、住宅金融公庫法の規定による、次の資金の融

通が適用される場合には、地震により住宅に被害を受けた者に対して、当該資金の斡旋を行う。

① 災害復興住宅資金

② 地すべり等関連住宅資金

③ 宅地防災工事資金

④ 産業労働者住宅資金

⑤ マイホーム新築資金

⑥ リフォームローン

第３項 義援金品等の配分計画

１ 方 針

義援金は、被災者に公平に配分する必要があるが、震災の場合は、被災市町村が複数にわたる可能性が

高く、その配分をめぐって混乱が生じるおそれがあるため、義援金の配分にかかるルールをあらかじめ定

めておく必要がある。

２ 対 策

［市・県・義援金収集団体］

市、県及び日本赤十字社・報道機関等の義援金収集団体は、配分委員会を組織し、当該災害に係る

すべての義援金の使用・配分について協議する。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































